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凡例

1．本研究で用いるテクストは、巻末の参考文献に掲げる「Iテクスト」によっている。

2．引用文献は、巻末の参考文献に掲げるr皿翻訳書」に邦訳があるものは基本的にそれらを用

　　いているが、それらにないものや必要な場合は筆者による私訳もある。

3．引用文献で、旧約・新約聖書からの引用は基本的に新共同訳を用いているが、必要な場合は

　　新改訳や筆者による私訳もあり、その場合はその旨断り書きを入れている。

4．ヘブライ語の単語には読者が転手（trans1itera伍。n）する場合を考慮し、ダゲシュ（ぬマ文

　　字の真ん中に打たれる点）を入れて、コ（v）とコ（b）、⊃（㎞）と∋（k）のように軟硬の発音を区

　　則している。

5．人名の日本語表記は、『キリスト教人名辞典』（日本基督教団出版局）、『岩波ニケンブリッジ

　　世界人名辞典』（岩波書店）の表記を用いた。ユダヤ教に関する人名や固有名詞は『古典ユダ

　　ヤ教事典』（教文館）によっているが、慣用されている表記も尊重し用いた。

6。年号の「前」は紀元前を、「後」は紀元後を示す。
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旧約・新約聖書諸文書略号表

旧約聖書

略　号 新共同訳による書名 略　号 新共同訳による書名 略　号 新共同訳による書名

剣 創世記 代下 歴代誌下 ダニ ダニエル書

出 出エジプト記 ユズ エズラ記 ホセ ホセア書

レビ レビ記 ネヘ ネヘミヤ記 ヨエ ヨェル書

民 反数記 エス 　　　　一Gステル記 アモ アモス書

中 申命記 ヨブ ヨブ記 オバ オバデヤ書

ヨシュ ヨシュア記 詩 詩編 ヨナ ヨナ書

士 士師記 歳 箴言 ミカ ミカ書

ルツ 　　’泣c記 コペ コヘレトの言葉 ナポ ナホム書

出　一． 山　λ　　　ザ…コ　L 雌 雌可ん ■、

岳サム上　　サムエル記上

サム下　　サムエル記下

王上

王下

代上

列王記上

列王記下

歴代誌上

雅

イザ

エレ

哀

エゼ

雅歌

イザヤ書

エレミヤ書

哀歌

エゼキエル書

ノ、ノミ

ゼフア

ハガ

ゼカ

マラ

ハバクク書

ゼフアニヤ書

ハガイ書

ゼカリヤ書

マラキ書

新約聖書

略　号 新共同訳による書名 略　号 新共同訳による書名

マタ マタイによる福音書 Iデモ テモテヘの手紙I

マコ マルコによる福音書 1Iデモ テモテヘの手紙皿1

ルカ ルカによる福音書 テト テトスヘの手紙

コノ、 ヨハネによる福音書 フイレ フィレモンヘの手紙

使 使徒言行録 ヘブ ヘブライ人への手紙

ロマ ローマの信徒への手紙 ヤコ ヤコブの手紙

Iコリ コリントの信徒への手紙I Iペト ペトロの手紙I

皿コリ コリントの信徒への手紙皿 1Iペト ペトロの手紙1I

ガラ ガラテヤの信徒への手紙 Iヨハ ヨハネの手紙I

エフェ エフェソの信徒への手紙 皿ヨハ ヨハネの手紙■

フイリ フィリピの信徒への手紙 皿ヨハ ヨハネの手紙皿

コロ コロサイの信徒への手紙 ユダ ユダの手紙

Iテサ テサロニケの信徒への手紙I 黙 ヨハネの黙示録

■テサ テサロニケの信徒への手紙1I
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ヘブライ文字・音価表 ギリシア文字・音価表
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序

1問題の所在と研究目的

　本研究は、慈善をテーマとして、欧米キリスト教のボランタリズムの根源にある原始キ

リスト教の慈善と、その背景にある同時代のユダヤ慈善にさかのぼり、両宗教慈善の思想、

制度、実践形態の特徴を明らかにしようとするものである。

　欧米のボランタリズムの形成にキリスト教とその背景にあるニダヤ教の果たした役割

は大きい。キリスト教慈善は『マルコによる福音書』12章31節に代表されるように、隣

人を自分のように愛せよという人間観に基づいているといえよう。隣人愛（とくにr無償

の愛」）に基礎をおく、キリスト教思想に依拠した欧米のボランタリズムは、欧米の慈善

（cbar三ty）、博愛（凶i1anthropy）のボランティア精神の根幹を形成しており、それは今

日の欧米社会のボランティア精神へと引き継がれている。そのr隣人愛」の思想の根源は、

新約聖書の抑伽ηアガペー（無償の愛、自己犠牲の愛を意味する）に依拠しているとい

えよう。もちろん、アガペーのみが欧米のボランタリズムの根源思想のすべてであるとは

いえないが、要因になっているのは間違いない。しかしながら、例えばキリスト教で、隣

人愛を語る際によく引き合いに出される新約聖書のrよきサマリア人」の警え（『ルカによ

る福音書』10章25－37節）は、キリスト教のみの理解では不十分である。その根底にあ

るユダヤ人とサマリア人との確執の歴史を理解することなしに、サマリア人がユダヤ人を

介抱し保護する行為力芦どれ程の困難な決断を要するものであったか、自己犠牲の愛であっ

たのかを理解することにはならないであろう。キリスト教は、ユダヤ教を背景としたユダ

ヤ社会の中から誕生している。したがって、とくに原始キリスト教においては、思考、生

活習慣等、さまざまにユダヤ教との同時代的比較が重要になってくる。

　初期カトリシズム以前の、つまり後2世紀中頃以前のr原始キリスト教」。では、イエス

の教えを信奉する人々が、自ら帰属する宗教共同体を「キリスト教（Xq1σuαwσμ6らクリ

スティアニスモス）」と呼んで、既存の「ユダヤ教（了。リδαLσμ6G　ユダイスモス）」と区別

するようになる。また、外部からも「キリスト教徒（Xg［σuαv6ら　クリスティアノス）」

はrユダヤ教徒（10Uδα工0⊆　ユダイオス）」と区別された存在として認知されるようにな

る。・しかしながら、初期のキリスト教徒は、新約聖書の『使徒言行録』等にみるように、

それまではユダヤ社会の中で、各人に信仰の程度の差はあるにせよ、ユダヤ教徒として生

活してきた人々である。したがって、ユダヤ的、あるいはユダヤ教的思考や生活習慣は、

キリスト教徒としての彼らの生活や宗教及び社会活動にも影響したであろうことが想像さ

れる。

　ユダヤ慈善の特徴については、序3「先行研究分析」ならびに第1章「研究序説」で言

及することになるが、その思想的背景、制度、実践形態を各論的に詳細に語り得るだけの
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先行研究はまだ十分に揃っていない。したがって本研究は、それらを明らかにしながら、

ユダヤ慈善と同時代のキリスト教慈善を比較することにより、両者の関係性と独自性を解

明することを目的としている。

　筆者が両宗教慈善の比較研究に取り組むに際し、とくに念頭に置いていることは、本研

究のテーマであるrユダヤ慈善研究」（※表罫線部がユダヤ教ではないことに注意されたい）

という設定にも表れているのであるが、初期のキリスト教徒は、既存のユダヤ教徒と同じ

rユダヤ」の土壌で育まれ、同じユダヤ人であったという点である。両宗教の思想の相違

等から両宗教慈善の岐路となったのが、まさに原始キリスト教とその時代のユダヤ教なの

である。

　慈善をテーマとした両宗教の関係性と独自性の比較に関して、施与を例にとるならば、

聖書の『ルツ記』には、生活困窮者に対する落穂拾いを手段とした救済の記録がある。の

ちに落穂拾いはユダヤ社会の中で貧困者救済の主要な手段となった。後代に編纂されたユ

ダヤ教の教典ミシュナ及びタルムードのなかの一篇『ペアー（洲ヨ）』は、落穂拾いを救済

手段とした施与に関して具体的に規定している。

　『ルツ記』の落穂拾いの記録は、ユダヤ教にもキリスト教にも共通に、ユダヤ社会に貧

困者救済の慣習を生み出す始原になっているといえよう。『ペアー』は、ユダヤ教賢者たち

によって規定されたユダヤ教独白の制度である。一方、新約聖書では『マルコによる福音

書』12章41－44節にみる、貧しいやもめの行った小さな献金を裕福な人々が献げる多く

の献金よりも価値あるものとするイエスの言説は、彼の眼に映ったユダヤ教徒の形式的か

っ律法主義的な献金の有様に対する批判でもあった。これら、施与の行為の拠って立っ思

想や制度に限ってみても、両宗教に共通な部分と独自な部分が存在する。

2課題の設定と研究方法

　本研究は、研究序説と個別論文から成る各論の二部構成になっている。前述のように、

ユダヤ慈善の特徴についての先行研究はまだ十分に満っていないため、通例の先行研究分

析（序3）とは別に、研究序説を設け、各論に先立ってユダヤ慈善の歴史をまず概観する

という構成をとった。Iここでは、1（r慈善とは」）で慈善の意味を考察し、2（r古代のユ

ダヤ慈善」）及び3（r中世のユダヤ慈善」）で古代から中世までのユダヤ慈善の特徴を考察

し、4（r近・現代のユダヤ的価値」）でユダヤ慈善思想の伝統を継承するユダヤ教ソーシ

ャルワークにおけるユダヤ的価値とその今目的意味を考察する。

　第2章から補遺までは各章で個別の課題を設け、それらの課題を個々に考察する。課題

設定にあたっては、ユダヤ慈善の根源的思想を有する古代を中心に取り上げている。具体

的には次に述べる根拠に基づいて設定した。

　課題設定にあたって、ユダヤの歴史を鳥瞭するならば、そのなかに種々の福祉的な課題
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を列挙できるであろう。先に挙げた落穂拾いの慣習の他にも、例えば、（1）過失致死の罪を

犯した犯人をr血の復讐」から逃し、公平に裁判を受けるまで保護するために設置された

r逃れの町」（『反数記』35章6－32節）。（2）50年目に1度、貧困等を理由に売却した不

動産の権利が元の所有者に無償で返却され、且つすべての奴隷の解放が告げられたrヨベ

ルの年」（『レビ記』25章10－33）などである。

　しかし、これらの中には地理的にユダヤ固有の事象であったり、時間的に継続性の弱い

事象も見受けられる。本研究では、キリスト教慈善との比較という観点から、ユダヤ由来

の慈善に関する事象で、その思想、制度、実践形態などが地理的な広がりと時間的な継続

性をもっており、同時に社会福祉学的視点から議論を深めるのに意義があると思われるも

のを選択することにした。

　各々の課題を比較する際の前提として、先ずそれらがどのような思想を背景としている

のかを明らかにする必要があろう。そこで、ユダヤ慈善の拠って立つ中心的思想のキーワ

ードとしてr義」（あるいは「正義」）を取り上げたい。それは、ボーゲン（Bogen1917：

16－7）が、正義がユダヤ慈善の基盤になっていることを指摘し、フリッシュ（Frisch

1924：29－30）が正義と施与との関連を、また、ローウェンバーグ（Loewenber92001：

36）が、富者と貧者の正義と義務の関係（富者は正義の表白として施しを行い、貧者は施

しを受ける義務がある）をユダヤ慈善の思想的特徴としていることからも、r義」を取り上

げることは適当と思われるからである。「義」については第2章、第3章を中心に考察す

る。

　第2章と第3章は貧困・貧困者対策を扱っており、第2章では「施し」の語の形成を取

り上げる。ユダヤ思想でr義（あるいは正義）」を意味するツェダカー（叩τ芭）から、の

ちに慈善の用語として「施し」を意味するエレエモスネー（きλεημoσ伽η）が、ディアス

ポラ・ユダヤ人のために翻訳されたギリシア語訳聖書（rセプテュアシント」あるいはr七

十人訳」ともいう）において創出された。ユダヤ思想それ自体にもr義」に内包されるr憐

れみ」の要素がみられるが、大きな変化の要因としてヘレニズムとの接触が指摘できよう。

それら複線的な事情からなるr義」からr施し」に至る変遷を検証したい。

　第3章は施与を取り上げる。貧困問題はミシュナやタルムードでは社会問題と認識され、

貧困対策は古代ユダヤ社会の基盤整備にかかわ亭重要な課題であっれそれは・ミシュナ

及びタルムードのなかで、施与を内容とする『ペアー』か一つの篇（η⊃o高マッセヘト）

として全8章の分量から成っていることからもうかがえよう。そこで『ペアー』より、落

穂拾いを手段とした貧困者救済の具体的内容を精査したいと思う。この規定を取り上げる

もう一つの意義は、この制度が後代に落穂拾いの慣習（その例として、中世から近代に至

るまでフランス農村社会に存在した聖書由来の落穂拾いの慣習が挙げられる）として影響

を及ぼしているからである。

　第4章は病者と障害者を取り上げる。病者や障害者に関する記録は、聖書（旧約・新約
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を含む）、ミシュナ、タルムード等の宗教文書に散見され、その中で彼らは宗教的に特別視

されていたことが分かる。それは、ユダヤ教教義の疾病観と障害観、ならびに病者観と障

害者観からもたらされた差別の問題でもあるが、その論理を明確にすることは、病者、障

害者への処遇の実態を理解する上で重要な意味を持つと思われる。

　第5章と第6章は女性を扱っており、第5章は女性指導者を取り上げる。古代ユダヤ社

会では女性はとくに祭儀に関しては差別の対象であったが、一方ではディアスポラのシナ

ゴーグ（ユダヤ教会堂）では、女性指導者が輩出されていたことも知られている。それは

同時代のキリスト教が女性を礼拝の指導者から排除していたのとは違っていた。そのこと

から、ここでは、初期ユダヤ教シナゴーグの女性指導者を原始キリスト教の女性たちの状

況と比較する。原始キリスト教では、その指導的立場にあったパウロに焦点を当て、彼の

女性観のファリサイ的背景の可能性について考察する。

　第6章は先の第5章で考察したパウロの女性観に接近するために、キリスト教会におけ

るディアコノス（δし秋。Vo⊆奉仕、執事）職を取り上げ、女性の教会及び社会活動の実態

を、古代及び中世宗教改革期の教会指導者たちの言説から考察する。

　最後に補遺として、フランスの旧刑法典（ナポレオン法典の中の刑法典）で保障されて

いた貧困者等の「落穂拾い権」をもとに、フランス農村社会の落穂拾いの慣習をみること

にする。この権利は中世から近代（近代農業の登場）まで、時代を越えて長期にわたり存

続した聖書由来の慣習でもあった。これは、ユダヤ法の枠を超えて異文化のなかで慣習と

して存続した例である。

　研究の方法としては、宗教文書（聖典、教典等）の一次資料を基礎資料とした文献研究

である。ユダヤ教では、トーラー（キリスト教でいう旧約聖書）、ミシュナ、バビロニア・

タルムード、エルサレム・タルムード、ミトラシュ・ラッバー等を用いる。キリスト教で

は、旧約聖書（ユダヤ教のトーラーに同じ）、新約聖書、旧約外典等を用いる。その他、翻

訳聖書では、ギリシア語訳旧約聖書（セプテュァシント）、オーリケネースのヘクサプラ等

を用いる。それら基礎資料をもとに、考古学、歴史関係諸文書等を、各課題を考察するた

めの二次資料として活用する（資料の詳細は巻末の「参考文献・略号表」参照）。

　本研究で扱う地域は、ユダヤ教と原始キリスト教が活動を展開したパレステイナを中心

として、ディアスポラ・ユダヤ人たちの活動した地中海周辺域をも研究対象地域に含める

ことにする。また、キリスト教を比較の対象としている関係から、ヨーロッパの一部（ド

イツ、フランス）も含むものとする。

　ここで、パレスティナという地域の範囲について補足しておく必要があろう。ここでい

うrパレスティナ」とは現代の政治的意味でのパレスティナの領域を指しているのではな

く、ヨルダン川の両側の「聖書の土地」の意味で使っている。もしその領域を「イスラエ

ル」と設定するならば、その範囲はユダ王国の北側に位置する古代イスラエル王国の領域
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に限定されるためである。

　対象とする年代は、原始キリスト教が誕生する後1世紀を中心とするが、その前後のユ

ダヤの歴史をも包含することになる。とくに、聖書本文の取り扱いをめぐりユダヤ教とキ

リスト教の確執が顕在化したことから、その対象となったギリシア語訳聖書を考察するた

めに前3世紀まで扱う。さらに、紀元後のディアスポラ・ユダヤ人の、とくにシナゴーグ

を中心とした宗教及び社会活動について考察する必要性があることから、後2－3世紀ま

でをカバーする。また課題で挙げたr女性」やr施与」の内容の後代への影響をみるため

に、16世紀ヨーロッパ（とくにドイツ、フランス）のいわゆる宗教改革期と、一部フラン

スの近代までを扱うことになる。

　最後に「ユダヤ」の呼称に関して付記しておきたい。ユダヤ民族は約4千年の歴史を有

し、その長い歴史の申ではrユダヤ」のほかにもrヘブル」の呼称が登場する。ユダヤ人

（ηWイェブディ）という呼称は、本来は同胞12部族のうちパレスティナ南部に住んで

いたユダ部族に属する人々を指したが（『ヨシュア記』15章参照）、のちに語意が拡張され

て、ディアスポラの同胞を含んだ一般的な民族名になっていく。ヘブル人一（うrコサイブリ）

という呼称は、その語源は確かではないが、ユダヤ教ではヘブル人はユダヤ人の敬称とな

った。「イスラエル」（泳rかイスラエル）も、ユダヤ教ではユダヤ民族を指す呼称であっ

た。本研究で慈善との関連で述べる際は、先行研究で用いられているJewish　Charityの

表現に倣い「ユダヤ」（及び「ユダヤ慈善」）の呼称に統一する。
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3　先行研究分析

　ここではユダヤ慈善に関する先行研究を事典類と個別研究から概観する。ブラウン

（Brown）大学の「ブラウン・ユダヤ研究」シリーズにはユダヤ慈善に関連した研究業績

が複数挙げられるが、これらは個別研究ではなく「ブラウン・ユダヤ研究」としてまとめ

て取り上げる。

3．1事典類

3．1．1此卯。ノψ∂θ幽みぬ加

　励ψo／o脾θ必∂ゐ幽州（『エンサイクロペディア。ジュタイカ』＝ユダヤ百科事典）に

はCharity（慈善）の項目がある（Roth1972，vo1．5：338－54）。それは、（1）「聖書」、

（2）「タルムードとラビ文学」、（3）「中世」、（4）「現代」に分けられており、「聖書」と「タ

ルムードとラビ文学」の部分はポズナー（Posner，Raphae1）が、「中世」の部分はベン。

サッソン（Ben・Sasson，Haim　Hi11e1）が、「現代」の部分はレヴィテーツ（Levitaもs，Isaac）

が執筆している。（1）「聖書」では、安息の年（sabbatica1year）とヨベルの年（jubi1ee）、

慈善を命じた箇所（申命記15章7－10節等の聖句）とそれらの内容が簡潔に紹介されて

いる。（2）「タルムードとラビ文学」では、慈善の思想的根拠となる巾旭ツェダカー（義、

正義）と、もう一方でその語が暗示する善行による正義の遂行の側面について述べている。

また、物質的援助に関わっているとしてτonヘセッド（慈愛）の用語が挙げられている。

慈善の説明として、ツェダカーとしての慈善、与える側と受け取る側の決まりごと、分配

方法、慈善の監視員等について述べられており、分配方法のところではマイモニデス

（Maimonides，Moses）の「慈善の8段階」の内容が要約されている。（3）「中世」の部分

は、聖書やタルムード等の宗教文書からではなく、ユダヤ慈善の社会的側面が描写されて

いる。その中で、慈善団体や個人の慈善行為で一般的に行われていたものとして、①慈善

箱への募金、②スープ・キッチンの設置、③衣類の寄付、④埋葬が挙げられている。　（4）

r現代」（サブテーマはr社会福祉の特徴」）は、19世紀から第二次世界大戦前までを扱っ

ている。そのサブテーマから、ユダヤ慈善の価値や原理がユダヤ教ソーシャノレワークにど

のように関わっているのかを明らかにすることが期待されるが、その内容は主にヨーロッ

パやアメリカをはじめ、各国のユダヤ系団体の施設の拡大や組織化について概観するもの

で、価値や原理の問題についてはほとんど触れられていない。

　価値や原理の問題に触れられていない理由としては、『エンサイクロペディア・ジュダ

ィカ』が編集された1960年代から70年代初期にかけては、クツィック（Kutzik，A1fredJ．）

やコーズ（Kobs，Samue1C．）によってユダヤ教ソーシャルワークの価値の問題が取り上
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げられ始めたとはいえ（第1章4r近・現代のユダヤ的価値」参照）、まだ今日のように

価値の研究が成熟していなかったことが挙げられよう。

3．1．2　　地の7o／qρ∂θゴゴ∂0f♂口a∂ゴ8エη

　皿θ励ψoノψaθゐa　o〃〃虹舳（『ユダヤ教事典』）にはCharity　inJuaaism（ユダヤ教

における慈善）の項目があり（Neusner2005，vo1．1：335－47）、アヴェリニ・ペック

（Avery・Peck，A1an）が執筆している。その内容は、（1）「聖書の慈善」、（2）「ラビ文学の

慈善」、（3）rミシュナとトセフタの貧困者援助」、（4）rタルムードの慈善」、（5）r中世の慈

善」、（6）r中世のユダヤ教慈善団体」に分けられている。ツェダカー（義、正義）と

凹Or舳棚ゲミルット・ハサデイーム（慈愛の行為）とが表裏の関係であることが挙げ

られ、世俗的な観念では慈善は個ノ八、の自由意思に基づく行為であるが、ユダヤ教の見解で

は、神との契約条件のもとで各個人は貧困者を援助する義務が課せられているとする。（1）

から（6）までの内容は、肋ψdψm幽ゐ加加（『エンサイクロペディア・ジュタイカ』）

の内容に比べ、ユダヤ教宗教文書等からの豊富な例示によって具体的になっているが、記

述は中世の慈善までで終わっており、近・現代のユダヤ教ソーシャルワークには触れられ

ていない。そのため、ユダヤ慈善の価値や原理が近・現代にどのように関わっているのか

は明らかにされていないが、それは『ユダヤ教事典』が宗教的な解説を主にしていること

や、項目がrcharity（慈善）」という点で理解はできる。

3．1．3　　励q7o／qρθ0度∂　0〆80cノ∂ノ　吻r五I

　耽収dψθ幽。f8o地ノ脆泌（『ソーシャルワーク事典』）にはJewish　Communa1

Services（ユダヤ教コミューン・サービス）の項目があり（Mizrahi2008，vo1．3：1－8）、

今日のユダヤ教ソーシャルワークの特徴を述べている。その項目の執筆はゲルマン

（Ge1man，She1d－onR．）、アンドロン（Andron，Sau1）、シュテール（Sclhna11，DavidJ．）

が担当している1）。その内容の中から、とくに（1）「聖書と教訓からの基礎」と、（2）「過去

と現在の歴史」の部分で、慈善とソーシャルワークの関係性が述べられており、ユダヤ教

ソーシャルワークの宗教的、社会的伝統の根源が、聖書や他のユダヤ教宗教文書にあるこ

とが明示されている。援助の方法では、マイモニデスが挙げているr慈善の8段階」のな

かの最高位の段階である援助を受ける側が自尊心を保つことができる援助の必要性が取り

上げられており、ユダヤ教ソーシャルワークがユダヤ慈善の伝統の上に成り立っているこ

との具体例ともなっている。マイモニデスが追及したr援助を受ける側が自尊心を保つこ

とができる援助」は、ユダヤ慈善から今日のユダヤ教ソーシャルワークまで一貫するユダ

ヤ教の援助観である。
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3．2　個別研究

3．2．1　ラルマン

　ラルマン（La11em＆nd，L6on）2）は遡紡。ゴ”θ♂θノθ0加〃6（『慈善の歴史』全4巻）3）を

著している（La11emand1902－1910）。その第1巻（古代）は、第1章（1－28頁）にr古

代ユダヤ慈善」、第2章に古代オリエントとして「エジプト」（29－45頁）と、「アッシリ

アとバビロニア」（46－54頁）が記されている。第3章から第5章（55－100頁）までは

rギリシア」、第6章から第8章（101－166頁）まではrコンスタンテイーヌスI世以前

のローマ世界」、第9章（167－178頁）はrローマ軍の征服以前のガリア、ゲルマニア」

を扱っている。ラルマンは第1巻で古代のユダヤ慈善を記しているが、第2巻（9世紀ま

で）から第4巻（16世紀から19世紀）にはユダヤ慈善に関する記述はほとんどない。第

3巻（中世：10世紀から16世紀）と第4巻は、フランスをはじめヨーロッパの病院及び

医療に関する慈善事業の記述に多くを割いている。大著ではあるが、ユダヤ慈善は古代で

取り上げられているのみで、その内容はペアー（落穂拾い）の規定や、その他の慈善に関

する記述をミシュナとタルムードから取り上げ説明を加えた程度のものであり、ユダヤ慈

善の後代への影響については触れられていない。

　ラルマンのこの書では、ユダヤ慈善と中世及び近代との関わりについてはまだ捉えきれ

ていない。その内容もユダヤ教からもたらされるユダヤ慈善の知識（タルムード等にある

慈善に関する文言）の紹介のレベルであり、当時の西欧社会におけるユダヤ慈善への関心

の低さが推察される。

3．2．2　ボーゲン

　ボーゲン（Bogen，Boris）4）ばる加幽P必∬舳〃加q〃｝刀助08蝪。皿。f肋boψノθθ伽♂

Mち肋。ゐ。fゐ加幽8o幽ノ3θr凶θノ刀泌θ砺加♂8ね〃θ8（『ユダヤ慈善5）一米国における

ユダヤ教ソーシャル・サービスの原則と方法の解説』）を著している（Bogen1917）。その

内容はアメリカのユダヤ慈善事業及び社会事業が中心であるが、第3章（16－26頁）に

古代から中世にかけてのユダヤ慈善史が記述されている。その第3章のテーマはCharity

among　the　Jews（ユダヤ人の間の慈善）であり、その細項目は、（A）正義に基礎を置く慈

善（16－18頁）、（B）組織的な援助（18－21頁）、（C）援助の原則（21－23頁）、（D）中世の

ユダヤ慈善（23－26頁）、（E）慈善団体（26頁）となっている。その項目（C）の中で、タル

ムードとそれを要約したものとしてマイモニデスの慈善の8段階の要約があり（Bogen

1917：22－3）、そのことは近代のユダヤ慈善事業の援助の原則がマイモニデスの慈善の親
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念に影響されていることを示してもいる。

　ボーゲンがこの書を出した時代は、すでにアメリカにおいて多くのユダヤ慈善団体が存

在しており（リンフイールドの1927年の調査では、全米に2957団体が存在した）

（Sghneiderman1928）6）、それらの慈善団体を統括する全米ユダヤ慈善会議（Nationa1

Con£erenceofJewishCharities）も1900年に創設されていた。したがってボーゲンの研

究は、それまでのアメリカにおけるユダヤ慈善事業を体系的に整理するものでもあった。

3．2．3　フリッシュ

　フリッシュ（Frisch，Ephraim）7）はλ〃逓前。血。∂ノ8α〃θア。fゐ以ゴ8五万此批加㎎プ

ル。皿肋θ励〃θ86乃虹θ8〃。批θM1bθ〃θ舳批0θ”佃Ψ　（『ユダヤ慈善史概説一草創期から

19世紀まで』）を著している（Frisck1924）。その著書はユダヤ慈善の外観的通史である。

主に貧困者への施与について扱っており、内容は二部構成になっている。第一部はFrom

theEar1iestTimestotheFa11oftheState（草創期から国の没落まで）で（3－40頁）、

聖書時代（旧約時代）からエルサレムの陥落（後70年）までを扱っている。第二部はFrom

theFa11oftheStatetotheBeginningsofEmancipation（国の没落から解放の始まりま

で）で（43－177頁）、エルサレム陥落以降から1800年代までを扱っている。慈善の原理・

原則の記述に1章（第二部の第7章、74－83頁）が充てられており、（1）義務としての慈

善、（2）正義の表白の手段としての慈善、などについて説明が加えられている。同じく第二

部の第3章（r法典と倫理的著作」）にはマイモニデスのr慈善の8段階」が記されている

（趾isch1924：62－3）。近代慈善の部分はヨーロッパを中心に記述されており、アメリ

カは簡単に触れられているのみである。

　先のボーゲンの研究がアメリカのユダヤ慈善を中心としたものであるのに対して、フリ

ッシュの研究はユダヤ慈善の根源にも焦点が当てられている。その意味で根源的追求の先

駆けになったといえるが、研究のために不可欠なタルムード等の宗教文書の精査が十分に

なされてはおらず、研究を目的とした利用に供するにはなお不足があるといえよう。

3．2．4　コーズ

　コーズ（Kohs，Samue1C．）8）は肋θ亙。o加。f8odaノ脆姑（＝1989，小嶋・岡岡訳’『ソ

ーシャルワークの根源』）を著している（Kobs1966）。それはアメリカのソーシャルワー

クの価値の起源と問題に焦点が置かれており、全体の構成は、（1）諸価値の中の特定の価

値、（2）人間の本性と二一ズ、（3）価値の影響、（4）哲学とソーシャルワーク、（5）ソー

シャルワークの出現、（6）カトリック・ソーシャルワーク、（7）ユダヤ教ソーシャルワー

ク、（8）プロテスタント・ソーシャルワーク、（9）世俗的諸概念、（10）すべての思想の
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流れの統合、となっている。その中のユダヤ教ソーシャルワークの記述の部分で、コーズ

は、ユダヤ教ソーシャルワークは世俗のソーシャルワークとの間隔が接近している現実は

あるものの、一般的な方法等のガイドラインを聖書（旧約聖書）とタルムードの戒律と諸

法典から引き出し、これらの原則をソーシャルワーク実践に応用しているとする（Kohs

1966：126）。ユダヤ教ソーシャルワークの価値については、コーズよりも先に、クツィッ

ク（Kutzik，A1缶ed　J．）の研究書3oo〃肋㎡舳♂ゐπ加五脆ルθポ3減。〃θ郷。f

Oo皿80〃〃θ伽♂0o皿茄悦（『ソーシャルワークとユダヤ的価値一調和と対立の基本領域』）

（1959）があり、ユダヤ教ソーシャルワークの価値の特質と、ユダヤ教ソーシャルワーク

と世俗（アメリカ社会）との関係を論じているが、コーズが行っている複数の宗教ソーシ

ャルワークの価値の比較は、それまでの先行研究にはない特徴であり、宗教ソーシャルワ

ークの価値の比較を本格的に扱ったのは、、おそらくコーズが最初であろう。

　このコーズの研究でさらに注目したい点は、この時代、ユダヤ教ソーシャルワークの価

値について評価する必要性が生じていたことである。つまり宗教的価値とソーシャルワー

ク専門職の価値とが学問的に論じられるようになり、宗教ソーシャルワークを科学的に論

じる機運が生まれていたのである。正統派ユダヤ教のイェシヴァ大学に、ウルツウェイラ

ー社会事業学校（Wurzwei1erSchoo1ofS㏄ia1Work）が開校されたのは1957年であった。

ウルツウェイラー社会事業学校にはユダヤ教を代表するソーシャルワーク専門職養成校と

しての使命があった。コーズ自身はユダヤ福祉基金（Jewish　We1虹e　Funa）やユダヤ慈

善団体連合（FederationofJewishCharities）等、ユダヤ教福祉関係の要職を歴任した人

物である（序3F先行研究分析」注8参照）。キリスト教（カトリック及びプロテスタン

ト）ソーシャルワークが台頭していたアメリカで、ユダヤ教を含む宗教ソーシャルワーク

の価値の比較研究は当然に必要となった。さらに1950－60年代は、シナゴーグ（ユダヤ

教会堂）で生じた改革運動（主に礼拝において男女を分離する差別的取り扱いをはじめと

するユダヤ的伝統に対する改革運動）が高まった時代でもあった（第1章4．2r価値をめ

ぐる葛藤」参照）。コーズの研究にはそのような時代背景があり、ユダヤ教ソーシャルワー

クと世俗のソーシャルワークの価値の比較研究も課題となっていた。

3．2．5　ローウェンバーグ

　ローウェンバーグ（Loewenbe㎎，FrankM．）9）の古代ユダヤ慈善に関する最初の研究成

果は、1994年に肋〃μo扮舳♂〃α刀ねΨ8θo6or伽〃敏か（NVSQ）（『季刊　非営利・

ボランタリーセクター』）誌上に、0nthe　Deve1opment　ofPhi1anthropicIns砒utionsin

AncientJudaism：Provisions£orPoorTrave1ers（r古代ユダヤの慈善制度の発達について

一貧困放浪者のための支給」）の題目で発表された（Loewenber91994）。その後、彼の研

究成果は、地。〃αθ血ヶ6030C”ル鮒。θj肋θ肋θ堵θ〃θoヂ0o〃〃α〃ノ血8左伽虹。〃
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伽批θ8ψpo竹。ヂ秘θpoo〃刀ん。ゴθ皿〃αぬゴ舳（『慈善カ）ら社会的公正へ一古代ユダヤの

貧困者支援のための公共制度の出現』）10）としてまとめられた（Loewenbe㎎　2001）。そ

の著書は、初の本格的な古代ユダヤ慈善の研究書である。その内容は、主に貧困問題と施

与について書かれているp彼の研究はタルムードを丹念に精査している点に特徴があり、

それまでの先行研究にはない綴密さがある。ただし、補遺（r初期キリスト教徒の博愛」

181－193頁）に原始キリスト教団の慈善についての考察があるが、ユダヤ慈善との比較

には踏み込んでいない。

　ロドゥェンバーグはこの種の研究書が皆無に近いことを知り、まとめることになったの

だが、彼は古代ギリシアやローマにおける慈善、博愛に関する研究書は多数存在するもの

の、古代ユダヤの慈善（活動）に関する研究に関心が寄せられない理由として、以下の諸

点が考えられ得るのではないかとしている（Loewenbe㎎2001：12）。

（1）初期キリスト教において、とりわけ使徒パウロらが伝道活動した結果として、その

　活動の中心がユダヤ世界からギリシア・ローマ世界に移行したことにより、ユダヤ

　人がそうした慈善活動の源であったとは考えられないようになった。

（2）ユダヤ教はテクストに基づいた宗教（text・basedre1igion）として知られている。こ

　れらユダヤ教テクストで、とくに聖書は時を経ても変化しなかったと多くの学者は

　考えてきた。このためテクストで述べられている貧困者救済制度についても、同様

　に時を経ても変化しないと考えられている。聖書にはr貧者に施すべし」r寡婦を保

　護すべし」といった文言が残されているが、こうした貧困者救済制度への言及が、

　後代で変化していることについては認識されずに、文献などに引用されてきた。

（3）ユダヤ教の教典であるタルムード等の厚典は、ユダヤ教に関する学術分野の専門家

　でない限り、きわめて接近し難い。その一方で、こうしたユダヤ教の原典を研究す

　る学者の多くは、歴史的な側面にはあまり興味を示さない。

（4）福祉の歴史研究をする学者は、そのほとんどの場合、研究領域を政治的活動の側面

　に限定している。したがって、こうした学者は政治的な活動の側面を探求すること

　から、非政治的な側面となる博愛、慈善の活動については見過ごすことが多い。

（5）ヨーロッパの学者の多くが、多少なりともユダヤに関する研究に関わることに嫌悪

　感を抱いていることも、彼らの研究の方向性にかなり影響を及ぼすものと考えられ

　る。

　ユダヤ慈善はキリスト教慈善の始原を解明する上でもきわめて重要であるにもかかわ

らず、このローウェンバーグの記述にみられるようないくつかの考えられ得る理由等によ

り、これまで積極的な研究に結びつかず、したがってユダヤ教慈善とキリスト教慈善との

関係性と独自性も明らかにされていなかった。先の、序1r問題の所在と研究目的」でも
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述べたが、筆者が本研究を行う理由もそのようなところにある。ローウェンバーグは、ユ

ダヤ慈善の知見が、現代的な問題を照らすための提案や洞察を提供することができるので

はないか（Loewenber92001：13）としている。

3．2．6　ブラウン大学「ブラウン・ユダヤ研究」

　ユダヤ慈善の研究を直接の目的として取り組まれている計画ではないが、ユダヤ学の立

場からユダヤ研究に関して貴重な研究成果を数多く出しているブラウン（Brown）大学の

「ブラウン・ユダヤ研究」がある。そのシリーズの申にはユダヤ慈善に関連する業績もあ

る。

　ニューズナー（Neusner，Jacob）らを編集委員としたブラウン大学「ブラウン・ユダヤ

研究（BmwnJudaic　Studies）」シリ㎞ズは、1978年にグリーン（Green，Wi11iam　S．）の

々μo∂〇五θ8Coλ〃ゴθ〃∫α由ゴ8一㎜（『古代ユダヤ教への接近』）の刊行を構矢として、今日

まで継続されている。そのなかで、ユダヤ慈善（とくに施与）との関連で、先すはミシュ

ナのなかで農事規定を扱ったゼライム（醐rτ種子）の巻に関する研究が注目される。そ

れらは次のとおりである。

　（1）パーズ（Haas，Pe亡er　J．）のλ励古〃。Ψo〆泌θM為加∂ノ。Z∂〃。〃脾をα伽〃（『農事

に関するミシュナ法の歴史』）（Haas1980）は、ゼライムの巻の第8篇『マアセル・ジェ

ニー（wr抄蛸）』に関する研究書である。マアセノヒ・ジェニーとは「第二の十分の一の

献げ物」を意味し、エルサレムの神殿へのr第一の十分の一の献げ物」の献納後の、残余

の生産物の十分の一の献げ物を意味し、『デバリーム（びrコマ申命記）』14章22，24－26

節を根拠とする。

　（2）ペック（Peck，A1＆nJ．）の肋θ竹ゴθ8妙θ雌ノ皿〃鮎〃かλ8加妙。f雅ao肋θ

蛇〃血。6（『ミシュナにおける祭司への献納一テルモツト篇研究』）（Peck1981）は、ゼラ

イムの巻の第6篇『テルモット（m高rr月）』に関する研究書である。テルモットとは、農産

物や家畜の献納物より祭司の取り分を指す用語であり、『ベミドバル（rヨτ胆反数記）』18

章24－29節を根拠とする。ペックのこの書は『テルモット』全11章の注解的内容となっ

ている。

　（3）マンデルバウム（Mande1baum，Irving）のλ亙赦。ηof批θM晦加∂ノ。工∂w　of

λ餌ゴ。α伽rθ∫孤晦〃虹（『農事に関するミシュナ法の歴史一キルアイム篇』）（Manae1baum

1982）は、ゼライムの巻の第4篇『キルアイム（びめ3）』に関する研究書である。キルア

ィムとは「混合、交差」を意味し、動植物の異種交配の禁止、葡萄の種蒔きにおける異種
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の種蒔きの禁止、耕作の際に異種の動物（牛と駿馬）を引き具に繋ぐことの禁止、毛糸と

亜麻布を織り合わせることの禁止などを扱っている。『椚門ワッイクラー（レビ記）』19

章19節、『O・rコτデバリーム（申命記）』22章9－11節を根拠とする。

　（4）ブルックス（Brooks，Roger）の肋〃。竹カァ秘θPoor血肋θM晦加2／o工∂πoヂ

∠8㎡oα伽rθ二独ao鮎θPθ肋（『農事に関するミシュナ法の貧困者支援一ペアー篇』）

（Brooks1983）は、ゼライムの巻の第2篇『ペアー（洲ヨ）』に関する研究書である。ペ

アーとは「隅」を意味し、畑、果樹園，葡萄園等での作物の収穫の際、生活困窮者が落穂

として拾うことができるように、畑の一角を取り残しておくことを定めたものである。『ワ

ツイクラー（レビ記）』19章9－10節、同23章22節、『デバリーム（申命記）』24章19

－21節を根拠とする。

　（5）アヴェリー・ペック（Avery・Peck，A1anJ．）の〃鮎〃挑一0加8ゴ。〃。μ餌ゴω伽∬θ“

孤古〃。Ψmゴ皿θo／o8ア。f8θ♂θrZθ〃加（『ミシュナの農事部門一七ライムの巻の歴史と神

学』）（Avery・Peck1985）は、ミシュナのゼライムの巻の11篇の梗概と、後70年以前か

ら後170年までのユダヤ史における農業について概観的に論じている。

　これらユダヤ学からの研究成果は、ユダヤ教宗教文書ミシュナに関する極めて専門的な

内容を持ち、ヘブライ語以外の言語でこれらの研究への接近が容易になったことの意義は

大きい。

　次に、古代ユダヤ教会堂（シナゴーグ）と女性の活動に関するブルーテン（Brooten，

Bemadette　J．）の研究を取り上げたい。ブルーテンの脆血θ〃Zθ∂aθ雌ノ〃批θん。ゴθ〃

敬ηa808αピ血8α勿虹。〃ノ刀㎡aθ〃θ舳a肋〇五鉗。α〃北8αθ8（『古代シナゴーグの女性指

導者一碑文の証言と背景の論点』）（1982）は、古代のパレステイナ及びディアスポラ・ユ

ダヤ人社会における女性の宗教的（及び社会的）活動を碑文等から分析している。彼女は、

今日シナゴーグで一般的にみられるような「女性の階廊（Women’s　Ga1Iery）」やr女性の

区域（Women’s　Section）」は古代のシナゴーグには確認できないとしている。それについ

てはサプライ（Sa血ai，Shmue1）も同様に指摘している（Safrai1963．1993．1997）。その

ことは、同時代のキリスト教が礼拝における女性の活動に制約を設けていたのとは対照的

で興味深い。ブルーテンとサプライの見解は、本研究の第5章（r古代シナゴーグにおけ

る女性指導者一原始キリスト教との対比をとおして一」）で取り上げて考察する。

　これまでの先行研究で、慈善の研究を直接の目的としていないrブラウン・ユダヤ研究」

シリーズを除けば、それぞれの研究は、（1）ユダヤ教の立場から書かれたもの（『エンサ

イクロペディア・ジュタイカ』、『ユダヤ教事典』、フリッシュ）、（2）ユダヤ教の立場で且
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っユダヤ教福祉に携わる立場から書かれたもの（ボーゲン）、（3）ソーシャルワークの立

場から書かれたもの（『ソーシャルワーク事典』、コーズ、ローウェンバーグ）、（4）ユダ

ヤ慈善を古代のものとして扱ったもの（ラルマン）、などがある。その中でとくに注目した

いのはソーシャルワークの立場から書かれたものであり、今日『ソーシャルワーク事典』

にJewishCommuna1Service（ユダヤ教コミューンサービス）の項目で、ユダヤ教ソーシ

ャルワークが独自の伝統に支えられたソーシャルワークの一形態として扱われていること

であろう。ローウェンバーグがユダヤ教慈善を研究する意義を述べているように（3．2．5

参照）、これからの福祉を模索するにあたり、時代を超えて長期にわたり存続し続けてきた

ユダヤ慈善の知見が、現代的な問題を照らすための提案や洞察を提供することができるの

ではないだろうか。

3．3我が国の研究状況

　我が国では、ユダヤ慈善に関するまとまった研究はまだ出ていない。したがって、我が

国でこれまでユダヤ慈善がどのように紹介され、今日とのように受け止められているのか

をみることにする。

　我が国の社会福祉の教科書類では、ユダヤ慈善を起点として書かれたものは少ないが、

なかにはユダヤ教の「正義」の観念が貧困者への「施し」の行為として落穂拾い等にっな

がっていることを紹介しているものもある。その内容としては、ユダヤ教のr正義」の観

念が貧困者へのr施し」の行為につながっているということを紹介したものや、以下の井

上や三好が例示しているような「落穂拾い」等の内容を扱ったものが多い。

　井上友一は『救済制度要義』（1909）の第一篇（r泰西救済制度の沿革」）第一章（r古代

の救濟制度」）のなかで『ヨブ記』の主人公ヨブ（『ヨブ記』29章15等）を例に挙げ、そ

こにr慈善」に対するr善報」と、r非慈善」に対するr冥罰」の連結をみるとしている。

また、タルムードを例に挙げ、その中にあるr安息年（七年目の負債免除の年）」やr落穂

拾い（生活困窮者への残留物採集の権利）」等の思想・制度を紹介している（井上1909：

12－3）。

　三好豊太郎は『社会事業大綱』の第6章（r社会事業史論」）の2（r猶太時代」）で、rユ

ダヤ人の土地に対する観念（土地の所有権は神にあるとする特徴）」r落穂拾い（生活困窮

者の残留物採集の権利）」r安息年（七年目の負債免除の年）」等の思想・制度について触れ

ている（三好1936：108）。

　それらは、ユダヤ慈善を社会福祉の発展過程における原初形態として紹介しているもの

がほとんどであるが、今日、西欧社会とユダヤとの関わりを積極的に研究する必要性を論

じている一人に岡田英己子がいる。岡田はコミュニタリアニズムの源流を古くはユダヤ慈

善と聖書に求められるとし、1990年代のr共生の思想」の新潮流は「私達に再考を迫るべ
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くヨーロッパ思想のもう一つの顔、ヘブライズムが地下水脈から浮上したものといえる」

（岡岡1999）と指摘している。

　社会福祉分野からということではないが、本研究の内容との関連で注目されるものに、

以下の高橋、有賀、市川の研究がある。

　高橋乙治は聖書を社会学的な視点から捉え、古代ユダヤ民族の社会生活の側面に焦点を

あてた『社会問題と聖書』を著している。総員数417頁で、その構成（大項目）は、1．

ヘブライの社会制度、2．家庭制度、3．経済制度、4．政治機関、5．宗教制度、6．古代

預言者の社会訓、7．捕囚及び帰還時代の預言者の社会理想、8．詩歌と聖劇の社会訓とな

っている（高橋1930）。

　有賀鐵太郎は、キリスト教思想の根底にヘブライズムに発する独特の思想（有賀はこれ

を「ハヤトロギア」．と称している）があることを解明した。その成果が『キリスト教思想

における存在論の問題』である（有賀1969）。ドイツではベンゲル（Henge1，Martin）が、

初期（あるいは中間時代の）ユダヤ教（及びユダヤ社会）に及ぼしたヘレニズムの影響を

研究し、それによって、パレステイナ・ユダヤ教内部におけるヘレニズム化の問題と、同

時に原始キリスト教を生み出した社会的、宗教史的背景を解明した（Henge11969）。それ

らの研究成果によって、我が国でもrヘレニズム的ユダヤ教」への関心が高まっていった。

これらの研究成果は、古代ユダヤ慈善の研究においても有用であるのは言うまでもない。

　原始キリスト教とユダヤ教の同時代的比較では、ユダヤ教宗派についての知識を必要と

し、ファリサイ派はそのひとつである。制11裕はファリサイ派と神殿供儀の関係について

論じており（市川1985．2009）、まだ解明されていない部分も多いファリサイ派の実態に

光が当てられつつある。

注

1）ゲルマン（Ge1man，Sbe1donR．）、アンドロン（And．mn，Sau1）、シュテール（Schna11，

　David　J．）は、いずれもイェシヴァ大学（酌shiva　University）・ウルツウェイラー社

　会事業学校（Wurzwei1erSchoo1ofS㏄ia1Work）で教鞭をとっている（本稿執筆時）。

　　イェシヴァ大学はニューヨークにある正統派ユダヤ教の大学である。

2）ラルマン（La11emand，L6on1844－1916）はフランス人で、弁護士でありジヤーナリ

　　ストでもあった。フランスのSoci6t6a’Economie　Po1itique（政治経済学会）の会員

　　であり、Correspondantde1’Institut　ae　France（学士院通信会員）でもあった。

3）　『慈善の歴史（且研。／rθaθ狛α∂〃4）』全4巻の内訳は、第1巻r古代」（全191頁）、

　　第2巻r西暦紀元の最初の9世紀」（全199頁）、第3巻r中世（10世紀から16世紀

　　まで）」（全375頁）、第4巻「近代（16世紀から19世紀まで）」（全624頁）となっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15



　　ている。なお、第5巻（第4巻の第2分冊）としてr近代・ヨーロッパ」の表題が付

　　けられ計画されていたが、刊行されなかった。

4）ボーゲン（Bogen，BorisD＆vid1869－1929）はモスクワで生まれ、1890年代初期に

　　アメリカに移住した。1897年にニューヨーク大学教育学部に学び、職業学校で教鞭を

　　とった。その後、シンシナティのUnited　Jewish　Charities（ユダヤ慈善連盟）の責任

　者となり、シンシナティのユダヤ人地区の指導にあたった。1913年には、Con危rence

　　ofJewish　Charities（ユダヤ慈善会議）の地方連絡員（fie1d　secretary）になった。第

　　一次世界大戦の勃発によって、彼は国際救援問題に回り、1917年から24年までオラ

　　シダ、ポーランド、ロシアで、AmericanJewishJointDistribution　Committee（ア

　　メリカ・ユダヤ人合同配給委員会）のために働いた。

5）phi1anthmpyフィランソロピーは「博愛」を意味し、救済が道徳的信念（非宗教的動

　　機）に基づくものであるのに対し、ユダヤ教の場合は救済が宗教的動機に基づくもの

　　であるため、charityチャリティ「慈善」とするのが望ましい。しかしながら、20世

　　紀初期には両者を厳密に区別せず用いている場合が多い。それらの用語の詳細は第1

　　章の1（「慈善とは」）で扱っているので参照されたい。

6）アメリカ・ユダヤ委員会（American　Jewish　Committee）の統計部長であったリンフ

　イールド（rinfie1d，Harry　S．）の1927年の調査では、全米にユダヤ人による社会奉

　仕団体（socia1’phi1an曲ropico㎎anizations）が2957団体存在した。そのうちの1937

　団体（65．51％）は貧困家庭の救済や募金活動等を行うために組織された兄弟会

　　（brotherhoods）や姉妹会（sisterhoods）等の機能集団であり、残りの1020団体

　　（34．49％）は同郷の移民者たちから成る同郷人会等の地縁集団であった。それらの団

　体は男性のみか、あるいは女性のみのどちらかで構成されていた。前者（機能集団）

　の1937団体のうち、1705団体は女性団体であり、残りの232団体は男性団体であ？

　た。男性団体の割合は8分の1に満たず、それは慈善を含む社会奉仕活動への女性の

　積極的な進出をうかがわせるものであった。それらの団体のなかで、リンフイールド

　は最大規模の団体として1843年に創設されたB’naiB’rithブネイ・ブリット（門コー帽

　　r契約の息子たち」の意）を挙げている。また、彼が女性による最大規模のユダヤ社

　会奉仕団体として挙げているのは、1893年に創設されたNationa1Counci1ofJewish

　Women（全米ユダヤ女性協議会）である（λ〃θガ。舳ゐ〃鮎脆〃βo〇五　Vo1．31，1g2g

　及びLin丘eH1930参照）。

7）フリッシュ（：Frisch，Epbraim1880－1957）はリトアニアで生まれ、1888年にアメリ

　カベ移住した。．1904年にHebrew　Union　Co11ege（ヘブライ連合大学）でラビの叙階

　　を受け、ニューヨークとテキサスでラビ職を務めた。1942年にSanAntonio

　Congregation（サンアントニオ会堂）の名誉ラビとなった。フリッシュはニューヨー

　　クに住み、Centra1Con虹ence　ofAmericanRabbis（アメリカ・ラビ中央協議会）の
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　会員として活動した。

8）コーズ（Kohs，SamueIC．1890－1984）はニューヨークで生まれた。ニューヨーク市

　立大学（B．S）、クラーク（C1ark）大学（M．A．）、スタンフォード大学（Ph．D）で心理

　学を修め、その後、JewishWe1fareFuna（ユダヤ福祉基金）（1924－26年、カリフォ

　ルニア州オークランド）、FeaerationofJewishCharities（ユダヤ慈善団体連合）（1928

　　－33年、ブルックリン）、ニューヨーク社会事業学校（1929－38年）、Hebrew

　Immigrant　Aid　Society（ヘブライ移民救援協会）（1938－40年）、Refu－gee　Service

　Com－m－ission（難民支援委員会）（1940－41年、ロサンゼルス）、B㎜eauofWarRec㎝ds

　　（戦争記録局）（1942－47年、ニューヨーク）等の要職を歴任した。

9）ローウェンバーグ（Loewenbe㎎，FrankM．1925一）はハンブルクに生まれ、ハーバ

　ード大学（歴史学・文学）、コロンビア大学（社会福祉学）に学び、ミシガン州デトロ

　イドのウェイン州立大学（社会学。社会福祉学）で博士号を取得した。1971年にイス

　ラェルに移住し、ラマト・ガン（Ramat　Gan）にある正統派ユダヤ教のバル：イラン

　　（Bar　I1an）大学社会福祉学部教授を経て同大学名誉教授となった。

10）ローウェンバーグの著した〃。皿α油ガヶ〃。8oo〃♂蝸虹。θ∫肋θ且㎜θ侶θ〃θof

　Oo血血α〃ノ丘θ批α虹。雌危r批θ8町〃。κoヂ秘θPoor血λ〃ゴθ比己7〃幽由皿（『慈善から

　社会的公正へ一古代ユダヤの貧困者支援のための公共制度の出現』）の表題には、ユダ

　ヤ慈善思想の特徴がよく表れている。つまり、Justice（公正）はユダヤ教倫理の最も

　崇高な原則とされ、この原則から、道徳の完全な状態のために積極的な権利の擁護と

　生活の不平等の調整が目指されているのである（第3章2参照）。また、commune（こ

　　こではr公共」と訳している）については、1951年以降、全米ユダヤコミューン・サ

　ービス会議（Nationa1ConferenceofJewishCommunaIService）で使用されており、

　彼らは自分たちの支援活動の表現を、それまで使用していたSOCia1We1fare（社会福祉）

　　を変更し、COmmuna1SerViCe（コミューン・サービス）と呼称するようになった。そ

　　の用語にはr公共」とr共同体」の二つの意味が表現されているように思われる（第1

　章注13参照）。
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第1章　研究序説

1慈善とは

　本章では、古代から近・現代までのユダヤ慈善を概観する中から、ユダヤ慈善の研究に

とって必要且っ外すことができないと思われる思想、概念、出来事等を、研究序説として

まとめておきたいと思う。それはまた、続く第2章以降で個別の課題を扱う際にも必要に

なると思われる。

　そこで、先すは「慈善」とは何かを確認しておきたい。ここでは、岡村重夫（1958）に

よる社会福祉以前の歴史的発展過程上の諸類型の記述の中から「慈善」を取り上げる。

　岡村は、慈善（charity）の目的は「施しもの（a1ms）をあたえるものが、それによっ

て神の恩寵をうけることができるという点」にあるとし、したがって「宗教的慈善におい

てはただ施しをすること（a1mSgiVing）自体が目的であって、相手が果してそれを望んで

いるか、あるいは真にそれを必要としているか、またそれが相手にどんな影響をあたえる

かは全く関心の外におかれる」（岡村1958：24）としている。さらに岡村は「慈善事業

（charity）」という用語は、宗教的慈善事業のほかに、宗教的動機によらないで、生活困

窮者を援助する民間人の活動も含めてひろく使われるが、特にこのような非宗教的動機、

すなわち道徳的信念から発する活動を博愛事業（phi1anthropy）と呼ぶ学者もある」（岡

村1958：26）としている1）。したがって岡村は、慈善事業（あるいは慈善）と博愛事業

（あるいは博愛）は、どちらも個人的、主観的色彩の強い他者援助という共通部分を持ち、

その動機が相違点であるとみている。

　ブレムナー（Bremner，RobertH．）は、慈善と博愛の相違点は、貧困に関心をもつ度合

いの違いにあるとしている。r慈善」は貧困者、孤児、身寄りのない者、家のない者への救

済を遵守する義務を示唆し、一方で「博愛」はこれら特定の救済活動に密接に関係してい

ないとする（Bremner1996：xi－xii）。ブレムナーのその記述は両者の相違を的確に表現

しているといえる。なぜならば、ユダヤ慈善に限っていえば、生活困窮者の救済が重視さ

れ、施与が宗教によって義務付けられていたからである。それに比べて、ギリシアの友愛

（φ1λほフィリア）を思想的及び語源的根拠とする博愛は、善き人々の間でのみ成立しう

る、対象を限定する傾向をもっていたからである。

　博愛を意味するギリシア語φLλαvθqωπfαフィランソローピアは、アイスキュロス

（A1σψλoら，ラテン名Aeschyエus）の『縛られたプロメーデウス』で初めて現れる2）。

その使われ方は次のとおりである（Thomson1932及びアイスキュロス／呉訳1974参

照）。なお、筆者によってフィランソローピアの話とその翻訳を表罫線で示している。ま

た、δユδαXθ万デイタクセーの語尾が編集者（トムソンThomson，G．と、ぺ一ジPage，D．）

によって表記が若干異なっているが、ここではトムソンを採用した3）。
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ゐら泣VδしδαXθ而τカV△［δGτUgαVV〔δασ1＝6qγε［V。

ホース　アン　デイタクセー　デーン　デイオス　トウランニダ　ステルゲイン

峰δきπαむεσθαしτq6πoU

フィランソロープー　　デ　　ノくウエスサイ　　トロプウ

それからゼウス神の権威をあがめることも習おう、

人間どもに’情けをかける癖もやむようにな。

　ガーティ（Curti，Mer1e）によれば、後4世紀には、キリスト教世界において博愛の概

念は確立され、17世紀にギリシア語φ1λαvθqωπ1αフィランソローピア及びラテン語

phi1anthropiaの訳語として、英語にphi1anthropy（博愛）が導入された。（ガーティ／稲

垣訳1990：522，524）。

　古代ユダヤ社会では貧困は共同体が抱える重要な課題のひとつであり、共同体は生活困

窮状態にある人々を救済する義務を負っていた。農耕生活が中心であった古代パレスティ

ナのユダヤ社会では、作物の分配を主な救済手段としていた。その代表例がユダヤ教教典

のミシュナ及びタルムードにある『ペアー』の規定である。彼らの慈善の動機については、

ユダヤ教徒の行動規範はテクスト（聖典、教典）に基づいているため、当然そこにある義

務を果たすことが求められた。彼らの他者援助は一義的に外発的な宗教的動機によってい

たが、必ずしも慈悲や憐れみ等の内発的動機が欠如していたとは言い切れない。それは、

ミシュナやタルムードにも同胞（これがユダヤ人共同体め成員に限ったものか、それとも

異邦人を含んだものかは異論のあるところだが）を思いやることの重要性が幾度となく説

かれていることからもうかがえる。しかしながら、基本的に彼らは宗教規定のもとで施与

等を行っていたことに違いはなく、それらの行為は慈善の範疇に入るものである。初期の

原始キリスト教団の施与等も、それまでのユダヤ慈善の影響下で行われていたと思われる

が、キリスト教では先に挙げた『マルコによる福音書』12章41－44節にみる、貧しいや

もめの行った小さな献金が称賛された例のように、施与等の行為の背後にある動機が間わ

れている。しかしながら、貧しいやもめの献金の行為も、本来は宗教規定による外発的動

機から行われたものであり、道徳的信念（博愛）が先行するものではない。したがってそ

れも慈善の範躊で捉えられる。

2　古代のユダヤ慈善

2．1　聖書
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　聖書の中には福祉的な内容の記述が散見される。それらの始原は聖書の中の初めの五書

の言説に基づくものもある。ユダヤ教ではそれらはノ人、々の行動規範として、彼らの目覚生

活の中で実践されることが求められている。

　聖書の初めの五書をユダヤ教ではn月トーラー（律法）と呼んでいる。トーラーには、

狭義に五書を指していう場合もあり、広義に聖書全体を指して（預言書、諸書を含めて）

いう場合もある。五書を構成する名書の書名について、ユダヤ教では五書の名書の初めに

出てくる言葉をとって書名として言い慣わしている。すなわち、η吻rコベレシット『はじ

めに』（＝『創世記』）、m榊シュモート『名（※複数形）』（＝『出エジプト記』）、椚門ワ

ッイクラー『そして彼は呼んだ』（二『レビ記』）、rヨτ胆ベミドバル『荒野にて』（＝『反

数記』）、ぴrコτデバリーム『言葉（※複数形）』（＝『申命記』）である（丸括弧内はキリス

ト教で用いている書名）。これら五書は聖書のなかでも特に重要視されている。預言書（こ

れには「前の預言書」6書と「後の預言書」15書が含まれる）と、諸書（13書が含まれ

る）の各書名については、五書のような書名のつけ方ではなく人物名等を書名にしている。

　そこで、五書の申から民衆の生活保障に関する記述を幾つか拾い挙げてみたい（書名は

一般的に知られているキリスト教の呼び方で略号をもって表記する）。

　あなたは寄留者を虐げてはならない。あなたたちは寄留者の気持を知っている。あなた

たちは、エジプトの国で寄留者であったからである。あなたは六年の間、自分の土地に種

を蒔き、産物を取り入れなさい。しかし、七年目には、それを休ませて、休閑地としなけ

ればならない。あなたの民の乏しい者が食べ、残りを野の獣に食べさせるがよい。ぶどう

畑、オリーブ畑の場合も同じようにしなければならない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出　23：9－11）

　穀物を収穫するときは、畑の隅まで刈り尽くしてはならない。収穫後の落ち穂を拾い集

めてはならない。ぶどうも、摘み尽くしてはならない。ぶどう畑の落ちた実を拾い集めて

はならない。これらは貧しい者や寄留者のために残しておかねばならない。わたしはあな

たたちの神、主である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（レビ　19：9－10）

　三年目ごとに、その年の収穫物の十分の一を取り分け、町の中に蓄えておき、あなたの

うちに嗣業の割り当てのないレビ人や、町の中にいる寄留者、孤児、寡婦がそれを食べて

満ち足りることができるようにしなさい。そうすれば、あなたの行うすべての手の業につ

いて、あなたの神、主はあなたを祝福するであろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（申　14二28－29）
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　あなたの神、主が与えられる土地で、どこかの町に貧しい同胞が一人でもいるならぱ、

その貧しい同胞に対して心をかたくなにせず、手を閉ざすことなく、彼に手を大きく開い

て、必要とするものを十分に貸し与えなさい。r七年目の負債免除の年が近づいた」と、よ

こしまな考えを持って、貧しい同胞を見捨て、物を断ることのないように注意しなさい。

その同胞があなたを主に訴えるならば、あなたは罪に間われよう。彼に必ず与えなさい。

また与えるとき、心に未練があってはならない。このことのために、あなたの神、主はあ

なたの手の働きすべてを祝福してくださる。この国から貧しい者がいなくなることはない

であろう。それゆえ、わたしはあなたに命じる。この国に住む同胞のうち、生活に苦しむ

貧しい者に手を大きく開きなさい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（申　15：7－11）

　次に、預言書の中から社会正義に関する記述を幾つか拾い挙げてみたい。聖書に現れる

預言者は、総じて政治的に敏感であった。それは、パレステイナが地理的にアッシリアや

エジプトなどの大国に囲まれ、小国のイスラエルにとって、それが脅威になっていたこと

と無縁ではない。預言者が政治に関心を寄せる目的は、そのような地勢上の課題から、自

らの国をヤハウェ（詞洞・）4）の聖なる意志に服従させ、真に神の国とすることにあった。

したがって、仮にアッシリアやエジプトに頼ることは神を信ぜず人を頼みとすることであ

り、つまりそれはヤハウェに対する背信行為であり、偶像礼拝を犯すことでもあった。そ

こで、預言者の言説をいくつか拾ってみたい。

　どうして、遊女になってしまったのか、忠実であった町が。そこには公平が満ち、正義

が宿っていたのに、今では人殺しばかりだ。お前の銀は金澤となり、良いぶどう酒は水で

薄められている。支配者らは無慈悲で、盗人の仲間となり、皆、賄賂を喜び、贈り物を強

要する。孤児の権利は守られず、やもめの訴えは取り上げられない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（イサ　1：21－23）

　イスラエルの家は万軍の主のぶどう畑、主が楽しんで植えられたのはユダの人々。主は

裁き（ミシュパト）を待っておられたのに、見よ、流血（ミスパハ）。正義（ツェダカ）を

待っておられたのに、見よ、叫喚（ツェアカ）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（イサ　5：7）

災いだ、寝床の上で悪をたくらみ、悪事を謀る者は。夜明けとともに、彼らはそれを行

う。力をその手に持っているからだ。彼らは食欲に畑を奪い、家々を取り上げる。住人か

ら家を、人々から嗣業を強奪する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ミカ　2：1－2）
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　わたしは言った。聞け、ヤコブの頭だち、イスラエルの家の指導者たちよ。正義を知る

ことが、お前たちの務めではないのか。善を憎み、悪を愛する者、人々の皮をはぎ、骨か

ら肉をそぎ取る者らよ。彼らはわが民の肉を食らい、皮をはぎ取り、骨を解体して、鍋の

中身のように、釜の中の肉のように砕く。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ミカ　3：1－3）

　『イザヤ書』は預言者白身（刊かエシァヤー）の名が付けられている。『ミカ書』も同

様に預言者自身（r⊃湘ミカ）の名が採られている。イザヤの宣教活動は、当時台頭して

きたアッシリアに対する脅威から、国内に現れた二つの党派（①大国エジプトと同盟を結

ぼうとするものと、②アッシリアと同盟を結ぼうとする’もの）に対し、人間的同盟を禁じ

神を信頼するようにと強く勧めるものであった。ミカは北のサマリアと南のエルサレムの

不義に対して威嚇的表現をもって神の怒りと審判（及びそれに続く回復）を預言している。

先の『イザヤ書』1章21－23節は、南の中心的な都エルサレムの道徳、宗教、社会秩序

が公正と正義からかけ離れている状況に対する嘆きである。5章7節は文字と発音が似た

ことばをかけ合うことにより、見かけは神の期待そづくりであるが、中身は全く違ったも

のを差し出しているとする皮肉にもなっている。『ミカ書』2章1－2節は土地の所有権に

関する内容である。ユダヤ民族の間では、土地の所有権は神にあるとし、それゆえに人々

は代々平等に土地の分配を受けていたが、ミカの時代この律法が無視されていることに対

して叱責している。3章1－3節は、政治権力の座にある者たちや宗教指導者たちの所業に

対する怒りの声である。このように預言者たちは、ときの社会の番人としての役目をも果

たしていた。

2．2　タルムード

　タルムード（τr曲目）はr教え」r学び」を意味し、口伝律法の集成であるミシュナ（rコ湘）

の体系的、弁証法的分析と補足の集成である。ミシュナは、口伝で継承された十戒に基づ

く無数の法規であるハラハー（祀ラ河）をまとめたものである。さらにミシュナには、ミシ

ュナをめぐって議論を収集したクマラ（べr醐）と、クマラをさらに注釈したトセフタ

（欄州月）がある。タルムードはこれらミシュナ、クマラ、トセフタを構成要素として、

それらをまとめて編集したものである。

　タルムードには成立地の違いによってバビロミア・タルムード（カコヨτr曲用タルムツ

ド・バブリ）とエノレサレム・タルムード（・沽痂rrr沽月タルムッド・イェルシャルミ、あ

るいはパレステイナ・タルムードともいう）の二種類がある。どちらもミシュナの巻、篇

の構成に従っているが、どちらもミシュナの6巻全体に対応したクマラは所収されておら
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ず、現存するクマラの間にもかなりの異同がある。

　そこで、次にミジ子ナの構成と両タルムード間のクマラの異同を一覧しておきたい。

　ゼライム（種子）の巻（醐r［τoセデル・ゼライム）．．．．．．ゼライムの巻は農業に関す

る規則と、貧困者、祭司、レビ人の取り分としての収穫の一部に関する規定からなり、『ベ

ラホツト（m⊃rコ）』『ペアー（洲ら）』『デマイ（榊マ）』『キルアイム（び約ヨ）』『シェビイー

ト（ηΨコ砂）』『テルモット（m削r月）』『マアセロット（mr防蝋）』『マアセル・ジェニー

（榊r舳高）』『ハッラー（沽n）』『オルラー（｛rソ）』『ビクリーム（びrr羽）』の11篇が

これに含まれる。ゼライムの巻に関して、エルサレム・タルムードにはクマラが付いてい

るが、バビロニア・タルムードには、『ベラホット』を除く10篇で、例外的なミュンヘン

写本（951⊃〕珊τ・コ巾：・ソココτr沽η3θろ〃。皿ゴ舳脆ノ皿α”0；oaθxMrα皿此五95）を除けば、ミ

シュナのみを伝え、クマラを欠いている。

　モェッド（祭日）の巻（τソrむrτoセデル・モェッド）．．．．．．一年の祝祭目と特別な目の規

定からなり、『シャバット（m汐）』『エルヴィーン（1『コ1rソ）』『ペサヒム（目柵s）』『シェカ

リーム（oカp抄）』『ヨマー（軸r・）』『スカー（嗣。）』『ベイツァー（脳・コ）』rロシュ・ハシ

ャナー（祠商一州r）』『タアニート（i『コ洲）』『メギラー（か湘）』『モエッド・カタン（i岬

洲む）』『ハギガー（万ユ・加）』の12篇がこれに含まれる。バビロニア・タルムードには『シ

ェカリーム』のクマラが存在しない。

　ナシーム（婦人）の巻（口吻コrτoセデル・ナシーム）．．．．．．主として結婚とそれに伴う権

利、離婚に関する議論を含み、『イェバモット（m胆’）』『ケドゥホット（mコ祀）』『ネタリ

ーム（びrτコ）』『ナスイール（r町コ）』’『ソター（閑ro）』『ギテイン（i棚）』『キドウシン（1州叩）』

の7篇がこれに含まれる。

　ネズィキン（損害）の巻（i・門〕rτoセデル・ネズィキン）．．．．．、民法、刑法に類する内

容を扱っている。『バヴァ・カマ（硝バココ）』『バヴァ・メツィア（職㍉蛸構ヨ）』『バヴァ・

バトゥラ（椚胆泊コ）』『サンヘドリン（ザr刊O）』『アコット（m珊）』『シュブオット（町ソrコ砂）』

『エドゥヨット（用珊）』『アボダー・サラー（詞rτm醐）』『アボット（m酬）』『ホラヨッ

ト（m・r洞）』の10篇がこれに含まれる。バビロニア・タルムード、エルサレム・タルム

ード双方とも『エドゥヨット』と『アボット』のクマラが存在しない。

　コタシーム（堅物）の巻（口吻叩rτOセデル・コタシーム）．．．．．．祭儀規定、神殿内で行

われる礼拝について扱っている。『ゼバヒーム（餉コτ）』『メナホット（mn珊）』『ブリン（1カn）』

『ベホロツト（mr浬）』『アラビン（i・⊃rソ）』『テムラー（n酬）』『ケリドット（mη・r3）』
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『メイラー（か蛸）』『タミード（τ棚）』『ミドット（m刊）』『キニーム（目Ψ）』の11篇

がこれに含まれる。エルサレム・タルムードにはコタシームの審すべてにクマラは存在し

ない。バビロニア・タルムードには『ミドット』と『キニーム』のクマラが存在しない。

　トポロット（清潔）の巻（mr司口rτoセデル・トポロット）．．．．．．儀礼的不浄を論じてい

る。『ケリーム（ぴソ3）』『オホロット（ηrう洲）』『ネガイーム（o・ソユコ）』『パラー（rr目）』『ト

ポロット（mr司口）』『ミクヴァオット（η“r閑）』『ニッダー（祠コ）』『マフシリン（ザr切⊃高）』

『ザヴィーム（ぴコτ）』『テヴール・ヨーム（or『一うrコロ）』『ヤタイム（目叩）』『ウクツィン（榊pw）』

の12篇がこれに含まれる。バビロニア・タルムード、エルサレム・タルムード双方とも

『ニッダー』を除く他の11篇にはクマラが存在しない。

　これらタルムードの諸篇の中から、本研究の第3章ではゼライムの巻の『ペアー』を中

心に扱う。『ペアー』は、『ワッイクラー（；レビ記）』19章9－10節及び23章22節、『デ

バリーム（＝『申命記』）』24章19－20節を根拠としてつくられた生活困窮者のための救

済規定集である。その中には、畑の隅の作物（第1章から第4章ミシュナ9まで）、落穂

拾い（第4章ミシュナ10から第5軍ミシュナ6まで）、置き忘れた束（第5章ミシュナ7

から第7章ミシュナ2）を中心に救済の方法が規定されている。本研究の第4章では、病

者についてトポロットの巻の『ネガイーム』から皮膚病の穣れの問題を、また祭事におけ

る公衆の面前での障害者の聖書朗読等の活動の制約についてモエッドの巻の『メギラー』

を中心にみてゆく。『ネガイーム』は皮膚病の穣れについて扱っているが、その対処法は『ワ

ツイクラー（＝レビ記）』13－14章にみる皮膚病の対処法に基づいている。『メギラー』は

プリム祭（資『r1包プリム）での『エステル記（r月酬）』の朗読の諸問題を扱っている。本研

究の第5章では、女性についてトポロットの巻の『ニッダー』等から女性に関する肯定的

表現を、またネズィキンの巻の『バヴァ・カマ』から男女の対等性に関する記述を取り上

げる。

3　中世のユダヤ慈善

3．1　ラビ文学

　中世では、スペインを中心としてラビ文学（Rabbinic　Literature）が大きく開花した。

ラビ文学とはミシュナ、トセフタ、タルムード（エルサレム・タルムードとバビロニア・

タルムード）、ミトラシュ文学5）、タルグム6）、レスポンサ（質疑応答）、ピッユート（シ

ナゴーグ典礼祈蘇文）等を含むラビ・ユダヤ教（RabbinicJudaism）によってつくり出さ

れた諸文書の総称である。
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　中世のラビ文学の重要な人物として、サアデイア・ベン・ヨセフ・ガオン（Saadiaben

Joseph　Gaon882－942，rガオン」は学塾の学頭の尊称）、ソロモン・ベン・イサーク

（So1omonbenIsaac1040－1105，通称Rashiラシ）がいる。彼らは著名な注解者として

知られており、とくにラシは『メラヒーム目・⊃う高（列王記）』を除く全聖書と一部の篇を除

くタルムードの注解を行っている。ラシの弟子にメイル・ベン・サムエル（MeirbenSamue1

1160頃一1135頃）と、メイルの3人の息子サムエル・ベン・メイル（Samue1ben1Mleir1085

頃一1160，通称Rashbamラシュバム）、ヤコブ・ベン・メイル（Jacob　benMeir1100

頃一1171，通称RabbemTamラベヌウ・タム）、イサーク・ベン・メイル（IsaacbenMeir

生没年不明）がいる。彼らはラシのタルムード注解に追加（m∋or月トサフオート）を書い

たことから、トサフィスト（Tosa丘st）の名で知られている。

　サアディア・ガオン、ソロモン・ベン・イサーク（ラシ）に次ぐ著名な注解者として、

イブン・エズラ（Ibn　Ezra，Abraham1089－1164）がいる。彼は聖書の注解を行った。

他に著名な注解者として、キムヒ（Kimhi，Joseph1105－1170）と、彼の二人の息子ダビ

デ（Kimhi，Davidu60頃一1235頃，通称Radakラダック）とモーセ（Kimhi，Moses？

一1190頃）、モーセ・ベン・ナフマン（MosesbenNahman1194－1270，通称Nahmanides

ナフマニデス）らがいる。

　中世のラビ文学の範岡壽で、難解な議論の集大成であるタルムードを簡潔に分類した人物

がいる。早期の作品にはアルブァスイ（A1fasi，IsaacbenJacob1013－1103，通称Rifリ

フ）の『ハラハーの書（m⊃与而rヨ03θ逢r加’地ノ∂五五〇6）』がある7）。彼は主題別の分類

はしなかったが、焦点が外れたものを削除し簡潔な形に編成した。アルブァスイのこの書

は二つのことが意図されている。そのひとつは、タルムードからハラハー資料のみを取り

出し、手近な参考書として包括的な要約を供給できるようにすることであり、もうひとつ

は、タルムードの縮図を準備することによって学習を容易にすることである。

　この分野でアルブァスイの業績を更にしのいでいるのがマイモニデス（MaimOnideS，

Moses1135－1204）である。彼は哲学者でありユダヤ民族の精神的な牽引者でもあった。

彼の業績のひとつに、タルムードを含む法規類を主題別に分類、再編した『ミシュネ・ト

ーラー（rr洞確洲）』（「第二のトーラー」の意）がある。その書の中に「慈善の8段階」

が記されている。また、ラビではないが詩人であり倫理に関する著作を残しているアル・

ナカワは『光の燭台（r“胴m地M6no棚々α一M6’07）』の中で、「9種類の慈善」について

記している。そこで次に、彼らの慈善の段階区分と種類をみることにする。

3．2　マイモニデスのr慈善の8段階」

マイモニデス（Maimonides）はラテン語表記であり、ヘブライ語では1r泊珊1コ詞帥モ
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一シェ・ベン・マイモーン（マイモンの息子モーシェ）と表記する。タルムード学者で数

学者、天文学者であったラビ・マイモンを父として、スペインのコルドバに生まれた。1148

年から58年まで、イスラムのムワッヒド派の迫害を逃れスペイン南部と北アフリカを流

転し、1159年にモロッコのフェズに定住した。さらにのちにフェズでの迫害を逃れパレス

ティナを経由してエジプトのカイロ旧市街のフスタートに定住した。1171年に医師として

開業する傍ら、フスタートのユダヤ共同体のラビに就任した。1178年に聖書とタルムード

にある律法や慣習等のすべてを体系化し、過去のユダヤ教賢者たちの解釈で矛盾している

部分を自らの責任でひとつに決定して著した『ミシュネ・トーラー（n月祀湘）』を完成

させた。彼はこの頃よりエジプト全土のユダヤ教徒の精神的指導者となっていった。1190

年には、信仰から離れた敬度な知識人のための啓蒙書である『迷える者の手引き（02ノ∂棚

∂ノ・地ゴh〃）』8）を完成させた。これはアリストテレス哲学とユダヤ教神学を融和させるこ

とを目的としたものでもあった。

　マイモニデスはrミシュネ・トーラー』で、慈善を8つの段階に区分している。『ミシ

ュネ・トーラー』は14書から構成されており9）、慈善の8段階が記された箇所は、醐rτ

r9◎セフェル。ゼライーム（種子の書）の。”コ”rコnnrカ万ヒルコツト。マテノツト。ア

ニイム（貧困者への施しの規定）の第10章の7節から14節にある。その具体的な内容は

次のとおりである（Maimonides／K1ein1979：91－2）。なお、この箇所で用いられてい

る聖書の引用句については、マイモニデスの引用句はBHSにある同前の文言と異なって

いるため、邦訳に新共同訳を充てることなく、マイモニデスの文言に従って訳出している。

マイモニデスによる「貧困者への施しの規定」第10章7－14節

　慈善の戒律について、他のどの前向きな戒律よりも、注意深く行うことが我々の義務で

ある。「わたしは彼がのちの子らと家族とに命じて主の道を守らせ、正義を行わせるために

彼を知った（選んだ）のである」（創世記18章19節）とあるように、我らの父アブラハ

ムの子孫として、慈善を行うことが正しい人間としてのしるしである。慈善を行わずして

イスラエルの王座は樹立されず、真の信仰は確立されない。これはrあなたは義をもって

堅く立ち、虐げから遠ざかって恐れることはない。また恐怖から遠ざかる。それはあなた

に近づくことはないからである」（イザヤ書54章14－5節）と書かれている通りである。

また、rシオンは裁きをもって蹟われ、そのうちの悔い改める者は正義をもって蹟われる」

（イザヤ書1章27節）とあるように、イスラエルを救うには慈善を行うほかないのであ

る。

　慈善には8つの段階がある。段階を追うことにより優れた慈善となり、最高段階におい

ては、貧困に陥ったイスラエル人の手を取り、贈り物を与えたり、貸付をしたり、協働者

としたり、仕事を見つけたりすることにより、他人に物乞いをする必要のないように自立

させる。関連する聖書の一節、「彼を助け、寄留者または旅人のようにして、あなたと共に
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生きながらえさせなければならない」（レビ記25章35節）とは、彼を助け、物乞いに陥

らないようにさせるということである。

　この1つ下の段階では、講に施しを与えるのか、誰から施しを受けたのか分からない状

態で貧困者に施しをする。この行為が宗教的な義務の遂行そのものであり、かつて神殿に

は秘密の部屋があった。そこで秘密のうちに施しを与えることができ、また同様に、善き

貧しい家族はそこで秘密のうちに生活の助けを受けることができた。この施しに最も近い

行為として、慈善基金への直接的寄付が挙げられる。しかし、テラデイオンの息子ハナニ

ア（1ドτr川コ刑珊ハナニア・ベン・ティラデイオン）のような信頼できる賢者が適正に

管理していることが確かでない限り、直接寄付すべきではない。

　さらに1つ下の段階では、与える側は講に与えるか知っているが、貧困者は誰からの施

しか知らない状態で行われる。これは最も偉大な賢者が行うように密かに手配し、貧困者

の戸に金銭を差し入れる行為である。これは慈善の義務を負う者が然るべき行動を起こし

ていない場合、適切且つ好ましい方法である。

　さらに1つ下の段階では、貧困者は誰から施しを受けているか知っているが、与える側

は受け取る側を知らない。最も偉大な賢者が行うように、亜麻布の敷布に包んだ金銭を肩

越しにぶら下げて、後をついて来る貧困者が恥を感じることなくそれを受け取ることがで

きるようにすることである。

　さらに1つ下の段階では、貧困者が施しを乞う前に施しを与える。

　さらに1つ下の段階では、貧困者から施しを乞われてから施しを与える。

　さらに1つ下の段階では、貧困者にとって必要な額を下回る施しではあるが、しかし親

切な態度で与える。

　さらに1つ下の段階では、しかめっ面で施しを与える。

　以上がマイモニデスによるr慈善の8段階」であるが、これは現代においてもアメリカ・

ラビ中央協議会（The　Centra1Conference　ofAmerican　Rabbis）が編集・出版している

皿θ砺ゴ。〃丹那θ功。〇五カrゐ以加五肋珊五ψ（『ユダヤ教礼拝合同所穣書』）の中にも、慈

善の観念として継承されている。マイモニデスが示した段階は、最上の段階から最低の段

階の順に並べられていたが、『ユダヤ教礼拝合同祈祷書』では、最低の段階から最上の段階

の順に並べられている。また、祈藤書のほうではマイモニデスの記述を要約し説明的な文

言になっているところが若干異なっている点である。祈穣書にあるマイモニデスのr慈善

の8段階」は次のとおりである（TheCentra1ConferenceofAmericanRabbis1946：117

－8）。

『ユダヤ教礼拝合同所穣書』より、マイモニデスの「慈善の8」段階」

慈善の義務は8段階に分かれている。1段階目且つ最小限の慈善は、進んで行わない、
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あるいは後悔するような慈善である。物品の寄付であり、心からの寄付ではない。

　2段階目は、姦んで与えるが、受け取る側の貧苦に釣り合わない慈善である。

　3段階目は、喜んで適正な額を与えるが、乞われるまで与えない慈善である。

　4段階目は、喜んで適正な額を、さらに乞われる前に与えるが、直接貧困者に手渡すた

め、その人に恥辱的な感情を与えてしまう。

　5段階目は、施しを受ける貧困者が施しを与える側を知っているが、施しを与える側は

施しを受け取る側を知らない慈善である。我々の先祖のやり方で例を挙げると、外套の裾

に金を結わえ付け、貧困者が人目に？かずにそれを受け取れるようにする方法である。

　6段階目は、高尚な行為であり、施しを与える側が受け取る側を知っているが、受け取

る側は与える側を知らない慈善である。我々の先祖のやり方で例を挙げると、自分たちの

正体や名前が知られないように気を配り往がら、慈善的な恵みを貧困者の住居に運び込む

方法である。

　7段階目は、称賛に値する行為である。施しを与える側は白ら救った者について知らず、

また救われた側も施しを与えた側の名前を知らない慈善である。これは、まだ神殿が存在

していた時代に、慈善心のある先人によって行われていた。神殿には沈黙の部屋があり、

そこには善意の心から出た善き贈り物が秘密のうちに置かれ、貧困者は秘密のうちにそれ

を受け取ることができた。

　最後に、8段階目で最も称賛に値するのは、貧困を防ぎ慈善の必要をなくす行為である。

例えば、贈り物を与えたり、貸付をしたり、商いを教えたり、仕事を与えたりすることで

貧困に陥っ年同胞を助け、真っ当な手段で生活費を稼げるようにする。そして物乞いをす

るような劣悪な状況に追い込まれないようにする。これは聖書で次のように示されている。

rあなたの兄弟が落ちぶれ、暮らしていけない時は、彼を助け、寄留者または旅人のよう

にして、あなたと共に生きながらえさせなければならない」。これが最高段階であり、善意

の黄金の梯子における頂点である。

　このように、マイモニデスの慈善の観念を表すr慈善の8段階」は、現代においても、

文言の配置が逆転し内容に若干の変更が加えられ簡素化してはいるが、大方そのままの形

で受け継がれている。マイモニデスのr慈善の8段階」自体は、慈善に関するタルムード

の記述を総合的且つ簡潔に分類した結果、そのような表現になっているものであり、した

がって、少なくとも古代のユダヤ慈善の観念の一端はマイモニデスを経て現代に継承され

てきたといえる。

3．3　アル・ナカワの「9種類の慈善」

マイモニデスは慈善を8段階に区分しているが、アル・ナカワ（A1－Nakawa，Israe1？
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一1391）は慈善を9種類に分類している。

　アル・ナカワの家系は12世紀よりスペインのトレドに住んでいた。そして彼もスペイ

ンでその生涯を閉じた。彼は倫理著述家、詩人であったが、なかでも『光の燭台（r1欄nr珊

M6mo榊伽一Mb’oγ）』がよく知られている。のちにエネロウ（Ene1ow，HymanG．）1o）がそ

れを編集している（A1・Nakawa／Ene1ow1929－1932）。その書は全20章から成っており

11）、第1章（叩刊ηrヨペレック・バツェダガー施しの章）は慈善を扱っており、その

中でアル・ナカワは慈善の分類を行っている。

　アル・ナカワは、慈善の種類を論じるに先立って、施しを適切に届け、分配する方法に

ついて8項目の課題を挙げている。それらは、（1）誰が施しを届けるか、（2）施しの実額に

ついて、（3）施しの種類について、（4）誰が施しを受ける権利を持つか、（5）誰が優先的に施

しを受ける権利を持つか、（6）施しをどう集めるか、（7）施しをどのように分配するか、（8）

施しの質について、である。

　施しを適正に分配する方法については第7項目で扱われている。その方法とは、施しは

少なくとも3人以上で管理するものとする。それは教養があり、公正で信頼に足る者でな

ければならない。さらに、彼らは慈善行為に関する専門的知識を持たなければならない。

条件を満たさない者は除外され、除外できない場合は、その者を通して寄付を行う義務は

ないものとする。実際の分配に関する基本的な方針は聖書の中に示されているとする。つ

まり、『デバリーム（二申命記）』15章8節のr彼に手を大きく開いて、必要とするものを

十分に貸し与えなさい」との文言である。アル・ナカワの考える9種類の慈善の具体的な

内容は次のとおりである（A1・Nakawa／Ene1ow1929，I）。

『光の燭台』第1章より、「9種類の慈善」

①戸から戸へと物乞いをする貧困者には、僅かな施しを与え、決して何も与えずに返

　してはならない。

②他の町から来る貧困者には、十分な食物と、安息目には3食の特別な食事を与える。

　もしこの者が名を知られた人物であれば、その誇りが保たれるように扱わなければ

　ならない。

③もし貧困の女の孤児が結婚するなら、最低50スズ銀貨を持参金として与え、もし資

　金に余裕があれば、彼女の状況に応じて更に与える。

④男の孤児が結婚するなら、家、必要な家具と服を与える。

⑤良い家系の貧困者については特別な配慮をしなければならない。実際、タルムード

　の指導者の中には、そうした人物に対して、当人が以前に所有していた贅沢品をも

　与えなければならないと考える者もいた。

⑥貧困者には、彼が日常的に享受していた食べ物を与えるように努力すべきである。

⑦もし貧困者が恥じて救済を求めないのなら、我々の義務として施しを与え、もし拒
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　．召するようなら、彼の気持ちに配慮して、貸付としてそれを与えるべきである。

⑧もし貧困者が学者である場合、彼の誇りが保たれる方法で助けなければならない。

　彼が施しを拒否する場合は、物品等の形で安く売ったり、彼から高値で買ったりし

　なければならない。それも出来ない場合には、もし彼が商いに詳しいのであれぱ、

　出資して起業させるべきである。

⑨町の慈善の管理において。受託者は様々な種類の貧困者がいることを理解し、それ

　それの要求に応じるものとする。貧困者には概して7つの種類があり、異なる7つ

　のヘブライ語の名称で貧しさが聖書に示されている。昔は裕福であったが貧しくな

　　りすべての友人と家族を失った者がいれば、小さな商いを営んでいるが事故や病気

　や老齢で貧困に陥る危険性のある者もいる。また、ときに困難や不幸に遭い同胞に

　頼る者もいれば、以前に裕福な生活を満喫していた者が公的に貧困に陥ったが隣人

　からの慰めに頼ることのできない者もいる。さらに、どんなに努力して働いてもど

　　うしても生活が成り立たない者もいる。また、学者となりながらも常に施しを乞い

　周囲から軽蔑されている者もいる。生活を安定させたいが、能力が欠けているか仕

　事や商いへの素質が欠けているため生活ができず、どのように施しを受けたらいい

　かさえ分からない者もいる。貧困者の不幸を和らげ、さらに悪くならないようにし、

　そして何より彼らの信頼に足る公平さを保つため、受託者はこれらの人々の違いの

　すべてを理解し、どのように扱うべきかを知ることが受託者の義務なのである。

　以上がアル・ナカワによる慈善の分類であ・るが、クロンバック（Cronbach，Abraba㎜）

は、それらを次のように端的に要約している（Cronbach1964）。

クロンバックによるアル・ナカワの「9種類の慈善」の要約

①家から家へと歩く物乞いに僅かな施しを与える。

②旅人用に共同の居住場所を与える。

③貧困の花嫁に持参金を与える。

④貧困の花婿に家具や服等を用意する。

⑤良い家系の貧困者を、適正な方法で援助する。

⑥かって裕福であった貧困者を、以前の生活水準が保てるように援助する。

⑦施しを受けることを恥じらう貧困者には貸付という名目で援助する。

⑧事業の融資や出資という方法で、貧困の学者の権威を失わせることなく援助する。

⑨受ける者の個人的な必要性に見合った施し。

アル・ナカワによる慈善の分類（9種類）をミシュナ（及びタルムード）の『ペアー』

と比較すると、アル・ナカワのr他の町から来る貧困者には、十分な食物と、安息目には
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3食の特別な食事を与える」（②）とする文言は、『ペアー』のr方々を放浪する貧困者に

は、少なくとも4セア（の容量）が1セラ（の値段に相当するとき）の1デュポンデイオ

ン分の一塊のパンが与えられなければならない。（もし貧困者が）あるところに一晩とどま

るなら、一夜の宿に必要な食物が彼に与えられなければならない。（もし貧困者が）安息目

を過ごすなら、3回の食事に必要な食物が彼に与えられなければならない」（ミシュナ『ペ

アー』8章7節）とする文言に似ている。また、アル・ナカワのr町の慈善の管理におい

て、受託者は様々な種類の貧困者がいることを理解し、それぞれの要求に応じるものとす

る」（⑨）とする文言は、『ペアー』では、慈善鍋や共同基金の徴収人及び管理者について

触れており（ミシュナ『ペアー』8章7，9節）、古代から中世にかけて、ある一定の組織的

な慈善活動の継承をうかがわせる。なお、『ペアー』の具体的な内容に関しては、本研究の

第3章でみることにする。

4近・現代のユダヤ的価値

　ユダヤ慈善の価値は、古代の初期ユダヤ教の時代（前2世紀一後2世紀）から、中世の

マイモニデスの慈善観を経て、ほとんど変化することなく近代に至っている。そこには吉

代から続くユダヤ慈善思想の連続性がみて取れる。しかしながら、近代以降になると世俗

のソーシャルワークとユダヤ教ソーシャルワークの価値の間で、ユダヤ教ソーシャルワー

カー自身が葛藤を生じることになる。それはまた、ユダヤ教ソーシャルワーカーと宗教指

導者（ラビ）との間にも軋櫟を生むことになる。この節では伝統的なユダヤ的r価値」の

特質が現代のソーシャルワークにおいてどのような意味をもち、且つどのような課題を抱

えているのかを考察する。その方法としては、古代ユダヤ慈善のr施与（施し）」について

の歴史的考察（これについては、田中の2001年論文及び2003年論文で歴史的考察を行っ

ている）を踏まえ、ここではその結果を前提としながら、古代ユダヤ慈善思想を継承して

いる中世のマイモニデスの慈善観（これについては、第1章3．2（rマイモニデスの慈善の

8段階」の考察）に基づきながら、さらにマイモニデスの慈善観を継承している現代のユ

ダヤ教ソーシャルワークの研究者及び実践者による宗教的価値についての証言を中心に分

析したい。

4．1　ユダヤ慈善の価値

　ユダヤ人の人生行路において、個人レベルから集団及び共同体に至るまで、過去にユダ

ヤ教宗教文書の果たしてきた役割は大きい。その一例としては、宗教文書が彼らの法律や

祭事を規定し、また教育等の指針でもあった。したがって、ユダヤ教はrテクストの宗教」

とも言われている。そのテクストとは聖書（n月トーラー、キリスト教でいう旧約聖書）、
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ミシュナ（刷洲）、タルムード（τr沽月）等を指している。

　今日のユダヤ教ソーシャルワークにつながるユダヤ慈善も、価値の根源はそれら宗教文

書にあるといえる。ト』ラーは前1000－961年頃に編纂された。その後ユダヤ教賢者たち

によって口伝で継承されてきた十戒に基づく無数の法規であるハラハー（祀り司）をまとめ

たミシュナが後3世紀初頭頃に編纂され、さらにミシュナの体系的、弁証論的分析と補足

の集成であるタルムードがその後数世紀にわたって編纂され、それらの言説が慈善の価値

を形成するに至っている。

　ユダヤ慈善の基本理念はツェダカ』（叩刺である。ツェダカーの語義はr“義’’ある

いは‘‘正義’’」であるが、「憐れみ」や「慈愛」の意味も内包されていた。それが転じて、

のちにユダヤ社会の中で、義（あるいは愛）の表白手段としての「施し」（a1ms　giving）

の用語として用いられるようになった。

　1190年にマイモニデスは、タルムードにある律法や慣習等のすべてを体系化し、過去の

ユダヤ教賢者たちの解釈で矛盾している部分を自らの責任でひとつに決定して著した『ミ

シュネ・トーラー』を完成させた。その中の一書『セフェル・ゼライーム（種子の書）』の

「ヒルコット・マテノット。アニイム（貧困者への施しの撮定）」の第10章で、彼は慈善

形態を最低位の慈善から最高位の慈善まで8つの段階に区別した。それはのちに、アメリ

カ・ラビ中央協議会が編集・出版している『ユダヤ教礼拝合同祈祷書』の申にも、慈善の

観念として継承されている。マイモニデスの「慈善の8段階」は、先の3．2（マイモニデ

スの「慈善の8段階」）で見たとおりである。その中でとくに最高段階の慈善（貧困を防

ぎ慈善の必要をなくす行為）は、防貧の対策を強調するものであり、その1つ下の慈善の

段階（施しを与える側は自ら救った者について知らず、また救われた側も施しを与えた側

を知らない慈善）は、顔の見えない相手との連帯を強調している。マイモニデスの慈善の

観念は、慈善に関するタルムードの記述を彼が総合的且つ簡潔に分類した結果として導き

出されたものである。したがって少なくとも古代のユダヤ慈善の観念の一端はマイモニデ

スを経て近代、現代へと継承されてきたといえる。

4．2価値をめぐる葛藤

　本項に入る前に、先ず価値（英Va1ue、独Wert、仏Va1eur）とは何かをみておこう。

価値とは、主体のもつ欲求や目的の実現に役立つ性質のことをいい、広義にはr書い」と

いわれる性質のことである。これに対しr悪い」といわれる性質に反価値があり、一般に

はこれら価値と反価値を併せてr価値」と呼んでいる。それは本質的に選択されたもので

あり、ソーシャルワーカーの視点でみるならば、人間関係における行動に直接影響を及ぼ

す点に特徴を持っている。価値の選択には個人の好き嫌いなどの欲求や関心を満たすもの

と、個人の好き嫌いに関わりなく一般的にr書い」として実現すべきもの、つまり客観的
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規範に従うものも含まれる。ユダヤ教ソーシャルワークの価値では、宗教的な根拠による

客観的規範が個人の価値決定に影響していると思われる。コーラー（Koh1er，Kaufman）

によれば、ユダヤ教倫理では、人がより人間らしくあるために善い行いを増進することを、

すべてに勝る最高の価値に据えている（Koh1er1918：489）。

　コーズ（Kohs，Samue1C．）は、ソーシャルワークにおいて価値を考察することの意義

を挙げているが（Kohs1966：61－75）、それらは次のように要約できる。

（1）価値についての科学的研究は始まったばかりであり、多くのすべきことが残されて

　いる。

（2）我々は価値を選択しながら行動している。

（3）価値を識別する能力は生まれながらにして持っているものではなく、社会的、文化

　的に形成されるものである。

（4）宗教的または精神的価値を見過ごしたり、過小評価することはできない。

（5）価値を識別、選択することによって人間の行動に影響を与える。

（6）ソーシャルワーカーは自分自身の価値や価値体系の影響を受けて行動している。

（7）ワーカーはクライエントの価値を共感して理解するだけではなく、それを治療過程

　で活用することが重要である。

（8）ソーシャルワークの技術等は重要であるが、それよりも重要なものは、これらの技

　能が目指している価値である。

　コーズがこれらを指摘した1960年代は、それ以前のクライエントの道徳性に関心が寄

せられていた時代から、ソーシャルワーカーの職業上の価値に対する関心がもたれるよう

になってきた時代であり12）、価値についての研究が本格的に始まった頃のものである。そ

の申でとくに（4）の、宗教的価値牽見過ごしたり、過小評価してはならないとする項目

は、それまでの宗教団体による慈善事業の社会的影響力を垣間見せているようにも思われ

る。その後、レヴィ（LevX　Char1es　S．）は、それまでのソーシャルワークの価値研究の

集大成ともいえる8o幽ノ脆泌肋〃08（rソーシャルワーク倫理』）を著しているが、その

なかで、ソーシャルワーカーの行動や仕事のやり方（方法）は一定の価値体系に基づいて

行っており、それは行動するときの倫理的態度の基盤であり、倫理とは価値を運用するこ

とであるとしている（Levy1976：14）。

　レヴィは正統派ユダヤ教のイェシヴァ大学・ウルツウェイラー社会事業学校

（Wurzwei1er　Schoo1ofSocia1Work　atYeshiva　University）で教鞭をとっていたが、彼

はユダヤ教ソーシャルワークに関わる専門職の価値観について、rユダヤ教コミューン・

サービス（COmmuna1SerViCe）13）は、その申で象徴される専門分野に関連して広範囲に
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適用されつつも用いられる様々な秩序と同様に、ユダヤ人個人としてまた民族全体として、

普遍的な懸念の解決や、結束力を高める戒律的な方法として捉えられているであろう。ゆ

えに（または、当然そう思われているように）、それはユダヤ民族の価値観、規範、そして

伝統に支配されている」（Levy1973）とし、それに関わる専門職（ラビ、ソーシャルワー

カー、医師、教師等）が共有し備えなければならない心構えと性質として次の4つを挙げ

ている。

（1）ユダヤ人の権利と特権に対する関心

（2）ユダヤ人個人または集合体としての特定の必要性に対する感受性

（3）ユダヤ人とその一般的な福祉に対する広汎の懸念

（4）ユダヤ人全体が共有する願望に対する従事者やその顧客の責任

　そのように、レヴィはユダヤ教に特有の価値観等への特別な配慮の必要性を説きながら

も、世俗のソーシャルワークと共通する部分、あるいはソーシャルワーク専門職として備

えておくべき資質について、「当然ではあるが、ユダヤ社会事業の従事者は、専門や職業の

価値観の範囲内で、彼らの職業的役割を果たす能力、また個々の職務内容に対する要求を

満たす能力を、充分に備えていなければならない」（Levy1973）として、ユダヤ教ソーシ

ャルワークの専門職には宗教的配慮と、専門職としての価値観と資質の双方を備えておく

べきことを指摘している。

　コーズは、ユダヤ教ソーシャルワークは、過去の歴史の中で辿ってきたユダヤ的価値に

支えられているとしているが、しかしながら同時に、世俗のソーシャルワーク専門職の価

値とユダヤ教ソーシャルワークの価値との間が接近し、両者の相違が消滅してしまったか

のようにも思えるとしている。、コーズは、それらの問題の影響の程度を測定する試みがな

いため、絶対的ではないかもしれないとしながらも、その理由を6点挙げており（Kohs

1966：119－21）、要約すると次のようになる。

（1）ユダヤ教の宗派（正統派、保守派、改革派）の違いが、共通の価値を弱めることに

　つながった。

（2）ラビとソーシャルワーカーの対立が、相互補完的な援助を損なう結果となり、ある

　いは競合して相手を考える傾向を生んだ。

（3）多くのユダヤ人ソーシャルワーカーの無宗派的態度と見地が、ユダヤ教ソーシャル

　ワークの特徴を抑制する結果をもたらしている。

（4）強力な社会勢力がアメリカ国籍のユダヤ人を世俗への同化に駆り立てていった。

（5）社会事業学校では、1957年に設立されたイェシヴァ大学のウルツウェイラー社会事
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　業学校を除けばユダヤ的な科目がなかった（資料2rウルツウェイラー社会事業学校

　開講科目」参照）。

（6）ソーシャルワークの完全なカリキュラムを備えたユダヤ系社会事業学校の大学院は

　1959年までなかった。

　ソーシャルワークをして、ユダヤ人の間でなぜこのような価値の問題が浮上してきたの

であろうか。それは、ユダヤ教ソーシャルワークが受け継いでいるユダヤ慈善の価値が、

歴史的産物として歴然として存在するがゆえに生じた問題であるともいえよう。っまりそ

れらは、過去から受け継いてきたものを現代にどのように適応させたらよいかという問題

の提起でもある。過去の歴史の中で継承されてきたユダヤ慈善の価値に基づく施与の伝統

は彼らの福祉文化でもあり、ゆえに現代社会でそれをどのように位置づけるかは重要な意

味を持っている。

　正統派、保守派、改革派の宗派の違いが共通の価値を弱めているとするコーズの指摘は、

彼らにとって歴史の申で継承されてきたユダヤ的価値をどのように存続させたらいいのか

という葛藤でもあり、それは、現代社会で宗教ソーシャルワ』クが存在する意味を我々に

問いかけるものでもある。

　強力な社会勢力がユダヤ人を世俗への同化に駆り立てているとするコーズの指摘につ

いては、シナゴーグ（ユダヤ教会堂）で生じた改革運動とも関連していると思われる。そ

の運動とは、礼拝におけるr女性の階廊（Women’s　Ga11ery）」の存在（男女を分離する差

別的取り扱い）をはじめとするユダヤ的伝統に対する改革運動である。三代続くユダヤ教

ラビの家系であり、自らもラビであるアップルマン（ApP1eman，So1omon）によると、礼

拝での男女の分離（SegregatiOn）に対抗する争い（彼はそれをWar「戦争」と表現してい

る）は、1950年代と60年代に頂点に達した。この問題によって、ラビたちの多くは危険

にさらされ、多くの礼拝は混乱したとされている（ApP1eman1979：42）。アメリカでは

シナゴーグ改革運動と軌を一にして、女性の宗教指導者を希求する機運も醸成されていっ

た。アメリカで最初の女性ラビは、改革派のヘブライ連合大学・ユダヤ人宗教研究所

（HebrewUnionCo11ege－JewishInstituteofRe1igion）出身のフリーサンド（Priesana，

Sa11y）で、1972年6月3目にラビの叙階（祀棚セミハー）を受けている（フリーサン

ド25歳）。その後、アメリカでは他の宗派でも女性ラビが誕生している。それら女性ラビ

誕生の精神的支柱には、1935年にドイツで世界最初の女性ラビとなったヨナス（Jonas，

Rejina）14）の存在があった。

　先のコーズの6点の指摘から、はたしてユダヤ的価値は変容しなければ現代に通用しな

いものかどうかが問われよう。それは言い換えれば、宗教ソーシャルワークは世俗のソー

シャルワークに取り込まれていく（融合されていく）宿命にあるのかという問題でもある。
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4．3　ユダヤ教ソーシャルワークの価値の特質

　前項（4．2）で、伝統的なユダヤ的価値観を維持しながら現代において世俗化との葛藤に

あるユダヤ教ソーシャルワークの実態にふれた。ここではユダヤ的価値を前提としたユダ

ヤ教ソーシャルワークの価値の特質を、教義的側面と実践的側面の双方から考察する。

4．3．1教義的側面

　ユダヤ教ソーシャルワークにおけるユダヤ的価値の特徴について、クツィック（Kutzik，

A1fred　J．）の著書8o曲ノ脆油∂Mゐ〃ゴ銚陥ルθポ肋8ゴ。ルθ鎚。ダ0o刀80刀∂〃θ舳a

Oo〃扱。C（『ソーシャルワークとユダヤ的価値一調和と対立の基本領域一』の中から（Kutzik

1959：60）、少し長くなるが以下に引用する。

　ユダヤ的価値体系は、民主的価値群（dem㏄ratiC　Va1ueS）と非民主的価値群

（antide血。C蝸tiCVa1ueS）の両方から成り立っている。民主的価値の基本は「人間的な価

値」である。人間的な価値は、ユダヤ人の（存在の）根本価値から歴史的に派生し、しっ

かりと再生産されてきた。その根本価値自体は、ユダヤ人集団が彼らの生活を充足させる

ための実践的必要性から派生したものである。これらの価値のその他の帰結は、共同体の

価値や、共同体を形成する集団及び個人の価値であり、何であれ生活を守り繁栄させる価

値である。これらの価値が自らを明らかにする基本原理は、集団や個人と同様にすべての

共同体が等しい価値を持ち、この世界において人間的努力を通じて生命は守られ、繁栄さ

せることができるというものである。これらの基本原理が実践に移されるための主要な方

法としては、慈善（η君ツェダカー）であり、教え（n月トーラー）である。ユダヤの

歴史の早い段階で、これらの原理は価値そのものへと変化していった。

　非民主的なユダヤ的価値観で根本的なものは、特定の階層、集団、個人に固有の価値で

ある。それは、ユダヤ共同体内における身分階層の頂点にある特権的地位を合理化する必

要性から歴史的には派生し、維持されてきた。その帰結は、何であれ特定の階層、集団、

個人の優越を保証し強化する価値である。これらの価値が自らを明らかにする原理は、特

定の階層、集団、個人が必然的に他のものよりも優れている（または劣っている）という

ことであり、特定の階層、集団、個人がその他の者の所有物を消費し、自身の目的を達成

する権利を持つとするものである。これらの基本原理が実践に移されるための方法が、喜

捨・（祀τコネダヴァー）であり、学識（硝酌n月卜一ラーリシェマハ）であり、ユダヤ

に固有の非民主的価値観である。

　おそらく単一的なユダヤの伝統は、互いに対立する民主的な伝統と非民主的な伝統によ

らて構成され、その伝統がこれらの矛盾する規範を生み出してきただけでなく、双方の伝
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統それぞれに含まれる民主的な部分と非民主的な部分の程度は異なり、それによって互い

に競合した状態にある。

　ここで最も重要なのは、民主的な伝統の中にある慈善と宗教の伝統である。というのも、

とくに前者（慈善）は一貫して民主的であり、それゆえ社会福祉のイデオロギーと、より

調和的だからである。しかし、宗教的・民主的伝統の中には、主流派である合理的・自然

主義的な考え方と、少数派である神秘的・禁欲的な伝統が存在しており、そのうちの前者

は、ユダヤ的社会サービスが行ってきた社会福祉の基づくべき慈善の伝統と、より調和的

であるだけでなく、実際にその伝統の一部となっている。すなわち、教え（トーラー）の

非宗教的側面であり、慈善（ツェダカー）の共同体的側面であり、メシアニズムの現世的

側面なのである。

　以上がクツィックからの引用である。その中で、すべての共同体成員によって共有され

る民主的価値で、生命を守り繁栄させる価値としてr慈善（施し）」とr教え」が挙げられ

ている。一方では、非民主的な価値として、ある特定の者によって任意に達成されるもの

に「喜捨」と「学識」があるとしている。

　「慈善（施し）」と訳されるヘブライ語明君ツェダカーは女性名詞であるが、男性名

詞P刊ツェデクはr義」あるいは「正義」を意味することばである。このr義」の概念

には、貧困者や抑圧された者を解放する神（而・ヤハウェ）の憐れみや慈愛が含まれてい

ると理解されている。したがって、ツェダカーは義なる生活の表白としての他者への施し

等の慈善行為を意味している。r教え」は、直接的には彼らが聖典としている聖書（トーラ

ー）を指し、その他にもタルムード等の教典を含むものと考えられる。

　一方で、非民主的な価値に挙げられている旭τコネダヴァーは「喜捨」あるいは「寄付」

を意味することばであるが、本人のrやる気」やr自発性」といった内発的動機による行

為を意味する．。また、r学識」と訳される肋酌n月トーラーリシェマハとは、トーラ

ーをr学ぶことそれ自体が目的で学ぶ」ことを意味する。それはユダヤ教の賢者やラビ（教

師）たちによってなされる学びρことを指している。

　クツイックの引用文からも、民主的価値であるr慈善（ツェダカー）」やr学び（トーラ

ー）」は、時代を越えてユダヤ思想の中に編み込まれた普遍的なユダヤ的価値であることが

了解される。

4．3．2　実践的側面

　次に、ユダヤ教ソーシャルワークの実践的側面から、ユダヤ的価値の特質についてみて

いく。

　リンザー（Linzer，Norman）は、（世俗の）ソーシャルワークと、ユダヤ教、及びユダ
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ヤ教コミューン・サービス（communa1service）専門職の価値を表1のように分類してい

る（「表1「ソ㎞シャルワーク、ユダヤ教、ユダヤ教コミューン・サービス専門職の価値分

類」参照）。そこには、クツィックのいう「ユダヤ的価値における民主的価値群と社会福祉

のイデオロギーは調和的である」とするのと同様の見解が見てとれる。その申でとくに

「人々に対応するための好ましい媒介」の項目では、ソーシャルワーカーとユダヤ教コミ

ューン・サービス専門職の比較では、両者がともに守秘義務、尊重、支援、共感、非審判

的態度を媒介の特徴としているとなっているが、それは先のクツィックの見解を補完する

ものとなろう。「人々の好適な概念」の項目のユダヤ教の部分では、人間は神の似姿に創造

されたがゆえに、人は無限の価値と尊厳をもつ存在であると理解される。「人々の好ましい

結果」のユダヤ教の部分では、“世界を修復する”とのユダヤの選民思想がみてとれ、また、

ユダヤ教コミューン・サービス専門職の部分では、‘‘ユダヤ人のアイデンティティとコミュ

ニティの強化’’とするユダヤ人特有の課題がみられる。「人々に対処するための好ましい媒

体」では、（世俗の）ソーシャルワーカーとユダヤ教コミューン・サービス専門職との間の

価値の相違はほとんどない。ただ、ユダヤ教において「人々に対処するための好ましい媒

介」とされているのは、“戒律の遵守’’“トーラーの学習’’‘‘慈善（叩旭ツェダカー）’’及

び‘‘親切な行為’’（凹。n’肺棚ゲミルット・ハサディム「美わしい事の実践」の意）で

ある。それらの選択はユダヤ教教義に基づくものである。

　以上みてきたように、ユダヤ教とユダヤ教コミューン・サービス専門職の価値分類は、

世俗のソーシャルワークの価値分類と共通する部分が見出される。

　これまでみてきたように、宗教慈善はその属する共同体に対して活動を展開する間は軋

櫟や葛藤は生じにくい。また、過去の慈善の時代には、宗教団体が世俗の申で独自の価値

観のもと援助・救済活動を主導的に推し進めることも可能であった。しかしながら、今日

ではそのような活動展開方法に閉塞感や限界を覚えている人々がいるのもまた事実であり、

宗教ソーシャルワークの課題といえよう。ユダヤ教及びキリスト教に限定していえば、過

去の歴史の中で、宗教団体は慈善事業の牽引役として一定の役割を果たしてきた。我々は

それらを社会事業に至る発達過程の一形態とみることもできるが、そこ（宗教慈善）に慈

善思想の価値体系があったからこそ、欧米における福祉思想の連続性が維持され、今日の

ボランタリズムヘとつながっているということも覚えておくべきであろう。

　そこでソーシャルワークにおける宗教的価値の継承に関して、これまでのユダヤ慈善の

価値の考察から見えてきたことをいくつかまとめてみたい。

　（1）価値の継承は慈善思想の統一性を促した

　ユダヤ慈善には古代から現代に至るまで、価値の連続性が確認できる。古代のミシュナ、

タルムードに散見される慈善に関する言説は、中世のマイモニデスによって体系化され、
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その慈善観は近代に継承された。それは現代においても『ユダヤ教礼拝合同所藤書』の中

にr慈善の8段階」の慈善観として、ほとんど変化することなくその内容は継承されてい

る。そのような伝統を重視する姿勢は、時代の変化によっても途切れることなく慈善思想

の統一性を促した。

　（2）宗教慈善ゆえに価値の継承はしやすかった

　慈善の価値を特定の宗教の価値に求めるということは、個々人の自由な価値判断ではな

く信仰による判断であるゆえに、個々人はその宗教の価値に拘束された価値判断をしてい

るといえる。それは集団をも拘束するものであり、したがって価値の継承を促進させる要

因となり得る。

　（3）宗教ソーシャルワークの価値の民主的な部分と、世俗のソーシャルワークの価値は

似ている　それらは同一ではないが、矛盾するものでもなく、重なる部分をもつ

　コーズの、世俗のソーシャルワ㎞ク専門職の価値とユダヤ教ソーシャルワークの価値と

の間が接近し、両者の相違が消滅してしまったかのようにも思えるとする指摘は、少なく

とも対人援助においては両者の価値観に共有する部分が多いということを示している。両

者は非宗教と宗教という異なった立場から生まれたものであるが、両者はどちらも人間が

生まれながらに持っている価値と尊厳を重視するという点で一致する。

　コーズと同時代にソーシャルワークの価値について著したゴードン（Gordon，WiI1iam

lE．）は、世俗的ソーシャルワークの立場から次の6つの価値を基盤とする概念がソーシャ

ルワーク実践の土台をつくるとしている（Gordon1965）。それは次のとおりである。

（1）個人は、この社会で最も重要である。

（2）この社会の個人は自立している。

（3）個々人は、もう一人のために社会的責任がある。

（4）各人には共通の二一ズ（neeas）があるが、各人は本質的にユニークで、他者とは異

　　なる。

（5）民主的社会の本質的な属性は、各人に満ちる可能性の実現と社会における参加を通

　　して、彼あるいは彼女が社会的責任を引き受けることである。

I（6）社会はこの自己実現に対する妨げが克服され得る、あるいは予防され得る方法を提

　　供する責任がある（例えば、個人と彼あるいは彼女の環境との間の不均衡）。

　ゴードンの指摘するこれら6つの概念は、リンザーの掲げる（表1参照）ニダヤ教にみ

られるユダヤ人の社会的責務（r施与」等）の観念、及びクツイックのいう民主的価値群と

基本的に矛盾するものではないことが了解できよう。

39



表1　ソーシャルワーク、ユダヤ教、ユダヤ教コミューン・サービス専門職の価値分類

人々の好む意思 人々の好ましい結果　　人々に対応するため

の好ましい媒介

ソーシャルワーカー 生得的な長所，価値と 有意義な社会的関係， 守秘義務，尊重，支

尊厳を持っている，変 必要を満たす，家庭生 援，共感，非審判的

える能力を持ってい 活，健康，自己実現 態度

る

ユダヤ教 神の似姿として創造 道徳生活，生産的な家 戒めを実行する，ト

されている，無限の価 族生活，世界を修復す 一ラーを学ぶ，慈善

値，価値と尊厳，変え る を施す，他人への親

る能力 切な行為

ユダヤ教コミュー 価値と尊厳，変化のだ ユダヤ人のアイデン 尊重，支援，共感，

ン・サービス専門職 めの適応力 ティティとコミュニ 守秘義務，非審判的

ティの強化 態度

出典：LinzeH996：5

まとめ

　古代から現代に至るユダヤ慈善の伝統のなかには、落穂拾いのように聖書由来の慣習も

あるが、ユダヤ慈善の思想形成は、主に後のユダヤ教賢者やラビたちの言説によって、ミ

シュナやタルムード等を介してなされていった。それらの中には、専ら貧困者救済を主題

とした『ペアー』のような狭義の慈善に関する書（篇）もあるが、他の篇では、例えば病

者、障害者、あるいは女性といった祭儀及び宗教上の差別の対象にされていた人々の清浄

と不浄に関する議論等のように、社会的弱者を対象とした広義の慈善に関する内容も散見

される。そのため、ユダヤ慈善を体系的に把握するには、タルムード全体からそれら福祉

的話題についての言説を個々に集める必要がある。その点で、マイモニデスが『ミシュネ・

トーラー』によって成したユダヤ教理論の体系化は、タルムード等にある慈善を組織的に

描き出すことにもつながっている。マイモニデスによるr慈善の8段階」は、主に貧困者

に対す’る施与の方法を内容としており、そこには、慈善は聖書の命令に基づく義務である

と明記されている。中世ユダヤ慈善の施与の形態が、古代ユダヤ慈善のそれに倣ったもの

であることは、アル・ナカワの「9種類の慈善」の言説にも確認できる。そこには、ミシ

ュナの『ペアー』に挙げられている施与の形態に酷似した内容をみる。マイモニデスとア

ル・ナカワの慈善の観念は、いずれも古代から引き継がれているユダヤ教宗教文書（とく

にタルムード）の伝統に依っている。
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　中世のマイモニデスのr慈善の8段階」は、その後のユダヤ慈善の観念に影響を与えて

おり、現代においても『ユダヤ教礼拝合同所藤書』の中で継承されている。ユダヤ慈善の

価値や方法が時代を越えて存続してきた要因として、価値を含む慈善思想が、時代の変化

の中にあっても福祉文化として連統性をもって維持されてきたことが挙げられよう。連続

性はユダヤ教が宗教文書の保存と伝播に細心の注意を払うrテクストの宗教」であるから

こそ維持され易かったと思われる。

　伝統的価値と今日との関係については、コーズの指摘にあるように、現代のユダヤ教ソ

ーシャルワークの価値は、それが宗教に基づいているがゆえに、援助の対象がユダヤ人に

限定されがちになり、一方の対象を限定することにそぐわない世俗のソーシャルワークの

援助観との間で葛藤を生じる要因ともなっている。レヴィはユダヤ教ソーシャノレワークに

関わる専門職の価値観についての見解で、専門職はユダヤ人特有の価値観、規範、伝統を

認識し尊重する宗教的配慮と、併せて専門職としての価値観と資質の双方を備えておくべ

きことを指摘している。

　今日、宗教的価値の運用に対する否定的志向も見受けられるが、そのことが宗教ソーシ

ャルワークの価値が世俗のソーシャルワークの価値に取り込まれて（融合されて）いく趨

勢を示唆するものではない。クツィックはユダヤ的価値が民主的価値群と非民主的価値群

に分けられることを明らかにし、ユダヤ教ソーシャルワークの民主的価値群と世俗のソー

シャルワークの価値との近似性を指摘している。リンザーはユダヤ教ロミューン・サービ

ス専門職と世俗のソーシャルワーク専門職の価値観の比較によって、両者の価値観で近似

する部分を明らかにしている。これらは、宗教ソーシャルワークと世俗のソーシャルワー

クとが、共存する関係にあることを示唆している。

　ここでは、ユダヤ的伝統に基づく価値の、ソーシャルワークにおける運用の課題につい

て総論的に論じたが、援助実践場面での宗教的価値の運用等、具体的な価値問題には踏み

込んでいない。したがって、ユダヤ教ソーシャノレワーク（ユダヤ教では「Communa1SerViCe

コミューン・サービス」と表現されている）におけるユダヤ的価値の問題の、援助実践場

面（臨床）における各論的分析が課題として残されている。

注

1）岡村は、1958年の『社会福祉学（総論）』では「社会福祉以前」として、相互扶助、慈

　善事業、博愛事業を列挙していたが、1983年の『社会福祉原論』ではr自発的社会福

　祉」として相互扶助、慈善・博愛事業を列挙している。r自発的社会福祉」とはr個人

　の宗教的信仰に基づく社会福祉活動や道徳的思想による社会福祉活動」（岡村1983：

　14）であるとし、慈善と博愛を一括してr慈善・博愛事業」と表記している。
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2）アイスキュロス（前525頃一456頃）はギリシアの悲劇作家で、作品は競演で上演され

　ていた。『縛られたプロメーデウス（■POMHOETΣ△EΣMΩTHΣプロメーデウス・デ

　スモーナース）』もそのための作品の一つである。制作年は明らかではないが、前458

　　－456年とする見解もある。上演年も明らかではないが、前462年頃と推定されてい

　る（アイスキュロス／呉茂一訳　110－111，114参照）。

3）トムソン（Thomson，G．）の編集では、δしδαXθ而ディダクセーの語尾は、下書きイオ

　タ（iotasubscription）が付いたηになっているが（Thomson1932：48）、ぺ一ジ（Page，

　D．）の編集にはδ【δαXθ中と、二重母音η［がそのままで表記されている（Page1972：

　289）。これは、二重母音のa【（アーイ），η［（工一イ），ω［（オーイ）のしイオタが

　発音されなくなっていたために、a（アー），η（工一），ω（オー）と混同されてしま

　　うのを区別するために、ビザンティン時代に早（アー），η（工一），g（オー）と、下

　に書く習慣になったものである。この場合のηは、それによっている。

4）ヤハウェ（而㍉）はユダヤ教で唯一神を表す固有名詞であるが、その語源や意味にっい

　ては複数の説があり、いずれも確定的ではない。発音についても正確なところは不明

　であるが、今日ではヤハウェあるいはヤーウェと発音されることが多い。早くから神

　聖文字とされていたため、一般に発音されることがなかった。そのため聖書の中のこ

　の文字の部分は『コ榊アドナイ（「主」）と読み替えられていた。

5）ミトラシュ（砂r刑とは「探求」の意であり、聖書本文の字義の背後に隠された意味

　を探り出すユダヤ教賢者の解釈法である。トーラーの歴史的物語部分に関するラビ的聖

　書注解をミトラシュ・アッガダー（司て洲一ψrτ高）といい、トーラーの法規的部分に関す

　るラビ的聖書注解をミトラシュ・ハラハー（祀痂一『砂rτ高）という。ミトラシュ文学は、

　後250年頃から11世紀までのラビ・ユダヤ教の聖書釈義の文書群を指す表現だが、タ

　ルムード時代のミトラシュ文学はすべてパレスティナ起源であり、バビロニア起源のも

　のはない。

6）タルグム（酬r月）とは「翻訳」の意であり、聖書のアラム語訳（アラム語訳旧約聖書）

　　をいう。タルグムはそれまでのヘブライ語に代わってアラム語がユダヤ人の日常語に

　　なるにしたがってパレスティナに浸透した。タルグムは大きく二つの形態に分けられ

　　ている。ひとつは古代パレスティナ・タルグムの諸本文を代表する「パレスティナ・

　　タルグム（独Pa1直stinischeTargum，英Pa1estinianTargum）」であり、もうひとつ

　　はバビロニアで編集されたタルグムで、五書に関する「タルグム・オンケロス（TIargum

　　Onke1os）」と預言書に関する「タルグム・ヨナタン（Ta㎎um　Jonathan）」である

　　（W舳hwein1988：90－96参照）。

7）アルブァスイの『ハラハーの書（mヨソ洞rヨ03θ危〃∂一助ノ2五ゐ。6）』の印刷本の初版は、

　　1509年にコンスタンティノーブルで発刊された。1969年にエルサレムで初版の復刻

　　版が出されている。第2版は1521年にベニスで刊行された。その後の版の基になっ
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　　ているのはViInaRomm版（1880－1886）である。

8）　『迷える者の手引き（刀2〃励∂ノー扱∠血皿）』はアラビア語で書かれた。

9）　『ミシュネ・トーラー』を構成する14書は、①”獅r∋Oセフェル・ハマダー（作法

　　の書）、②祀祓rヨ。セフェル・アハバー（愛の書）、③目・コ町r∋oセフェル・ゼマニ

　　ーム（時の書）、④口吻コr∋oセフェル・ナシーム（婦人の書）、⑤榊ηr∋oセフェ

　　ル・ケトウシヤー（神聖g書）、⑥酬う明rヨ。セフェル・ハブラアー（誓約の書）、⑦

　　びリrτrヨ。セフェル・ゼライーム（種子の書）、⑧mヨソrヨ。セフェル・アボダー（礼

　　拝の書）、⑨mココr閉rヨ。セフェル・ハコルバノット（犠牲の書）、⑩rr万口r∋oセフ

　　エル・タボラー（清潔の書）、⑪び叩r∋oセフェル・ネザキム（不法行為の書）、⑫iΨ

　rgoセフェル・キンヤン（収得物の書）、⑮o湖吻rgoセフェル・ミシュパティム（公

　　正の書）、⑭口湖悩rヨ。セフェル・ショファデイム（審判の書）である。

1o）エネロウ（Eneiow，HymanG．1877－1934）はアメリカの改革派ラビであった。リド

　アニアのコブノ（Kovno）で生まれ、青年期にアメリカに移住した。1898年にHebrew

　UnionCo11ege（ヘブライ連合大学）でラビの叙階を受け、1898年から1934年までケ

　ンタッキーとニューヨークでラビ職をつとめた。エネロウは第一次世界大戦の間、フラ

　シスでJewishWe1fare　Board（ユダヤ福祉委員会）で働いた。彼は1925年から26年

　までCentra1Conference　ofAmericanRabbis（アメリカ・ラビ中央協議会）の副会長

　をつとめ、1927年から29年まで同協議会の会長をつとめた。またAmericanHistorica1

　Society（アメリカ歴史学会）とJewishHistorica1SocietyofAmerica（アメリカ・ユ

　タヤ歴史学会）の会長でもあった。

11）アル・ナカワの『光の燭台（rW胴m晒Meno棚伽一物’07）』は次の全20章から成っ

　ている。

　　第1章慈善について、第2章祈りについて、第3章悔い改めについて、第4章

　　謙孫について、第5章　学びの習慣について、第6章　戒律とその遂行について、第

　　7章　憐れみについて、第8章　安、窟、目と祝祭目について、第9章　親を敬う一ことに

　　ついて、第10章　結婚について、第11章　子供たちの教育について、第12章　仕

　　事での前向きな行動について、第13章　公正の適正な執行について、第14章　幸福

　　について、第15章　平静について（怒りの抑制）、第16章、第17章　左への愛情と

　　彼らの思いやりある扱いについて、第18章　言葉の高潔さについて、第19章　友の

　　秘密を守ることについて、第20章　良い習慣（一般的な善行）について、である。

12）リーマー（Reamer，Frederic　G．）は、アメリカにおけるソーシャルワーク倫理と価値

　の発展過程を、次の4期に区分している。（1）19世紀末から始まった「道徳観の時代」

　で、その時代の特徴は、ソーシャルワーカーの道徳性や倫理観よりもクライエントの

　道徳性に関心が寄せられていた。（2）1960－70年代のr価値観の時代」で、ソーシヤ

　ルワーカーの職業上の価値観に対する関心が持たれるようになってきた。（3）1970年
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　代末までの「倫理学説と決断を促す時代」で、ソーシャルワークの価値や価値基盤に

　焦点が当てられつつ、社会的平等、人権、差別、抑圧といった改革を促す価値が入る

　ようになった。（4）今日につながる「倫理基準とリスクマネジメントの時代」で、倫

　理問題に対するソーシャルワーカーの理解の成熱度が反映されている（Mizrahi，Davis

　2008，vo1．2：144）。

13）communa1service（コミューン・サービス）の呼称は1951年から使用され始めた。

　　現在の全米ユダヤコミューン・サービス会議（Nationa1Conference　ofJ6wish

　　Communa1Service）の前身は、1900年にNationa1ConferenceofJewishcharities

　　（NCJC）の名称で創設された。その後、1919年に名称をNationaI　Con£erence　of

　　Jewish　S㏄ia1Servi㏄（NCJSS）に変更し、1924年には再度の名称変更を行い

　　Nationa1Conference　ofJewish　Socia1We1fare（NCJSW）とした。さらに、1951年

　　にはNationa1Conference　ofJewish　Communa1Service（NCJCS）に変更し、現在

　　に至っている。その間、彼らの援助活動の呼称も。harity（チャリティ＝慈善）　→

　　SOCia1SerViCe　（ソーシャル・サービス）→SOCia1We1fare（ソーシャノいウェルフェ

　　アニ社会福祉）　→COmmuna1SerViCe（コミューン。サービス）と変遷している。

　　モリス（Morris，Robert）とフロイント（Freund，Michae1）が編集している砒θM舳M

　　北舳θ8ノ〃ゐ加8ム8oo〃脆雌rθノ血秘θ砺加ゴ8佃佃島ノ899・ノ952一（『合衆国における

　　ユダヤ教社会福祉の動向と論点、1899－1958』は、NCJCSの1899年から1958年ま

　　での歴史を総括したものであるが、その中でNCJCSを通して見たアメリカのユダヤ

　　教社会福祉の歴史（慈善からコミューン・サービスの時代までの歴史）を次の4期に

　　分けている。1899－1919年「移民の調整期」、1920－1929年「アメリカ・ユダヤ共

　　同体の成熟期」、1930－1945年r経済的及び政治的挑戦期」、1946－1958年r強化期」

　　である（Morris，R．，Fremd，M．1966）。これらの区分をみると、アメリカのユダヤ教

　　社会福祉の歴史は、移民として入植してきたユダヤ人たちが、アメリカ社会の中で自

　　らの安定的立場を築くための活動の展開過程であったともいえよう。

14）ヨナス（Jonas，Rejina）は1935年12月26目に、改革派ラビ協会（Libera1erRabbiner

　　Verbana）の長であるティーネマン（DienemaIm，Max）よりラビ職への叙階（祀伽

　　セミハー）を受け、翌27目付けでラビ任命書を受け・取った（ヨナス33歳）。その後、

　　ヨナスはベルリンのNeueSynagoge（新シナゴーグ）を拠点としてラビの活動を行っ

　　ていたが、1942年11月5目にゲシュタポによって捕らえられ、テレージェンシュタ

　　ット（Theresienstadt）に追放され、そこで没した（42歳）。ヨナス自身は生前に著

　　書は残していないが、のちに女性ラビを目指す者にとって彼女の存在は精神的支柱と

　　なった（K1apheck1999）。
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第2章
　　ユダヤ思想におけるr施し」とその用語

一「施し（エレエモスネー）」の語の創出と伝播一

はじめに

　古代から現在に至るまでユダヤ慈善の思想的根拠となっていることはにヘブライ語の

「義（叩刊ツェダカー）」1）がある。ユダヤ教の聖典であるトーラー（n月律法）2）の

「施し」の教え3）は、もともと生活困窮者に対する憐れみ（隣人愛）の理由からなされて

いた4）。それがユダヤ教の教典であるミシュナ（刷湘）5）、タルムード（τr沽月）6）に至

り、宗教的な意味が付加され、神の属性の一つであるr義」の表明の手段（神の属性の模

倣）7）としてのr垢し」という考え方から、ユダヤ慈善のr義」＝：r施し」の思想へと発

展していった。

　古代のユダヤ教とキリスト教の関係性については、とくに原始キリスト教団は、思想、

律法の解釈、祭儀、生活習慣など、様々な点でユダヤ教の影響を受けていることが知られ

ている。本章では、ユダヤ慈善におけるr義」二r施し」の思想（ヘブライズム）とヘレ

ニズムの融合の結果として、それまでのギリシア語にはなく（Staudinger1990：428）、

セプテュアシント（羅Septuaginta，英Septuagint以下、略号LXXで表記する）8）で

創り出された「施し」を意味する単語であるさλεημ0σ伽ηエレェモスネーに注目してい

る。

　エレエモスネーは、その後、LXXを受け入れたキリスト教の新約聖書に伝播していった

9）。古代のユダヤ教およびキリスト教においてr施し」は慈善の中心的位置を占めていた。

そこで本章では、エレエモスネーを手がかりにして、古代キリスト教慈善におけるユダヤ

慈善思想の影響の一端を（ヘレニズムの影響を含め）明らかにすることにより、両者の関

係性と独自性の解明に向けての研究課題を具体化したいと考えている。

　古代ユダヤーキリスト教慈善の思想的部分に関して、両者の関係性と独自性を研究する

意義としては、福祉思想の連続性の考察（特にその歴史的、思想的根源部を迫ること）に

おいて、また今日注目されているr共生の思想」10）の考察等において、益するところがあ

ると思われる。

1ヘレニズム的ユダヤ教におけるr施し（エレェモスネー）」の語の創出

1．1　r施し（エレェモスネー）」の語の創出の背景

エレェモスネーの語は古典ギリシア語にはみられない。この語がr施し、慈悲」の意味
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で最初に現れるのはLXXにおいてである（Staudinger1990：428）。「義」を意味するヘ

ブライ語のツェダカーに相応するギリシア語の訳語は通常δしK肌。σ伽ηディカイオスネー

であるが、LXXではツェダカーに対し、「施し、慈悲」を意味するエレエモスネーに訳さ

れているところがある11）。それら訳語の変更にはユダヤ慈善の「義」＝「施し」の思想的

背景が絡んでいる。ユダヤ慈善思想の考察において、慈善の思想的根拠となっている「義

（ツェダカー）」は、本来の「義、正義」の語義のほかに、「施し、慈悲」の意味をも包含

していることに注意を向ける必要がある。ドッド（Doω，Char1es　Haro1d）は、1ヘブライ

的「義（pτ芭ツェデク）」12）の概念は、常に生命に対する温かみのある人道的な傾向をも

ち、ギリシアの抽象的で知的な正義の概念の枠を越えており、そのような傾向は「義（ツ

ェダカー）」13）として、法的義務を超えた善行（徳）につながり、このことが「施し（エ

レエモスネー）」の訳語となって現れていると指摘している（Dodd1935：45）。

　ツェダカーの語源については、古アッカド語（あるいはフェニキア語などのカナン語）

の神名に手がかりを求めようとする見方もある（James1920：175）。ツェダカーの語は、

前5世紀には「贈り物」、「下賜（金）」、ギ宗教説」の意味で使われていたことが知られて

いる（James1920：175）。

　旧約聖書時代以降（いわゆる「中間時代」）に、ツェダカーが「施し」の意味で慈善のた

めのことばとして使われるようになったことについては、それは特別なことだった訳では

なく、ツェダカーに対して日常生活の中で人々が持っていた観念および習慣の反映であっ

たとみられている（Frisch1924二80）。ユダヤ教教典の中で、「施し」に関する詳細な規

定を記したものに、ミシュナのゼライムの巻（第1巻）の中の一篇『ペアー（洲9）』14）が

ある。

　エレエモスネーの語は、LXX以降に著された『トビト書』15）、『ベン・シラの知恵』16）

になると、LXXで用いられているのに比べて、よりいっそう「施し」の意味がはっきりと

定着している。

1．2　セプテュアシントにみる「施し」

　ヘレニズムの影響はユダヤ人社会に2カ国言語併用、ギリシア風の固有名や借用語の普

及、ギリシア的知恵の研究など様々な影響をもたらした。それらの影響はディアスポラ・

ユダヤ人社会はもちろん白国（パレステイナ）においてもみられる。ベンゲル（Henge1，

Martin）17）らによる近年の研究では、パレスティナのユダヤ教がいかにヘレニズムに深

く、広範囲に影響を受けていたがが明らかにされている。そのような状況にあるユダヤ教

はrヘレニズム的ユダヤ教（He11enisticJuaaism）」と呼ばれている。

　LXXの成立事情について、ほとんど唯一の情報源は『アリステアスの手紙』18）である。

この書にはプトレマイオス二世フィラデルフォス（前287－247）の宮廷に仕えていた作者
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による同時代的報告書のように記されているが、これまでの研究によっておそらく前2世

紀前半頃のアレクサンドリア・ディアスポラの偽作であることが判明している19）。その

ような事情にもかかわらず、この書はlLXXの成立事情を記した極めて重要な資料と考え

られている。それゆえ今日に到るまで、この書はI．XX成立史研究と並行して研究の対象

とされ続けてきた20）。今日では、LXXはギリシア語が日常語となりヘブライ語を解さな

くなってしまっていたアレクサンドリア・ディアスポラの間で、前3世紀前半に翻訳作業

が行われた（最初モーセ五書が翻訳され、その後漸次他の書も翻訳されていった）と考え

られている（W廿rthwein1952：60－1）。

　LXXにおいて、エレエモスネーはヘブライ語の（1）a．ツェデク（男性名詞）、b．ツ

ェダカー（女性名詞）、C．ツィトゥカー（叩τ菖アラム語のツェダカー相当語で『ダニエ

ル書』4章24節にみられる）のほかにも、（2）ヘセッド（τOn恵み、愛）、（3）エメット（η酬

誠実、真実）の訳語として使われている。そのうちマソラ本文（以下、略号MTで表記す

る）でツェダカー（ツェデク、ツイドウカーを含む）となっておりLXXではエレェモス

ネーと訳されている箇所は次の通りである21）。なお、本文中の二重表罫線（：）はその

部分の単語がツェダカーであり、表罫線（一）はその部分の単語がエレエモスネーである

ことを示すための筆者の加筆である。また、丸括弧内の章節はLXXによる区分であり、

各節の本文内容は本来の節区分された内容ではなく、ツェダカーおよびエレェモスネーの

語にかかる前後の部分のみを表示している。さらに、MT部分の翻訳には新共同訳と併せ

て新改訳を表示する。

『申命記』6章25節

　MT　新共同訳「我々は報いを受ける」

　　　　新改訳　　「私たちの義となる」

　LXX　「憐れみは私たちのものとなる」

『申命記』24章13節

　MT　新共同訳「主の御前に報いを受ける」

　　　　新改訳　　rあなたの義となる」

　LXX　「あなたへの憐れみとなる」

『詩篇』23（24）篇5節

　MT　新共同訳r救いの神は恵みをお与えになる」

　　　　新改訳　　r救いの神から義を受ける」

　LXX　r救いの神から憐れみを受ける」
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『詩篇』32（33）篇5節

　MT　新共同訳r主は恵みの業と裁きを愛し」

　　　　　新改訳　　「主は正義と公正を愛される」

　LXX　r彼（主）は憐れみと裁きを愛し」

『詩篇』102（103）篇6節

　MT　新共同訳「主は．．、恵みの御業と裁きを行われる」

　　　　新改訳　　「主は．．．垂蓋とさばきを行なわれる」

　LXX　「主は施しを行われる」

『イザヤ書』1章27節

　MT　新共同訳「シオンは裁きをとおして蹟われ、悔い改める者は恵みの御業によ

　　　　　　って蹟われる」

　　　　新改訳　　「シオンは裁きによって顕われ、その町の悔い改める者は正義によ

　　　　　って蹟われる」

　LXX　「その囚われの者は裁きと慈悲によって救われる」

『イザヤ書』28章17節

　MT　新共同訳「恵みの業を分銅とする」

　　　　新改訳　　「正義を、おもりとする」

　lLXX　「憐れみを私のおもりとする」

『イザヤ書』59章16節

　MT　新共同訳「主を支えるのは主の恵みの御業」

　　　　新改訳　　「主は．．．ご自分の義を二ご自分のささえとされた」

　LXX　「憐れみを彼（自分）の支えとなし」

『ダニエル書』4章24（27）節

　MT　新共同訳「罪を悔いて施しを行い」

　　　　新改訳　　「正しい行いによって、あなたの罪を除き」

　LXX　「施しによって、あなたの罪とすべての不正を取り除き」

　以上、MTの日本語訳で、ツェダカーの訳語に関して新共同訳はツェダカーの原義が十

分に反映されておらず、新改訳のほうが原義をより良く反映しているといえる。

　ウェヴアース（Wevers，John　Wi11iam）は『申命記』のLXX本文について、各節ごと
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に注釈を加えた詳細な研究を行っており、『申命記』6章25節および24章13節で、ツェ

ダカーの訳語として、通常用いられるディカイオスネーではなく、エレェモスネーに訳出

されているということは、LXXの『申命記』の翻訳者がツェダカーの語義の変遷（思想的

背景）について理解している者であったとしている（Wevers1995：126）。それを示す例

として、ウェヴアースは『申命記』24章13節におけるきσταLσoしエスタイソイの表現を

あげている。ウェヴアースはきστα［σoしばしXXの通常の文体ではσoしξστα【ソイエスク

イとなるべきであるが、この個所では文体の変更がなされており、結果的にマソラテクス

ト22）と一致していると指摘している（Wevers1995：384）。ハッチ（Hatch，Edwin）は

LXXでなされているディカイオスネーの語義．の修正は普遍的に受け入れられていたもの

ではなく、翻訳が行われた地域（アレクサンドリア）に特有なもののように思われるとし

ているが（Hatch1889：49－50）、エレエモスネーの語の初期の資料がほとんどLXXに依

拠していることや23）、当時アレクサンドリアはディアスポラの中心地であったこと24）、

プトレマイオス二世の時代に図書の聚集がなされたことなどからも、エレェモスネーの語

の創出とアレクサンドリアとの関わりを推量できよう。

　トーラーでツェダカーとなっておりLXXでエレェモスネーと訳されている箇所をみる

と、LXXのエレエモスネーの語は、のちの旧約聖書外典や新約聖書にみられるような、よ

りr施し」の意味での限定的な用い方はまだ見られず、LXXでは慈悲、憐れみの意味で用

いられている例が多い。

1．3　旧約聖書外典にみるr施し」

　旧約聖書外典25）の中の『トビト書』と『ベン・シラの知恵』で、エレエモスネーは30

回以上あらわれる26）。それらはほとんど文脈からr施し」若しくは「慈善」の意味で使

われていることがわかる。それらの書で、r施し」についてどのように考えられていたか、

下記の前よりその一端をうかがい知ることが出来よう。なお、本文申の二重表罫線（二）

はその部分の単語がディカイオスネーであり、表罫線（一）はその部分の単語がエレエモ

スネーであることを示すための筆者の加筆である。

『トビト書』4章7－10節

　　すべて正義を行う人々は、あなたの所有物から施上をしなさい。しかしあなたが

　施しをするとき、あなたの目がねたむことがないように。あなたの顔をどのような

　貧しい人からも背けてはならない。そうすれば神の顔も決してあなたから背けられ

　ない。

　　あなたの財産に応じて、その中から豊かに麹上をしなさい。たとえ（あなたの財

　産が）少なくても、少ないなりに恐れずに施上をしなさい。
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　それは苦難の目に備えてあなた白身のために善い宝を積むことになるからである。

　なぜなら施」∠は（それを行う者を）死から救い出し、暗黒へ行かせることはない

からである。

『トビト書』12章8－9節

　　真実な祈りと正しい施しは、不正による富にまさる。施しを行うことは金をため

　込むことにまさる。

　　　雄二」は死から救い出し、すべての罪をきよめる。雄二」を行う者はいのちを満たさ

　　れる。

『ベン・シラの知恵』3章30節

　　水が燃える火を消すように、施しは罪を償う。

　これらの節で、「施し」の行為が罪のきよめ（救い）につながるという神学的・教義的

内容の記述をみる。またエレェモスネーの語がディカイオスネーと並行して使われている

ところから、エレエモスネーの語がディカイオスネーとの関わりで述べられながらも、エ

レエモスネーは「施し」（あるいは慈善）の限定的な意味で使用されていることが分かる。

1．4　それ以外での使用状況

　「施し（エレエモスネー）」の語は、ディアスポラを中心としたユダヤ人社会における

使用を除けば、古代ギリシア、ローマ世界でのエレエモスネーの語の使用は、わずかにカ

リマコスの『賛歌』でr同情」の意味で一回（Mair1921：96）、のちにディオゲネス・ラ

エルティオスの『ギリシア哲学者列伝』の中でr憐れみ」の意味で一回出てくるのみで

（Hicks1925：460）、それ以外は、キリスト教教父たちの文書で見られるようになるまで

は（Lampe1961：447－8）、確認されるものはこれまでのところはない。

2原始キリスト教団と「施し」

2．1　セプテュアシントと原始キリスト教団の関係

　新約聖書におけるr施し（エレェモスネー）」について見ようとする場合、原始キリス

ト教団とLXXとの関係を、先ず簡単におさえておく必要があろう。

lLXXの果たした役割として、ディアスポラ・ユダヤ人が日常語で聖書を読めるようにし

ただけではなく、当時の共通言語であるギリシア語（K0州コイネー）で書かれたLXX
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は、原始キリスト教団にとっても、ユダヤ人以外の者も聖書を学ぶ機会が与えられ、キリ

スト教の伝道にとって（異教世界への進出という点において）大きな意義をもっていた

（Wurthwein1952：62－3）。原始キリスト教団の中で、例えば新約聖書の中にみる旧約

聖書からの引用句でも、ヘブライ語（旧約）聖書からの引用ではなく、LXXから引用され

ているところが圧倒的に多く、原始キリスト教団の中でLXXが重視されていたことをう

かがわせる。

2．2　新約聖書にみる「施し」

　新約聖書ではエレエモスネーの語は13回あらわれ27）、以下にそれらの日本語訳を例示

する。なお本文中の表罫線（一）は、その単語がエレエモスネーであることを示すために

筆者が付加したものである。

『マタイによる福音書』6章2－4節（抜粋）

　　だから、あなたは施上をするときには、偽善者たちが人からほめられようと会堂

　や街角でするように、自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。

　　壇上をするときは、右の手のすることを左の手に知らせてはならない。

　　あなたの施しを人目につかせないためである。そうすれば、隠れたことを見てお

　られる父が、あなたに報いてくださる。

『ルカによる福音書』11章41節

　　ただ、器の中にある物を人に斑せ。そうすれば、あなたたちにはすべてのもρが

　清くなる。

『ルカによる福音書』12章33節

　　自分の持ち物を売り払って施しなさい。擦り切れることのない財布を作り、尽き

　ることのない富を天に積みなさい。そこは、盗人も近寄らず、虫も食い荒らさない。

『使徒言行録』3章2，3節

　　すると、生まれながら足の不自由な男が運ばれて来た。神殿の境内に入る人に施

　しを乞うため、毎日「美しい門」という神殿の門のそばに置いてもらっていたので

　ある。

　　彼はペトロとヨハネが境内に入ろうとするのを見て、施しをこうた。

『使徒言行録』3章10節
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　彼らは、それが神殿の「美しい門」のそばに座って施しをこうていた者だと気づ

き、その身に起こったことに我を忘れるほど驚いた。

『使徒言行録』9章36節

　　ヤッファにタビター一訳して言えばドルカス、すなわちrかもしか」一一と呼ば

　れる婦人の弟子がいた。彼女はたくさんの善い行いや施しをしていた。

『使徒言行録』10章2節

　　信仰心あつく、一家そろって神を畏れ、民に多くの施しをし、絶えず神に祈って

　いた。

『使徒言行録』10章4節

　　彼は天使を見つめていたが、怖くなって、「主よ、何でしょうか」と言った。する

　　と天使は言った。「あなたの祈りと施しは、神の前に届き、覚えられた。」

『使徒言行録』10章31節（抜粋）

　　　「コルネリウス。あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前で覚えら

　れた。」

『使徒言行録』24章17節

　　さて、私は、同胞に救援金を渡すため、また、供え物を献げるために、何年かぶ

　りに戻って来ました。

以上、これらの箇所のエレエモスネーの語の使い方をみると、生活困窮者に対する「施

し」に限定して使用されていることがわかる。一

2．3原始キリスト教団の「施し」とユダヤ教の関係性

　新約聖書に記された「施し」は、イエスの言説をみると、隠れた施し（マタ6章2－4

節参照）が奨められている。これはユダヤ教の規定としての（律法主義的な）「施し」が、

ともすれば形式的な行為（偽善）に陥りやすい傾向をもっていたことへの警鐘であったと

いえる。

　新約聖書においても「施し」を行う者に対する神の報いが強調されている（マタ6章4

節、ノレカ11章41節、12章33節、使10章4節、31節参照）。「施し」が信仰（善行に応

じた救い）と結びついている点は、ユダヤ教において教義として明瞭になり（Epstein
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1959：143）、その考え方は旧約聖書外典（『トビト書』『ベン・シラの知恵』）にもみられ

る。それらは旧約信仰に根ざすものといえるが、これに対し新約信仰の特徴は、善き行い

を奨めながらも、律法主義的な（形式的な）行いを排除し、信仰による善行を強調してい

る点に特徴がある一 ﾆいえる28）。

　原始キリスト教団の集会の基盤と組織的な救援活動の形態は、キリスト教団がユダヤ教

共同体から分かれたときに、ユダヤ教会堂（シナゴーグ）の組織に倣って引き継がれたと

みられている29）。とくに慈善との関わりでは、ユダヤ教会堂組織におけるバルナスイム

（o『oコr9管理者、集会の指導者）あるいはガバイム（目湘ス施与の受取人、会計係）と、

キリスト教会組織における長老あるいは執事との関連性が指摘されている（Frisch1924：

40）。

3ユダヤ教とキリスト教の確執と噛し」

3．1ヘクサプラにみるr施し（エレェモスネー）」からr義（ディカイオスネー）」への

　　変更

　1世紀のキリスト教徒たちがLXXを自分たちの聖書として重視した結果、ユダヤ教と

キリスト教の確執の中で、ユダヤ教団が生みだし高く評価していた翻訳であるしXXに対

して、ユダヤ教徒自身の立場を微妙にさせてしまうことになる。

　ユダヤ教徒とキリスト教徒の論争の際、しばしば引き合いに出されたのは『マタイによ

る福音書』1章23節の中の『イザヤ書』7章14節からの引用である。この個所はキリス

ト教ではメシア（キリスト）預言と受け取られている。ヘブライ語でアルマー（肋加お

とめ）となっているこのことばは、マタイはLXXに従って処女（πσρθ6vogパルテノス）

としているが、ユダヤ人はこれを若い婦人（Vε伽〔紅ネアニアス）であると主張した。そ

れに対してキリスト教徒たちは、ユダヤ教団の作った翻訳（LXX）にパルテノスとあるで

はないかと応じた（W廿rthwein1952：63）（M冊1er1996：23－4）。実際にはLXXの翻

訳に関して使用した本文の問題、翻訳者の解釈・ことばの選択・読み込み等の複雑な要素

が絡んでいる。

　このように、キリスト教会でLXXが確固たる地位を占めるようになったのとは対照的

に、ユダヤ教徒たちは新しい翻訳聖書を求めるようになった。そのような背景で作られた

ものにアキュラ訳（Aqui1a，略号A）、シュンマコス訳（Symmachus，略号Σ）、セオド

テイオン訳（Theodotion，略号⑤）がある。今日それらの訳は、現存するオーリケネース

のヘクサプラ（Hexap1a）30）の断片資料の中に部分的に見ることができる。そこでLXX

が「義（ツェダカー）」の訳として「施し、あわれみ（エレエモスネー）」を採用している

箇所（9箇所）を、ヘクサプラより、A、Σ、⑧が採用した訳を見ると次のようになる（表
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2「ツェダカーの訳語」参照）。

表2　ツェダカーの訳語

LXX A Σ O

申命記6章25節 ’ ’ ■ 一

中命記24章13節 ξλεη叫00伽η δ鉄αしOV
一 ’

詩篇23（24）篇5節 ■ 一 ■ 一

詩篇32（33）篇5節 ξλεη糾00伽ηV δLKα1OσわVηV
’ 一

詩篇102（103）篇6節 一 一 ■ ’

イザヤ書1章27節 るλεη叫00伽η9 （δ1Kαし0σ伽η⊆） （δしKα10σむVηら） （δ1Kαし0σむVη⊆）

イザヤ書28章17節 ξλεη叫0σωη δ［Kα［OσわVη δ［Kα10σむVη δLKα1OσむVη

イザヤ書59章16節 るλεημ0σωη
’ 一

δしKα［0σむVη

ダニエル書4章24

@（27）節

ξλεη叫00ψVαし⊆
一 ■

ελεη脾00むVαしら

出典：Fie1a（1875．1964）をもとに筆者作成。A、Σ、⑤の丸括弧で括っている部分はHatch

　　　（1889：49）を参考に筆者による追加。一印は現存せず。

　今日ヘクサプラの大部分は失われ、残された部分的な資料からの比較とならざるを得な

いが、残された資料はほとんど「義（ディカイオスネー）」を採用している。つまり単語の

語義からいえばヘブライ語（旧約）聖書本文に一致している。このことは後のユダヤ教慈

善がキリスト教慈善とは（r義」＝r施し」の思想的な根拠から離れ）別の路線を歩むよう

になったかのように見えるが、実際はそうではなく、「義」＝「施し」の思想には何ら変化

を与えていないことは、その後もミシュナ、タルムードの慈善の教えが「義」＝「施し」

の思想に基づいて展開されていることからも明らかである31）。

3．2　原始キリスト教団の「施し」の独自性

　慈善を念頭において原始キリスト教団をみた場合、共同体のヤーワードとして「抑伽η

アガペー（愛）」「K巾UWαゲーリュグマ（宣教）」「KOWωVlαコイノーニア（交わり）」

rδしαK0Vlαディアコニア（奉仕）」を挙げることができよう32）。教団にとって共同体の

維持成長と伝道の使命は大きな課題であり33）、それらキーワード等に基づいた働きが慈

善の行為として顕れるといえよう。キーワードのなかで、特にアガペーとゲーリュグマに

注目すると、それまでのギリシア・ローマ世界では軽視されがちであった身分や立場を越

えた犠牲を伴う愛の尊重、また民族的な枠にとらわれない異教世界への積極的な関わりの

54



姿勢は、新たな慈善の形態をっくったといえようら

　また、先に「原始キリスト教団のr施し」とユダヤ教の関係性」（2．3）のところでも述

べたように、原始キリスト教団の慈善は、律法主義的（形式的）な行いを排除し、信仰に

よる善行を強調しているところに特徴がある。

まとめ

　本章ではユダヤ慈善の思想的中心となるr義」＝r施し」の思想からつくられた単語で

あるエレエモスネーが、原始キリスト教団に伝播するまでの過程について扱った。その過

程を扱うことは、つまりキリスト教慈善における「施し」の語の形成とその思想的背景を

明らかにする作業でもあった。

　キリスト教がユダヤ教を母体として誕生・成長する過程で、二つの宗教の接触を通して、

キリスト教団はユダヤ教団から「義」：「施し」の思想を継承し、更にシナゴーグ（ユダ

ヤ教会堂）の組織形態はキリスト教会の組織づくりの手本となった。一方で、思想的離反

を通して、律法主義的（形式的）善行の批判は信仰による善行の強調につながり、民族の

枠を越えた神の愛の教えは異教徒への積極的な伝道に導いた。

　ここでは原始キリスト教団の慈善活動の中からr施し」の形態を、聖書の記録を中心に

見てきた。今回の考察の意義としては、この後、教団の組織やキリスト教教義の形成がな

されていくようになり、それに伴い組織的な慈善形態が作られ、異教世界にその活動が拡

大されていくようになるが、それら慈善活動の根源に位置するキリスト教慈善の「施し」

の系譜を明らかにすることが出来たのではないかと思う。

　ユダヤ教の思想的伝統を引き継ぐ原始キリスト教団の「施し」の形態は、キリスト教教

義の形成に伴って、ユダヤ慈善の思想的特徴（「義」を施しの根拠とす肴）から、キリスト

教の独自性（r愛」を施しの根拠とする）へと変容し、キリスト教慈善の形成がなされてい

く。

　以上、本章で考察してきた内容の鳥激図を、巻末資料2（本文伝承からみた「施し（エ

レエモスネー）」の系譜）に添付しているので参照されたい。

柱

1）　このことばは男性名詞ではツェデクで、r義、正義」を意味し、女性名詞ではツェダ

　　カーとなり、r義、正義」に加え、r慈悲、慈善、施し」をも意味する。

2）　トーラーとは聖典の最初の五書（キリスト教でいう『創世記』『出エジプト記』『レビ
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　　記』『反数記』『申命記』）を指す。しかし聖典（旧約聖書）全体を指してトーラーと言

　　う場合もある。

3）r施し」の教えは『レビ記』19章9，10節、23章22節、『申命記』24章19・21節に記

　　されている。

4）『申命記』24章22節にrあなたは自分がエジプトの地で奴隷であったことを思い出し

　　なさい。だからわたしはあなたにこのことをせよと命じる。」との理由が述べられて

　　いる。

5）　ミシュナはユダヤ法の基本になるもので、固定した成文律法（トーラー）の解釈を続

　　けることによって、現実の状況に適合する解釈へと導く規定や教えにしたものであり、

　　口伝律法として位置づけられている。ミシュナとは「反復、教え」の意味である。

6）　タルムードはミシュナに関する注解、議論、補足、所見を集成したものであり、生活・

　　宗教・道徳に関する律法の集大成である。タルムードとは「研究、学習」を意味する。

7）ユダヤ教では、「慈悲、施し」の行為と「義、正義」とは深く結びついている。そも

　　そもユダヤ教は二つの基本的教義に基づいている。第一は、唯一神への信仰であり、

　　第二は、この信仰を担う者に与えられた神の目的の実現（別の言い方をすれば創造の

　　実現）のための協働者としてのイスラエルの選び、である。この二つの教義は堅く結

　　ばれ一つになっている。神との協働の基礎には、道徳法への服従があり、ユダヤ教の

　　教師（ラビ）たちはそれを「神の属性の模倣」として、『レビ記』19章2節の「あな

　　たがたの神、主であるわたしが聖であるから、あなたがたも聖なる者とならなければ

　　ならない。」と結びつくものであるとしている。したがって、ユダヤ教では、神の慈

　　恋とあわれみの方法をまねることによって、人類の正義に向けての神の協働者となる

　　べく義務を負っていると理解する。

8）　ギリシア語訳旧約聖書のこと。アレクサンドリアで翻訳されたと考えられている。そ

　　のうちモーセ五書（『創世記』『出エジプト記』『レビ記』『反数記』『申命記』）につい

　　ては前3世紀前半に翻訳されたと考えられている。翻訳者の数（『アリステアスの手

　　紙』では72人とされている）から、ローマ数字のLXX（七十）の略号で表記されるこ

　　とがある。七十人訳聖書とも呼ばれている。

9）新約聖書では「施し（エレエモスネー）」は13回出てくる。『マタイによる福音書』6

　　章2，3，4節、『ルカによる福音書』11章41節、12章33節、『使徒言行録』3章2，

　　3，10節、9章36節、10章2，4，31節、24章17節である。

10）岡田英己子（1999）「20世紀末のドイツ社会福祉思想の新潮流一新しい社会（福祉）

　　運動との関連」『社会事業史研究』第27号、11－26参照。

11）ツェダカーがLXXでエレェモスネーに訳されている個所は、『申命記』6章25節、25

　　章13節『詩篇』23（24）篇5節、32（33）篇5節、　102（103）篇6節『イザヤ書』1章

　　27節、28章17節、59章16節、『ダニ平ル書』4章24（27）節である。
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12）ツェデクは男’性名詞。

13）ツェダカーは女性名詞。

14）ペアーとはr（畑の）隅、一角」の意。すなわち生活困窮者のために刈り取らずに残

　　しておくべき畑の隅のことである。『ペアー』は「施し」に関する規定の書である。

15）旧約聖書外典の一書で、著作年代は前200－170年頃ではないかと考えられている。こ

　　の書では正しい生活、特にr施し」が重要な位置を与えられている。r施し」はほど

　　んど「義」と同義であり、人を死の暗闇から救う力を持つとされている。

16）旧約聖書外典の一書で、著作年代は前190年頃ではないかと考えられている。『歳言』

　　に似たところがある知恵の書であり、広く社会的、宗教的に守るべき務めについて訓

　　戒をのせている。

17）ベンゲル（Henge1，Martin）の著作で、特に本稿の主題との関わりで有益なものに、

　　Henge1，Martin（1973）ゐゴθ刀加〃㎜♂亙θ∬θ皿ゴ8〃鵬，2．A．（WUNT，10）．，He㎎e1，

　　Martin（1976）♂ロゴθ皿，θrゴθ6五θ〃α皿♂3∂rろ∂∫θ〃がある。

18）今目標準本文と認められているものにペルティエ（Pe11etier，Andr6）の校訂版がある

　　（Pe11etier1962）。左近はこの版より手紙の全文を邦訳している。左近淑（1975）「ア

　　リステアスの手紙」日本聖書学研究所編『聖書外典偽典　第3巻　旧約偽典I』教文

　　館、参照。

19）木下淑（1956）r七十人訳伝承としてのアリステアス書簡研究（1）一緒論・翻訳およ

　　び註一」『神学』（東京神学大学神学会）X，21－72．，木下淑（1956）r七十人訳伝承

　　としてのアリステアス書簡研究（2）一私訳本文に対する註一」『神学』（東京神学大

　　学神学会）XI，93－113参照。

　　木下（左近）は前145・100年説を採る。他にも前198年（アンティオコス三世のユダ

　　ヤ征服）以前説、前100年前後（プトレマイオス期後期）説などがある。

20）木下（左近）、上掲論文（1956年）にアリステアスの手紙の詳しい研究史がある。

21）語句索引は、Hatch，E．and　Redpath，H．A．（1897，2・ded．1998）λ0o〃。M舳。θ6o批θ

　　8θp伽∂eコb〃θ刀♂肋θo肋θrθ”θθ左脇蝸ゴ。〃80ヂ秘θ0〃雅8拓血θ”云0boル必皿8勉θ

　　助。αm加ノ3o〇五りを使用した。

　　トーラーのテクストは、剛1iger，K．and　Rudo1ph，W．ed．（1967－1977）3北地

　　挽加a加8如κ騨切θ雌ノa．を使用した。

　　LXXのテクストは、Rah1£s，A．ed．（1935）8即伽∂担〃佃．を使用した。

22）旧約聖書のヘブライ語本文をマソラ本文（マソラテクスト）という。本文を正確に伝

　　えるためのユダヤ人学者（マソラ学者）の本文伝達活動（綴り、母音、単語、文節を

　　明確にする等）により統一された今日の形態をrマソラ」と呼んでいる。

23）LXXの成立年代に近いところでは、他には、カリマコスの『賛歌』W152で1回、エ

　　レェモスネーの語がr同情」の意味で使われている。Mair，A．W．（1921）α〃㎞〃五鵬
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　　雄皿〃8舳♂物ノ弾a〃島TheLoebC1assica1Librarγ，p．96参照。カリマコスはアレタ

　　サンドリアで活動した人物である。

24）『アリステアスの手紙』には、エジプトに10万人のユダヤ人の移入があったことな

　　ど、エジプトの国政としてのユダヤ人移入が記録されている（左近1975：31－2）参

　　照）。さらに、プトレマイオス王朝時代のアレクサンドリアにおけるユダヤ人社会の

　　勢いについて、秀村欣二（1936）「羅馬帝政初期アレクサンドリアに於けるギリシャ

　　人のユダヤ人排斥問題（一）」『歴史学研究』第6巻第1号、2－31参照。

25）日本聖書協会版『聖書　新共同訳』では、「旧約聖書続編」となっている。

26）　「トビト書」では、1：3，1：16，2：14，3：2，4：7，8，10，11，16，7：7，12：8，9，14：2，10，11

　　など。「ベン・シラの知恵」では、3114，30，7：10，12：3，16：14．17122，29，29：8，12，

　　32（35）：2，34（31）：11，40：17，24にエレエモスネーが使用されている（語句索引はHatch

　　andReapathを、テクストはRah1fsを使用）。

　　これら二書の邦訳として、土岐健治（1975）「トビト書」日本聖書学研究所編『聖書

　　外典偽典第一巻　旧約外典I』教文館、207－47頁；村岡崇光（1977）日本聖書学研

　　究所編「ベン。シラの知恵」『聖書外典偽典第二巻　旧約外典■』教文館、69－207

　　頁；共同訳聖書実行委員会釈（1987）『聖書　新共同訳一旧約聖書続編つき』日本聖

　　書協会、等がある。

27）語句索引はBackmam，H．and　S1aby，W．A．（1985）0o血〃6θr　Oo〃。M伽。θ6o肋θ

　　刀。γα〃　6θ8佃〃θ刀〃α〃　θraθoθofハゐ8”θ㌧4ノ∂刀φ　26肋　θ”，∂〃a　Co　6ムθ　0rθθ五八たw

　　蛇醜皿θ〃，仰θ吐伽批θ加8肋〃θ伽ルW％8佃血θ批蛇X加∂ノ万θ8θ〃0五∂M

　　Oo〃〃妙0θ〃θr　oヂM〃雌6θr砺加θ燗伽．を使用。テクストはNest1e－A1and（1993）

　　肋γ口〃％8佃皿θ〃如血θ〃θoθ，27．Auf1ageを使用。

28）土戸清は、『ヤコブの手紙』2章14－26節にみられる「行為義認」と、『ローマの信

　　彼への手紙』3章28節等にみる「信仰義認」との間に直接的対立はないとしている。

　　『ヤコブの手紙』で非難されているのは、極端な信仰至上論者や律法廃棄論者の抱く

　　信仰理解に対するものであるとしている（土戸1991：82）。

29）　Frisch（1924）ノ1〃血合6oガ。∂ノ8〃∫γθア。fゐ〃ゴ8五P五∬θ”6五rqργjル。血一彦五θ刀∂地bβ6

　　π血θθCo泌θMヵθ6θθ皿泌0θ皿伽η；，p．40．；　松木治三郎（1972）『イエスと新約聖書

　　の教会』108頁；Sa血ai，S．，Stem，M．（eds．）（1974）肋θゐ以ゴ8五Pθψノθ∠”批θ乃油6

　　0θ皿伽zプ拙も〃。ガωノθθo餌aρゐアア。方虹。∂ノ捌古Co期8od助0〃如〃ノ∂刀♂五θ方騨b鵬

　　Z施舳a血8虹如虹。帆，Vo1．1，p．391参照。サプライ（Safrai，Shmue1）は「エルサレ

　　ムのキリスト教の共同体は、トーラーを教え、伝統に沿って人々を導いた者たちの叙

　　任、というユダヤ民族によって容認された慣行を間違いなく採用した」としている。

30）FieId一，R（1875）0㎡8θ血お石わ朋μo〃血，卿aθ舳pθ蝸α砂8方θ脆加〃皿危6θΨrθ伽〃

　　0〃θ00〃皿血”0伽血脆施8地8ね〃θ〃施皿冊昭皿舳佃を使用。
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31）たとえばKohsは、宗教（正義等の追求）と道徳（隣人愛）との不可分の一致による

　　混在を特徴とするユダヤ的基本観念は少しも変容しなかったと述べている。Kohs，S．

　　C．（1966）pp．．124－8参照。

32）これらのキーワードはあくまでも慈善を考察する際に特徴的だと思われるものを取

　　り上げているに過ぎない。熊澤はテイアコニア論の考察でr教会のしるし」とされる

　　概念に、レイトゥルギア（λεmUQγ工α礼拝）、マルチュリア（μαq側qこα証し）、コイ

　　ノーニア（KOWωV工α交わり）、テイアコニア（δし肌0V二α奉仕）を挙げている（熊澤

　　義宣1993：123－53）。

33）『マタイによる福音書』28章19－20節参照
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第3章
　　古代ユダヤ教の貧困者救済制度

一タルムード・ペアー篇を中心として一

はじめに

　筆者は先の第2章で、ユダヤ慈善の思想的根拠とされている「義、正義」の意味をもつ

ヘブライ語の叩旭（ツェダカー）が、ヘレニズム時代にLXXのなかでr慈悲、憐れみ」

の意味に転用され、それが後に「施し、慈善」の意味に拡大され、そのことはがキリスト

教に伝播しキリスト教の所産である新約聖書で生活困窮者に対する「施し」に限定して使

用されるまでの過程を考察した。その中から新たな課題として、ユダヤ慈善において「義」

と「施し」とを結んでいる思想的・教義的背景を明らかにし、ユダヤ教教典からじかに貧

困者救済に関する実践的な規定をみることが必要となった。

　「義」と「施し」の関係についての考察は、ユダヤ教慈善の思想的根源部を明らかにす

るためだけではなく、キリスト教慈善等への影響を考察するうえでも必要になると考える。

　制度面では、古代ユダヤ社会にはユダヤ教教典のなかの一書『ペアー（洲ヨ）』の規定に

基づく貧困者救済制度が存在した。『ペアー』は農作物の分配を救済の中心手段として、イ

スラエルの領土内において生活に困窮する寄留者（あるいは在留異国人）、孤児、寡婦に対

し、最低限の食生活を保障するために設けられた、いわゆる福祉法である。ペアーについ

ては、もともとトーラー（万r1月律法）工）に、彼ら社会的弱者に対する生活保護の考え方が、

民衆全体に対して遵守すべきものとして説かれていた。のちにユダヤ教教典のミシュナ

（祠眺）2）で、『ペアー』として「施し」の規定がユダヤ教教義に基づいて体系化され、

更にタルムード（τ1沽月）3）の『ペアー』では、ミシュナに注解、議論、補足等が加えられ

ている。

　タルムードは何世代にもわたる議論の中から生まれた、社会生活および宗教生活のあら

ゆる面に関する記述を含んだ書の集成である。タルムードではひとつの問題がある箇所で

論じ尽くされることは稀であり、ある特定の教えを体系的に把握しようとすればタルムー

ド全体にわたって部分的な教義を探し集めることも多い。本章は『ペアー』を中心に論じ

るが、必要に応じて他薦との関わりについて補足的に説明を加える。

　古代ユダヤ慈善についての研究は、フリッチ（Frisch，Ephraim．）の古代の記述に比較

的多くの頁を割いて19世紀までのユダヤ慈善を概観したものがあるが（Frisch1924）、

本格的な研究は、タルムードを精査するという周到な手法がとられているローウェンバー

グ（Loewenberg，FrankM．）の研究が最初であるといえる（Loewenbe㎎2001）。

　古代ユダヤ慈善の研究は、ユダヤ教を母体とするキリスト教慈善およびユダヤ慈善から

影響を受けているイスラム教慈善との比較研究のための重要な資料になることが予想され
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るが、これまで古代ユダヤ慈善に関する本格的な研究は非常に少ない。ローウェンバーグ

（Loewenberg，FrankM．）がrユダヤ教の教典であるタルムード等の原典は、ユダヤ教に

関する学術分野の専門家でない限り、きわめて接近し難い」と指摘しているように（先行

研究分析　3．2．5参照）、宗教的・言語的なアプローチの困難さがその要因の一つに考えら

れる。ヘブライ語を母語とするイスラエル人であっても、ユダヤ教宗教文書に精通してい

ないイスラエル人にとっては、タルムードを読み解くのは一般に容易ではない。今日、ユ

ダヤ慈善の研究を行ううえで幸いなことは、聖書学という歴史的に層の厚い研究の蓄積を

我々は持っており、またユダヤ学（ブラウン大学の「ブラウン・ユダヤ研究」シリーズ等）

からも『ペアー』など農事法に関する研究を含むユダヤ教研究の成果が出されており、そ

れらの研究成果を古代ユダヤ慈善の再構成に活用することができる。

　本章で、筆者が救貧対策との関係で取り上げた『ペアー』については、ユダヤ学からブ

ルックス（Bmoks，Roger）とアヴェリー・ペック（Avery－peck，A1an　J．）による研究が

ある。ブルックスのものは『ペアー』の内容に対する注解を中心としており（Brooks1983）、

アヴェリー・ペックのものは『ペアー』を含むミシュナの農事法名書（『ペアー』『デマイ』

『キルアイム』『シェビイート』『テルモツト』『マアセロゾト』『マアセル・ジェニー』『ハ

ッラー』『オルラー』『ビクリーム』）の緒論である（Avery－peck1985）。どちらもブラウ

ン大学の「ブラウン・ユダヤ研究」シリーズの中にある。

1ユダヤ教における貧困者救済制度の歴史的背景

1．1農業と土地の所有権に関するユダヤ的特徴

　古代ユダヤ慈善における「分配」の思想的背景として、土地は神のものであるとする宗

教的観念から、神の所有する土地から産するものは民に平等に分配されるべきであるとす

る、ユダヤ的特徴を挙げることができる。

　古代イスラエルの貧困者救済の手段は、農業による収穫物を分け与えることを中心手段

としていた。そもそもイスラエルの農業生活は、イスラエル人のカナン入国をもって始ま

った。古代イスラエルの農事記録として最も古いものは、前10世紀の農事歴を記したゲ

ゼル出土の碑文4）が知られている。生活形態が移動を特徴とする遊牧生活から定住を特徴

とする農耕生活へ移行したことにより、生活水準は高まり、多彩な食生活を享受するよう

になった。永続的家屋に住む聚落生活が始まり、血縁的な紐帯は地縁的なものに移行した。

隣人という観念が重要な意味を持つようになり、トーラーにおける社会的義務に関する規

定はしばしばrフrレア（隣人）」という名辞によって表わされ（『出エジプト記』20章16

節参照）、隣人愛は律法に含まれていた（『レビ記』19：18参照）。社会生活面においては

個人主義から公益優先へと移行し、・職業の分化や社会階層が生まれ、支配者と被支配者を
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画する線が明瞭になった。それら生活の諸面においてカナンの先住民の生活様式への転換

と適応が行われたと考えられている（Noth1950，8a捌．1976：133－4）。しかし土地の

分配については、当時のカナンの封建制を受容することなく、「土地はすべてヤハウェ（万w

神）のものである」5）との神学に基づいて平等に部族単位および家族単位で土地を分け合

うという新しい土地分配法をこの地に導入した6）。

　イスラエノレの周辺世界の古代オリエント法には土地の売買や賃貸借について定めた土

地法が存在した。古代オリエント法を代表するハンムラビ法典には土地の賃貸借について

次のような規定がある（中用1999：18－9）。

§42　もし人が耕地を小作のため賃借し、その耕地に大麦を実らせなかったなら、彼

　　らは彼に対してその耕地に藩種作業を行わなかったことを立証しなければなら

　　ない。そして彼は大麦を彼（耕地の所有者）の隣人（の収穫高）にしたがって

　　その耕地の所有者に与えなければならない。

§43　もし彼が耕地を耕作せず放置しておいたなら、彼は彼（耕地の所有者）の隣人

　　（の収穫高）にしたがって大麦を耕地の所有者に与え、彼が放置しておいた耕

　　地を（深く）裂き、まぐわでならして、耕地の所有者に返さなければならない。

　上記の規定（§42，43）は、ハンムラビ時代の土地法に関するいくつかの情報を提供

している。つまり、耕作地の賃借料がその土地の収穫物で支払われていたので、借主

にはその土地を耕しできる限り高い収穫を得る責任があった。§42－43の規定は借り

手にこの責任を義務付けている。借り手がその義務を怠った場合は、貸主にその損害

を賠償しなければならない。さらに借り手には、借りた畑を耕作可能な状態に戻す義

務があった（Boeck6r1976：76）。

　これに対し聖書の法（トーラー）には土地法は存在しなかった（Boecker1976：77）。

それは『レビ記』25章23節の、土地はヤハウェ（神）からの嗣業として諸部族にそ

の使用が委ねられており、そのためそれぞれ氏族ないし家族に耕作のための土地が割

り当てられているのであり、その所有権は最終的にヤハウェに帰するものであるとい

う信条に遡る。したがって土地や耕地に関して持ち主が無制限な権限を持つという所

有権ぽ存立しなかった。

　しかしながら、そのようなユダヤ独自の観念も時代の変遷とともに変化もみられる。

ミシュナおよびタルムードの『バヴァ・メツィァ』および『バヴァ・バトゥラ』には、

不動産の賃貸借および売買に関する規定がある。土地の所有観念が変化し始めた端緒

について、王国の成立（特にダビデによる国家建設）に伴い、イスラエルに併合され

たカナン人の定住地域の土地法がその後も維持され、その土地法が元来のイスラエル

諸部族の定住地域にも適用されるに至ったとする見方がある（Boecker1976：80）。
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　ワディ・ムラッバアト（キルベト・クムランカ）ら南南西へ18km）から出土した後1

世紀末から2世紀初めのものとみられる土地の売買に関する契約書では7）、土地が譲

渡不可能な世襲財産として拘束されることなく、契約のカによって買い手にその土地

の所有権を与える個人財産の扱いがなされており、同時に男系相続権の拘束もその効

力を失っているとの指摘もある（Kippenbe㎎1982：144－6）。

　ユダヤの農業はヘレニズム時代になって大きく発展した。プトレマイオス治政下の時代

に幾多の栽培植物がユダヤに導入されたことが知られており（Sa血ai1974－1976：vo1．2，

648－9）、後1世紀にはほぼユダヤの全土にわたって耕作がなされていたとみられている

（Safrai1974－1976：vo1．2，647）。

1．2　トーラーにみるr施し」の規定

　ユダヤ慈善における貧困者救済の手段の一つである「施し」の規定の法的根拠はトーラ

ーの中の『レビ記』19章9，10節、23章22節、『申命記』24章19－21節の記述にある8）。

　あなたがたの土地の収穫を刈り入れるときは、畑の隅まで刈り尽くしてはならない。あ

なたの収穫の落ち穂を集めてはならない。あなたのぶどう畑も摘み尽くしてはならない。

あなたのぶどう畑の落ちた実も集めてはならない。貧しい者や寄留者のためにそれらを残

しておかなければならない。わたしはあなたがたの神、主である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（レビ19：9，10）

　あなたがたの土地の収穫を刈り入れるときは、あなたは刈るときに畑の隅まで刈り尽く

してはならない。あなたの収穫の落ち穂を集めてもならない。貧しい者や寄留者のために

それらを残しておかなければならない。わたしはあなたがたの神、主である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（レビ23：22）

　あなたが畑で穀物を刈り入れるとき、一束畑に忘れても、取りに戻ってはならない。そ

れは寄留者、孤児、寡婦のものとしなければならない。あなたの神、主があなたの手の業

すべてを祝福されるためである。オリーブの実を打ち落とすときは、後で枝をくまなく捜

してはならない。それは寄留者、孤児、寡婦のものとしなければならない。ぶどう畑のぶ

どうを収穫するときは、後で摘み尽くしてはならない。それは寄留者、孤児、寡婦のもの

としなければならない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中24：19－21）

上記のトーラーの箇所はのちにミシュナおよびタルムードで、貧困者への救済策として
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土地の収穫物をとり残すことに関しての詳細な規定を記した『ペアー』の原型となるもの

である。

　これら貧困者救済の手段として「施し」の規定が設けられた理由については、『申命記』

24章22節に「あなたは、エジプトの地で自分が奴隷であったことを思い出しなさい。だ

からわたしは、あなたにこのことをせよと命じる。」とあり、イスラエル民族はかつて自分

たちが寄留していたエジプトで奴隷としての長い苦役の時期があり、のちにそこからの解

放を経験しているゆえに、同じような生活苦の境遇にある者への思いやりを忘れてはなら

ないという施しの動機が述べられている。

　上記の「施し」の規定以外にも、例えば『出エジプト記』22章21節『レビ記』19章

34節の「寄留者に対する差別・虐待の禁止」の規定、『申命記』5章15節の「奴隷に対す

る安息目の保障」の規定、『申命記』16章12節の「奴隷、寄留者等が祭事に参加する権利

を保障する」規定において、『申命記』24章22節と同様の内容の理由が述べられている。

　トーラーに述べられている理由の中には、神学的・教義的な内容は含まれていないが、

のちのミシュナの『ペアー』になると、ユダヤ教の教義的理由が付加され、貧困者への施

しの行為が来世における信仰の報酬につながると説かれるようになる（ミシュナ『ペアー』

1章1節参照）。

2　ユダヤ教における「施し」の教義的背景

2．1厳格さの側面

　ユダヤ教の教義において、倫理の最も崇高な原則であるとされているのはr蝸淋ミシ

ュパット（公正justice）」である（Kob1er1918：120）。それは単に不正を避けるという

だけではなく、道徳の完全な状態のために積極的な権利の擁護と生活の不平等を調整し直

すことが目指されている（Koh1er1918：121）。権利のための実際的な力となるものが

「叩刊ツェダカー（義、正義　righteousness）」であるとされ（Koh1er1918：121）、ツ

ェダカーの教義はユダヤ教慈善における貧困者救済の理論的な根拠となっている。r慈善、

施し」の行為とr義、正義」との深い結びつきを理解するためには、ユダヤ教教義におけ

る神と人間（あるいはイスラエル）との間の契約に関する若干の補足的な説明が必要であ

ろう。ユダヤ教教義では神と人間（あるいはイスラエル）との関係は契約関係で結ばれて

いる。契約の端緒は神の似姿につくられた存在としての人間という認識から出発している。

そこで人は当然に創造主である神に服従する義務（すなわち道徳法に従うことで表わす）

を負っていると理解されている。ユダヤ教ではこの種（神と人間との関係）のいくつかの

契約があるが、なかでも神とイスラエルとの間の契約（選ばれた民）として、アブラハム

契約g）とシナイ契約10）がイスラエルを聖なる民としての特殊な生き方へと導いている。
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それらの契約は二つの基本的教義、すなわちヤハウェ（神）と人間（あるいはユダヤ人）

との関係、および人（ユダヤ人）と人（同胞および異邦人）との関係のあり方を説明して

いる。第一は、唯一神への信仰であり、第二は、この信仰を担う者に与えられた神の目的

の実現（別の言い方をすれば創造の実現）のための協働者としてのイスラエルの選びであ

る。この二つの教義は堅く結ばれ一つになってい’る。神との協働の基礎には道徳法への服

従があり、ユダヤ教のラビ（『コr賢者の尊称で「我が師」を意味する）たち律それを「神の

属性の模倣」として『レビ記』19章2節の「あなたがたの神、主であるわたしが聖（妙叩

コーデェシ）であるから、あなたがたも聖なる者とならなければならない。」と結びっくも

のであるとしている。コーデェシ（聖）はユダヤ教倫理における重要な概念のひとつであ

る。この語は人格的な意味でヤハウェのみに用いられており、人間に関してコーデェシが

用いられることはない（Snaith1944：42）。ユダヤ教倫理において聖はあらゆる道徳的完

成の真髄であり（Koh1er1918：101）、『レビ記』19章2節にある聖の実践の命令は、す

べての汚点となるような一切のものからの絶縁を意味し、道徳的な完全性が求められてい

る。そのように、堅さは道徳法の根底に横たわっている（Epstein1959：26）。聖とする

こと、ないし崇めることはツェダカー（義、正義）においてなされ、ユダヤの人々は彼ら

の実践をとおし義が高められることによってヤハウェの聖を体現するのである（Snaitb

1944：53）。

2．2　寛容さの側面

　ユダヤ教では、神の慈悲とあわれみの方法をまねることによって、人類の正義に向けて

神の協働者となるべく義務を負っていると理解する。ゆえにユダヤ教の教義において、倫

理規定は「義」と密接に結びつき、その実践こそ「義、正義」を全うするものであると考

えられている。r義、正義」とr慈悲、慈善、施し」との結びつきは、ヘレニズム時代に大

きく思想的な展開をみせている。ツェダカーの語の、「義、正義」の本来の意味から「慈

悲、慈善、施し」への意味の転用は、離散のユダヤ教徒のためにつくられたギリシア語訳

旧約聖書（セプテュアシント）の中に、ツェダカーの本来の訳語であるディカイオスネー

（δ1κα100伽η　義、正義）ではなく、エレェモスネー（飢εη叫Oσ伽η　慈悲、施し）の訳語

を創出し、ツェダカーの訳語に充てているのが見られ、ユダヤ教の、「義、正義」（の表白

の手段）はすなわちr施し」であるとするr義」＝r施し」の思想的背景がうかがわれる。

旧約聖書外典になると、エレエモスネーがディカイオスネーとの関わりで述べられながら

も、r施し」（および慈善）の限定的な意味で使用されるようになる（岡中2001）。

　さらに、・ユダヤ教慈善で、ツェダカーとともにr施し」の根拠を形成する要素となって

いるものに目ηOn－mう棚（ゲミルツト・ハサデイムr美わしい事の実践」）11）の教義があ

る。ミシュナの『ペアー篇』1章1節にもr慈悲の行い」およびr慈善行為」の訳語でゲ
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ミノレット・ハサディムの語がみられる。この語はトーラーにはみられず、ミシュナになっ

て現れる。ラビたちは『レビ記』19章18節の隣ノ人、愛の命令に対して、同胞に対するあら

ゆる種類の奉仕を含む行為を、ゲミルット・ハサディム（「美わしい事の実践」）と呼んで

いる（Epstein1959：154）。ラビの教えは、ゲミルット・ハサディムはその人の同胞に対

する最大限の愛の心から生じなければならず、ツェダカー（義、正義）の行為はそれを包

含するゲミルット・ハサディム（美わしい事の実践）の度合いによってのみ評価すること

ができるとしている（Finke1stein1949，2ndea．1955：vo1．2，734）。

2．3周辺世界との比較

　古代イスラエルと古代近東において、社会正義の概念は二詞一意で表わされている。ト

ーラーにおいてこれにあたる最も一般的な対語はητ芭r胴湘（ミシュパット・ウツェダ

ガー　公正と正義　juStiCe　and　righteOuSneSS，rウは接続詞で＆ndにあたる）、あるいは

明晩rη鶯（ヅェダカー。ウミシュパット　正義と公正　righteousness　and　justice）

である　（Weinfe1d1995：25）。メソポタミアにおけるアッカド語の対語にはkittum　u

mエ§arum（真実と公平　truthandequity）が知られている。『詩篇』72篇1－2節にみる

ように、ミシュパット・ウツェダガーの用語は、ヤハウェ（神）から王に授けられた性格

の特性をさすのに用いられる。アッカド語のkittumumI§arumも同様に神々に授けられ

た特質としての公正を意味する（Weinfe1d1995：27）。また、ミシュパット・ウツェダ

ガーとkittum　u　m工§am皿はどちらも慈悲と優しさを併せていいあらわす社会観念であっ

たとみられている（Wein島1a1995：29）。

　「優しさ」「真実」「慈悲」はしばしばトーラーの申に「公正」あるいは「義」と結合し

て用いられている12）。ミシュパット・ウツェダガーの結実としての社会改革は、現実に

は民に対する王の優しさや善意に根ざすものであり、その実際的な適用は社会的領域にお

ける公正な分配、とりわけ生活状態の概念と関連している（Weinfe1a1995：29－30）。メ

ソポタミアでもkittum　u　m工§a㎜mは優しさの行為と関連していると考えられている

（Weinfe1a1995：29）。

3　ペアー篇にみる古代ユダヤ教の貧困者救済制度

3．1ペアー篇とは

　『ペアー』はミシュナおよびタルムードの第一巻、ゼライム醐rτ（「種子」の意）の中

の一書であり、前述の『レビ記』19：9，10，23：22『申命記』24：19－22に記されてい

るr落ち穂拾い」に関する規定および貧困者への義務が論じられており、全8章より成る。
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ペアーとはr隅、一角」の意で、そこから転じてr畑の片隅」すなわちr貧困者のために

残しておかれる収穫の一部分」一の意味となっている。

3．2　ペアー篇の年代

　アヴェリー・ペック（Avery・peck，A1an．J．）は、『ペアー』の年代設定について、その

内容の考察から、後70年（ローマ軍によるエルサレムの陥落）以前に起源をもつ言説の

部分がヒレル13）とシャンマイ14）の口伝のなかにみられるとしながらも、それらは挿話的

で断片的であり、体系的な視点から、それらに論議の発端の跡はみられず、ヤブネ15）と

ウシャ16）の時代に農業に関するミシュナの体系の始まりをみるとしている（Avery・Peck

1985：355）。さらに、70年以前の賢者たちは農事法にわずかな貢献をしているにすぎず、

また彼らの批評が後の時代のミシュナの体系として発展的に要約されておらず、その体系

の重要な構成要素ともなっていないとして、70年以降を法体系の発展時代とみている。

　後述する『ペアー』の抜粋には、ラバン・ガマリエル、ラビ・アキバ、ラビ・ユダ、ラ

ビ・イシュマエル、ラビ・メイル、アッハ・シャウルの名前がでてくる。彼らはユダヤ教

の時代区分でいうタンナイーム時代、すなわち後40年から200年頃までに活動した賢者

たちである（表3「ペアー篇にみるタンナイーム時代のラビたち」参照）。ミシュナの完成

は彼らタンナイームの指導のもとになされたことが知られている。

表3　ペアー篇にみるタンナイーム時代のラビたち

ミシュナの箇所 人　名 年　代

1：3 ラビ・シメオン 2世紀中葉に活躍

ラビ・ユダ 135－217

4：5 ラバン・ガマリエル※ 80－110頃に活躍

ｦラバンは『われらの師」を意味するアラム語形

ラビ・アキバ 50－135頃

4：6 ラビ・ユダ 1：3のラビ・ユダに同じ

4：10 ラビ・イシュマエル 2世紀前半に活躍

ラビ・アキバ 4：5のラビ・アキバに同じ

8：5 ラビ・メイル 110－175頃

ラビ・アキバ 4：5のラビ・アキバに同じ

アツバ・シャウル 2世紀中葉に活躍

出典：肋。γo／oρ8θ〃∂∫〃∂ゴ。∂（1972）などをもとに筆者作成
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3．3　ペアー篇の構成

　『ペアー』では、農産物の刈り取りに関わる一連の作業のなかでr施し」を三つの場面

に分けている。第一は収穫前（および収穫申）に選り分けて残されるrペアー（畑の片隅）」、

第二は収穫中に落ちる収穫物を意識して拾わないようにして残される「落ち穂」、第三は収

穫後に置き忘れた収穫物に気づいても意識的に残される「置き忘れた束」の三区分である。

『ペアー』ではこれら三つの区分を1章1節一7章2節で詳細に論じている。7章3節一8

章1節は判断し難いばら落ちぶどうと残屑房についての取り扱いを具体的に論じている。

8章2節一8章6節では貧困者に対する十分の一の免除について、8章7節では共同体に

よる公の援助について記している。8章8節、9節では要援護者とみなす貧困のレベルの

規定があり、要援護者および援助者双方に対する虚偽の報告・認定の禁止が、神の裁きと

いう警告のかたちで記されている。（『ペアー』全8章の構成については、表4「ペアー篇

の構成」を参照のこと）

表4　ペアー篇の構成

ミシュナ 主な内容 トーラーの対応箇所

1章1節一4章9節 ペアー（畑の片隅）について 『レビ記』19章9節a

4章10節一5章6節 落ち穂について 『レビ記』19章9節b

5章7節一7章2節 置き忘れた束について 『申命記』24章19，20節

7章3節一8章1節 ばら落ちのぶどうについて

i7章1節）

『レビ記』19章10節b

残屑房について

i7章4節一8章1節）

『レビ記』19章10節a

w申命記』24章21節

8章2節一6節 貧困者への十分の一について 『申命記』26章12，13節

8章7節 共同体による慈善について I
8章8，9節 貧困者とは講か 『レビ記』19章10節。

w申命記』24章19，21節

出典：Brooks（1983）p．33をもとに筆者作成

　十分の一17）については、本来ゼライムの中の　『マアセロット（mr砂蛸十分の一」）』

および『マアセル・ジェニー（榊r四蛸第二の十分の一」）』で論じられており『ペアー』

8章2－6節の部分はその適用に関する事柄である。したがってその部分を理解するために

は『マアセロット』および『マアセル・ジェニー』にある十分の一の原則を理解すること

が必要である。基本的に十分の一にはr第一の十分の一」とr第二の十分の一」と、さら
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に「貧困者への十分の一」と呼ばれるものがある18）。r第一の十分の一」とr第二の十分

の一」は神殿への供物として祭儀に関わる神聖な要素をもつが、r貧困者への十分の一」は

他の二つとは違い神聖な要素はない。

　『ペアー』とは別に『出エジプト記』23章10，11節『レビ記』25章1－7節および『申

命記』15章1－11節に根拠をおく　『シェビイート（ηΨコ砂）』には7年ごとに作付けを止

めて農作物を1年間休耕させる安息年（ηΨコ砂シェビイート、「第7年」の意）の規定が

あり、休耕地となり未収穫の状態となった農作物（特に果樹）を貧困者等が随意に採るこ

とを認めている。7年ごとの農事周期に、のちには借金・借財を赦免する負債免除の定め

が加わった。

　『ペアー』と『シェビイート』はどちらもゼライム（主に農事に関連した書の集成）に

含まれるが、その主題とするところが異なっている。『ペアー』は主に貧困者等に対する農

作地の「隅」の活用について論じており、その主題は貧困者対策である。『シェビイート』

は主に7年周期の「安息年」（土地を休ませる年）における農作地等の取り扱いについて論

じており、その主題は安息年の農地対策である。貧困者への農作物の提供は、休耕期間中

に自然に産し未収穫のまま放置された果樹等を腐れるままにしておくのではなく、貧困者

等に有効利用する（彼らが随意に取って食べる）という副次的な目的の貧困者対策といえ

よう。

3．4　ペアー篇の内容

　次に、古代ユダヤ教の貧困者救済制度の一端を見るために、前述の『ペアー』の各構成

要素（表4参照）から数節を抜粋し、制度の特徴について若干まとめてみたいと思う。な

お、丸括弧で括っている部分は筆者による補足である。

　1章1節

　これらは尺度（分量）が規定されていない事柄である。ペアー（畑の隅）、初穂、祭の

ささげ物、慈悲の行い、トーラーの学習。これらは人がこの世にあって喜ぶところの実で

あるが、同時にその資産は来世の彼のための蓄えでもある。父母への尊敬、慈善行為、人

がその仲間との間に平和をつくり出すこと、トーラーの学習はそれらすべてと等しい。

　1章2節

　ペアーは（収穫物のうちの）少なくとも60分の1はしなければならない。だが、ペア

ーとして（具体的な）分量というものがあるわけではないので、それは畑の大きさと（近

辺の）貧困者の数と収穫高（の程度）による。
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　1章3節

　畑の（収穫の）初めに、あるいはその最中にペアーとして取り分けることができる。ラ

ビ・シメオン目く、彼は（収穫の）終わりに（ペアーとして）定められた分量を取り分け

ることができる。ラビ・ユダ日く、もし（農夫が）一本の茎を（自分のために）取り分け

たならば、それは（自分の分として取り分けたものがあるので）ペアーを果たしている。

もし彼がそうしなかった（自分のために取り分けなかった）場合は、彼はペア」として（畑

の収穫を）指定しなかったことになる。それは所有者のいない産物19）とみなされる。

　1章4節

　ペアーに関して一般的な原則が定められている。それは何かといえば、食用に適するも

のであり、よく管理されており、農地で育てられたもので、すべて一斉に収穫されたもの

であり、ペアーの責任を果たすために充てられたものであること。穀物と豆類はこの一般

的な原則に当てはまる。

　1章5節

　樹木のなかで、ハゼの本20）、イナゴマメの木、クルミの木、アーモンドの木、ぶどう

の木、ザクロの木、オリーブの木、ナツメヤシの木はペアーに供される。

　4章4節

　ペアー（の部分を貧困者たちが刈るとき）は、鎌で刈り取ったり、鋤で根こそぎにして

はならない。それは（彼らが争い）互いに打ち合いにならないためである。

　4章5節

　一目に三度（貧困者たちは）捜す。朝と正午それに夕方である。ラバン・ガマリェル日

く、そう定めたのは集める回数を減らさないようにとのためだけである。ラビ・アキバ目

く、そう定めたのは集める回数を増やさないようにとのためだけである。ベイト・ナメル

の人々は収穫のために綱を張り区切ってから、それぞれの畝ごとにペアーを行わせている。

　4章6節

　もし異教徒が自分の畑を刈り取り、そのあとで（ユダヤ教への）改宗者となった場合は、

落ち穂、忘れた東、ペアーの捷から免除される。ラビ・ユダは、彼にも束を縛るときに忘

れた束の（提を果たす）義務があると言明する。なぜなら、忘れた束（の捷）は、（穂を）

束ね運ぶときに適用されるからである。

4章10節
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　何が落ち穂（とみなし得る）か。それは刈り入れの最中に落ちたものである。もし人が

刈り入れをしている間に一掴み刈ったかもしくは引き抜いてから、彼にとげが刺さり彼の

手から地面に落ちた場合、それはまだ所有者のものである。手あるいは鎌の内側から落ち

たものは貧困者のものである。しかし、手の裏側あるいは鎌の裏側から落ちたものは所有

者のものである。指の先あるいは鎌の先端から落ちたものは、ラビ・イシュマエル目く、

それは貧困者のものである。ラビ・アキバ日く、それは所有者のものである。

　8章5節

　（貧困者への十分の一を分配する場合）脱穀場で貧困者たちに（以下の分量より）少な

く与えてはならない。

　小麦を半カブ。

　大麦を1カブ。ラビ・メイル目く、（大麦を一）半カブ。

　スペルト麦を1カブ半。

　干しイチジクを1カブ、または押しイチジクを1マネ。ラビ・アキバ日く、（イチジク

を1マネの）半分。

　ぶどう酒手ログ。ラビ・アキバ日く、（ぶどう酒を）四分の一（ログ）。

　（オリーブ）油を四分の一。ラビ・アキバ目く、（油を）八分の一（ログ）。

　それに他のすべての農産物について、アッハ・シャウル目く、十分に（与えなければな

らない）。（貧困者たちは）それを売り、それによって二食分の食糧を買うためである。

　8章7節

　方々を放浪する貧困者には、少なくとも4セア（の容量）が1セラ（の値段に相当する

とき）の1デュポンデイオン分の一塊のパンが与えられなければならない。（もし貧困者

が）あるところに一晩とどまるなら、一夜の宿に必要な食物が彼に与えられなければなら

ない。（もし貧困者が）安息目を過ごすなら、3回の食事に必要な食物が彼に与えられなけ

ればならない。だれでも（1目の食物の供給で）2回の食事にわたり十分な食物を受けて

いるならば、（貧困者への）慈善鍋から食物を受けてはならない。（1週間の食物の供給で）

14回の食事が十分に受けられれば、共同基金から（金銭を）受けてはならない。共同基金

（のための金）は2人（の係員）によって徴収され、3人（の係員）によって分配される。

　8章8節

　200スズ（の金銭）を持つ者はだれも、落ち穂、忘れた束、ペアー、それに、貧困者へ

の十分の一を集めてはならない。200（スズ）よりも1デナリ少なく持つならば、たとえ

1000人が同時に彼に（1デナリを）与えようとしても、彼は（落ち穂、忘れた束、ペアー、

貧困者への十分の一を）集めることができる。もしそれら（200スズの金）が債権者の抵
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当になっているか、あるいは彼の妻の結婚契約の保証になっているなら、彼は（落ち穂、

忘れた束、ペアー、貧困者への十分の一を）集めることができる。人は彼に彼の家や日常

の生活晶を売るように強要できない。

　8章9節

　50スズを所有しそれでもって商いをする者は集めてはならない。集める必要がないのに

集める者は他人に頼って生活するようになるまでは死ぬことはない。

　集める必要があるのに集めない者は、彼のものをもって他の人々を助けるようになるま

では、高齢によって死ぬことはない。彼について聖書は言う、r祝福されよ、主に信頼する

人は。主がその人のよりどころとなられる」21）と。同じことは厳格に真実な裁きを行う裁

き人にも当てはまる。

　片足に障害があるのではないのに、あるいは盲目ではないのに、あるいは両足に障害が

あるのではないのに、（自分で）これらの一つを装う者は、彼はこれらの一つになるまでは

老いによって死ぬことはない。（聖書に）言われているとおりである、「悪を求める者には

悪が訪れる」22）。そしてまた言われている、「正義を、正義のみを追求しなさい」23）。

　賄賂を取り裁きを曲げる裁き人は誰であれ彼の目がかすんでしまうまでは老いによって

死ぬことはない。（聖書に）言われているとおりである、「あなたは賄賂を取ってはならな

い。賄賂は、目のあいている者の目を見えなくし、云々」24）と。

　以上、『ペアー』の内容から貧困者救済制度を　（1）施与の対象、（2）施与の方法に分

類すると次のようにまとめることができる。

　（1）施与の対象

　施与の対象者は、生活に困窮している寄留者、孤児、寡婦であり、要援護者とみなされ

る貧困のレベル（貧困線Poverty1ine）は、その個人の所有する金銭が200スズに満たな

い者であった（8章8節参照）。200スズの価値についてブルックス（Brooks，Roger）は、

おおよそ1年間の生活に必要とする全額であったとしている（Brooks1984：200）25）。

しかしながら、その価値については異論もあるため、次項（3．5）で考察する二それらの他

に生活手段を持たない要援護者の貧困線が200スズと定められていたのに対し、所有する

金銭をもとに商売をする者は、それ以下（50スズ）しか所有していなくても施与の対象者

とみなされていなかった（8章9節参照）。不正に施しを受けようとする者に対してはトー

ラーの一節を引用して神の裁きの警告がなされ、また援助の要否について判定をする審判

人（裁き人）に対しても不正な審判に対する神の裁きが警告されている（8章9節参照）。

（2）施与の方法
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　生活困窮者に対する施与には二つの方法が採られていた。一つは施与者が自らの所有す

る畑の収穫物を一部とり残した状態で提供し、要援護者がそこに来て自らの必要に応じて

集めるという方法であり、もう一つは施与者が直接に要援護者に手渡すという方法であっ

た。前者は主に個人単位で行う「施し」であり、後者は個人および地域の共同体単位（コ

ミュニティ単位）で行うr施し」であった。後者に関してはシナゴーグ（ユダヤ教会堂）

の慈善組織とその活動が注目される。

　公の施策としては、慈善鍋（『洞ね月タムフィ）と共同基金（湘pクッバ∵）の制度が設

けられていた。エルサレム・タルムードによれば、各コミュニティの慈善鍋の食糧は毎日

集められ、．共同基金のほうは毎週金曜目に集められた（Guggenheimer2000：326）。慈

善鍋は地域の住民だけでなく旅行者を含めすべての人を配給の対象としていた。一方、共

同基金のほうはその地域の住民に分配された。どちらにも複数の係員が定められており、

慈善鍋は3人の係員によって食糧が集められ、同じ数の係員によって配給された。共同基

金のための係員は、徴収の係員が2人、分配の係員（裁定者）が3人であった（8章7節

参照）。共同基金は福祉目的の地方税として強制的に徴収された（Guggenheimer2000：

325）と考えられている。

　要援護者に対する一目の食糧の最低必要量も定められていた（8章7節参照）。活動およ

び移動が禁止されている安息目に入る場合は、その一目分（3回）の食糧を配給する義務

が施与者に課せられた。ペアーに供される収穫物は、単なる残りものを提供するというの

ではなく、きちんとした計画と品質管理が要求されていた（ミシュナ『ペアー』1章4節

参照）。

3．5　200スズの価値

　『ペアー』8章8節には、他に生活手段を持たない要援護者の貧困線は200スズと規定

されている。ブルックスはその価値を1年間の生活に必要とする金額であったとしている

が、その見解には異論もある。ジェイコブス（Jacobs，Ji11）は200スズの価値について考

察しているが（Jacobs2004）、ローマ帝国支配下のパレスティナの貨幣価値についてはほ

とんど知られていないので、この金額の真の価値を推測することはせず、この金額がどの

ように解釈されていたのかを調査することが重要であるとしている。そこで、ジェイコブ

スは複数のラビの見解を紹介しており、以下にその内容を要約する。なお、人名表記と生

没年は『エンサイクロペディア・ジュタイカ（地収。ノψ∂θa油ルゐ加）』によっている。

　（1）マルゴリオット（Margo1iot，MosesbenSimeon　a．1781）は、一エルサレム・タル

ムードの注解書である『プネイ・モーシェ（地θゴMb8五θ）』の中で、200スズは丸一年分

の食料と衣服の価値に相当するとしている。
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　（2）　オル・ザルア（OrZaru’a，Isaac＝Isa＆cbenMosesofViem＆　c．1180－c．1250）

は、200スズの金額には、その者の妻の食費、食器、靴や他の必需品も含まれているとし

ている。ジェイコブスはオル・ザルアの貧困の定義について、「オル・ザルアにとっての貧

困の定義とは、自分や家族にとって基本的な身体的必需品を提供することが出来ないこと

である。ここでの必需品とは食料や衣服ばかりではなく、ワインのような賛沢品にまで及

ぶ」として、「彼（オル・ザルア）は、ツェダカーの根本的な目的は、基本的必需品の提供

以上に人の尊厳と安らぎの維持であるとしている」と指摘する。その上でジェイコブスは、

「オル・ザルアの主な貢献は、必要なものに対する基準は人により異なることを認めたこ

とである」としている。

　（3）　トゥール（Tur＝JacobbenAsher1270？一1340）は、これらの金額（200スズ、

あるいは自営している者は50スズ）はその時代（ラビの時代）に、共同基金と慈善鍋の

制度がまだ存在しており、マアセル・アニー（・ヨソr四ソむ貧困者への十分の一の献げ物）が

毎年分配され、貧困者が落穂拾い（ロカレケット）、忘れた束（満⊃抄シクハ）、ペアーを

受けていた時にしか適用されないとする。したがって200スズを所有している者はツェダ

カーを受けず、その者は所有している金額で1年間生活し、翌年もすでに持っているもの

で生活できるとみなされていたとする。しかしながらそれらの制度が存在しない後代にあ

っては、その利益で生活できるほどの資力を得るまで受けることができるとする。ジェイ

コブスは、トゥールの議論で最も目立つのは、資金をいくらか確保しつつ、商いによる利

益で生活できるようになるまでツェダカーを受けることを認めている点にあるとする。さ

らにジェイコブスは、トゥールはミシュナで指定された200スズを固定金額とせず、ラビ

時代における生活費の概算であるとみており、貧困線は特定の場所の特定の時代における

生活費を反映させるべきであるとみていると指摘する。

　（4）カロ（Caro，Joseph1488－1575）は、時代と場所によって貧困の定義は変わると

いうトゥールの主張に共感しており、貧困線は個人の状況や能力、また時代や場所によっ

て異なるべきだとしている。

　（5）　ヤイール（Yair，Havvat　：Bacharach，JairHayyimbenMosesSamson　1638

－1702）は、トゥールやカロよりも踏み込んだ見解を示している。ヤイールによれば、貧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●因の定義は時代と場所によって変わるものであり、ミシュナの書かれた時代は200スズが

自分とその家族を支えるために必要な金額とされていたが、その時代は王の圧政による不

公平がなく、またすべてが安価な時代であったが、彼（ヤイール）の時代には自分とその

妻や子供を養うのに十分という基準が存在せず、したがってツェダカーを受けられる者の
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基準は明確ではないとしている。ジェイコブスは、ヤイールの見解は共同体の全員が実際

にはツェダカーに値するという現実について言及しているのではないかと指摘する。

　以上、200スズの価値について、それぞれ時代を異にしたラビたちの見解は、その大半

が貧困線を今日我々が認識しているような最低生活レベルとして捉えてはおらず、少なく

とも1年分の生活費に値するものとされている（ブルックス、マルゴリオット）。拡大解釈

した見解では、資力調査で生活必需品のみではなく、賛沢品までも認めているものや（オ

ル・ザルア）、最低生活保障（少なくとも1年分の生活費）以上のゆとりのある生活保障と

解するものもある（トゥール）。さらに、貧困の定義そのものが時代と場所によって変化し

てもよいとする見解もある（カロ、ヤイール）。

まとめ

　本章で、ユダヤ教教義に基づく貧困者救済制度の特徴を把握するうえで重要であると思

われる以下の諸点を明らかにすることができた。

（1）土地の所有権と施しの関係

　ユダヤ社会では、土地の所有権を神に帰する教義的特徴が、救済観および救済の論理の

形成に影響していた。そもそも律法（トーラー）には土地法は存在しなかった。土地は神

（ヤハウェ）の嗣業として諸部族にその使用が委ねられていた。その所有権は最終的に神

に帰するものであり、土地や耕地に関して持ち主が無制限な権隈を持つという所有権は存

立しなかった。したがって、土地の収穫物を分配することは当然の義務となり、施しを受

けることは蔑まれるようなことではなく当然の権利として受けることができるとする認識

が生まれた。

（2）貧困者救済に関わるユダヤ教の教義

　貧困者救済（施し）に関するユダヤ教の教義的背景で、重要な要素と思われることばの

概念を整理した。それらはミシュパット（舶晩公正）、ツェダカー（叩τ芭義）、コーデ

ェシ（砂叩聖）である。さらにトーラーにはないがミシュナにあらわれるゲミルット・

ハサディム（口『τOn’柿棚美わしい事の実践）である。それらの教義の相互関係が救済の

論理を形成する要因となっている。

　ユダヤ教倫理で、最も崇高な原則とされているものにミシュパット（公正）の概念があ

る。それは人々の権利の擁護と生活の不平等の調整を目指すものでもあり、その実際的な

運用に必要とされる概念がツェダカー（義、正義）である。コーデェシ（聖）もまたユダ

ヤ教倫理を支える根本概念の一つであり・この語はヤハウェ（神）の牛に用いられ人間に

対して使われることはない。r聖」はユダヤ教倫理において倫理的完成の真髄であり、「正

義」の実践をとおして神の「聖を」体現するとされている。
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（3）ペアーの救済規定

　『ペアー』の内容（本文）の考察から、施与の対象と方法といった救済制度の基本的部

分についてある程度把握ができた。施与の対象者は、貧困線を200スズ（商いをしている

者は50スズ）とし、資力調査により対象者の確認が行われた。資力調査には援助の要非

を判定する審判人（裁き人）がいた。施与の方法は、個人で行う落穂拾い等を手段とする

施しと公の施策として行う共同基金と慈善鍋が設けられ、共同基金と慈善鍋には分配の係

員が複数名配置されていた。

　貧困線として規定されていた200スズの価値については、ミシュナ時代の貨幣価値の詳

細は不明であるが、後代の多くのラビたちは貧困の定義を拡大解釈し、生活保障は最低生

活保障ではなく、ある程度余裕のある生活レベルを確保することと理解されていた。この、

ある程度余裕のある生活レベルを保障しなければならないとする考え方は、中世において

も堅持されていた。

　本研究の第2章、第3章で、ユダヤ教教義に基づく貧困者救済の思想的背景と制度の特

徴を概観した。これらの章の考察では、公の慈善の実施主体であったシナゴーグ（ユダヤ

教会堂）の組織とその活動については、十分な考察ができなかった。シナゴーグが慈善活

動の拠点であることは第2章で簡単にふれたが（2．3・「原始キリスト教団の「施し」とユダ

ヤ教の関係性」参照）、第5章で更に考察を行う。その際、とくにディアスポラ・ユダヤ

人社会に特徴的であった女性の指導者と、シナゴーグにおける慈善活動の実態という視点

から探っていきたいと思う。

　本章では『ペアー』を中心に考察を行ったが、『ペアー』以外にも、貧困者救済につい

て「安息年」の期間の農作地を貧困者等に開放している『シェビイート』の規定等がある

が、それら他薦との関わりについて見てゆくことも今後の課題として残されている。

注

1）前1000年頃一961年頃に編纂されたとみられている。ユダヤ教の聖典である。本稿で

　は、E11iger，K．andRud－o1ph，W（ed．．）（1967－1977）3肋方∂地加虹。θ8切κg〃6θ”8ノ∂を

　テクストとして用いた。

2）前300年頃から後200年頃までに編纂された。本稿では、Epstein，I．（genera1ed．）（1966

　－1989）挑加θw一班ψ曲励放。刀。f伽幽ろア加州脆∠血〃∫Pθ∂五，刀θ皿助

　孤晦〃二㎜，跳θ石ガ秘，％∫α〃。批，地舶θro泌，独舶θア秘θ刀4肋〃2五，0〃a五，五荻左αガ〃

　のミシュナ部分をテクストとしているが、邦訳に際してはB1ackman，lP．（1990）

　M旋加紗。秘∫0〃θrZθ〃加，およびNeusner，J．（1988）肋θ〃銚〃五jλ地w
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　〃舳8必6ゴ。刀，さらにGuggenheimer，H．（ed．）（2000）職θゐ〃賜ノθ〃脆∠〃〃∫乃㎏6

　0〃θr免〃勉ノ独mねCθ8Pθ∂五舳ゴ刀θ皿∂∫のミシュナ『ペアー』の部分を常に参考

　にした。DanbX　H．（1933）珊θM晦加拙も時折参考にした。ミシュナ部を中心とした

　タルムードの邦訳が1993年より三貴から少しずつ出されており、『ペアー』について

　は三好適氏による訳で1997年に出されている。三好氏の訳も必要に応じ参考にした。

3）前200年頃一後500年頃までに編纂された。本稿では、Epstein；op．cit．をテクストと

　した。邦訳に際してはGuggenheimer；op．cit．および、Neusner，J．（genera1ea．）（1990）

　肋θ％加”oヂ秘θ工舳♂of狛〃θ4吻五名Pθ∂五も参考にした。

4）Wirgin，W．（1960）皿θ0∂ノθ〃〃乃〃θC血。〃θθ2θ乃〃θ杉危〃θノ4pp．9－12，およ

　びGibson，J．C．L．（1971）％x肋。〇五〇〆敢ガ脳8θ血肋。〃8cz勿虹。〃8∫二肋加θw∂M

　Mb肋加血86r勿6ゴ。刀gpp．1－4参照。

　ゲゼル農事歴として知られているこの碑文には、（農作物の）収納（9－11月）、種蒔き

　　（11－1月）、遅蒔き（1－3月）、亜麻の刈り取り（3－4月）、大麦の収穫（4－5月）、

　　（小麦の）収穫と計量（5－6月）、（ぶどうの）収穫（6－8月）、夏の果実の採り入れ

　　（8－9月）の区分が記されている。

5）　『レビ記』25章23節参照。

6）　『ヨシュア記』11章23節、13章一19章参照。

7）　Bmshi，M．　，Qimron　E．（1986）AHouse　Sa1e　Deed一年。m　Kefar　Bam　from　tbe　Time

　　ofBarKokhba．卿Vo1．36，No．3－4，pp．201－14参照。

8）ユダヤ教では元来聖書の名書に書名はつけられていなかった。ここでは一般的である

　　キリスト教で呼び表わしている書名（『レビ記』『申命記』等）を用いている。なお、

　　今目一般的に呼び慣わされている五書の書名については第1章（研究序説）2．・1を参

　　照のこと。

9）　『創世記』18章19節参照。

10）『出エジプト記』19章6節参照。

11）文字どおりには「（慈）愛の行為」の意味である。

12）『詩篇』33篇5節、89篇15節、『エレミヤ書』9章23節、『ホセア書』2章21節、

　　12章7節、『ミカ書』6章8節参照。

13）ヒレル派の祖ヒレルは前1世紀終わりから後1世紀初め頃の賢者。バビロニア生まれ

　　で、エルサレムで活動した。ヒレル派は後1世紀のシヤンマイ派とならぶユダヤ教パ

　　リサイ派の二大主流の一つであった。ヒレル派の学風は一般的にシャンマイ派に比べ

　　より自由で聖書本文の意図により解釈したとされている。

14）シヤンマイ派の祖シヤンマイは前50一後30年頃のユダヤ出身の賢者である。その生

　　涯については不明な部分が多い。シャンマイ派は1世紀のヒレル派とならぶユダヤ教

　　ファリサイ派の二大主流の一つ。その学風は一般にヒレル派と比べより厳格で、聖書
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　　を保守的に文字通りに解釈する傾向があったとされている。

15）今日のテル・アビブの南方に位置し、後70年のエルサレム陥落後、エルサレムから

　　ここにユダヤの最高法廷（サンヘドリン）が移された。

16）今日のハイファの東方に位置し、後132－135年のバル・コホバの反乱の後、生き残

　　りの学者らがここにユダヤの最高法廷（サンヘドリン）を再興した。

17）十分の一に関するミシュナ規定の出所となっているトーラーの箇所は『レビ記』27章

　　30節『反数記』18章8－13節、19－32節『申命記』14章22－7節、26章12－5節

　　である。

18）Loewenberg；op．cit．，p．96．，およびJaffee，Ml．S．（1981）M晦五〃五もmθo／o飢。f

　　〃肋血ダλ8佃伽。ダ扱〃ね〃θM夏鎚舳。ちBrownJuaaicStudies19，p．165参照。

　　Jaffeeは十分の一を6つに細分している。

19）原語はrp師ヘフケノレで、公共の所有物の意。講でも何の差別もなく等しくその産物を

　　享受する権利を持つ。7年ごとの安息年にはすべてのぶどう畑、果樹園、オリーブ畑

　　等の農作地とその土地から産するすべての農産物はヘフケル（rp蛎）とみなされた

　　（B1ackman；op．cit．，p．84参照）。

20）州オグはウルシ科（ウルシ、ハゼノキ、ヌルデなど）の落葉小高木であると考えら

　　れている（B1ackman1990：503）。さらに、ブルックス（Brooks1983：183）参照。

　　しかし正確には分かっていない。

21）『エレミヤ書』17章7節参照。

22）『歳言』11章27節参照。

23）『申命記』16章20節参照。

24）『出エジプト記』23章8節参照。

25）200スズはおおよそ1年間の生活費に相当し、それゆえに、人がその妻と離婚をする

　　場合は、彼女に200スズを手渡さなければならなかった。
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第4章
古代ユダヤ社会における病者と障害者

一宗教規定とそれに基づく処遇の分析一

はじめに

　本章は、古代ユダヤ慈善の思想・制度・実践形態を、ユダヤ教宗教文書をもとに明らか

にするという筆者の全体構想のなかで、病者・障害者の問題を扱うものである。古代ユダ

ヤにおける病者・障害者に対する処遇とその思想的背景について、ユダヤ教聖典トーラー

（n月）から教典タルムード（τ1沽月）に至るまでの形成過程を追いながら、そこにおける

宗教規定と、それに基づく処遇を分析し、病者・障害者に対するユダヤ教の関わり方の特

徴を明らかにしたいと考えている。

　ここではとくに古代ユダヤ社会における罪の概念に着目し、罪の「けがれ」と病者・障

害者差別との関係を中心にみていきたい。「けがれ」は、日本語では「穣れ」「汚れ」「ケガ

レ」と、幾種類かの書き方があり、それぞれ使い分けがなされているように思われる。本

章の考察で「けがれ」が問題視されるのは主に祭儀との関係においてである。したがって、

ここでは「穣れ」と表すことにしたい。

　本章の構成としては、先ずユダヤ思想における罪の概念と清めについて扱う。その理由

は、ユダヤ教宗教文書において、病者・障害者に対する処遇は、罪（及び罪の穣れ）と清

めについての宗教規定との絡みで語られることが多いためである。罪概念に基づく病者・

障害者に対する処遇の特徴を、ユダヤ教とキリスト教の比較を通してみていくことにする。

次に、古代ユダヤ社会において病者・障害者観を特徴づけていた罪のメタファーと、そこ

から生じる差別の構造を分析する。最後に、トーラーにみる障害者差別禁止命令から、共

存の可静性について考察する。

1　ユダヤ思想における罪の概念

　ユダヤ社会における病者・障害者への処遇をみていく際に、その前提としてユダヤ思想

における罪の概念を先ず理解しておくことが不可欠である。ユダヤ思想では罪は個人との

関係において強調され、個々人の律法への違反すなわち罪に対する罰として個人た禍がも

たらされると理解されており、キリスト教が原罪を人間の罪の根源であるとし、それが人

間にとって代々の禍の根源でもあるとする理解とは違いがある。

　そこで先ずユダヤ思想における罪概念について触れたいと思う。罪概念については原罪

（origina1Sin）と、個人の律法に反する罪（Sin）あるいは現実罪（aCtua1Sin）とに分け

る土とができ、ここでは両者を別個に考察したいと思う。
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1．1　原罪

　トーラーは『創世記』3章で罪と死の起源について記している。エデンの園における堕

落とその後の追放の話である。そこには罪の誘惑に目が映ったエバと、彼女の誘いを受け

入れてしまったナダムが、創造主の命令に違反し罪を招いた（罪過）結果としての苦しみ

と死の宣告が描かれている。

　この始祖アダムの罪がその後の人類の罪（原罪）となったというのがキリスト教の大方

の受け止め方であるが、ユダヤ教では原初の罪としてのアダムとエバの罪については一定

の理解の含みが残されているものの（とくに初期ユダヤ教の段階においてはそのようにみ

えるが）、アダムの罪（あるいはエバの罪）は、アダムの自由意志による罪、つまり個人の

罪として認識されている。

　その部分の句としては、先ず『創世記』3章19節には「お前は顔に汗を流してパンを得

る。土に返るときまで。お前がそこから取られた土に。塵にすぎないお前は塵に返る」と

あり、本節は、人間は罪（ユダヤ教ではアダム個人の罪、キリスト教では原罪）のために

死ぬものとなるという内容である。また『ヨブ記』25章4節には「どうして、人が神の前

に正しくありえよう。どうして、女から生まれた者が清くありえよう」とあり、本節はあ

らゆる人間は罪人であるという内容である。

　旧約偽典の『エズラ記』（ラテン語・ウルガタ訳聖書）4章30節には、「悪の種が最初に

アダムの心に時かれたために、今までどれほど多くの不信仰を実らせたことだろう」と記

されており、アダムの原罪との関係で罪が語られている。

　旧約外典の『シラ書（集会の書）』25章24節には、「女から罪は始まり、女のせいで我々

は皆死ぬことになった」と記されており、エバのほうを罪の始祖とする内容がある。

　新約聖書の『ローマの信徒への手紙』5章12節には、違反はエバにより、罪はアダムに

より入ったとし、ゆえにアダムの罪の結果による全人類に対する死の支配があるとする内

容が記されている。

　キリスト教では、原罪の教義についてはすでに古代より激しい論争が交わされて来た。

特に死を刑罰ではなく自然なものとするペラギウスと、人はアダムからの本性的腐敗を受

け継いているとするアウグスティヌスとの間の論争は古代の原罪に対する論争として知ら

れている。

　コ」ラー（Koh1er1918：222）は、『ミトラシュ・ベレシット・ラッパー』（賢者やラビ

たちによる『創世記』の釈義集）から、ユダヤ教年代史におけるタンナイーム時代（後1

－3世紀初頭頃）の指導的ラビであるラビ・ヨハナン・ベン・ザツカイとラビ・アキバも、

二人の人類の始祖はすべての来るべき世代に彼らの罪の悲惨な結果をもたらしたとする見

解をもっていたとしている1）。
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　基本的にはユダヤ教ではアダムの罪はアダム個人の罪であるとし、個々人はそれぞれの

努力によって救済され得るとし、原罪を人間の罪の本質とすることには否定的である。現

代の著名なユダヤ教ラビでありバビロニア・タルムードの英訳の業績を残したエプスタイ

ン（Epstein，Isidor）は、ユダヤ教では、ある超人間的な対抗措置（キリスト教における

救世主の存在）を必要とする原罪の存在を否定し、自由意志に必然的に伴う罪への自由な

選択のみしか認めないとしている（Epstein1959：142）。エプスタインは、アダムの罪に

よる死は、肉体的な死を意味しており、キリスト教の教義でいう救世主への信仰によって

救いを得るという霊的な死についてはユダヤ教教義では関知しないとしている。

　以上みてきたように、トーラーを源泉として、後代の原罪に対する解釈には各様に温度

差のあることが分かるが、初期ユダヤ教においては、原罪と死との関係がどの程度結び付

けられて理解されていたのか、必ずしも明確になり難い部分を含んではいるが、人類の始

祖アダムとエバの罪がすべての後代の人間に影響を及ぼしたとする見解を持ちながら、つ

まり原罪の含みを持たせながらも、アダムの罪はアダム個人の自由意志による罪であると

する解釈の強調とともに、罪の遺伝性の否定の確立へと向かっていったようである。

　原罪を肯定するキリスト教の立場から、原罪と死の関係についてみると、原罪において

すべての人間は死ぬ者となり、死はすべての人間にとって避けられない原罪の結果の現実

であると理解される。そこには健常者であろうが障害者であろうが、何ら優劣は生じない。

っまりそこでは能力主義が否定される。したがって、それだけでは病者・障害者に向けら

れる特視された偏見や差別に直接的に結びつき難いと考えられる。しかしながら、原罪を

否定するユダヤ教の立場からは、病そのもの、障害そのものが個人の罪の結果の現実とし

て捉えられ、特視され易い傾向をもつことが考えられる。

1．2　個人の律法に反する罪

　次に、罪を個人の律法への違反とみた場合に、如何にして病者・障害者への偏見や差別

が生まれてくるのかについて考察する。

　そこで、個人の罪と死との関係についてトーラーの記述を拾ってみたい。『サムエル記上』

2章31節には「あなたの家に長命の者がいなくなるように、わたしがあなたの腕とあなた

の先祖の家の腕を切り落とす目が来る」とあり、本節では神による一種の罰としての短命

について記されている。また『ヨブ記』を見ると、重い皮膚病に躍ったヨブを見舞いに来

たヨブの友人たちが、その原因をヨブの個人的な罪に言及している内容を散見する2）。浅

野順一（1962：83）は、それについて「彼らの立つ信仰の立場は伝統的な応報神学以外の

何ものでもなかった」としている。

　トーラーには『申命記』28章15節のrしかし、もしあなたの神、主の御声に聞き従わ

ず、今日わたしが命じるすべての戒めと淀を忠実に守らないならぱ、これらの呪いはこと
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ごとくあなたに臨み、実現するであろう」や、同28節のr主はまた、あなたを打って、

気を狂わせ、盲目にし、精神を錯乱させられる」と、エジプトを脱出し約束の地カナンを

目指すイスラエルの会衆に向けて、律法に違反することのないよう、その罰の内容を挙げ

て戒めている。トーラーはユダヤ人にとって信仰生活の要であるため、ひとつには、たと

えそれが個々人の特殊な事情を扱ったものであっても、受け手の側でその適用を普遍化・

一般化させていくことにより、同様の状態・症状にある者に対する偏見や差別が生じてい

くことが考えられる。

　新約聖書では『口』マの信徒への手紙』6章23節に「罪が支払う報酬は死です」と、罪

の代価としての死が取り上げられている。ここでは死が罪との関わりで述べられている。

同16節にはrあなたがたは罪に仕える奴隷となって死に至るか、神に仕える奴隷となっ

て義に至るか、どちらかなのです」と、罪と死、従順と義の対比がある。ただ、ここでい

う死とは、単なる肉体的な死のみではなく霊的な死をも意味している。松木冶三郎（1973：

252）は、23節の注解で「これもフィジカルな死であるだけでなく終末的永遠の死である」

としている。泉因明（1973：222－3）は、16節、23節の注解において、霊的な意味の死

を強調している。これらの注解にみられるように、キリスト教における死の概念は、アダ

ムの原罪によって全人類が背負うことになった肉体的・霊的・永遠的な死3）と捉えられて

いる。したがって根本的な解決は善行等によって得られるものではなく、救世主の存在を

必要とする。

　ユダヤ教において、死（及び死体）、血液、（身体からの）漏出物は主要な穣れとして認

識されている4）。その中でも死（及び死体）は最大の穣れとみなされている。そのため、

それらに接触あるいは関係したイスラエル人に対しては、厳格な清めが要求された。タル

ムードのトポロットの巻（『ケリーム』他、全12篇）は、それら穣れの規定と清めの方法

について詳述している。『エンサイクロペディア・ジュタイカ（地卯dψ∂θ批θみる加）』

5）には、穣れの段階（等級）の観念についての概略があり、それをまとめると次のように

なる。

①　モーセ五書に言及されている穣れを、穣れの父親と呼ぶ。

②　更にのちの賢者たちは、穣れの父親に、同レベルの穣れとして偶像崇拝、異邦人の

　　地、埋葬地区を加えた。

③　穣れの父親によって穣されたものは、穣れの子と呼ばれる。それは第一段階の穣れ

　　となる。これら第一段階の穣れによって穣されたものは、第二段階の械れとなる。

④第二段階の穣れで、宗教に関わりのない（奉納物硝rr月テルマではない）生産

　　物は、その穣れは移ることはない。奉納物の用途がある生産物は、第三段階の穣れ

　　を生じさせる。

⑤　聖別された（神殿での用に供される）生産物は、第三段階の穣れから第四段階の穣
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　　れへと移行する。

⑥　穣れの父親は、人・衣服・器物を穣すが、穣れの子は、食物や液体を不浄にするの

　　みである。

⑦　これら下に内かつて行く穣れの段階とは別に、例外的に人間の死体がある。これは、

　　穣れの父親の父親と呼ばれ、それによって穣れたもの（死体に触れた者）は、穣れ

　　の父親となる。

　これにより分かることは、穣れの観念は、常に祭儀に供する（関わる）ものとして区別

される生産物等との関係において発生し、一般の用に供するもの（事柄）に関しては、穣

れの対象とはなっていないということになろう。

1．3　情め

　ここでは、祭儀に加わる者に対する清めの要求が、何に基づいた要求であるのかについ

て考察する。

　言語的には、清めの動詞基本形6）はr弾ターヘル（清い、清くなる）であり、その名

詞形は叩硝ターホラー（清め）である。穣れの動詞基本形は榊草ターメー（穣れる）

であり、その名詞形は高蝉gトゥムアー（穣れ）である。ニューズナー（Neusner1973：

26）によれば、トーラーにターヘルの語根rr口とその変化形は212箇所に認められ、そ

のうちの大半は祭司文書の中に見られる。ターメーの語根欄りとその変化形は283箇所

に認められ、そのうちの大半はこれも祭司文書の中に見られる。つまり、清めはその大半

が祭儀との関係で言及されているということになる。

　三好適（1997：ii）は、タルムード全体を通して頻出する清めの動詞基本形ターヘルと

その名詞形ターホラー、穣れの動詞基本形ターメーとその名詞形トゥムアーは、何れも衛

生的な意味での用語ではなく、もっぱら宗教的・儀礼的用語であるとし、これらの用語と

祭儀との関わりの深さを強調している。

　ニューズナー（Neusner，Jacob）によれば、清めは聖と近接した関係にある。イスラエ

ルの領土は堅いゆえに人々は清きを保持しなければならず、もし穣れが持ち込まれるなら

ば神聖を穣すことになるという観念である（Neusner1973：108）。

　「聖（出pコーデェシ）」はユダヤ教倫理における重要な概念のひとつであり、この語

は人格的な意味で神にのみ使用され、人間に対してこの語が用いられることはない。した

がって、人に対する聖の命令は、すべての汚点となるような一切のものからの絶縁と完全

性を要求している（岡中2003）。

　ミシュナの『ケリーム』7）第1章6－g節には、聖性の10段階（実際には11段階）が

示されている。最も堅いものから順に、①至聖所、②内宮（聖所）、③ポーチ（柱廊の間）

83



と祭壇との間の域、④祭司の庭、⑤イスラエル人の庭、⑥婦人の庭、⑦（神殿境内の）段

廊、⑧神殿山、⑨（エルサレムの町の）壁内側、⑩壁に囲まれた町々、⑪イスラエルの地、

となっている。

　つまり、聖は、神の臨在する場所である至聖所から始まる。そのため、『レビ記』等に

おいて、神殿内に穣れが持ち込まれないための厳格な規定があった。人に対して聖が言及

されていない点も注目する必要があろう。またニューズナーが述べているように、イスラ

エルの領土の聖さ（神の定められた聖なる地）の観念を見て取ることが出来るであろう。

　タルムードで穣れと清めに関する詳細な規定を記したものに、第6部のトポロット（清

潔）があり、その中には容器・器類の穣れについて規定した『ケリーム』、死体とそれに触

れる者に関する穣れについて規定した『オホロット』、皮膚病の穣れについて規定した『ネ

ガイーム』、赤毛の雌牛の扱いに関して規定した『パラー』、食物と液体の穣れについて規

定した『トポロット』、清めとその水に関して規定した『ミクヴァオット』、女性の出産等

による穣れに関して規定した『ニッダー』、湿気の穣れに関して規定した『マフシリン』、

漏出者の穣れについて規定した『ザヴィーム』、穣れたものに触れた者の浸水礼について規

定した『テヴーノいヨーム』、手の穣れと清めについて規定した『ヤタイム』、食用果樹の

穣れについて規定した『ウクツィン』がある。このように穣れと清めは、日常生活の微細

な点に至るまで確認を必要とした。

　蹟罪は古代においては祭儀を通して、タルムード時代にはシナゴーグにおける蹟罪の目

の儀式として各人の悔い改めへと形を変えて、清められた完全なものを献げる貝貞罪の行為

によって、罪に対する神との和解（reConCi1iatiOn）がなされた。

2病者

2．1重い皮膚病患者

　病者に対しては、祭儀上の穣れと衛生上の汚れという両方の観点からその処遇が決定さ

れていた。

　ここでは重い皮膚病（ηジrxツァラアット）とその患者を取り上げる。重い皮膚病（わ

が国では長い間rらい病」と訳されてきたが、これに該当する疾患を現代医学の疾病分類

にそって解明することは困難とされており8）、今日では必ずしもハンセン病を指すもので

はないと考えられている）に患っている者の記録はトーラーをはじめ、新約聖書、タルム

ード等によくみられるからである。ツァラアットは語源的には動詞のソrxツァラ（r打

つ」）の受身・分詞で、名詞として州叉ツァルア（「らい病人」、あるいは「重い皮膚病

患者」）となっている。つまりr打たれた者」（神に打たれた者）としての「重い皮膚病患

者」である。そこには個人の罪に対する罰としての病という考え方が反映されている。

84



2．2　処遇

　重い皮膚病については、トーラーでは『レビ記』13章に重い皮膚病の取り扱いについて

の詳細な規定がある。ユダヤ社会の重い皮膚病患者に対する見方、関わり方の基準はこの

『レビ記』の規定を遵守することによってなされる。

　『列王記下』5章にはアラムの王の軍司令官ナアマンが重い皮膚病を患い、治癒に至る

までの内容が記されている。『列王記下』7章には重い皮膚病を患っている4人の男性の顛

末が記されている。それらの内容に付随するものは従順と不従順の行為の違いによる予後

の違いであり、これらに出てくる人物の単なる病の経過に関心が向けられているのではな

く、本人の信仰への従順と不従順（罪）の行いに焦点を当てている点が特徴的である。

　新約聖書では『ルカによる福音書』17章11－19節に1O人の重い皮膚病患者の顛末が

記されているが、これも『列王記下』7章と同様に、信仰への従順と不従順の違いによっ

て得られるものと失うものの違いを読者が洞察することに焦点が当てられている。

　ミシュナの『ネガイーム』には、重い皮膚病だけではなく、ほかの種類のカビについて

も述べられている。ゆえに、そのことは重い皮膚病がカビの一種であるとの認識を彼らが

持っていたということにもなろう。トーラーの『レビ記』13章を見ると、重い皮膚病に対

する診断と宣言は祭司が行っていた。しかしながら、ミシュナ・タルムード期になると、

無学な祭司は付き添いのイスラエル人学者の指導の下で宣言するとなっている9）。

　重い皮膚病の疑いのある者への対応は、図1（「重い皮膚病の疑いのある者への対応」）

に示す過程で行われる。

図1　重い皮膚病の疑いのある者への対応　　（筆者作成）

祭司による「穣れ」の宣言
↓

7日間の隔離
↓

祭司による再検査

／＼祭儀への参加の宣言 隔離の宣言

　重い皮膚病患者の生活については、彼らは他の人々とは一線を画した生活が要求されて

いた。具体的には、トーラーの『レビ記』13章45－46節にみるように、彼らは自らの着

物を裂き、髪をばさばさに伸ばし、口ひげを隠し、公衆の中を歩くときは「穣れた者です、
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穣れた者です」と叫んで歩かねばならなかった。彼は独りでイスラエルの宿営の外に住ま

わねばならなかった。自らの着物を裂く行為は大いなる嘆きを蒙っていることの表現であ

り、口ひげを隠す行為はもはや成人男性としての共同体の申での存在はないということを

示すものである。宿営の外に住むということは共同体から締め出され隔絶された状態であ

ることを意味する。

　荒井英子（1998：102－17）は、重い皮膚病患者の共同体からの隔離の実態を解明する

ため、ヤディン（Y1adin，Yigae1）の提唱したベタニア（アラブ名　エル・アザリエ、エル

サレムの東方に位置する）を「らい病人隔離村」（Leper　Co1ony）あるいは「らい病人隔

離地区」（Iso1ationCentreforthe　Su舐erersofLeprosy）とする説を検証している。荒井

の結論としては、他の考古学的証拠等も含めた考察の結果、ヤディンの説を積極的に支持

するだけの根拠はないとしているが、神殿写本等の文書からベタニアの一角に「らい病人

の路地」があった可能性について、「格別突出した事実というよりもむしろ極めて自然なこ

とでもあろう」としている。

　ミシュナの『ネガイーム』には、重い皮膚病患者に対する処遇規定が詳細に述べられて

いる。『ネガイーム』には重い皮膚病の確認判定のほかにも家のカビについての確認判定も

記されている。『ネガイーム』は全14章から成っているが、そのうちの13章の前半まで

は殆ど症状の確認判定の方法に向けられており、残りの1章余りで重い皮膚病患者やカビ

の生えた家への一般民衆の関わり方や重い皮膚病患者の清めの仕方が記されている。第13

章にある皮膚病患者に対する民衆の関わり方としては、例えばr穣れた人が木の下に立ち、

清い人が横切るなら、その人は穣れる」（13章7節）、「穣れた人が、彼の頭と身体の大部

分を清い家に入れると、その家は穣される」（13章8節）、「重い皮膚病患者が家に入ると、

そこにある器すべては、たとえ（天井の）梁にあるものさえも、穣れる」（13章11節）、

「（重い皮膚病患者が）集会所に入ると、人々は、彼のために高さ十手幅と横四アンマの仕

切りを作るべきである。彼は最初に入り、最後に出て行くべきである」（13章12節）とあ

り、第14章にある重い皮膚病患者の清めの仕方については、例えばr重い皮膚病患者に

は、三段階の清めがあり、産婦にも三段階（の清め）がある」（14章3節）等である。

3　障害者

3．1　トーラーから

　障害者に対しては、主に祭儀上の穣れの観点からその処遇が決定されていた。トーラー

では、障害者の記録はその全体にわたって散見されるが、障害者に対し特徴的に述べられ

ていることは、祭儀における主導的な行為への関与の制約である。例えば『レビ記』21章

17－21節にはrアロンに告げなさい。あなたの子孫のうちで、障害のある者は、代々にわ
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たって、神に食物をささげる務めをしてはならない。だれでも、障害のある者、すなわち、

目や足の不自由な者、鼻に欠陥のある者、手足の不釣り合いの者、手足の折れた者、背中

にこぶのある者、目が弱く欠陥のある者、できものや流癬のある者、睾丸のつぶれた者な

ど、祭司アロンの子孫のうちで、以上の障害のある者はだれでも、主に燃やしてささげる

献げ物の務めをしてはならない。彼には障害があるから、神に食物をささげる務めをして

はならない」とある。このような制約が設けられているのはアロンの家系のように祭儀に

関わる務めをする者に対してである。

　トーラーでは、この制約は祭司職にあるアロンの家系の者に限定されているが、タルム

ードの『メギラー』では、プリム祭におけるシナゴーグ等でのメギラー（巻物を意味する

ヘブライ語でトーラーを意味し、プリム祭ではとくにrエステル記』を指す）を朗読する

者（成人男性であれば可能）の条件として、障害者等に対する主導的な行為への関与の制

約となって現れる。

　熊澤義宣（1990：230－1）は、この『レビ記』21章17－21節の部分における障害者差

別問題を取り上げており、その解決は新約聖書の救世主（キリスト）の犠牲の聖性の執り

成しによって初めて究極的な解決の道が与えられるとし、キリスト教的解釈を行っている。

　トーラーでは、その他にも祭儀に供する犠牲の動物、供物、什器にも欠陥のないことが

求められている。このように祭儀については、それを執り行う者に対する完全性の維持が

求められている。

　先のレビ記のように、祭司の家系にある障害者に対する祭儀上の差別は見られるものの、

しかしながら、トーラーの中には障害そのものに対する思想的な偏見や差別の記録はない

ように思われる。逆に、障害者に対しては積極的な差別の禁止を命ずる内容の記述がある。

『レビ記』19章14節には「耳の聞こえぬ者を悪く言ったり、目の見えぬ者の前に障害物

を置いてはならない。あなたの神を畏れなさい。わたしは主である」と述べられている。．

『レビ記』19章は、モーセの十戒（『出エジプト記』20章1－17節）を具体的に示した箇

所として知られている。『申命記』27章18節にはr盲人を道に迷わせる者は呪われる」と

ある。『申命記』27章18節は、同27章15－26節の「…する者は呪われる」という形式

の12の戒めからなる段落のなかの一節である。『申命記』27章のこれら12の命令には共

同体の「1酬アーメン」1O）という応答が求められている。つまりそれらの応答には、個々

人のみではなく共同体の柔順の告白が求められている。

　ここにおいて、それらの規定を守らない者に対して向けられているr呪われる」とされ

ている単語rrrNアルールは、アッカド語にも同じ語根をもつ語が見出される11）。クラ

イン（K1ein，Emest）によるとこの語根はヘブライ語とアッカド語にのみ見出せるとある

（K1ein1987：57）。ファイファー（Pfei甜er，Robert　H．）は、『申命記』27章15－26節

にある呪いの起源の考察に一節をもうけているが、その中で、これらの呪いの起源がどこ

に由来するものなのか確定するのは難しいとしているが、その形式と内容から周辺世界の
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カナンに起源を持つものではなく、イスラエルに起源を持つものではないかとしている

（P£eif£er1948：227）。

3．2　タルムードから

　トーラーにおける障害者の祭儀での主導的な行為への関与の制約は、ミシュナ及びタル

ムード時代の宗教行事の中で、障害者への処遇として適用されているのを見る。例えば『メ

ギラー』2章4節のミシュナには「聾（唖）者、知恵遅れの者（あるいは狂人）および子

ども以外は、だれでも（エステル記の）巻物を朗読する資格を持つ。ラビ・ユダは子ども

をも適格者とする」とある。その節のミシュナについての議論を収集したクマラ部分には、

聾（唖）者の朗読については、有効とする見解と無効とする見解の両方が存在している。

無効とする理由としては、聾（唖）者から聞いた者は、再度別の有資格者に聞き直す必要

があるからだとされている。知恵遅れの者については、子どもと同様いか校る戒めに対し

ても義務を持たない者とされており、朗読の可否についての議論はその節のクマラにはみ

られない。子どもの朗読については、大方の見解は無効であるが、一部に有効とする見解

もある。有効とするラビ・ユダの見解に対して、クマラでは、その根拠についての議論が

なされている。例えば、そこには教育を受ける年齢に達した子どもと達していない子ども

の区別がなされているとする解釈等である。

　ミシュナの『テルモット』1章1節には「五（種類の人々）は（献納物を産物から）分

離献納することはできない。そして、もし彼らが献納しても、彼らの献納物は（法的に有

効な）献納物ではない。すなわち、聾（唖）者、知恵遅れの者（あるいは狂人）、子ども、

．．．」とある12）。ここでは、献納がレビ記等の律法の規定に照らし合わせて、有効な献納

（つまり聖別された穣れのない規定どおりの献納）になっているかが間われている。

　『メギラー』3章6節13）のミシュナには「盲人がシュマをその前後の祈りとともに唱え、

かつ通訳することは差し支えない。ラビ・ユダは言う。生まれた時から光を見たことのな

い人はだれもシュマをその前後の祈りとともに唱えてはならない」とある。また、同7節

にはr手に欠陥のある祭司は、（祝祷をささげるため）両手を挙げてはならない。ラビ・ユ

ダは言う。さらにイスナィース（o棚・N）やブーア（［燗）（の染料）で手が染まっている

祭司も、両手を挙げてはならない。会衆が彼に注目するからである」とある。6節での否

定的見解は、シュマ（『申命記』6章4－9節、11章13－21節、『反数記』15章37－41

節の句からなる信仰告白を内容とする祈り及びその名称）の前に、光の創造に対する感謝

の祝祷が含まれていることが理由となっている。つまり生まれながらの盲人は光の恩恵を

受けておらず祝祷を唱えることは出来ないとする見解であるが、反対に恩恵を受けている

とする見解もある。7節では、能力（abi1ity）の問題として、公衆の面前での主導的な行

為への関与の制約に結びつけられているのではなく、祭儀の実行に当たって「会衆が彼に
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注目」しないように、つまり、神聖な祭儀の最中に、会衆の意識が他のもの（この場合は、

障害の部位、染料のついた手）に逸れてゆくことのないようにとの理由からである。

　これらの内容から、障害者に対する宗教行事の申での主導的な行為への関与の制約は、

ミシュナやタルムード期の賢者やラビたちの間で見解の相違もみられ、必ずしも統一的な

見解になっていないことがうかがえる。

　また、ミシュナやタルムードには、トーラーには見られない新たな外来語の借用による

病名や障害名が登場するのも特徴である。例えば、盲人を意味する用語として、トーラー

時代の聖書ヘブライ語の用語ではr1泣イウェルが用いられているが、ミシュナやタルム

ードではべ高10スマーが盲人を意味する用語として用いられている。スマーは聖書ヘブ

ライ語以降に現れた用語であり、同類の語はアラム語タルグムに岬gセマー、側サメ

ィ、べ；胆サムヤーとして、また、アッカド語にSamiとして見られる。ミシュナが記さ

れたミシュナ・ヘブライ語の時代の言語状況については、未だに定説といえるものはない

が、ギリシア語、ミシュナ・ヘブライ語、アラム語が混在していたということにっいては

大方の周知するところとなっている。そのような社会情勢下にあり、交易等による周辺諸

国からの医療知識や言語の流入が、ミシュナ、タルムードの病名、障害名を増やす要因に

なったと考えられる。

4．罪のメタファーと差別

4．1罪のメタファー

　ここでは、罪のメタファーとしての病者・障害者差別について考察する。罪のメタファ

ー（隠喩）としての病者・障害者を論じるにあたり、先ずメタファーとは何かということ

を整理しておくことが必要であろう。

　メタファーとは、ある記号表現（ここでいう「病者」「障害者」）がもつイメージや概念、

ないしその記号内容（ここでいう「罪人」等）、すなわち広義における「象徴」である。一こ

の「記号表現」（仏signifiant：英signifier）と「記号内容」（仏signi丘6二葉signi丘ed）

は言語学者のソシュール（Saussure，Ferdinan“e）によってはじめて定義された。

　ニューズナー（Neusner1973：108）は、イスラエルには清めと穣れについての二つの

重要な思想が古代からあるとしている。その一つは、清めと穣れは祭儀に関した事柄であ

り、もう一つは、性、偶像礼拝、反倫理的行為等の道徳や宗教行為に対し、メタファーと

して取り扱うことにあるとしている。

　並木浩一（1990）は、シニフィアンとシニフィエを、旧約聖書における「身体性」を論

ずるにあたって、意味論的な対応関係を意識した議論を展開するために用いている。

　アブラムス（Abrams，Ju砒kZ．）は『イザヤ書』42章18－20節を例に挙げ、イスラエ
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ノレの道徳的な背反（アブラムスは‘‘道徳的な障害”という表現を使っているが）は、肉体

的な障害に置き換えられて、つまりメタファーとして説明されることがあるとする

（Abrams1998：76）。

　荒井英子（1999）は、聖書に登場する病者、障害者、女性を、罪のメタファーとして論

じている。荒井はそれら三者を「残りの者」として、差別の対象になっていたとしている。

荒井のいうr残りの者」の用法の妥当性については、次項（4．2）r差別」の中で詳しく検

討することになろう。

　ここで、トーラーの中から、道徳的な背反を、比喩的に肉体的な障害に置き換えている

句を例示する。

「耳の聞こえない人よ、聞け。

目の見えない人よ、よく見よ。

わたしの僕ほど目の見えない者があろうか。

わたしが遣わす者ほど

　　耳の聞こえない者があろうか。

わたしが信任を与えた者ほど

　　目の見えない者

主の僕ほど目の見えない者があろうか。

多くのことが目に映っても何も見えず

耳が開いているのに、何も聞こえない。」

　　　　（『イザヤ書』42章18－20節）

　イスラエルの預言者イザヤは14）、ここで、神によって選ばれ、神によって送り出され、

神との契約を結．んだ民イスラエルが、神のことばに耳を傾けず、不信の罪に陥るばかりで、

目の見えない者以上に目の見えない者、耳の聞こえない者以上に耳の聞こえない者である

と、イスラエルの民の心のかたくなさを皮蔚っている。

　後代の、ミシュナやタノレムードを含むいわゆるラビ文献も、トーラーの記述にみられる

このような罪のメタファーとしての肉体的な禍の観念を引き継いているといえよう。

　では、何故に道徳的な背反が肉体的な禍に置き換えられるのであろうか。その要因とし

て、ひとつには、本章冒頭の罪概念の項で取り上げた人類の始祖アダム（エバ）の罪とそ

の結果としての禍のユダヤ的解釈による病者・障害者観があげられよう。そこにみられる、

人の自由意志による選択と報いとの関係を、健康、病、障害に絞って、図2（「罪とその結

果としての禍のユダヤ的解釈」）に示す。
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図2罪とその結果としての禍のユダヤ的解釈　（筆者作成）

律法＝完全 律法を遵守する者の精神的・身体的健康

　（罪とその結果である病・障害とは対極に位置する）

自由意志による選択（人が律法を遵守するか違反するか、その

　　　　　　　　　　選択が間われる）

人間：不完全 律法に違反する者に対する報いとしての病・障害

　（罪とは神の意思すなわち律法に違反すること）

　つまり、アダムの罪の初発は神のことばに対する違反であり、それにより罪が入り、罪

により禍を招いた。アダムが罪の報いとしての禍を蒙ったように、同様に個々人の自由意

志による選択の結果は、その本人に報いとなって返ってくると捉えられていた。したがっ

て当然に病や障害は負の報いとして認識せられ、その結果、そこには病者・障害者を罪の

メタファーとして扱う可能性を孕んでいた。

　更には、上述の『イザヤ書』42章18－20節にみられるように、預言者が道徳的な背反

を比喩的に肉体的な障害に置き換えていることは、その民の障害者（及び病者）観に少な

からず影響を及ぼしたであろう。

　それらは、病者・障害者を罪のメタファーとして捉える要因となり得るものであろう。

病者・障害者を罪のメタファーとしながらも、両者の処遇については差異が確認できる。

病者に対しては排除につながる差別であり、障害者に対しては排除に結びつかない差別で

ある。それら両者に対する処遇の違いの要因を説明するには、宗教文書が祭儀上の穣れの

観点と衛生上の汚れの観点から、病者と障害者をどのように差別化しているかを明らかに

することで可能であろう。次項でミシュナの数節を例示しながら、そこにある「穣れの強

度の11段階」から、両者に対する差別の程度について触れたいと思う。

4．2　差別

　先ず差別の形態について整理しておこう。上野千鶴子（1996：203－32）は、差別の形

態について、複数の差別のあいだの関係を4つに類型化している。①優位集団majority

と社会的弱者集団minOrityとの関係（いわゆる差別）、②社会的弱者集団間の関係（相互

差別）、③社会的弱者集団内の関係（重層差別・複合差別）、④社会的弱者集団に属する個

人のアイデンティティ複合内部の関係（葛藤）である。今回取り上げたユダヤ教宗教文書

にみる差別の形態は、ほとんどが優位集団と社会的弱者集団との関係として、優位集団か
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らみた社会的弱者集団に対する規定ないし記録から成り、社会的弱者集団間およびその内

部の関係、またそこにおける個ノ人、の葛藤に触れるものは見当たらない。

　ケーラー（Kδh1er，Ludwig）は、ユダヤ人社会を二つの住民に分けている。ひとつは「自

由民」（Vo11肺rger）であり、もうひとつは「残りの民」（Rest）である（Kδh1er1953：

147）。自由民とは自分の地所を有し、後見人の監督を受けず、結婚、祭儀、戦闘、裁判に

対する四大権利をもつ男性である。残りの民とは女性、子ども、奴隷、寄留者である。ケ

ーラーはここで「自由民」と「残りの民」とを、健康な成人男性とそれ以外の者とに区別

しているわけである。古代イスラエルの父系制の社会構造からすれば、それは当然に導き

出される区分であるといえる。またケーラーの説明には、この区分の意味についてそれ以

上の含みはないように思われる。

　荒井英子（1999）は、先に述べたように、聖書に登場する病者、障害者、女性を、罪の

メタファーとして、ケーラーのいう「残りの民」を汎用するかたちで病者・障害者・女性

に適用させ、「残りの者」という表現を用い、罪に結びつかない残りの者のグループ（貧困

者、寄留者、孤児、寡婦）と、罪に結びつく残りの者のグループ（病者、障害者、女性）

とに分け、後者のグループを「二重の差別の囲いの中にあった者」であるとしている。し

かしながら荒井のいう、この「残りの者」の表現は、或る特定の被差別者集団に充てられ

ており、トーラーで一般的に使われている「残りの者」の表現と意味するものが異なり、

この用語の意味に対する誤解を招く恐れがある。

　ここで、トーラーにおける自由（あるいは、自由の者）と、残りの者の概念について確

認しておく必要があろう。トーラーにおいて「自由（rrrτデローノレ）」とは、基本的には

奴隷の状態と相対した状態にあることを意味する。つまり自由の者とは、律法への遵守を

除けば、他者との関係において何ら束縛、支配、制約を受けずに生活する者である。「残り

の者」は神学的なテーマのひとつともされているが、その基本的な意味は、民族あるいは

集団が、政治的ないしは自然的諸条件から全滅の危機に直面したとき、その中から部分的

に生き残る人々を指している。トーラーにおいて「残りの者」15）は、「イスラエノレの残り

の者」rユダの残りの者」等の表現で用いられ、信仰を守り通したイスラエル人に対して、

肯定的な意味で適用されることが多い。ここで申し述べておきたいことは、テキスト（卜

一ラー）にある概念から逸脱した形での汎用は、基本を歪めかねないという点である。し

たがって、荒井がなしている、トーラーとの関わりで、被差別者（あるいは社会的弱者）

に対して「残りの者」という表現を用いるのは不適切である。

　次に、祭儀上の穣れと衛生上の汚れの絡みから、ミシュナの『ケリーム』1章1－4節に

示されている穣れの強度の11段階についてみてみよう。それらは、最も穣れているもの

から順に、①（人の）死体、②大麦ほどの人骨、③重い皮膚病、④漏出女、⑤漏出男、⑥

（人が穣した）寝床、⑦（人が）座るもの（の穣れ）、⑧漏出男の漏出液と彼の唾液、射精

液及び彼の尿、月経女の血、⑨月経中の女と性交する者、⑩儀礼外死骸、振りかけるには
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充分の量がある蹟罪の水、⑪死んだ這うもの、射精、人間の死体の穣れを受けた（イスラ

エル）人、日数計算中の重い皮膚病患者16）、振りかけるには充分でない量の蹟罪の水、

となっている。

　これらの穣れの11段階は、祭儀上の穣れに加え、衛生上の汚れ（感染症等）の可能性

を孕んでもいる。そのため、病者に対して強度の差別意識を生みやすくしているともいえ

よう。穣れの11段階の中には、障害者に該当する内容はとくに見当たらない。

　病者や障害者に対する差別は、ユダヤ的罪概念において、罪の報いとしての病や障害と

して捉えられ、とくに祭儀における完全性の要求から、差別が顕著に現れているといえよ

う。病者に対しては、祭儀上の穣れに加え、衛生上の汚れから、強度の差別が排除へと繋

がる要因になっているといえよう。障害者は、衛生上の汚れには該当せず、トーラーに、

障害者が祭司職に就くことへの制約や、ミシュナやタルムードに、障害者が宗教行事の中

で主導的な行為に関与することを制約する差別がみられるが、病者のように汚れを理由と

する排除には繋がっていない。

4．3　共存の可能性

　ここでは、先に取り上げた『レビ記』19章14節や『申命記』27章18節にみられる障

害者差別禁止命令をもとに、共存の可能性についてみていく。

　障害者差別禁止命令の意味するものは何であろうか。共存であろうか、あるいは共生を

示唆するものであろうか。まずはそれらの用語について整理しておきたい。

　黒川紀章（1991：94）は、自らの模索してきた共生の思想における「共生」の特徴を、

対立する二項の間にそのどちらでもない第三の弾力的な領域を考えていこうとするr中間

領域論」と、互いに譲れない聖域を認めようとするr聖域論」として提示している。その

場合には、それらを模索する両者がいる。しかし、先のr差別」（4．2）の項で述べたよう

に、今回取り上げたユダヤ教宗教文書は、優位集団からみた社会的弱者集団に対する規定

ないし記録という、一方向性を特徴とするものであり、逆方向あるいは双方向の発言は考

え難い。したがって、共生という表現で語るには適当ではないと考える。

　共存を、「自分も他人もともどもに生存すること」、「同時に二つ以上のものがともに存在

すること」と捉えるならば、『レビ記』19章14節や『申命記』27章18節にある障害者へ

の差別禁止命令に対する共同体の「アーメン1酬」という応答の要求には、許容もしくは

それ以上の共同体の受容の姿勢が求められていると判断される。アーメンの応答は、個人

にとっても、共同体にとっても、厳粛な承認を与える定式の応答であった（（勝田

1991：17－8）。したがって、『レビ記』19章14節や『申命記』27章18節は、共同体と

して、それを構成する成員すべてが同じ認識のもとで障害者を受け入れることを、つまり

共存を要求しているものであるといえよう。
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　これを貧困者への処遇と比較するならば、貧困者に対してはトーラーにおける施しの命

令を根拠として、ミシュナやタルムードでペアー（落穂拾い）の制度が設けられ、寡婦、

孤児、在留異国人等、生活に困窮する者に対する積極的な保護がなされていた。生活困窮

者の生活を支えるのは共同体の義務であり、生活困窮者にとってそれは当然に受ける権利

であるとされていた。しかしながら、本章で考察してきたように、病者や障害者に対して

は、彼らが罪のメタファーとして捉えられていたことから、彼らに対する積極的な関わり

に結びつかず、その症状等の特徴から、彼らに対する処遇には差別が伴っていた。

まとめ

　本章では、古代ユダヤ社会における病者と障害者を対象に、彼らに対しユダヤ教および

ユダヤ社会がどのように関わってきたか、宗教文書を中心に分析と考察を行った。

　そこで、先ずその前提としてのユダヤ教における罪概念を分析した。その中で、ユダヤ

教の罪概念の特徴といえる、穣れの段階（等級）の観念を示し、この観念が常に祭儀に供

する（関わる）ものとして区別される生産物等との関係に限定して捉えられていることと、

各段階間での穣れの連鎖について確認した。

　穣れに対する清めについては、清めが聖と近接した関係にあり、ミシュナの『ケリーム』

にみられる聖性の10段階（11段階）等から、清めが、神殿と選びの地における神の聖性

を維持するための、罪の穣れに対する清めの要求であることを明らかにした。

　次に、病者と障害者に対する処遇の特長についてみてきた。ユダヤ教の罪概念では原罪

は否定され、罪は個人の自由意志による選択にかかっている。そのため、禍は個人の罪の

結果であると理解され、その責任はその個人に帰せられる。不完全性が指摘される病者や

障害者は、当然に穣れた者として差別や排除の対象となり得る。原罪の概念を保持するキ

リスト教が、病や障害の直接的な原因を必ずしも個人に帰するものではなく、したがって

病と個人の罪との因果関係を問うものではないのとは違いがある17）。

　病者は罪のメタファーとして罪人とみなされていたことに加え、病者は死、血液、身体

からの漏出物といった衛生上の問題を伴うことがあるため、祭儀上の穣れに加え、衛生上

の汚れに関する『レビ記』等の規定に基づき排除の対象となった。共同体から排除された

病者は、疾病の治癒が確認されるまでは共同体への復帰は認められなかった。

　障害者については、罪のメタファーとして障害が扱われていたが、病者にみられるよう

な身体からの漏出物等を伴ってはおらず、したがって完全性が厳格に求められる祭儀上の

主導的な行為への関与の制約を除けば、障害そのものを理由とする祭儀からの排除はなく、

比較的寛容な扱いがなされていたといえよう。

　病者・障害者差別については、社会的弱者からの発信が極めて限定されている環境の中

で、宗教規定が彼らの処遇を大きく左右するものであった。ミシュナの『ケリーム』にみ
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られる穣れの強度の11段階は、障害者に比べ、病者に対して、より強い差別意識が生じ

やすくなっていたことを示すものといえよう。

　共存の可能性については、トーラーのなかに、障害者との共存を示唆する命令が確認さ

れた。しかしそれは、弱者保護といった積極的な関わりに言及するものではなかった。貧

困者に対する積極的な保護を命じているユダヤ慈善の側面とは違った処遇の様相が確認さ

れた。

柱

1）コーラー　（Koh1er，Kaufman）はここでミトラシュ・ラッパー　（Midrash　Rabbah）の
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　節）、閑カ§ペレタ（『士師記』21章17節、　『エズラ記』9章13節）、r池シェアー
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第5章
　古代シナゴーグにおける女性指導者

一原始キリスト教との対比をとおして一

はじめに

　女性によるキリスト教共同体を基盤として展開される奉仕活動は、すでに原始キリスト

教団において慈善活動の重要な担い手であったことが知られているが、その母体であるユ

ダヤ社会におけるシナゴーグ（会堂）を中心とした女性の活動とのつながり及び彼女らの

役割については十分に究明されていない。

　本章では、シナゴーグにおける女性指導者と、原始キリスト教団における女性の活動の

特徴について、宗教文書をもとに比較考察を行うものである。対象年代は、原始キリスト

教団のあらわれた後1世紀を中心に、ミシュナやタルムード等の証言も考察の範囲に含め

るものとする。対象地域はユダヤを中心に、ディアスポラのユダヤ人も含むものとする。

　古代ユダヤ社会において女性は社会生活の諸側面（例えば、不浄を理由とした祭儀等か

らの締め出しや日常生活の制約等）で一般的に差別の対象とされていたが、サプライ

（Safrai，Sh皿ue1）は、後1世紀のシナゴーグには女性を差別するような証拠は見つかっ

ていないとして、女性の地位について再考を促している。ブルーテン（Brooten，Bemadette

J．）は、女性がリーダーとしてシナゴーグ等で社会活動を行っていたことを古代の碑文等

から分析している。

　ここでは、それら両者の見解を宗教文書（聖書、タルムード等）に当たりながら検証、

考察したいと思う（テクスト、引用文献及び私訳の選択については、凡例の1，2及び3

に掲げるとおりである）。

　本章の構成としては、（1）ユダヤ教の慈善活動の拠点であり、原始キリスト教団の慈善活

動の母体ともなったシナゴーグの特徴を概観し、（2）シナゴーグにおける女性の地位と男女

の平等性について、ブルーテンとサプライの先行研究を取り上げ、（3）女性の宗教および社

会活動の背景にある、古代ユダヤ教の女性観について考察する。次いで、（4）原始キリスト

教団と奉仕（テイアコニア）職について、監督・長老に加え新しく設けられたテイアコノ

ス（奉仕者）を概観し、その職務と女性の関わりについてみてゆき、（5）荒井の新約聖書の

女性観研究を手がかりに、女性の活動に対する使徒パウロの捉え方を中心に、原始キリス

ト教団の女性観について考察する。

1　シナゴーグと女性

1．1　シナゴーグとは
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　シナゴーグ（SynagOgue）とは、ギリシア語のスナゴゲー（σWαγO仰）に由来する語で

r集会」の意味であり、後1世紀の文献にはユダヤ人の集会所、教育と礼拝の場所を指す

用語として用いられている。ヘブライ語ではクネセット（ηo鉋二集まり）、ときに建物を

指す場合にはベイト・クネセット（月。コヨー固＝集まりの家）がこれに当たる。

　シナゴーグの起源についてはモーセ起源説もあるが、トーラー（n月＝旧約聖書）には

シナゴーグについての直接的な言及はないといわれている。他には、バビロン捕囚期説、

マカベア・ヘレニズム時代説等あるが、今日広く受け入れられているのはバビロン捕囚期

説である（関谷2006：5）。

　これまで発掘されたシナゴーグで、パレスティナにおける最古のシナゴーグはマサダ

（Masada）1）とガムラ（Gam1a）2）のシナゴーグ（どちらも後1世紀初期）とされてい

る（資料3「ガムラシナゴーグ」参照）。後1世紀初め頃には、シナゴーグは聖書の朗読・

解説を中心とした公的礼拝機関として、また律法教育機関としてパレスティナ及びディア

スポラ・ユダヤ人社会に広く普及した。シナゴーグの礼拝は、①シュマの宣言（蝸妙　シ

ュマ）、②十八の祈蘇文（冊醐，司r舳rコ1舳アミダー，シモネー・エスレー）、③トーラ

ー朗読（拭r沖ミクラー）、④説教（榊rマデラシャー）、⑤祝穣（祀rコベラハー）、⑥施

与（叩刊ツェダカー）等から成っている。

　シナゴーグの他の機能としては、学校、法廷、共同体の交友機関一（公的集会、外来者の

ための宿泊所、共有財産の管理所）等の機能を有していた。その組織は非聖職者中心の極

めて民主的な組織であったが、外面的な機能の運営のための役職が存在した。シナゴーグ

の役職は同時にそのシナゴーグの属するユダヤ人共同体の役職でもあった。役職には長老

（ipτザケン：最高管理者）、会堂長（no獅洲rロォシ・ハクネセット＝会堂の常任

管理者）3）の職位があった。また、ハツザン（岬：会堂備品の管理等の係）が有給の役

職としてあった。他には、会計係があり、施与の分配に任じられていた。

　後1世紀のテオドトス碑文（TheodotusInscription）4）には、シナゴーグに併設して外

来者の宿泊用客室と給水設備を設けたとあり、共同体の交友機関としてもシナゴーグが機

能していたことがうかがえる。また碑文には、テオドトスの建立したシナゴーグは、既に

父祖たちによってその礎石が据えられていたとあり、そのことは、エルサレムにおいてシ

ナゴーグが少なくとも後1世紀より前には存在していたという証言になる。

1．2　シナゴーグにおける女性の地位

1．2．1ブルーテンの見解

今目、正統派（0rthodox）や保守派（Conservative）のシナゴーグでは、男女別々の席
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が設けられたり、仕切り等で男性と隔たった場所であったり、別の部屋で男性の会衆から

完全に隠されることもある。しかし、初期ユダヤ教のシナゴーグでは、女性は指導的役割

も果たしていたことが知られている。

　ブルーテン（Brooten，Bemadette　J．）は、古代シナゴーグの考古学的、文献学的証拠

によって、シナゴーグにおける女性の積極的な活動の一端を明らかにしている（Broo亡en

1982）。ブルーテンは現存する碑文等のなかで、女性のシナゴーグにおける関わりを記し

た文字から、彼女らのシナゴーグにおける地位の一端を明らかにしている。それによると、

①会堂長（head　ofsyI1agogue）としての女性、②指導者（1eader　ofsynagogue）として

の女性、③長老（e1derofsynagogue）としての女性、④会堂の母（motherofsynagogue）

としての女性、⑤聖職者（Priest　ofsynagogue）としての女性、という多様な活動が浮き

彫りにされている。それら5つの特徴を表わす碑文の中から、その一部を次に挙げる。な

お、表罫線部（）は職位を表す。

①会堂長としての女性＿佃XしσW仰ωγoらアルキスナゴーゴス

　　　　　　　　　　　　的X二しσWα柚γしσσαアルキスナゴギッサ

　　スミルナ（Smyma）出土碑文（2世紀）．．．「ルフィナ　ユダヤ人女性

　　クレタ島（Crete）出土碑文（4／5世紀）．．．rゴルトゥニアのソフィア

　　　サモスの会堂長」

会堂長」

長老そしてキ

②指導者としての女性＿的Xηγ6らアルケーゴス

　　　　　　　　　　　的xηγ三σσαアルケーキッサ

　　テッサロニケ（Thessa1y）出土碑文（？）．．．「ヘリステリアの墓 指導者」

③長老としての女性＿πqεσ帥τ6gαプレスビューテラ

　　　　　　　　　　πqεσβ山6qしσσαプレスビューテリッサ

　　　トラキア（Thrace）出土碑文（4！5世紀より前）．．．rレベカの墓　長老　死んで眠る」

　　ヴェノーザ（脆nosa）出土碑文（3－6世紀）．．．「ベロニケーネの裏長老。でありイオ

　　　セティスの娘」

④会堂の母としての女性＿μ巾ηqσWαγωγ年メーテール・スナゴーケース

　　ローマ（Rome）出土碑文（前1世紀・3世紀の間）．．．rマリア（ジュリア？）・マノレケ

　　　ラ　ここに眠る　アウグステスイオンの会堂の母」

⑤聖職者としての女性＿こ6gε［αヒェレィァ

　　　　　　　　　　　己印Lσαヒェリッサ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　100



下エジプト（Lower　Egypt）出土碑文（前28年）　．rマリン　聖職者　すべての人

　のよき友」

ローマ（Rome）出土碑文（3・4世紀）

　歳」

．．．「ガウデンディアここに眠る　聖職者　24

　ブノレーテンは、上記5つの活動を可能にする背景として初期ユダヤ教の女性観にふれ、

古代のシナゴーグには今日のシナゴーグに見られるような　「女性の階廊（Women’s

Ga11ery）」牟るいは「女性の区域（Women’s　Section）」等による男女の分離（separation）

はなかったのではないかとして、初期（マサダやガムラ等）のいくつかのシナゴーグ遺跡

の構造から「女性の階廊」の有無について検証している。女性の階廊の有無について、サ

プライ（Safrai，Shmue1）は、古代のパレスティナ及びディアスポラのシナゴーグの遺跡

及び建築を記した記録物等から、差別（SegregatiOn）を証言するようなものは出ていない

としている（Safrai1974：■，939）。

　分離の本質は祭儀的神聖さの保持の観念に関わっていると思われる。筆者は先の第4章

（4．2）で、女性が祭儀的穣れの対象とされていることについて触れたが、初期のシナゴー

グの構造は男女の分離を示唆していないということであれば、次のような推論が成り立つ

であろう。①初期のシナゴーグの建築には（経済的な事情等から）複雑な構造をつくるの

に限界があったのではないか。②ユダヤ．教の宗教活動においては分離と差別は関係がある

と考えられるが、少なくとも古代のユダヤ社会には、中世のユダヤ社会にみられるような

強固な女性の階層性はまだつくられていなかったのではないか。さらに、これら碑文の年

代から女性の指導的役割獲得との関係をみると、ディアスポラ・ユダヤ人にとって、その

不安定な（ある意味では非常時下の）境遇が女性の活動の幅を広げる要因のひとっになっ

たとも考えられよう。これらの推論を検証するために、続いてサプライの見解に進みたい

と思う。

1．2．2　サプライの見解

　サプライは、初期ユダヤ教のシナゴーグにおける男女の仕切りの存在について、否定的

な見解を示している。知り得る限りでは、サプライがこの見解を最初に表明したのは

脆功血所収の論文においてである（Safrai1963）。サプライはその論文の申で、第二神殿

におけるr女性の階廊（Women’s　Ga11ery）」あるいはr女性の庭（Women’s　Court）」に

ついては、パレステイナにおけるシナゴーグの考古学的発掘を通してく会堂内両側に存在

する桟敷を説明するために、男女の仕切りが考えられるようになったとしている。しかし

ながら、ハラハー（滑カ）5）は、女性の祈藤の義務やシナゴーグヘの参列について度々言

及しており、タルムード等の文献では「女性の階廊」の存在について言及（あるいは暗示）
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されていないとして、（エルサレム）神殿の「女性の階廊」の存在は見当違いであるとして

いる6）。

　サプライは1974年に、後1世紀を中心としたシナゴーグについてまとめているが

（Sa血ai1974：1I，908－44）、その申で、女性とシナゴーグについての記述は、1963年

のサプライ論文の見解に沿った内容でまとめられている。

　1993年の論文では（Sa血ai1993：3－6）、後1世紀のユダヤ教文献とシナゴーグの運営

形態から男女の対等な活動を説明できるとして、次の三つの論点をあげている。それらは、

（1）最低定足数の十人に女性が入ることができた。（2）女性も会堂に入った、（3）女性も「十

八の祝穣」の対象者であった（＝ゆえに定足数に入る資格者であった）というものである。

　サプライは、1997年の論文（Safrai1997）で再度この論点を取り上げ、更に比較的詳

しい論述を行っている。次にその内容を追いながら検証したいと思う。

　（1）最低定足数の十人に女性が入ることができた。。。，．．

　ユダヤ教の法規ハラハーでは、会衆が成り立つためには最低十人が必要であるとなって

いる7）。この法規は旧約時代、ボアズがベツレヘムの町の十人の長老を集めて協議したと

ころ（『ルツ記』4章）まで遡ることができるとされ、後1世紀には公的な宗教行事に十人

が必要というきまりは確立していた。ミシュナの『メギラー』には、十人の規定（今日で

は、ミニヤン1・加と呼ばれている）について次のように記されている。

　十人に満たない場合には、シュマを分割することはできず、人は聖櫃の前を通らず、祭

司は両手を挙げず、トーラーは（公に）朗詠されず、預言書からハフタラーも朗詠されず、

（葬儀において哀悼の行為として）立ち止まることも、座ることもせず、服喪者の祝穣も

唱えられず、服喪者への哀悼も語られず、花婿への祝祷も唱えられない。（食後の祈りで）

神の名も唱和されない。聖別された土地を買い戻すときの（評価の）ためには、九人と祭

司一人である。人間についての場合も同様である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（M　メギラー4：3）

　上記のミシュナの部分に続くゲマラ（Nr棚：ミシュナについてのラビたちの議論・注

解）には、ミシュナに対するラビたちの解釈がある。そこでは上記ミシュナの節を分解し

て、この規則の聖書的根拠の説明、一句ごとの具体的な解釈等について議論がなされてい

る。しかしながらそこには女性が該当するか否かの議論はなされていない。

　サプライ（Safrai1993：3）によれば、定足数に男性という条件が入ったのはずっと後

のことであり、少なくとも後500年までは見られず、12世紀のユダヤ教律法学者ラベヌ

ー・ ^ム（RabbemTam）は、女性を会衆の定足数に加えてもよいと認めていたとする。

　サプライはラベヌー・タムのみを引き合いに出しているが、中世の律法学者たちの見解
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は大きく三つあったことが知られている。ロス（Roth，Joe1）は、ミツヴオート（m蛸　宗

教的諸義務や責任）からの女性の免除に関して、三つの基本的な立場があるとする（Roth

1984：70－71）。最も制限的な立場はラヴァド（τ’“r〒ザn・ココNアヴ・ベイト・ディ

ン、ユダヤ教宗教法廷を統轄する者の称号）によって支持されるもので、女性は免除によ

って提を実行することは出来ないと主張する。次はマイモニデス（Mai皿0nideS，MOSeS

12世紀の医師・哲学者・ユダヤ法の権威）によるもので、実際の行いは許可するが、その

行動はミツヴァー（rr蛸ミツヴオートの単数形）を暗示するにとどまるとするものである。

最も寛大な立場はラベヌー・タムによるもので、ミツヴァーの遵守も祝穣の朗謂もともに

認めるとするものである。サプライは当然に他の二つの見解も把握していたと思われるが、

女性の言動を制約する主張に対しては言及していないことから、サプライは女性の活動を

ことさら強調しているようにも見受けられる。したがって、サプライの資料の提示は不十

分であると言わざるを得ない。

　イラン（I1an，Ta1）は、サプライ論文が及ぼした影響について触れ、「この疑問点（古代

のシナゴーグに女性専用の場所が存在したかどうか）を研究する大義名分は、（古代の）文

献自体に見つけることはできない。サプライが示しているように、男女を隔てる仕切りの

存在に関し亡（古代の）文献が提示しているのは、極めて不確定で怪しい証拠ρみである。

そして、サプライは、もっと一般的な理由からこの疑問点を研究したのである。実際のと

ころ、サプライ以前のすべての研究者が、古代のシナゴーグには女性専用の場所があった

とみていた。これらのより古い論文とは異なり、サプライが論文を書いた時期は、ユダヤ

教の戒律・祈りの言葉・シナゴーグにおける女性の位置と責任が大きく見直されはじめて

いた頃で、このことが実はサプライが論文を書く動機になっていたのである。この主題が

大きな関心を集める数年前に既にサプライはこの疑問点に取り組んでいたわけだが、彼の

論文は女性解放運動家により、運動の材料に使われたのである」（I1an1995：16脚注n．

48）と指摘している。

　（2）女性も会堂に入った．．．．

　サプライ（1993：4．1997：27）は、女性がシナゴーグヘ行ったことを証明することは、

すなわち女性が宗教的に男性と同等であったことを示すことになるとし、タルムードの『ア

ボダー・サラー（nrf　mコサ）』の一部を引き合いに出し、その内容は女性が常時シナゴー

グに行ったことを証明しているとする。そこには次のように記されている。

　（ユダヤ人）女性が鍋を釜の上にかけ、星辰崇拝者（異邦人）がやって来て、彼女が公

衆浴場、あるいはシナゴーグから帰って来る前に（その鍋を）かき混ぜた…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（BT　アボダー・サラー38a／b）
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　ここでは、ユダヤ人女性が（シナゴーグ等に出向いて）留守の間、鍋の料理を別の人（異

邦人）に任せることについての議論である。直接的にはその行為とユダヤ教の規定との整

合性について議論されているのだが、ここに、女性が普段にシナゴーグヘ行っている様を

読み取ることができる。サプライの引用に矛盾はないのだが、しかしながら、それだけで

男女が宗教的に対等であったとは言い切れないのではないだろうか。

　（3）女性もr＋八の祝穣」の対象者であった．．．．．．

　十八の祝穣は義務的であり、シナゴーグ礼拝の中心的な位置を占めていた。そのため女

性にとっては家事の負担等で一定の時間に行われるシナゴーグの儀式に参加することを求

めることは難しく、厳格に守ることが不可能だとの理由から、女性は十人の定足数に入れ

られないのだとする現代のユダヤ教注解者の見解もある。サプライ（1993：4．1997：26）

は、十八の祝穣の義務は、後1世紀にはこの祝藤を他人と一緒に折らなければならないこ

とは要求されておらず、個人的に祈ることも許されていたとする。また、シナゴーグの礼

拝に一定の時間があるというのも真実ではなく、それぞれのシナゴーグによって時間の決

め方があるとしている。しかしながら、サプライによってその論拠が十分に示されている

とは言い難い。

　サプライは1997年の論文で、前述した3つの論点等から古代シナゴーグの女性の地位

について、次のように結論付けている。

　r第二神殿時代、女性は宗教上、男性と対等であった。女性はしばしばシナゴーグヘ行

き、ベイト・ミトラッシュ（砂r湘’印コ学塾）で学習した。女性はr＋八の祝穣」を祈る

ために必要な十人の定足数になれたし、日毎のシナゴーグの礼拝の主要な祈穣者にもなれ

た。また、男性のように、女性は祭司の祝藤に対する「アーメン」の応答を言うことが許

されていた。古代のシナゴーグにおいて、性によって差別されたとする実際の証拠はない。

女性は今日のシナゴーグで彼女らが行っているように、特別なr女性の階廊」や仕切りで

男性から分けられているr女性の区域」に座ることはしなかった。古代シナゴーグの遺跡

にみるバルコニーは、必ずしも「女性の階廊」ではない。r女性の庭（Women’s　Court）」

と呼ばれている（エルサレムの）神殿の庭の存在は、女性がシナゴーグのバルコニーもし

くは特別な領域に追いやられていたとする想定を助けることにはならない」（Safrai

1997：34）。

　以上、サプライの提示する三つの論点に関して、サプライ自身による引用文等の選択に

誤りや矛盾はないように思われるが、他の可能性（あるいは異なる見解）の提示や説明が

十分になされておらず、検証の余地を残しているといえよう。

2　ユダヤ教の女性観
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　ここでは、ブルーテンとサプライによる初期ユダヤ教のシナゴーグにおける男女の対等

な活動の見解をもとに、教典（タルムード等）からそこにある女性観を探り、女性の指導

者が容認された背景について考察する。

2．1　旧約外典より

　先ず、年代的にミシュナやタルムードよりも先に書かれた『シラ書（ベン・シラの知恵）』

から、女性に関する記述をみることにする。『シラ書』は旧約外典の一書で、正典の『歳言』

『コヘレトの言葉（伝道者の書）』などと並ぶ知恵文学に属する。前2世紀初頭頃の作品

だとされている。元来ヘブライ語で書かれ、その後ギリシア語に訳されている。本書から

ミシュナ、タルムードにも多くの引用がなされており、ユダヤ社会で『シラ書』が重んじ

られていたことがうかがえる。

賢く良い女をめとる機会を逃すな。彼女のもたらす喜びは、黄金にまさる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（シラ7119　新共同訳）

賢くて人柄の良い女をのがすな。彼女の魅力は黄金にまさる。

（シラ7：19　村岡訳）

　新共同訳（共同訳聖書実行委員会1987）では「賢く良い女をめとる機会を逃すな」と

なっているが、村岡崇光（1977：99）はこの部分を「賢くて人柄の良い女をのがすな」と

訳している。新共同訳では結婚に対する忠言とも受け止められ、村岡訳ではこれを離婚に

対する忠告とも受け止められよう。原文（Rah1fs1935：■，389）ではrめとる」という

単語はなく、新共同訳の翻訳者の読み込みがみられる。

　トレンチャート（Trenchara，Warren　C．）は、この節を離婚（の禁止命令）に言及する

ものだとする見解に対して、ギリシア語の泣στ6Xεしアストケイ（逃すな）の単語の語義と

その用法、および離婚を意味する旧約聖書（ヘブライ語）とセプテュアシント8）の単語と

その用法を分析し、この箇所は離婚に言及した表現ではないことを明言し、夫が賢い妻を

さげすみ無視することのないよう忠告しているのだとする（Trenchard1982：26）。

　次の前も、女性（妻）を賛辞している箇所であるが、ここではr助け手」r支えの柱」と

表現している。

女の話しぶりが優しく、穏やかであるなら、その夫はどんな男よりも運が良い。
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妻をめとった者は、財産造りを始めたのだ。ふさわしい助け手、支えの柱を得たのであ

る。

　垣根がないと、地所は荒らされ、妻を持たないと、ため息づきつつ放浪することになる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（シラ36：28－30新共同訳）

2．2　タルムードより

次に、タルムードより女性に関する肯定的な表現を取り上げてみたい。

2．2．1　ニツダー篇

　『ニッダー（柵）』45bには、12歳になった（つまり成人とみなされる）女子の誓いの

有効性に関する議論のなかで、有効とする根拠として『創世記』2章22節の女性の創造を

引き合いに出している。そこでは、なぜ人の肋骨で女性が創造されたのかを、その理由と

してあげている。その部分のクマラ（ミシュナに対する賢者たちの議論）の一節は次のと

おりである。

　ラブ・ヒスダ9）は言った。「ラブの聖書的根拠はどれか。聖書に書かれているからであ

る。一そして、（人の肋骨で）女をつくりあげたと。この言葉が教えているのは、聖なる神

一枝は祝福されますように一が、男よりも女に一層の知力を与えだということである」。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（BT　ニッダー45b）

　つまり知力の面で女性は秀で、したがって本人の判断能力があれば、年齢の規則は固定

化して判断されうるものではなく、弾力的に適用できるというものである。「男よりも女に

一層の知力を与えた」という表現は興味深い。ここで「知力」と訳されるヘブライ語のビ

ナー（清旭）は、r悟り」r識別力」といった意味をもっている。ビナーについては『創世

記ラッバー』（Freedman1983：Genesis　I，140）1o）に、『創世記』2章22節のミトラシ

ュで、r彼女（エバ）は男（アダム）よりもさらに知力（ビナー）を賦与された」とある。

『ニツダー』45bと同じ解釈をしている。r肋骨」11）と訳されるヘブライ語のツェラー（凶X）

の原義は「側、側面」であり、そこにも男女の対等な位置づけが見て取れよう。

2．2．2　メギラー篇

　『メギラー（かユ高）』14bには、女預言者フルダ（列王記下22章14節参照）の預言行

為の正当性について、次のように議論されている。
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　フルダについては、次のように書かれている、r祭司ヒルキヤ、アヒカムとアクボルは、

云々」。いったいエレミヤがいるにもかかわらず、彼女はどうして預言することができたの

か。

　ラブの学塾ではラブの名において次のように説明されている。フルダはエレミヤの親戚

であった。（このため）彼は彼女がそうすることに反対しなかった、と。

　しかしヨシヤ自身は、どうしてエレミヤを差しおいて（使いをフルダに）送ったのか。

　ラビ・シェーラの学塾では、女は思いやり深いからであると説明した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（BT　メギラー14b）

　これら『ニッダー』45b、『メギラー』14bに見られるように、古代ユダヤ（教）社会で

は、女性の知力や優しさ（思いやりの深さ）の特性に対して一般的に賛辞が与えられてい

る。（一方では、節度を逸した女性の言動等に対しては忠告等もなされているが）

2．2．3バヴァ・カマ篇

　『バヴァ・カマ（硝バココ）』15aには、不法行為（torts）に関して、律法の審判におけ

る男女の対等性についての議論がある。

　女性もまた不法行為の律法に従属する。この規則の根拠はどこにあるのか。一ラブ・ユ

ダはラブを代表して言った。ラビ・イシュマエルの学塾ではそのように教えている。

　聖書は、「男であれ女であれ罪を犯すことによって」12）と明言している。聖書はこのよ

うに、男性と女性は律法のすべての罰に関して対等であるとみている。

　エルアザルの学塾ではこう教えている。「これらは、あなたが彼らの前に置かれた定め

である」13）と。聖書は、このように律法のすべての審判について、女性と男性を対等とみ

ている。

　ヒゼキアめ学塾とガリラヤ人コセは教えている。聖書にはこうある。それ（牛）が男あ

るいは女を死なせた。聖書はトーラー（律法）におけるすべての故殺に関する捷で、女性

と労性は対等とみている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（lBT　バヴァ・カマ15a）

　以上、本節では『シラ書』から女性に対する賛辞の表現を、タルムード『ニッダー』と

『創世記ラッパー』から女子の誓いの有効性と創造における男女の平等性を、『メギラー』

から女性（フルダ）の預言行為の正当性を、『バヴァ・カマ』から不法行為に関して律法の

審判における男女の対等性を取り上げ、女性の能力に対する肯定的な考え方、男女の平等
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性に対する肯定的な発言をみてきた。それらの証言は、紀元前後からタルムード期までの

ユダヤ教女性観の一端を表しているとみて差し支えないであろう。

　紀元前後のユダヤ社会（ディアスポラを含む）では、シナゴーグにおいて女性は指導的

立場への参入を果たした。伝統的なユダヤの家父長制の社会構造のもと、祭儀的不浄の思

想からくる差別的待遇のある申で、女性の社会進出（それも宗教活動への進出）という変

革が、紀元前後のユダヤ社会にみられるということになろう。ブルーテンが碑文から分類

している、シナゴーグにおける女性の5つの活動類型（①会堂長としての女性、②指導者

としての女性、③年長者としての女性、④会堂の母としての女性、⑤聖職者としての女性）

そのものが、その時代のユダヤ社会における女性の役割の一端を表しているといえよう。

サプライの見解には、いくつか検証の余地があると思われるが、総論的には女性の積極的

な活動の可能性を肯定できるように思われる。

　そこで、1世紀前後のユダヤ教で、なぜこのように女性の活動が活発化したのかとの問

いがなされるであろう。それについては、当該年代におけるユダヤ教の宣教活動の状況と、

社会的及び政治・経済的状況との関わりから、女性の宗教及び社会活動との関係を探るこ

とが必要になるが、女性の活動を証言する資料が不足しているため、現在までのところ、

まだその課題の十分な分析には至っていない。その時代のユダヤ教の伝道活動全般につい

ても、積極性の程度について見解の分かれるところである。例えば、メイチェン（Machen，

Gresham　J．）は、後1世紀のユダヤ教が積極的なr宣教的宗教（missiomry　re1igion）」

であったことは常に銘記されねばならないと指摘している（Machen1921：9－10）が、

マックナイト（McKnight，Scot）は、r（第二神殿時代の）ユダヤ人は異邦人の間の光であ

って、他の者がその光にあずかることを快く認める以上のものであった」とし（McKnight

1991：48）、回心者をつくることに関心をいだいていたユダヤ人の存在を肯定しながらも、

「宣教的宗教」となると、それを支持する証拠はない（McKnig趾1991：4－5）としてい

る。

　以上、簡略ではあるが男女間における女性の位置についてみてきたところから、タルム

ード等のユダヤ法では、男女の役割関係においては基本的に女性を低い地位に捉えてはい

ないと考えてよいだろう。しかしながら、本研究の第4章でも触れているように、祭儀面

では女性差別が存在している。女性の知力、優しさの特性は宗教文書でも認められている

ことであり、したがってディアスポラという不安定な環境下にあって、女性の特性が発揮

できる隙間に彼女らの活動の場が開かれたのであろう。

　そこで次に、古代ユダヤの家制度という側面から女性差別の問題について考察してみた

い。

2．3　古代ユダヤの家制度と女性

108



　社会を形成する最も基礎的な集団は家族である。キッペンベルク（KipPenberg，Hans

G．）は、中東に広範に見られる親族集団の特徴として、パタイ（Patai1962：17－8）を

引用して、①族内婚（enaogam）、②父系制（patri1inea1）、③家父長制（patriarcha1isch）、

④父方居住（P＆tri1oka1）、⑤拡大家族（erweiterte）及び一夫多妻婚（Po1ygyn）の五つを

挙げている（Kippenber91982：28）。

　ヘブライ語では家族集団は司閑洲ミシュパハー（この語は‘家族’を意味するが、そ

れよりも広い概念を有し‘氏族’の意味を含む）と表記される。ミシュパハーは父祖伝来

の血統が父子関係によって伝えられる父系的出自集団であり、土地所有権がその中で世襲

されていく集団でもあった。相続順位は男系的であり（反数記27章8－11節参照）、息子

→娘（※息子がない場合）→兄弟（※娘もいない場合）→父の兄弟（※兄弟もいない

場合）→同じミシュパハー出の最も近い血縁者（※父の兄弟もいない場合）の順になっ

ていた。息子たちの中では長男に優先権があった（申命記2i章15－17節参照）。

　ミシュパハーの機能のもう一つの特徴は、その長は祭儀の主宰者であり、氏族及び部族

に対して管理責任を負う者であった（士師記18章19節、サムエル記上20章6，29節、

列王記上8章1－2節参照）。したがって、家族の財産管理や子供たちの教育等にいたるま

で、その責任は家長である男性が担っていた。父系家族では夫は妻の所有者（う胴バアル）

であり、妻は夫の被所有者と捉えられ、彼女は夫の財産とみなされていた。

　ファルク（Fa1k，ZeevW．）は、タルムードの家族の構成は、トーラーの族長制度に基づ

いており（すなわち族長時代の習慣の継続であり）、優先権は、社会においてだけではなく

家族内においても男性に与えられていたとする。一夫多妻についてはrゆるされてはいた

けれども実際には極めて例外的であった」（Sa血ai＆Stem1976：513－4）としている。

サプライ（Sa血ai，Shmue1）も、後1世紀のパレステイナにおけるユダヤ人の家庭生活は、

一般に一夫一婦制の結婚の上に築かれていたとする（Safrai＆Stem1976：748）。

　女性の立場については、サプライが引用している『バヴァ・バトウラ』の一節r男子と

女子の両方がいなければ世界は存在し得ないが、息子を持った者は祝福されており、娘を

持った者は災いである」（BT，バヴァ・バトゥラ，16b）にみるように、一般に男性よりも

低く見られていた（Safrai＆Stem1976：750）。

　しかしながら、いくつかの資料は、慈善活動において婦人は活動的であり、且つ彼女た

ちは家に来た貧困者に対し施しを与え、また家の外でも慈善に参加していたことを証言し

ている。『タアニート』には、夫の発言でr妻は家にとどまって貧困者にパンを与え」（BT，

タアニート，23b）という部分があり、『ホラヨット』にはrしかしながら女性は衣服を与

え（扶養し）、束縛から救済することに関しては男性にまさる」（PT，ホラヨット，3：48a）

とある。また、エルサレムの名のある婦人たち（目カ酬r・並mrP・び痂）の慈善活動として、

rエルサレムρ名のある（ラシRashiは‘裕福な’と解釈する）婦人たちは、彼ら（祭事

に携わる者たち）に食物を配給し養っていた」（BT，ケトウボート，106a）や、rエルサレ
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ムの名のある婦人たちは寄付するためにそれを持ってきた」（BT，サンヘドリン43a）等

の言及もある。

3原始キリスト教の女性観

3．1女性と預言

　新約聖書には女性の指導的な地位に関する言及はきわめて少ないが、しかしながら、・特

異な能力を持った女性について記されている。そこで、新約聖書記者の、女性の特異な能

力（預言する能力）に対する受け止め方について少し触れておきたい。

　新約聖書では、とくに福音書（『マタイによる福音書』『マルコによる福音書』『ルカに

よる福音書』『ヨハネによる福音書』）と『使徒言行録』を中心に預言活動の記録がみられ

る。

　例えば『ルカによる福音書』2章36－38節に女預言者アンナの預言が記されている。

この女性はアシェル族出身のイスラエル人で、年老いたやもめであった。彼女は決して神

殿を離れることなく断食と祈りの生活をしていたとある。幼子イエスが両親に連れられて

神殿に連れてこられた際に、彼女は彼の運命について預言した。しかしながら、彼女のこ

のような行動は自発的なもので、特定の集団の要求に基づくものではなく、何らかの地位

にあるものでもなかった。また『使徒言行録』21章8－9節には宣教者フイリポの4人

の未婚の娘に預言の能力のあることが記されているが、彼女らの会衆の中での活動の有無

については言及されていない。このような女性預言者の存在は、女性が預言的行為に対し

て締め出されていなかった（あるいは承認されていた）ことを証明しているが、男性預言

者の活動に比べれば、極めて周縁的なものであったといえよう。

　新約聖書には、女性の一般信徒としての奉仕・慈善活動（あるいは積極的な関わり）の

記録が散見されるのに比べ、上述のように女性の特異な能力について述べた部分はあるも

のの、必ずしもそれらの能力を宣教等のために積極的に活用するよう求められているよう

には見受けられない。また、新約聖書を見る限りでは、女性の指導的な地位に関する言説

はきわめて少ない。原始キリスト教団における女性の活動は、集団の指導者としてではな

く、信徒による奉仕として位置づけられているように思われる。

　1世紀前後のユダヤ教で、女性がその活動の拠点であるシナゴーグの指導者層への参入

（：社会活動を含む）を果たしていくなかで、キリスト教が男性主導の組織形態を形成し

ていった点は興味深い。パウロはr秩序（τ的らタクスイス）」14）ということばを用いて、

女性の教会での言動の制約について語っている。山谷省吾は、パウロが教会の秩序維持の

ために必要なものとして、愛と服従の義務を挙げていることを述べたうえで、「婦人の解放

運動に封じて彼が好意を示してゐないのも、教會の秩序の爲めである」としている（山谷
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1950．1960三版：187）。

　パウロのいう、教会内での女性の言動を制約する「秩序」とは、何を規範（あるいは基

準）としたものであろうか。原始キリスト教団の女性観を考察するにあたり、とりわけ神

学の形成で大きな影響を持つパウロの女性観の解明が求められよう。そこで先ず、聖書の

なかの差別問題に取り組んでいる荒井献と、フェミニスト神学の立場から聖書の女性研究

を行っているフィオレンツァの見解から、原始キリスト教団の女性観の特徴と、そこにあ

る課題を整理してみたい。

3．2　荒井献の見解

　荒井（1988）は、r新約聖書の女性観の多様性」という一節を設け、そこにおいてイエ

スの女性観とパウロの女性観の特徴について論述している。荒井は、イエス運動における

男女の平等な位置づけをイエス自身の遊行の行動形態に確認できるとしている。そしてそ

れは、シリア、小アジアからローマに拡大されていくキリスト教の、少なくとも最初期の

時代にも確認されるとしている。しかしながら、イエスが召命した十二弟子は男性に限ら

れていたとも指摘している。パウロの女性観に関しては、荒井はパウロの依っている復活

のイエスの顕現伝承（Iコリ15：3以下）において、その顕現に写った者は馴生に限定さ

れており、しかも彼らのみが使徒と呼ばれていくという事実等から、成立途上にあるキリ

スト教には男女平等と読み取れる伝承と男性上位の伝承とが並存していたとしている。荒

井は、パウロの女性観はアンヒバレントであるとしている。つまり、パウロの立場は、一

方において、イエス運動の担い手たちと同様に遊行の伝道生活を続けながら、他方におい

て地中海沿岸諸地域に教会共同体を創設し、しかもそれを家父長制的環境世界の中に統合

する形で育成しようとした結果のように思われるとしている。荒井はさらに、パウロの女

性観の両義性は、「家の教会」を家父長制化していった第二パウロ書簡と牧会書簡（『エフ

ェソの信徒への手紙』『コロサイの信徒への手紙』『テサロニケの信徒への手紙I』『テモテ

ヘの手紙I』『テモテヘの手紙■』『テトスヘの手紙』）にみられ、この立場が初期カトリシ

ズムから正統教会に至る、女性を排除した、教父たちによる聖職者位階制の確立を方向づ

けていくことになると指摘している（荒井1988：328）。

3．3　フィオレンツァの見解

　フイオレンツァ（Fiorenza，lE1isabethS．）は、ユダヤー原始キリスト教団におけるフェ

ミニスト起源を探る申で、キリスト教女性の物語をユダヤ女性の物語として回復する形で

初期キリスト教起源を再構築することは、現存の資料ではきわめて困難であるとしながら、

イエスは先ずユダヤ教の歴史の中に位置づけられ、イエス運動とキリスト教運動の最初の
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追従者もユダヤ教の女性と男性であったことを念頭に置くことが必要であり、したがって

キリスト教フェミニスト神学は、キリスト教のルーツはユダヤ教でありフェミニスト視点

によるキリスト教創始物語はユダヤ教女性と彼女たちのビジョンの物語であると述べてい

る（Fiorenza1983二99，107＝1990：159，170）。

　ここでは、フィオレンツァの主著である血M6皿。ηof扮r（『彼女を記念して』Fiorenza

1983）の中から、ユダヤ女性の物語として初期キリスト教女性の物語を再構築することに

ついて、既知の事実と困難な課題を例示したいと思う。

　先すは既知の事実の例として、筆者も本章1．2．1で取り上げているスミルナ出土碑文の

会堂長ルフィナについて、フィオレンツァは女性聖職者の存在を証明する例として次のよ

うに取り上げている。

　「二、三世紀のスミルナの一つの墓碑にはこうある。ユダヤ女性であり、会堂長

（archisynagδgos）であるルフィナが、自分の解放奴隷と、自分の家で生まれた奴隷のた

めにこの墓を建てた。他の何者も［ここに］誰かを埋葬する権利を持たない。もしも敢え

てこれを行校う者があれば、千五百デナリを聖なる宝庫に、千デナリをユダヤ人たちに支

払うものとする。この碑文の写しは記録保存所に置かれている。

　この碑文は、ユダヤ人共同体の女性の、影響力のある地位を知る糸口を与えてくれる。

少なくとも女性たちのある人々は、自分の自由になる多くの財産を持ち、自分自身の資産

でユダヤ教会堂を建築し、奴隷を所有し、彼らを解放し、会堂で指導的な宗教執務者にな

ることができた。会堂長ルフイナは、会堂の礼拝を適切に執り行なうために世話をし、資

金を集め、それと共に説教し、教えなければならなかったであろう」（Fiorenza1983：250）。

　次に困難な課題の例として、筆都ま各論の第5章でフィベなる人物を取り上げているが

（『ローマの信徒への手紙』16章1節以下参照）、彼女についての情報量は少なくその活動

の全体像を知ることは難しい。フィオレンツァはフィベの3つの呼称に注目している。そ

れは、①姉妹、②テイアコノス、③フロスタナイス（r保護者」、新共同訳ではr援助者」）

である。フイオレンツァは、パウロが男性にテイアコノスの呼称を用いる場合は、釈義者

はそれをr聖職者（ミニスター）」r宣教者」r僕」と翻訳するが、フィベの場合にはふつう

はr奉仕者」と翻訳するとして、ここにも今日の釈義者の固定観の投影になる釈義が存在

すると指摘し、ケシクレアイの教会におけるフィベの職務は、規定された性役割に制限さ

れたものではなく（つまり女性にとっての奉仕者なのではなく）、教会全体にとっての聖職

者であるとしている（Fioremza1983：170）。フイベの「保護者、あるいは援助者

（πgoσ械uξ　フロスダティス）」としての活動について、「保護者」を法的機能をもたな

い個人的な世話のことであるとするケーゼマン（K註semann，Emst）の見解に対し、フィ

オレンツァは、ケーゼマンはパウロが強調している互恵性のモチーフによって、その呼称
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を法律的に理解すべきことを支持しているという事実を見落としているとしている

（Fioremza1983：181－2）。したがって、フィオレンツァはフィベの保護者活動はケシ

クレアイの共同体に限定されず、パウロを含む大衆に対する活動であるとしている。

　しかし、これらの指摘や見解もまた、それらを論駁するだけの決定的な資料の裏付けが

あるものばかりとはいえず、可能性としては言い得ても推論の域を出ないものもある。同

じ資料から違った解釈を行っても、資料の数や質に限界のある場合は確定的なことが言え

ず、そこがフィオレンツァのいう再構築することの難しさでもあろう。

　荒井とフィオレンツァはともに、新約聖書の女性観はキリスト教のみで語られ得るもの

ではなく、ユダヤ教の背景の中で語られる必要があるとの見解を示している。パウロある

いは原始キリスト教団へのユダヤ教の影響を支持する見解は他の研究者にもみられる。メ

イチェン（Machen，Gresham　J．）は、原始キリスト教団の、とりわけパウロの教説にお

けるユダヤ的背景を強調している（Machen1921：126－7，175－6）。山谷省吾も、「パウ

ロは猶太教の世界観の上に立ってゐた」（山谷1950．1960三版：162）としながら、パウ

ロの世界観のユダヤ教と異なる部分は、「イエス・キリストの死と復活とである。猶太教に

於て依然として待望の目標であるメシアはパウロにとっては既に來った、キリストの派遣

は既に過去の事費となってをる。從って彼と共に今や新時代に入っ亡いる」（山谷1950．

1960三版：163）としている。このように、パウロのユダヤ的背景については研究者によ

って指摘されているところである。

　しかしながら、そこにはひとつの注意が必要である。それは、パウロ自身の証言で過去

のファリサイ主義との決別が明確にされているからである（フィリ3：5－7参照）。した

がって、単純にパウロのファリサイ的（あるいはユダヤ的）背景を前面に出して、彼の女

性観がファリサイ派の女性観の影響によると言い切れないとする見方もある。

　そこで次に、ファリサイ派（あるいは、パリサイ派）の女性観について、ヨセフス資料、

新約聖書資料、ラビ伝承資料から探ってみたいと思う。

4　パウロの女性観のファリサイ的背景

4．1　ファリサイ派に関する証言資料

　パウロは、白ら述べているように、回心前は熱心なファリサイ派ユダヤ教の信奉者であ

った15）。はたして、教会内での女性の言動を制約するパウロの女性観は、ファリサイ派

の影響によるものであろうか。ここでは、ファリサイ派の特徴を諸資料から抽出すること

によって、パウロの女性観への接近を試みる。

　ファリサイ派（Φαqしσατ0しファリサイオイ）という言葉はヘブライ語の（目・洲r9ペル

シィムr分離された者たち」）に由来するとみられている。何からの分離がということにつ
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いては、いくつかの説があるが、彼らがモーセ五書にある律法の（とくに清めの）厳格な

遵守という点において、他派との分離を強調したことからそのように呼ばれるようになっ

たとも言われている。

　彼らの起源については、前167－164年に、アンティオコス4世・エピファネス

（Antiochus　W　Epiphanes）に対して蜂起した「マカベアの反乱（Ma㏄abeanRevo1t）」

のときに、マカベア家に加担して立ち上がった敬度派（O叩餉バシディーム）が、前163

年にマカベア家のユダから別れ別派をつくったのちにファリサイ派といわれるようになっ

たとする説がある。

　彼らの特徴は、サドカイ派（Σαδδ0説ατ0しサトウカイオイ）がモーセ五書（律法）に至

高の権威を与えているのに対し、ファリサイ派は「書かれた律法」以外の口伝伝承も権威

ある「父祖の伝承」としてトーラーと同等のものとみなした。したがって、彼らの（日常）

生活はそれら二種の律法によって縛られていた。

　紀元1世紀前後には、ユダヤ教の分派としてファリサイ派、サドカイ派、エッセネ派

（氾σσηv6しエッセーノイ）があったが、後70年のエルサレム神殿の崩壊以降はファリサ

イ派のみがユダヤ教の本流となった。

　ファリサイ派の女性観を考察するにあたって、その資料を主に、①ヨセフス、②新約聖

書、③ファリサイ派に関するラビ伝承、の三つに求めることができる。まずは、それら三

つの資料の特徴について述べることにしたい。

4．1．1ヨセフス

　ヨセフス（ヘブライ語名1司『mむ1コrOr『ヨセフ・ベン・マッチィヤフ　後37／38－1Oo

年頃）は、父方を祭司系家系、母方をハスモン朝の家系の祭司貴族出身にもつユダヤ人史

家である。第一次ユダヤ戦争（後66－74年）で、ガリラヤ防衛司令官としてローマと交

戦したが敗れ（67年7月）、投降ののちローマに取り立てられ、皇帝ウェスパシアヌスの

氏族名であるフラウィウス（F1avius）姓を名乗るようになる。『ユダヤ戦記』（75－79年

頃）、『ユダヤ古代誌』（93－94年）、『自伝』（93／94－96年頃）、『アピオーンヘの反論』（93／94

－96年頃）の著作を残している。それらの著作の中にファリサイ派に関する記述が散見さ

れる。その中で、『ユダヤ戦記』と『ユダヤ古代史』が重要史料である（資料4rファリサ

イ派に関するヨセフス資料」参照）。

　ヨセフスの著作には、後代の加筆や修正がほとんど加えられていないとされ（Neusner

1979：45＝1988：105）、したがって後70年以前の出来事をほぼ同時代的に鮮明に描い

ているという点で注目される。一方で、ヨセフスはファリサイ派に傾倒していたことを自

ら『自伝』で証言していることから16）、彼のファリサイ派に対する評価を取り扱うにあ
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たっては、慎重に分析する必要があろう。また、ヨセフスはファリサイ派をストア派に比

肩しうる哲学学派として描いているが（『自伝』12）、長窪専三はこれについて、rファリ

サイ派のヘレニズム化とも言うべきこのファリサイ派像の意図が、ローマ世界に対する弁

証／護教であったことは明白である。こうしてヨセフスのファリサイ派像には、史実と弁

証／護教が混在している」（長窪2008：419）としている。

　ニューズナー（Neusner，Jacob）は、フェルトマン（Fe1dman，Louis　H．）と秦剛平の

共編になる『ヨセフスとキリスト教』（ヨセフス研究2）に、rヨセフスとパリサイ派」と

題して、ヨセフスとファリサイ派との関係について寄稿しているが（フェルトマン／素

1985：117－60）、そこで、ヨセフスの『自伝』『ユダヤ戦記』『ユダヤ古代誌』にみるヨセ

フスのファリサイ派に関する記述内容を比較している。そこでニューズナーは、ヨセフス

の三つの著作の中で、ファリサイ派の捉え方（扱い方）が変化していると指摘する。つま

り、『白伝』におけるヨセフスのファリサイ派宣言は、パウロの『使徒言行録』2章3節に

あるパウロの申し立てと同様に、ヨセフスの信用証明の一部であったとしている。つまり、

その当時、エルサレムで羽振りを利かせていたファリサイ派の名を、ヨセフスは利用した

というのである。このような事情から、ヨセフスのファリサイ派記述については慎重に取

り扱う必要があり、また資料4「ファリサイ派に関するヨセフス資料」を見る限り、客観

的なファリサイ派の特徴を捉えることができる内容はほとんど見つからないと言っていい

だろう。

4．1．2新約聖書

　新約聖書全体では、ファリサイ派［の人］（Φαqしσατoらファリサイオス）の単語は99箇

所で用いられ、そのうちの89箇所は福音書に見られる。福音書では、主にファリサイ派

の教義とイエスの教えとの比較で用いられている。しかしながら、ファリサイ派［の人］

という単語ではなくとも、律法学者（rqαΨατε此グラマティウス）という表現の中にも、

ファリサイ派の律法学者が含まれていると思われる17）。福音書以外では、『使徒言行録』

に9回、『フィリピの信徒への手紙』に1回現れる。それらはパウロが自らの過去（ファ

リサイ派の信奉者であったこと）を弁明する際に用いられている。

　福音書の執筆年代については正確なところは分かっていない。しかしながら、『マルコ

による福音書』が最も早く後65年から70年の間であろうと一般に考えられている。他の

福音書（マタイ、ルカ、ヨハネ）も、（研究者によって若干の見解の相違はあるが）1世紀

の終わり頃までには執筆されたと考えられている。福音書では、イエスとファリサイ派の

対立の焦点は、主に、①食事の際の祭儀的清浄規定（キリスト教徒は手を洗っていない）

の問題、②断食（ファリサイ派は断食するが、キリスト教徒はしない）の問題、・③食事の

準備に関する安息目の遵守（キリスト教徒は安息目に食事の準備をしている）の問題、④
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安、富、目遵守（キリストは安息目に人々を癒している）の問題、⑤十分の一税（ファリサイ

派は祭儀的清浄規定を順守する一方、トーラーの他の公平やあわれみ等の重要な戒めを怠

っているとする）問題等である。それらは、本章で求めるパウロの女性観を知る直接的な

証言ではないが、ファリサイ派の祭儀的清浄に対する考え方の一端を知ることができよう

（資料5「ファリサイ派に関する新約聖書資料」参照）。

　ただ、新約聖書のファリサイ派に関する記述は、イエスの教え（あるいは行動）との比

較として書かれていることから、そこからファリサイ派の全体像を知るには限界がある。

4．1．3　ラビ伝承

　ファリサイ派（人）に関するラビによる伝承は、タルムード（ミシュナを含む）の中に

存在するが、編纂の年代は福音書より後に位置づけられる。

　リヴキン（Rivkin，E11is）は、ユダヤ教の時代区分でいうタンナイーム時代（後1世紀

力）ら2世紀末までのイスラエルでラビたちが活動した時代）の文書（Tannaitichterature）

から、ファリサイ派の特徴（定義）に切り込んでいる。

　ニューズナー（Neusner，Jacob）は、前300年頃から後70年頃までのラビ伝承として、

15人の人物とシャンマイ家及びヒッレル家の伝承数を挙げている（Neusner1979：82．＝

1988：168－9）。’ ｻれを見ると、伝承の中でも、シャンマイ18）とヒッレル19）、及びシャ

ンマイ家とヒッレル家の伝承が圧倒的な数（全体の約75％）を占めている。

　ここでは、リヴキンの先行研究（Rivkin1970）をもとにして、そこにあるファリサイ

派に関する記録のいくつかを考察したいと思う。一般に、ファリサイ派の定義を語るとき

に、ミシュナの『ハギガ』2章7節が引用される。そこで以下にそのテクストを例示する。

　r一般民衆（γr胴醐アムハアレツ）の上衣は、ファリサイ人（D吻rr∋プルシム、あ

るいは1州r目ブルシン）にとっては不浄（orτ高ミトラス）の源とみなされる。ファリサ

イ人の上衣は奉納物（n目1r月テルマ）を食べる人（すなわち祭司）にとっては不浄に染ま

る源とみなされる。奉納物を食べる人の上衣は、聖別された物（口吻τ1pコタシム）を食べ

る人にとっては不浄の源とみなされる。それら聖別された物を食べる人の上衣は、供犠の

水を扱う人にとっては不浄の源とみなされる。ヨセフ・ベン・イォェゼル（rτ卯iコror・）

は最も敬虞な祭司であったが、その食卓の布は聖別された物を食べる人にとっては不浄の

源とみなされた。ヨハナン・ベン・グドウガダ（べτ州ユ1コ岬r・）は、生涯聖別された物を

食べ続けたが、彼の食卓の布は、供犠の水を扱う人にとっては不浄とみなされた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（M　ハギガ　2：7）

上記テクストでrファリサイ人」と訳されるrび洲r∋プルシム」は、「一般大衆（rr胴
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醐アムハアレツ）と比較されており、一般大衆よりも高潔な人々として描写されている。

さらに、．このテクストから分かることは、プルシムは宗教的集団であり、その際立った特

徴は、儀礼的忠実さへのこだわりである。そしてこの特徴ゆえに、彼らは身分の低い（と

彼らがみなしていた）一般大衆と、そしてより身分の高い、奉納物を食べる祭司とが区別

される。

　リヴキンによると、この『ハギガ』のテクストから引用したファリサイ派の定義は、タ

ンナの定義と同じものであることが一般的に認められている。また、『ハギガ』テクストの

プルシムは、ハベリム（びrコ［友人、仲間、同志）と同義とみなされてきた。これは、ハ

ベリムもプルシム同様に、アム・ノ、アレツとは異なる宗教集団だからである（RiVkin

1970：207）。

　以下に、リヴキンの分析から明らかにされたファリサイ派の特徴を述べること戸こする（資

料6「ファリサイ派に関するラビ伝承資料」参照）。

　上記『ハギガ』2章7節のファリサイ派テクストは「定式テクスト（命rmu1a　texts）」

と呼ばれるもので、そこから明確なカテゴリー化が可能である。つまり、サドカイ派は言

う。「私たちは．．．という理由でファリサイ派に抗議する。」これに対してファリサイ派は言

う。「私たちは．．．という理由でサドカイ派に抗議する。」という形である。

　この定式テクストの例は、資料4－Hの、Ph1＿A～Ph1＿Eである。これらのテクス

トの分析により、次の結論が導き出される。

（1）ファリサイ派は、法に対する明確な立場を支持する一派の呼び名であり、サドカイ

　　派、ガリラヤのザドク、トブレ・シャハルなど、ファリサイ派の法的立場に異議を

　　唱える宗派と区別・される。これらのテクストでは、ファリサイ派は彼らとその敵を

　　区別する法に支配されているのではないことに注意したい。我々が目にしているの

　　は、身分や階級の法的区分ではなく、法的原則をめぐって対立している宗派である。

（2）ファリサイ派が法に対し特徴的な立場をとっていたのは、（a）聖書の威信とr手の不

　　浄」との関係、（b）途切れなく続く液体の流れ（p湖ニツォック）に関する清さの捉

　　えかた、（C）損害に対する奴隷の責任、（d）相続法、（e）離婚命令の有効性に関する非宗

　　教的な国家の立場、（θ人間の物質的本質の精神的評価、といった議論である。

（3）ファリサイ派は、一般大衆（γr満醐アムハアレツ）と区別されておらず、法に対

　　する立場の異なる宗派や個人とのみ区別されている。

（4）2つの例において、儀礼的清さに関する規範の遵守が問題になっているが、ファリサ

　　イ派はこれらの規範を忠実に遵守した点で特徴的とされているわけではない。そこ

　　では、どちらの方がより清いか、ということではなく、これらの規範を適用できる

　　か否かが議論されている。一方の例では、聖書が手を不浄なものとしているか否か

　　について、ファリサイ派がより厳格な立場をとっていたことが示唆され、他方の側
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では、ニツォック（p1芭コ）が問題になっており、トブレ。シャハルに限って言えば、

ファリサイ派が不浄を積極的に擁護する宗派であった。

Ph2＿AとPh2＿Bのテクストは、ファリサイ派に関して次の情報を伝えている。

（1）この集団は法に関心をもっており、法の捉え方はサドカイ派と反対である。

（2）自らの定めたとおりに神殿の祭儀を執り行なうよう要求している。

（3）大きな権力をふるい、大祭司の家族に恐怖心さえ与えている。彼らは神殿の支配権

　をもつ人々として表現されている。

（4）彼らは一般大衆（n胴醐アムハアレツ）ではなく、サドカイ派の敵対者であった。

　Ph3のテクストは、ファリサイ派とサドカイ派を比べている部分と、ファリサイ派の同

義語である賢者（o湖nハハミム）を用いている部分からなる。

　Ph・S丑のテクストは、ファリサイ派の語は見られず、代わりに同義語の賢者が用いら

れている例であり、賢者をサドカイ派と比較対照している。このテクストは定式ではない

が、その内容から定式の適用を暗に示している。

　Ph・S・J－AとPh・S・J・Bのテクストでは、ファリサイ派という語は使われていないが、

ファリサイ派の見方を擁護するヨハナン・ベン・ザッカイとサドカイ派との対立が描かれ

ている。

　どちらのテクストでも、彼は反サドカイ派の法的擁護者（つまり彼はファリサイ派であ

るという主張につながる）として描かれている。彼は次の点でファリサイ派と同一の姿勢

をとっている。

　（1）ボェートス派（；サドカイ派）と対立している。

　（2）法的問題でサドカイ派と衝突している。

　（3）サドカイ派の解釈方法を反証している。

　（4）彼の特徴は祭儀的清浄ではなく、法に対する態度を特徴としている。ここで言及して

　　いる2つの法的問題は、祭儀的清浄ではなく、七週祭までの7週間の数え方に基づ

　　く正しい目付の設定と、相続法に関するものである。

　（5）彼は一般大衆（γr湘醐アムハアレツ）ではなく、ボェートス（；サドカイ派）と

　　対比されている。

　これらを含むラビ伝承資料の分析をとおして、リヴキンは次のように結論付けている。

　rファリサイ人は成文律法と口伝律法という2つの法の優位性をひたすら追求した学者

クラスの人々である。彼らは、成文律法のみを権威ある法と認めていたサドカイ派に強く

異議を唱え、自らの権限の優位性を明白に示すための劇的な方法を探った。口伝律法であ
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るハラハーが、宗教的儀式、財産、司法手続き、祭事など、あらゆる領域で機能していた。

ファリサイ人は行動的な指導者であり、断固たる態度で精力的に法を履行した。彼らはオ

メル（過越祭から七週祭まで）の目付を定めた。そして赤い雌牛を献げる（燃やす）手順

を定め、祭司を定置につかせた。彼らは、大祭司は規貝1」に基づく最も宗教的な年間行事を

すべて行わねばならないとし、訴訟手続き、財産の正当な相続権、損害に対する奴隷の責

任、清浄に対する聖書の立場を定めた。

　ファリサイ派という呼称は、サドカイ派との議論においてのみ使われている。その他の

どのテクストでも、彼らは賢者あるいは律法学者として、また名の分からないハラハーを

制定する学者として表現されている。また、この階層の代弁者として、あるいは議会（立

法機関）に所属する学者ともされている。したがってファリサイ派という呼び方を避けて

いるテクストがあるのは、明らかに偶然ではない。サドカイ派に言及していないテクスト

では、この呼び名は使われていない。したがってファリサイ派という名称は、賢者や律法

学者といった肩書の敬称的意味合いを欠くものとみなされていたに相違ない。実際、この

語は敬意を表すものではなかった。この語の意味のひとつは‘異端者の群れ’であり、タ

ンナの文献では、二重の法という考え方を異端とみなしていたであろうサドカイ派との対

比においてのみ使われている。このことから、彼らは当初、法の権限に関する彼らの主張

を否定した賢者（＝律法学者）を非難していたに相違ない。当然ながらサドカイ派の目に

は、賢者（＝律法学者）はファリサイ派（＝異端者）と映っていたであろう。

　賢者（：律法学者）をファリサイ派と呼ぶことは慎重に回避されていたということを考

えると、ファリサイ派について最も多くの情報を提供してくれると期待された文献そのも

のが、彼らをその名前で呼んでいないという矛盾も説明がつく。ファリサイ派とサドカイ

派の論争の記録は非常に少ないため、ファリサイ派に関する情報はほとんどない。しかし、

タンナの文献には、賢者（＝律法学者）とそのハラハー作成活動に関する情報が豊富に含

まれている。ミシュナ、トセフタ、バライタ、あるいはタンナのミトラシュの節は、ほぼ

例外なく賢者に言及している。神殿崩壊について語る無名のハラハーは、どれも彼ら自身

がつくったものである。事実、名だたる賢者（＝律法学者）の指導者（シメオン・ベン・

シュタノ＼シュマヤーとアヴタルヨン、ヒッレルとシャンマイ、ヨハナン・ベン・ザッカ

イ、ラッバン・ガマリエル）は、この文献のどこにも登場していない。ファリサイ人をび妙rr9

プルシムの限定的で制限的な、そして稀な使用から解放し、賢者（：律法学者）と同一視

することで、彼らを学者クラスとみなすことが可能になる。この学者らが、二重の法の概

念を構築し、それを使ってサドカイ派に対して勝利を収め、この概念を社会で使えるよう

にしたのである」（Rivkin1970）。

　以上、リヴキンの分析はファリサイ派の特徴の一端を明らかにしている。彼らは律法の

解釈等で他宗派と対時する場合において、聖性の完全主義的な志向ゆえにファリサイ（分
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離）主義の立場を堅持していた集団である。その特徴は成文律法と口伝律法の両方を遵守

することを最善と考える集団であり、ゆえに他宗派（及び一般大衆）から分離し、ファリ

サイ派はときに過激な集団との印象を与えたのである。

4．2　パウロの女性観

　先に、ヨセフス資料、新約聖書資料、ラビ伝承資料からファリサイ派の女性観に関する

証言を探したが、これまで明確な女性観を示すような証言は見つかっていない。さらに、

リヴキンによるファリサイ派の特徴に関する先行研究からも、ファリサイ派の教義的な特

徴についてはある程度明らかになったが、女性観を示す証言はなかった。したがって、そ

れをもとにした回心前及び回心後のパウロの女性観への接近には限界がある。リヴキンの

見解をもとに、ここではファリサイ派が不浄を積極的に擁護する宗派であったという点と、

成文律法以外に口伝律法を擁護していたという二点に注目した場合、以下の推論が成り立

つであろう。

（1）不浄を積極的に擁護する宗派であったという点は、ミシュナ及びタルムードの『ニ

　　ッダー（万マコ）』をはじめ女性を主題としたテクスト（宗教文書二法体系）の言説から、

　女性の不浄に関する扱い等についての宗教体系への影響が考えられる。

・（2）ファリサイ派は成文律法以外に口伝律法であるハラハーを重視していた。ユダヤ教

　　の法体系では、本章の2（「古代ユダヤ教の女性観」）でみたように女性に対する平等

　性が目立つが、宗教体系では女性差別があったことから、このような背景が少なく

　　とも回心前のパウロの女性観に影響していたと考えるのが無難である。

　この推論から、ファリサイ派が不浄を積極的に擁護し、且つハラハーを重視していた一

派であったことを考えると、それらが少なくとも回心前のパウロの女性観の一部になって

いたとみるのが妥当であろう。しかしながら、ダマスコ途上の回心体験（使9章参照）で、

ファリサイ派と決別したパウロに、はたしてファリサイ的思考様式がどの程度残っていた

のかを、限られた資料から明らかにするのは難しいように思われる。

まとめ

　1世紀前後のユダヤ社会は、とくにディアスポラ・ユダヤ人の趨勢に伴い、異教社会と

の接触もそれまで以上に求められるようになった。シナゴーグはユダヤ民族にとってアイ

デンティティ確立の拠りどころでもあった。その運営形態は民衆主体であり、したがって

民衆の様々な生活二一ズに物心両面で答える公共の多目的センターとしての役割を担って
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いた。資料が限られているため明言はできないが、そのような状況で女性の積極的な活動

に結びついたということも当然に考えられ得るであろう。

　ユダヤ教宗教文書から女性観を考察するなかで、創造の目的、知力、情緒等において男

女は何ら格差なく認識されていた（むしろ知力や情緒面において女性は男性より秀でてい

るとされていた）ことを確認した。しかしその一方で、とくに祭儀に関わる差別的な思想

や表現のあることも確かであり、それが女性の活動の範囲と程度を知ることを難しくして

いる。ユダヤ教の女性観については、古代（女性の祭儀上の差別から積極的な活動に至る

まで）から、中世（ラヴァドからラベヌー・タムまで）を経て、今日（正統派から自由主

義派まで）に至るまで、律法学者の間に見解の相違がみられる。

　紀元前後のユダヤ教の実態に関して、民族宗教であるユダヤ教が異邦人宣教を、はたし

てどの程度積極的に行っていたのかについては、明らかになっていない部分が多い。さら

に、女性の活動についても、どのように広がっていったのか、その証拠資料が十分でない。

しかしながら、今回の考察で利用した資料からは、初期ユダヤ教のシナゴーグ（とくにデ

ィアスポラの地）における女性の指導的活動を否定するようなものはなく、むしろ肯定で

きるものと思われる。今後の新資料の発掘・発見が希求される。また、ユダヤ教の法体系

における女性観と、宗教体系における女性観との間の‘ずれ’は、ユダヤ人女性について

考える際に常に覚えておかなければならないものであろう。

　新約聖書の女性観については、イエスの十二弟子の選択が男性のみであったことにっい

ては、それだけでイエスの女性観を語ることはできないであろう。なぜならば、イエスの

男女平等の扱いは福音書のなかに散見されるからである。パウロの女性観については、彼

自身の女性観が云々ではなく、結果的に彼の女性観が原始キリスト教団に与えた影響がど

のようなものであったのかが重要になってくる。それについては、次の第6章で考察する。

少なくとも、パウロの女性観の原始キリスト教団への影響を否定するような根拠はないよ

うに思われる。

　フィオレンツァは、初期キリスト教女性の物語を、ユダヤ女性の物語として再構築する

ことは（限られた資料のなかで）難しいとしているが、その難しさを生む背景の一つに、

教会（の礼拝）における女性の活動の制約があると思われる。それは『コリントの信徒へ

の手紙I』．14章34－35節のパウロの命令等に端を発するものであるが、のちにキリスト

教会全体に影響していった。女性の活動が表面化しなくなれば、当然に女性の活動を証言

する資料の乏しさにもつながってくると思われる。

　ファリサイ派の女性観の考察のために、ヨセフス資料、新約聖書資料、ラビ伝承資料か

ら、その特徴を探った。三資料の中から筆者が当たった範囲内では、ファリサイ派の女性

観を示すような証言は見当たらなかったが、主にラビ伝承資料から、伝統と口伝律法（ハ

ラハー）を重んじ、且つとの宗派よりも祭儀的清浄と不浄の遵守を追求する彼らの特徴が

みえてきた。その特徴は回心前のサウロ（パウロ）に影響を与えたであろうことが推察さ

121



れるが、回心後のパウロの女性観との関係については確言出来るものはない。

注

1）マサダは、死海の西岸に位置する、四方を絶壁で囲まれた自然の地形を要塞として利

　　周してい・た遺跡である。ローマ軍の攻撃により後73年に陥落した。縦12．5m、横10．5m

　　のシナゴ』グにはゲニザ（不要となった聖書等の文書を収納する倉庫）が付属してい

　　た。

2）ガムラは、ガリラヤ湖の北東約10キロに位置し、険しい山の斜面を自然の要塞として

　　利用し造られたユダヤ人の居住地跡である。ローマ軍の攻撃により後67年11月に陥

　　落した。シナゴーグに隣接してミクヴェ（儀礼用の水槽）やベイト・ミトラシュ（学

　　塾）も設けられていた。

3）紀元1世紀のテオドトス碑文（TheodotusInscription）に初出する肩書。テオドトス

　　碑文については、注4）参照。

4）ウェイル（Wei1，Raimond）によって、1913年にエルサレムのオフェル〔の丘〕（0phe1）

　　で発見された。この碑文は縦41cm、横75㎝の石灰岩の板に、ギリシア語大文字書体

　　で10行にわたって記されている。その内容は次のとおりである（訳文は筆者による）。

　　　　転写

　　　　　　⑤E0△0TOΣ　0YETTENOY　IEPEYΣ　KAI

　　　　　　APXIΣYNAFΩF0Σ　YIOΣ　APXIΣYN［AFΩ］一

　　　　　　町0】Y　YION0Σ　APXIΣYN［A］rΩrOY　ΩKO一

　　　　　　△OMHΣE　THN　ΣYNAFΩr［H］N　EIΣ　AN［Ar］NΩ一

　　　　　　ΣIN　NOMOY　KAI　EIΣ　［△］I△AXHN　ENTOAΩN　KAI

　　　　　　TON　8ENΩNA　KA［I】　△ΩMATA　KAI　TA　XPH一

　　　　　　Σ［T1HPIA　TΩN　Y△ATΩN　EIΣKATAAYMA　TOI一

　　　　　　Σ　圧X］PHZOYΣIN　Al］10　THΣ　亘E［N1HΣ　HN　E⑤EME－

　　　　　　A［IΩ］ΣAN　OI　l］lATEPEΣ　［A］YTOY　KAI　OI　nPE一

　　　　　　Σ［B］YTEPOI　KAIΣIMΩN凹△HΣ

　　　訳文

　　　　　　会堂長の孫であり、会堂長の子、祭司であり会堂長である

　　　　　　ヴェッテノスの子テオドトスは、律法の朗読と提を教えるために

　　　　　　会堂を建立し、さらに外来者が宿泊するための客室と

　　　　　　給水設備を設けた。その礎石は父祖たちと長老たちと

　　　　　　スィモーニデースによって据えられた。
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5）ユダヤ教の「法制」あるいは「法規」を意味する用語。広義には伝統的なユダヤ法全

　　股を総称する表現であり、狭義には特定の問題を扱っている個々の法規を指す。

6）サプライは1963年の論文の要旨を次のように記している。

　　「古代のシナゴーグ（ユダヤ教会堂）では、男女の間に仕切りが存在していたこと、

　　女性たちが別の集会場（「女性の階廊」）に座していたこと、そして第二神殿時代に「女

　　性の庭」のようなものがあったことを、研究者たちはしばしば主張している。この見

　　解の根拠となっているのは様々な物証だけでなく、パレスティナにあったシナゴーグ

　　の考古学的発掘であるが、こうした発掘はシナゴーグのバジリカ（大集会場）の両側

　　に高くなった階廊が存在していたことを証明していると言われている。しかし、ハラ

　　ハーは女性が礼拝することを規定し、また女性がシナゴーグに足しげく通っていた記

　　迷が多くあるにもかかわらず、タルムードや他の文献に「女性の階廊」の存在をほの

　　めかすような記述を筆者は見たことがない。第二神殿の「女性の庭」の存在はあまり

　　重要ではない。なぜなら、それは女性専用の庭ではなく、男女両方に使われていたか

　　らである。ただ、一年に一度、水汲みの祭り（Festiva1ofWaterDrawing）の間のタ

　　バナクル（幕屋）の夜に神殿の中庭で徹夜の踊りが行われる時のみ男女間の分離

　　（separation）が行われ、女性は「女性の庭」を取り囲む階廊に身を置いていた。ハ

　　ラハーの解釈論の分析、および（アレクサンドリアの）フィローンの記述によれば、

　　シナゴーグには男女間の隔離が存在していなかったことが分かる。シナゴーグにみら

　　れる高くなった階廊は様々な用途に使われていたが、女性用の階廊といった使われ方

　　ではなかった。シナゴーグの多くの発掘や碑文から、男女間のいかなる分離も存在し

　　ていなかったことは明らかである」

7）十人という数字の根拠は、『反数記』14章27節以下で、各部族を代表して偵察に出た

　　者のうち不忠実だった共同体（r刊　エッダー）の者が十人であったことに置かれてい

　　る。

8）セプテュアシント（羅Septuaginta，英Septuagint）はトーラー（＝旧約聖書）のギ

　　リシア語訳で、通常LXXと略記される。LXXについての注記は第2章の注8）を参照

　　のこと。

9）ラヴ（コr）は、イスラエルの地のラビ（価）」に相当するバビロニアのトーラー学者の

　　称号。

10）GenesisRabbah、あるいはヘブライ語名でベレシット・ラヴァー（健r叩洲rコ）とも

　　呼ばれる。トーラー（聖書）の字義の背後に隠れた意味を探り解釈する方法で、その

　　伝承を集めたものがミトラシュである。『創世記ラッバー』は、創世記のミトラシュの

　　ことである。

11）聖書の中で、ツェラー（凶当）が肋骨と訳出されているのは『創世記』2章21，22節の

　　みである。一般的にはr側」（最も多い）、r板（戸）」等に訳出される。
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12）『反数記』5章6節参照。

13）『出エジプト記』　21章1節参照。

14）パウロは『コリント信徒への手紙I』で、「秩序（τ攻ξLGタクスィス）」という言葉を

　　用いながら（14章33節及び40節）、女性が教会の申で発言することについて次のよ

　　うに述べている。

　　「婦人たちは、教会では黙っていなさい。婦人たちには語ることが許されていません。

　　律法も言っているように、婦人たちは従う者でありなさい。何か知りたいことがあっ

　　たら、家で自分の夫に聞きなさい。婦人にとって教会の中で発言するのは、恥ずべき

　　ことです」　（Iコリ14：34，35）

15）パウロは、自身の背景について、「私たちの宗教の中でいちばん厳格な派である、ファ

　　リサイ派の一員として私が生活していたことを」（使26：5）と証言している。

16）ヨセフスの『自伝』12に、「今や十九歳となったわたしは、パリサイ派の教義にした

　　がって自分の身を処することにした」（秦剛平記）とある。

17）『マルコによる福音書』2章16節には「ファリサイ派の律法学者は」とあり、『使徒

　　言行録』23章9節には「ファリサイ派の数人の律法学者が立ち上がって」とある。し

　　たがって集合的な「律法学者」という表現には（例えば、マコ8二31、使4：5等）、

　　ファリサイ派の律法学者も含まれていることが考えられる。

18）シヤンマイの生没年や生涯は不詳。ヘロデ大王時代の律法学者。シヤンマイ派は、ヒ

　　ッレル派と並ぶ二大ラビ学派のうちの一つ。

19）ヒッレルは伝承ではバビロニアのバテユラ（Bathyra）出身で、ラビ・ユダヤ教の始

　　祖とされる。80人の弟子を擁するヒッレル派を導いたとされる。
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第6章
女性ディアコノスと女性の礼拝

はじめに

　先の第5章でみたように、古代シナゴーグでは女性が指導的立場に参入したことが知ら

れている。ユダヤ教宗教文書の法体系で男女が格差なく認識されていたことが、その背景

の一つに考えられた。しかながら、原始キリスト教団では、女性は礼拝に関わる指導的役

割から除外されていた。筆者はその理由を、原始キリスト教団の指導者で、回心前は熱心

なファリサイ派信者であったパウロの女性観に求めた。そこで、ヨセフス資料、新約聖書

資料、ラビ伝承資料からファリサイ派の女性観を探ったが、そこからファリサイ派の女性

観を証言するものは見当たらなかった。

　そこで本章では、教会（の礼拝）における女性に向けられたパウロの言説に着目し、彼

の言説がキリスト教会の指導者たちに与えた影響を探ることにした。具体的には『テモテ

ヘの手紙I』3章8－13節の執事職への言及と、『コリントの信徒への手紙』14章34－35

節にみられる女性の教会での振舞いに対する命令に着目し、それらパウロの言説が、のち

のキリスト教会の指導者たちにどのように理解され、教会における女性像につながってい

ったのかを考察する。

　新約聖書には、教会の指導者として監督（抗iσκ0π0Gエピスコポス）と長老

（πqεσβ仇ερoらプレスビューデロス）1）が記されて㌣、る。さらに教会や信者（間）の問題

や二一ズに対応するためにディアコノス（δ［秋0V0ζ奉仕者）がおかれた。監督と長老は

もっぱら男性がその役に就いたと考えられており、女性が就いたという証言はないように

思われる。テイアコノスについては『使徒言行録』6章の最初の任命では男性のみであっ

たが『ローマの信徒への手紙』16章1節には、フィベ（Φo〔βη）という女性ディアコノス

の名が記されている。しかしながら彼女の背景については、ケシクレアイの教会に仕えて

いたことと、彼女がパウロや他の信者たちの援助者であったということぐらいの情報しか

ない。

　『テモテヘの手紙I』3章8－13節には、ディアコノスの資格要件が挙げられているが、

その文脈の中で、11節の冒頭にグナイカス（rwα．秋α⊆r女たち」）に対する語りかけがあ

る。その部分は、女性テイアコノスを指しているのか、あるいはテイアコノスの妻を指し

ているのか判断するのは難しく、解釈上の問題も提起している。このように、新約聖書に

は女性ディアコノスに関する（あるいはそれを示唆する）記述がいくつかあるが、馴生テ

イアコノスに比べると情報量は少なく、その実態はあまり分かっていない。

　本章では、女性テイアコノスを、聖書と教会史から批判的に検証したいと考えている。
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それは神学のみならず、キリスト教圏の慈善事業史においても、女性の社会活動を考察す

る上で、重視されるべき課題であろう。

　筆者はフェミニズムの視点からこの問題を論じようとしているのではなく、父権制社会

構造の背景をもつ使徒パウロの女性に関する言説に、慈善事業が世俗の医療・福祉事業と

接触する中世の宗教改革期にあって、教会指導者たちが女性の社会活動にどのように対応

（あるいは反応）したのかを明らかにしたいと思っている。

　本章の前半部は『テモテヘの手紙I』3章11節の「女たち」の語りかけを手掛かりに、

当該本文の釈義や、その箇所に関する古代及び中世の教会指導者たちの見解を探ることに

より、女性ディアコノスがどのように理解され扱われてきたのかをみていきたい。後半部

は『コリントの信徒への手紙I』14章34節、及び35節を手掛かりに、女性の言動の制

約が顕著な礼拝についてみていくことにする。

　ここでは、古代の教会指導者としてオーリケネースとクリュソストモスを取り上げる。

教会論をみるときに、教会論形成の系譜で重要な人物として、西方教会ではテルトゥリア

ヌス、キプリアヌス、アウグスティヌスらが挙げられよう。それら西方教会系譜の教会論

は、例えばのちにカルヴァンの教会論に大きく影響を与えているわけであるが（渡辺

2009：11－2）、しかしながらここではそれらの人物を取り上げていない。それは本章が教

会諭を論ずることを目的としているのではなく、女性テイアコノスと女性の礼拝のしかた

についての情報を得ることを目的としているためである。したがって、それらを証言して

いるオーリケネースの聖書注解及びクリュソストモスの講話を取り上げている次第である。

なお、新約聖書の日本語訳は新共同訳聖書を用いているが、一部、筆者による訳もある。

1原始キリスト教団とディアコニア職

1．1監督と長老

　原始キリスト教団の組織形態はユダヤ教のシナゴーグに倣いながら、キリスト教会独自

のものへと分化していく過程にあったといえよう。元来、ユダヤ教シナゴーグには長老（1Pf

ザケン）がいた。長老の起源は『出エジプト記』3章16節、24章1節に見られるように

古くから存在し、長老の制度は士師時代から初期ユダヤ教時代を通じて見られる。タルム

ード時代以降はユダヤ人共同体の指導者や学者の呼称となった。

　原始キリスト教団で指導的な職位であった監督と長老は、少なくとも新約聖書では明瞭

な区別はなかったと考えられている。長老はユダヤ教団の組織に倣ったものとみられてい

る。組織形成にとって長老の役割は、十人でひとつの集団を組織する（定足数）というそ

れまでのユダヤ教団に倣い、キリスト教集団が形成されていくなかで、彼ら長老の職能と

しての監督の機能が付与していったものとみられている。
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1．2　ディアコノスの任命

　原始キリスト教団には、先の監督、長老職に加え、テイアコノス（δ［秋0V0ら）という職

務が登場する。『使徒言行録』にはディアコノスの任命が記されている。松木冶三郎（1972：

102）は、もともと給仕を意味する一般的世俗的であったこの用語を新約聖書で用いてい

ることに新約聖書教職の著しい自覚が示されているとしている。『使徒言行録』には最初の

ディアコノス任命の事情が記されている。次にその箇所を表示する。

　1そのころ、弟子の数が増えてきて、ギリシア語を話すユダヤ人から、ヘブライ語を話

すユダヤ人に対して苦情が出た。それは、日々の分配のことで、仲間のやもめたちが軽ん

じられていたからである。　2そこで、十二人は弟子たちをすべて呼び集めて言った。rわ

たしたちが、神の言葉をないがしろにして、食事の世話をするのは好ましくない。3それ

で、兄弟たち、あなたがたの申から、‘‘霊’’と知恵に満ちた評判の良い人を七人選びなさい。

彼らにその仕事を任せよう。4わたしたちは、祈りと御言葉の奉仕に専念することにしま

す。」　5一同はこの提案に賛成し、信仰と聖霊に満ちている人ステファノと、ほかにフィ

リポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、アンティオキア出身の改宗者ニコラオ

を選んで、6使徒たちの前に立たせた。使徒たちは、祈って彼らの上に手を置いた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（値6：1－6）

　この役目を任せられた人たちは、『テモテヘの手紙I』等で「奉仕者（ディーアコノス）」

と呼ばれるようになるが、今日キリスト教会では「執事（deaCon）」とも呼ばれている。

その発足当初の任務は共同生活上の様々な課題への対応であった。とくに原始キリスト教

団は財産共同体としての特徴を持っていたため、平等な分配は教団の安定的運営にとって

重要な課題であった。

1．3ディアコノスの資格

　ディアコノろの資格については『テモテヘの手紙I』3章8－13節に次のように記され

ている。なお、表罫線（＿）は筆者による補足で、その部分の原文がディアコノスの単語

であることを示している。

　8回じように、奉仕者たちも品位のある人でなければなりません。二枚舌を使わず、

大酒を飲まず、恥ずべき利益をむさぼらず、9清い良心の申に信仰の秘められた真理

を持っている人でなければなりません。1Oこの人々もまず審査を受けるべきです。そ
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の上で、非難される点がなければ、奉仕者の務めに就かせなさい。11婦人の奉仕者た

ちも同じように品位のある人でなければなりません。中傷せず、節制し、あらゆる点で

忠実な人でなければなりません。12奉仕者は一人の妻の夫で、子供たちと目分の家庭

をよく治める人でなければなりません。13　というのも、奉仕者の仕事を立派に果たし

た人々は、良い地位を得、キリスト・イエスヘの信仰によって大きな確信を得るように

なるからです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Iデモ3：8－13）

　この中で、11節の冒頭の部分（11節a）に「婦人の奉仕者」という表現がある。その部

分は原文では複数形で「グネー（γW「）＝女性）」という表現であり、そこにディアコノ

スという単語はない。それは男性のディアコノスについて述べられたその文脈上での「女

性（の奉仕者）」ということであり、ゆえに男性ディアコノスの妻とも、あるいは女性のデ

ィアコノスともとれ、明確な解釈ができ難い部分である。そこで次に11節aの「女性」

の解釈について触れたいと思う。

2　『テモテヘの手紙I』3章11節aの「女性」の解釈

2．1翻訳聖書から

　『テモテヘの手紙I』3章11節のギリシア語原文（ネストレ：アーラントNestIe・A1and

第27版）を次に表示する。

rUVατKα⊆ゐσαむτωらσεμV血ら、←力δ【αβ6λ0Uら、Vηφαλ三〇Ug凧στ血らさVπaσしV．

グナイカス　ホーサウトーズ　セムナス，　メー　ディアボルース，ネファリウーズ，

ピスタス　エン　パースィン

　その冒頭の部分（3章11節a）は、rwα一καζ6σα仇ωらσεμv紅グナイカスホーサウ

トースセムナス（直訳すれば、「女たちも同様に謹厳で」）と記されている。

　ラテン語ヴルガータ訳（Vu1gata，384頃）では、mu1ieres　simi1iter　puaicas（「女たち

も同様に慎み深く」）と訳され、訳文申に余計な読み手（翻訳者）の解釈は入っていない。

　ルター訳（Lutherbibe1．1545）では、DEsse1bigen　g1eichenjre　Weiber　so11enerbar　sein

（「また同様に妻たちも謹厳にして」）と訳されている2）。ルターは、ヴルガータ訳で用い

ているmu1iereS（「女」あるいは「妻」とも読める）の単語をuXoreS（「妻」）に入れ替え、

Simi1iteretuxores（「同様に妻たちも」）と読み替えている（Luther／Freita91909：61）。

そこにはr女たち」をr妻たち」に特定する（あるいは修正する）読み手の解釈が入って
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いる3）。

　ルターが用いているWeiber（二Weibの複数形r妻たち」）の単語について、塩谷饒は、

ルターの時代の初期新高ドイツ語（Fr舳neuhocbdeutsch）では、高貴な身分（上流階級）

の夫人を表す語であるFrauと区別した語にWeibがあり、Weibは（身分の高い女性と区

別した）女性一般や、また妻を表す語であったとしている（1979：1－2．1987：155－6）。

　欽定英訳（Authorisea　Version，別名King　James　Bib1e，1611）では、Euen　so　must

theirwiuesbegraueとあり、「彼らの妻たち（tbeirwiues）」とする読み手の解釈が入っ

ている。

　日本語訳では、資料7r『テモテヘの手紙I』3章11節a　日本語訳文」に示すように（す

べての日本語訳を網羅しているわけではないが）、r女たち」の訳語は次の四つに分類され

る。（1）何の解釈も差し挟まずに原文に忠実にr女（あるいは、女たち、女性）」と訳して

いるもの（文語訳、口語訳、前田護郎訳、帥健三訳）。（2）そこにディアコノスとする解

釈を入れて「女性ρ執事」と訳しているもの（フランシスコ会釈）。岩波訳は、解釈の違い

があることに配慮し角括弧を付けて「［この職務に就くべき］女たち」としている。（3）「婦

人（あるいは婦）」という訳語を充てているもので、これには、女執事を意味するもの（ラ

ケ訳、バルバロ訳）と、女執事がそれともディアコノスの妻か明白になっていないもの（ニ

コライ訳、永井直治訳）がある。さらには、（4）r婦人執事」（新改訳）あるいはr婦人の

奉仕者」（共同訳、新共同訳）のように、それだけではどちらを意味するのか判断しにくい

曖昧表現もみられる。

　次に、グナイカスをr女性ディアコノス」とする解釈とrディアコノスの妻」とする解

釈の論拠をいくつか示しておく。

2．2　熊野義孝とフランシスコ会訳の解釈

　熊野（1939：88）は『テモテヘの手紙I』3章11節aの訳文（文語訳）r女もまた謹厳

にして」について、次のように解釈している。「裁に‘女’とあるは前後の關係上、女執事

を指したことに相違ない。或る人々の考へるやうに執事の妻女ではなく執事職に在る婦人

のことであらう（ロマ書一六・一参照）」

　熊野が参照している『ロマ書』（『ローマの信徒への手紙』）16章1節には女性執事フイ

ベの記録がある4）。熊野が用いている文語訳ではr我ケンクレヤの教會の執事なる我らの

姉妹フイベを汝らに薦む」となっている。熊野はそれを『テモテヘの手紙I』3章11節a

のr女」をr女性執事」とする論拠としている。しかしながら、熊野はその釈義のなかで

3章11節及びその前後の文脈については触れておらず、その意味では十分とは言えないで

あろう。

　フランシスコ会釈（フランシスコ会聖書研究所訳1975：33－4）は『ローマの信徒への
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手紙』16章1節のフィベの記事と『テモテヘの手紙I』3章11節前後の文脈の釈義から

「女」の解釈を行っている。その部分（3章11節a）め注釈には「本節については、‘監

督や執事の妻’と見るか、あるいは‘女性の執事’（ローマ16：1参照）と見るかという

議論が昔からあるが、後者と見るほうがよい。それは原文で8節と本節の書き出しが同じ

形式をとっている点から明らかに二つの職務を示しており、また、執事と同じ資格が女性

に対して求められていたからである」としている。

　そこで、フ、ランシスコ会釈が論拠としている8節と11節の書き出しをギリシア語の原

文（ネストレ＝アーラント第27版）で比較してみよう（訳文は筆者による）。

8節　　△しακ6voUξゐσα仇ω⊆σεμvo欠

　　　ディアコヌウス　ホーサウトーズ　セムヌウス

　　　　（「ディアコノスたちも同様に謹厳で」）

11節　　rwα正κα⊆ゐσα加ω⊆σ印v牝

　　　　グナイカス　ホーサウトーズ　セムナス

　　　　（「女たちも同様に謹厳で」）

　これら二つの節の書き出しの比較によって、フランシスコ会訳の注釈にある「明らかに

二つの職務を示している」とするには無理があるように思われる。

2．3　中沢啓介と剛11建三の解釈

　一方、「女」を執事の妻と解する中沢（1974：145）は、11節を女性執事と解すると、8

節から述べられている執事の条件についての記事を11節で中断し、また12節から執事の

記事に戻ることは不自然であり、加えて11節の内容は女性執事の資格としては短すぎる

としている。

　岡川（2009：678）は『テモテヘの手紙I』3章11節aについて、自らは「彼らの妻」

と解するのが正しいと思うとの見解を示しながらも、訳文については解釈を持ち込んでは

ならない（つまり原文のまま「女たち」とすべきである）としている。さらに剛11は、「女」

を「奉仕者の妻」と解するルター以来の伝統的解釈が、ごく最近になって「女の奉仕者」

と解する説が多く支持されるようになってきたとし、その背景にキリスト教フェミニズム

の流行が関係しているのではないかとしている（田川2009：680）。そこで剛11はr奉仕

者の妻」と解するのはルター以来の伝統的解釈としているが、その論拠は示されていない

（これに関して、筆者は2．1で、ルターがラテン語のmu1ieres（r女」あるいは「妻」と

も読める）をuXOreS（r妻」）と読み替えていることを確認した）。
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2．4　クリュソストモスの見解

　ここでは、クリュソストモス（XqUσ6στoμoら、Iω血wηら　クリュソストモス，ヨーアンネ

ース‘‘ ｩ金のロ　ヨーアンネース’’の意、後347頃一407）の説教から、彼の女性ディア

コノスに対する見解を探ってみたい。

　クリュソストモスは後4世紀を代表する教父・聖書解釈学者であり、コンスタンティノ

ポリス主教の職位にあった。聖書解釈に関しては、アンティオキア派の伝統に従い、字句

どおりの解釈を主張したことで知られている。

　以下、ミーニュ版（Chrysostom／Migne1858－1860）5）より、クリュソストモスの『テ

モテヘの手紙I』の講話から、3章11節aの部分を見ることにする。ミーニュ版は、左右

一方の頁にギリシア語を、そしてもう一方の頁にはラテン語を、頁を追って印刷している。

ヨーアンネース・クリュソストモスの講話は、彼がクリュソストモス（すなわち‘黄金の

口’）とあだ名されているように、相当の分量にのぼり、したがってここでは部分的に拾い

上げる（資料8「クリュソストモスによる『テモテヘの手紙I』3章11節講話」参照）。

聖書本文（『テモテヘの手紙I』3章11節a）

　『テモテヘの手紙I』3章11節の聖書本文については∵クリュソストモスは、11節の

聖書本文を掲げて講話を行っているのではなく、3章8節の聖書本文を掲げた申で、11節

冒頭のrWατKα⊆ゐσα仇ωらグナイカスホーサウトーズ（r女たちも同様に」）の部分の

講話も行っている。この8節の聖書本文に基づく一連の講話の流れは、3章16節まで続い

ている。なお、3章8節の次に聖書本文が掲げられているのは4章1節である。

　講話（3章11節の部分の全文）

　r‘女たちも同様に’　　ディアコノス（仕える者たち）に対して、こう命じられてい

ます。尊敬を受ける人物であり、ふたつの顔を持たず（誠実であり）、酒などに酔わず、す

べてのことにおいて信仰深くあれと。‘女たち’について言われていることは、一言でいえ

ばこのとおりであり、決して女性たちに関して（何か新しい捷を）打ち立てようとしてい

るのではありません。むしろ、女性テイアコノスたちには（この教えを）保つことがふさ

わしいと言われています。（男性の）ディアコノスたちは（それぞれ）一人の女性の夫でな

ければなりません。（男性の）テイアコニア（奉仕職）と女性のテイアコニアに関して、（上

述の教えが）拘束するものとして告げられています。ですから、この（教え）は大いに必

要なものであり、また教会においては有益でふさわしいものなのです。‘（男性の）ディア

コニアは、（それぞれ）一人の女性の夫でなければなりません’」
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　以上、クリュソストモスの『テモテヘの手紙I』3章11節部分の講話から、彼は聖書本

文にあるrwαてκαらみσα加ωらグナイカスホーサウトーズ（「女たちも同様に」）の部分

を、女性ディアコノスとして受け止めていたことが分かる。したがって、その内容は女性

ディアコノスを肯定するものとなっているのだが、女性ディアコノスについての記述は歯

切れが悪く、積極的な支持内容ではない。彼女らの実態及びその活動内容については、筆

者はまだクリュソストモスの著作の中から、彼女らについて具体的に書かれたものを見て

いない。

2．5　ルターの見解

　ルター（Luther，Martin　1483－1546）は、ドイツの宗教改革者である。ルターと慈善

事業との関わりについては、ライズニクの「共同基金の規定」（ルター／石居1967）な

どによって、彼が慈善事業に関心を寄せていたことが分かる。ディアコニアに関して、徳

善義和は「ディアコニアに関するルターのまとまった著作は存在しない」（徳善1981）と

している。女性のディアコノスということでは、前述（2．1）したように、ルターは『テモ

テヘの手紙I』3章11節aのグナイカス（rwατKαg　r女たち」）をjre　Weiber（r彼らの

妻たち」）と読んでいる。ここではルターの言説（ルターの聖書注解と書簡）から、彼の女

性ディアコノス及び女性の慈善活動に関する見解を探っていくことにする。

2．5．1聖書注解から

　そこで先ず、ルターの『テモテヘの手紙I』の注解を、ワイマール版ルター全集の第26

巻から見ることにする（Luther／Freita91909：1－120）。そこにはラテン語による注解

が収められており、1528年と付されている。3章11節の注解には次の内容が含まれてい

る（なお、当該個所のラテン語原文は、資料9「ノレターによる『テモテヘの手紙I』3章

11節注解」21－1，21－2に表示している）。

　r‘同様に、妻たちも’　　女性の本質は、本来気まぐれである。なぜなら、彼女らは

劣った性であり、本質的に全員が悪徳を携えている。したがって、彼女らには更に教育が

必要であり、晶格を保ち、年配の女性及びテイアコノスの妻にふさわしい装いと行動を身

につけ、他の妻の手本となるよう学ぶべきである」

　「女性が二人寄ると、多くの場合、悪が生じる。なぜなら、彼女らは躊曙なく他人の中

傷をするからである。女性はすべてこの点について自制すべきであり、次のように教育さ

れるべきである。その場に居合わせない人について、好ましくない話をしたくないのなら、

沈黙を守ったほうがよい」
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　ルターの歯に衣着せぬ表現は、現代の我々には女性蔑視のようにも映るが、その注解は

『テモテヘの手紙』2章9－15節に見る女性の特徴（外面ではなく内面を飾るべき、男女

には創造の順序がある、アダムは騙されなかったがエバは騙され罪を犯した）に合致して

いるように思われる。このルターの言説を誤りなく理解するためには、彼の表現方法の特

徴や社会背景等の把握が求められよう。

　『テモテヘの手紙I』3章11節冒頭で、ラテン語ヴルガータ訳でr女たち（mu1ieres）」

とあるのを、ルターが「妻たち（uXOreS）」と変更しドイツ語に翻訳したことは、女性デ

ィアコノスの可能性を否定する結果を招いている。それは、女性ディアコノスを容認しな

いとするルターの見解から導かれたものであろうか。

2．5．2　書簡から

　次に、ルターの書いた書簡から、彼の女性慈善活動家に対する見解を探ることにする。

　ツイママン（Zimmermam，Kar1）は、ルターが1519年から1546年までの間に各界の

婦人に宛てて書いた書簡（それらの中には彼の妻や母親に宛てたものも含まれている）43

通を蒐集し、マルコム（Ma1co1㎜）がそれらを英訳している（Luther／Zimmermam＆

Ma1com　1865）。それらの書簡の中から、ここではイェルガー（Jδrger）夫人に宛てて書

かれた1532年（あるいは1533年）10月24目付の書簡及び1530年10月24目付の受領

書、同じくイェノレガー夫人に宛てて書かれた1534年4月27目付の書簡に注目したい。こ

れらの書簡には慈善の担い手としての女性の活動が記されている。原文の参照ではないた

め、原語のもつニュアンスや人名表記の変更など、不明瞭になる部分はあるが、大方の内

容については把握できよう。以下にそれら二通の書簡を邦訳する（英訳では、夫人を意味

するFrauは翻訳されず原文のドイツ語のまま残されている。人名表記については原文と

英語表記の区別が判然としない。したがってここでは、Frauの単語と人名については日

本語表記に加え、英訳での表記をカッコ内に挿入し、人名の日本語表記は、できるだけド

イツ語の発音に合わせている）。

　イェルガー（J6㎎er）夫人（Frau）　　1532年10月24目

　キリストの恵みと平安が貴女にありますように

　気高く高潔な貴女にお伝えしなければならないことがあります。貴女のお勘定である正

真正銘の硬貨500ギルダーが、ヴォルフガンク。ゼルデナー（Wo1fgang　Se1dener）によ

りライフチヒヘ、そしてそこからゲオルク・キルレシヤー（GeorgeKirrenyer）によって
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ヴィッテンベルクヘ属けられました。私はそれを貴女からのご依頼通りに、貴女のご希望

に従って分配するつもりです。もちろんアンドレス（Anares）氏も含めます。よき友と紳

士からの助言により、私は100ギルダーの使い道は既に決めております。しかし彼らは、

残りの400ギルダーを、利子つきで貸し出してはどうかと提案しています。つまり2つの

奨学金の創設資金とすれば、3年単位で2人の学生を支援できるのではないかと言うので

す。私は、貴女から手紙で、この資金を直ちに分配することが貴女のご意向であると答え

ました。しかし彼らは、この資金を聖書を学ぶ貧しき人々へ速やかに分配すべきと、貴女

が今でもお考えかどうか、そして、彼らが最善の策と考える2つの恒久的な奨学金の創設

に使う案について、貴女に手紙を書いて聞いて欲しいと私に頼んできました。そこで私は

彼らの要望に従い、貴女にご連絡を差し上げている次第です。誠に恐縮でございますが、

どうかもう一度、貴女が最．善と考えることをお教えいただけないでしょうか？　私は貴女

のご希望通りに誠実に実行させていただきます。その一方で、これらよき紳士の要望を軽

視することにならないよう、貴女からお返事をいただくまで、この400ギルダーは手元に

置いておくつもりです。どうか貴女を、そして貴女の全てを神がお守りくださいますよう

に。神を賛美し崇めるために貴女が行っている信心深い行いに、神が大いに満足されます

ように！アーメン。

　ミヒェル（Miche1）※はちょっとした裁判に関与しましたが、支障はないでしょう。彼

の行為は神を賛美するものであり、神のご利益があることでしょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　博士マルテイン・ルター（D．MartinusLuther）

　　1533年10月24目

　※ミヒェルー・シュティーフェル（Miche1Stiefe1）　は、最後の審判の目がすぐそこまで

来ていると預言し、そのため苦境に陥っていました。

　受領書

　私こと、ヴィッテンベルクの神学者であり牧師であるマルティン・ルター（Martin

Luther）は、この私の手書き証書により、正真正銘の硬貨500ギルダーが、気高く高潔な

ドーロテア・イェルガー（DorothyJδ㎎er）未亡人の代理を務める私の、ここヴィッテン　ー

ベルクにある小さな書斎に届けられたことを認めます。上記の金額は、私がイェルガー夫

人から手紙で依頼された通り、聖書を学ぶ貧しい人々に分配することとします。上記の金

額は、ニュルンベルクのアンドレアス・キルマイヤー（Andreas　Kirmeyer）の代理人で

あるライプチヒ市民ゲオルゲ・フォンヴィフラー（GeorgeFonwib1er）により、私のもと

へ屈けられました。1530年10月24目。ここに署名し、認印を押印します。
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　イェルガー（J6rger）夫人（lFrau）　　1534年4月27目

　キリストの恵みと平安が貴女にありますように

　気高く高潔な貴女にお知らせいたします。誠に有難いことです！　貴女の施しはとても

うまく分配され、既に多くの貧しき人々の救済に使われています。そしてそれは今も続い

ています。貴女がこの仕事をなさろうと決めたのも神の思し召しであり、神が御子イエス・

キリストを通して貴女にお示しになった慈悲への貴女の感謝と称賛の表れである、この貴

重な感謝の捧げ物を、神が心からお喜びになることは疑う余地もありません。神が貴女の

確固たる信仰心をますます強め、貴女の中で始められた仕業を喜んで成し遂げられますよ

うに！　アーメン。この小さな町に、そして貧しい学校に、パンと水を糧として、凍てつ

く寒さを堪え忍びながら暮らす、賢く敬度な人々が、こんなにもたくさんいるとは、私自

身存じませんでしたし、彼らが聖書を学べるようになるとは、信じられないことでした。

貴女の施しは素晴らしい慰めとなり、彼らを元気づけています。私は既に全額の半分以上

を分配しました。そしてそれが道徳心のない輩ではなく、高潔な人々に与えられたという

証書を受け取っています。貴女の資金がどのように使用されているかを、時を移さず貴女

にお伝えいたします。まずアンドレス（Andres）に最初の10ギルダー、続けてもう10

ギルダーを提供し、よき友の助言に従って、その他の人にそれぞれ2，3，4ギノレダーを与

えました。その誰もが喜びと感謝の意を述べております。この小冊子（書簡）は6）、ミヒ

ェル・シュティーフェル（Miche1Stie£e1）の希望により、感謝のしるしとして貴女にお

送りしています。ミヒェル・シュティーフェルは聖職給を受けていないため、私から10

ギルダーを提供しました。彼は貴女に心から敬意を表しています。キリストがいつ何時も

貴女と、そして貴女の全てとともにありますように。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　マルティン・ルター博士（MartinusLuther，D．）

　　1534年、復活祭後第3主目の翌月曜目

　これらの書簡と受領書については、いくつかの疑問が残る。まずは、1通目の書簡の目

付について、書簡冒頭部の目付は1532年10月24目になっているが、後付の目付は1533

年10月24目になっている点である。次に、受領書について、この受領書は1通目の書簡

で言われている500ギルダーの寄付金に対する受領書であると思われるが（英訳でも1通

目の書簡のあとにこの受領書が配置されている）、目付は1530年10月24目となっている。

そうなるとこの受領書は1通目の書簡の2年あるいは3年前に書かれたことになる。これ

ら目付の不一致がどの段階で（どのようにして）生じたのかは分からない。1通目の書簡

の目付については、2通目の書簡の目付が1534年4月27目となっており、その内容もイ

ェルガー婦人の寄付金の件で、使途に関して指示を仰いでいる1通目の書簡に関する結果
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報告であることから、1通目から2通目までにそれほどの時間的な開きがあったとは考え

にくい。したがって1通目の目付は1533年10月24目であると考えるのが妥当であろう。

　受領書に関しては、目付の問題に加え、ルターに500ギルダーを届けたとされる人物名

についても一致していない。1通目の書簡ではrゲオルク・キルレシヤーによってヴィッ

テンベルクヘ届けられました」とあるが、受領書には「ゲオルゲ・フォンヴィフラーによ

り、私のもとへ届けられました」とある。

　このように、不一致の部分も見受けられるが、ここではルターが女性の慈善活動家をど

のように見ていたかということを明らかにすることが目的であり、したがってそれ以上は

踏み込まないことにする。

　上述したように、ルターは女性ディアコノスに対しては否定的見解を示しているが、女

性の慈善活動については、彼の書簡を見るかぎりでは肯定的である。むしろ、慈善行為を

大いに賞賛している。そこに、ルターの宗教指導者（教師）としての顔と、慈善事業家と

しての顔の、ふたつの側面を見ることができよう。

2．6　カルヴァンの見解

　スイスの宗教改革者カルヴァン（Ca1vin，Jean　1509－1564）の『テモテヘの手紙I』

3章11節aの解釈について、金岡幸男は、カルヴァンの聖書注解から「11節については

古代教会ではクリュソストモスのように、この個所は婦人執事を肯定する個所と見られて

いたが、一般に西方教会は‘‘執事の妻’’と理解し、エラスムスや改革者もこの伝統から出

なかった。カルヴァンも司教や執事の妻と解釈している」（金目ヨ1991：132）としている。

また、金田は、西方教会ではr執事の妻」と理解しながらも、一方でカルヴァンは『テモ

テヘの手紙I』5章10節にある慈善を行う「やもめ」に倣い、貧者と病人の世話をする「や

もめ」を選任した（金田1991：133）、としている。

　ここで、金岡の記述内容について若干の確認を行って先に進みたいと思う。金田は、ク

リュソストモスの例をもって古代教会は女性執事に肯定的であったとしているが、筆者が

先にクリュソストモスの見解（2．4）でみたように『テモテヘの手紙I』3章11節aのr女

性」について、クリュソストモスは女性テイアコノスを否定してはいないが、積極的に肯

定する姿勢でもない。したがって、結果的には肯定していることになるのだが、そこには

若干の注意が必要であろう。

　カルヴァンの解釈に入る前に、まず、1541年の『ジュネーヴ教会規則』（工θ80〃。刀〃〃θ8

θoo／6曲8的〃鎚aθノ雄雌θaθθθ刀加θ）から、執事の職制について見ることにする。『ジ

ュネーヴ教会規則』は、カルヴァンの起草した規則草案の部分と、それに他人によって加

筆修正がなされた部分からなるが、ここではカルヴァンによる草案の部分に限って、倉塚
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訳から引用する。

　「古代教会には二種類の執事がいた。その一つは、困窮者のために財を受領、分配、保

持するために委任された。この財には日常の施し物だけでなく不動産、地代、年金がある。

他の種類のものは、病人のことを想い、いたわり、困窮者に食物を施す者である。この習

慣は現在でもわれわれは続けている。会計係と施療院看護係がいる」

　「会計係と看護係の選出は、長老の選出と同様なやり方で行われる。彼らを選ぶに当っ

ては、パウロが執事について示した規則に従うものとする」

　「会計係の職務について、われわれは彼らについてすでに成文化した箇条を確認するが、

緊急な事柄が生じたり、延期したら危険なことになる場合、とくにそのさい重大な問題が

なく、また大きな出費も伴わないようなときには、つねに会議を開く必要はなく、彼らの

一人ないし二人が、他のものが不在でも、合理的に処理する権限を有している」

　「この施療院がよく管理され、病人や労働不能の老人、寡婦、孤児、その他困窮者に役

立てられるよう注意深く配慮する必要がある。しかし病人はその建物の一画に、他の者た

ちと分離して住まわせなければならない」

　r市内に散在している困窮者の救助は、会計係が定めるところに従って、施療院の会計

から賄われる」

　rさらに旅行者救護所も維持されなければなちない。これ以外にとくに世話を必要とす

ると思われる者のために、別の施設がなければならない。このために、会計係が推薦した

者を受入れるため一部屋別にされ、この使用目的のためにとっておかれる」

　rさらに看護係は、神に捧げられた家を治めるわけであるから、立派に、かつ敬度に預

かった家族を管理することがとくに望ましい」（以上、カルヴァン／倉塚平記1998：96

－7）。

　マッキー（McKee，E1sie　Anne）は、カルヴァンと女性執事職についての考察の中で

（McKee1989：61－82：1998：89－115）、、カルヴァンは執事職を、①募金や財源の管

理運営と、②貧者のための実際的な援助の二つの機能で考え、執事の複数職務制（二重の

執事職）を採用していたとしている。女性執事には後者の役目が与えられ、rそれは通常の

教会のつとめにおいては従属的であり、任職を受けない職務ではあった。しかし、それは
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教会組織の申にたしかに場所をもっていた」（McKee1989：81＝1998：114）としてい

る。

　しかし従属的であり任職を受けることはなくても、女性執事の容認は画期的な変革であ

ろう。その時代、教会（の礼拝）における女性の発言については、伝統的に否定的解釈が

あり、加えて女性ディアコノスに関する聖書本文の釈義上の問題を抱えていることを承知

しつつも、あえて女性執事を容認したカルヴァンの、教会指導者としての立場上の困難さ

は容易に想像できよう。

　カルヴァンの女性執事の役割理解に関して、マツIキーは（McKee1989：72－4＝1998：

102－5）、カルヴァンは『ローマの信徒への手紙』16章1－2節の女性執事フィベと『テ

モテヘの手紙I』5章3，5，9－11節で論じられている「やもめ」の奉仕から、新約聖書

の女性執事の役割を、貧しい人々や病人に個人的な援助する責任を負う者と理解した、と

している。

　渡辺信夫によると、カルヴァンは執事職の思想的基盤（すなわち教会のディアコニアの

思想）を、ブツァー（Bucer，Martin　1491－1551）から学んだのではないかとし、さら

にそれは、ランベール（Lambert，Frangois　1486－1530）の思想にまでさかのぼる必要

があるとしている（渡辺2009：178）。

　女性に執事職の門戸を開いたカルヴァンの判断の背景に、ひとつには聖書の解釈で、従

属的な立場ではあるが女性執事を容認することに彼自身が矛盾を見出さなかったことと、

さらには社会的な背景としてカルヴァン時代のジュネーヴにおける慈善事業の発達と無関

係ではないだろう。モンダー（Mlonter，Wi11iam　E．）は、カルヴァンの四番目7）の職制で

ある執事についてはあまり多くのことは知られていないとしながら、1541年の『ジュネー

ヴ教会規則』に挙げられている執事職は「1535年に創設された総合施療院（H6pita1

G6n6ra1オピタル・ジェネラル）という多面的な目的をもつ施設と密接な関係があった」

（Monter1967：139　＝1978：205－6）としている。

　砂原教男も「カルヴァンは社会福祉、相互扶助といった面に相当の関心はもっていたら

しい。そうでなければ『教会規定』の中に執事職を入れなかったであろう」（砂原1978）

とし、1541年の『ジュネーヴ教会規則』で定められた二種類の執事、すなわち会計係（困

窮者のために財を受領、分配、保持する者）と看護係（病人のことを想い、いたわり、困

窮者に食物を施す者）について、教会と慈善事業との関係を示唆している。

　オルソン（O1son，Jeannine　E．）は、カルヴァンがジュネーヴに組織した、慈善活動の

ための基金であるフランス基金（Bourse　Frangaise）と、執事職との関係について研究を

行っている（01son1989）。オルソンによると、そこの会計簿には多くの女性名による記

録があり、確かにフランス基金と総合施療院の執事は男性の役割であったが、多くの女性

がフランス基金に携わっており、彼女らの提供する時間やお金は、実際は歓迎されていた

とし、ジュネーヴでは公認の執事職に女性はいなかったが、女性は執事の職務から必ずし
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も締め出されてはいなかったとしている（01son1989：80－1）。

3　女性の礼拝

3．1新約聖書から

　パウロは『コリントの信徒への手紙I』14章34節、及び35節で、女性が教会（礼拝）

で語ることに制約を設けている。そこ（新共同訳）には次のようにある。

　34婦人たちは、教会では黙っていなさい。婦人たちには語ることが許されていません。

律法も言っているように、婦人たちは従う者でありなさい。35何か知りたいことがあった

ら、家で自分の夫に聞きなさい。婦人にとって教会の申で発言するのは、恥ずべきことで

す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Iコリ14：34－5）

　先すは、これらの節を、前後の文脈と合わせて、その発言の趣旨を押さえておきたい。

34－35節は、26節から40節まで続く文脈の中で語られたものである。その話題は集会（礼

拝）における秩序についてである。それは、26節より前に述べられている預言と異言に関

する話題（教え）を展開する中で語られたものである。それらは直接的にはコリント教会

特有の集会の混乱（つまり無秩序な発言）と関係して語られたとみるのが自然であろう。

つまり、無秩序に集会の中で発言していた女性（たち）に対するものであろう。

　見てきたように『テモテヘの手紙I』3章11節aには、（解釈の問題はあるが）女性が

教会で他者援助の活動に携わることへの言及がある。一方で『コリントの信徒への手紙I』

14章34－35節に見るように、女性が集会（礼拝）で発言することには制約があった。そ

れでは、のちの教会指導者たちの見解はどうであろうか。そこで『コリントの信徒への手

紙I』14章34－35節の解釈を中心に、女性が集会で発言することについて、先すは、古

代教会の教父から、オーリケネースとクリュソストモスの見解を取り上げる。次いで、中

世ヨーロッパの宗教改革期から、エラスムス、ルター、カルヴァンの見解を取り上げる。

3．2　オーリケネースの見解

オーリケネース（’Ωρ［γ6voUら後185頃一254頃）は、ギリシア教父で、アレクサンド

リア学派の代表的神学者であった。
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　ジェンキンス（Jenkins，C1auae）は、ゐ〃r〃ノ。f珊θo／o理由ノ8加必θ8（『神学研究雑誌』

∫醐に、オ㎞リゲネースによる『コリントの信徒への手紙I』の聖書本文及び注解（ギ

リシア語による）を発表している。以下、その中の14章34－5節の部分について見るこ

とにする（Origen！Jenkins1908：41－2）。なお、聖書本文のなかの双柱罫線（＿）は、

ネストレ＝アーラント（Nest1e・A1and　27版）の本文では採用されておらず欄外注の異説

に置かれていることを示すために筆者が加えたものである。オーリケネースによる当該個

所の注解のギリシア語原文は、資料10「オーリケネースによる『コリント人への手紙I』

14章34節注解」に示している。

聖書本文（『コリントの信徒への手紙I』14章34節）

．A己γUvατKεG鯉さvτατらきκKλησfα1しらσLγ攻τωσαv．o心γ戊qさπ山6冗gαπταしα加ατ⊆

λαλε～、泣λλ〕6πoτ血σσεσθαL，Kαθゐ⊆Kαし6v6μoらλ6γεし　　εこδ6τしμαθετvθ6λoリσw、きv

0汰｝π0亡ら　しδt0リ⊆　成Vδqαら　きπεqωτ血τωσαV、αこσX9δVγ血g　きσuγUVαLξこきV　さKKλησ吹

λαλετV．

　ネストレ・・アーラント版の当該箇所の本文には双柱罫線（昌）の部分の文字卯δVフー

モーン（σ6ス「あなたは」の複数形、属格で「あなたがたの」）の読みは採用されていな

いが、異説が挿入されている写本もあり、ここではその（挿入の）例を見る（異説を採用

している写本の詳細はネストレ・・アーラント版の当該箇所の欄外注を参照のこと）。卵6V

フーモーンが入ることによって、γWατKεらグナイケス（γWカグネー「女」の複数形、主

格）の単語は必然的にrあなたがたの（中の）女性たちは」と訳される。34節aの部分は

「あなたがたの（中の）女性たちは、教会では黙っていなさい」となる。

　なお、教会（あるいは集会、さ肌λησ1α　エクレーシア）で語ってはならないとは、教

会にいる間、ずっと黙っているようにということではなく、教会で行われる礼拝の中で語

ることが禁止されていると捉えるほうが自然であろう。したがって、本稿で「教会」「集会」

と表現する背景には「礼拝」が念頭にあることを付け加えておきたい。

　オーリケネースによる注解（抜粋）

　注解の1行目半ばから2行目半ばにかけてr啓示を受けた場合にも教会の申では女性た

ちは黙っていなさい（紘v虹。κ血λ艸し⊆α析。τ⊆γ6vητ肌。φησ～A一γwατKε⊆きv　mτ⊆

圭帆λησ工αし⊆σ叩伽ωσαv）」とあ亭。

　9－10行目に、フィリポの娘たちの預言行為に言及し「教会の申で語ったわけではあり

ません。使徒たちの活動（『使徒言行録』）にも記録がありませんし、古く（からの伝承）

にもありません（血λλ’o帆さVτατ⊆き帆λησエαしGさλεγoV．o心γ畑さXoμεVτo仇。きVτατ⊆

nq攻ξεσパ6v’Aπoστ6λωv．戊λパ。亡δ’さv両παλα峰）」とある。
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　10行目半ばの「古く（からの伝承）にも（きv両παλαL年）」の例として、11行目末尾か

ら13行目に「デボラはエレミヤやイザヤのように民に向って語ったのではありません。

また知らないのですか。女性預言者フルダにしても、民に向かって語ったのではなく、彼

女のもとへやって来た者たちに（向かって語ったの）です（血λλ’O帆伽ε卵O［⊆6u

△εββゐqαさδημηγ6gησεvεにτ6vλαδvゐσπεgユεgεμ〔α⊆καピHσαてαg　o亡1〈1釜vε6goし‘；6u

Oλδ血πqoφ巾［9oうσαきλ血λησετΦλαΦaλλ’さv工uwさλθ6vuπg6⊆αう剛v）」とある。

　オーリケネースは『ルカによる福音書』2章36－38節の、女預言者アンナについても

言及し、彼女はr集会の中で語ったわけではありません」としている。

　オーリケネースは、これら古くからの伝承を小括して、彼自身の見解として、17－18

節でr教会の中で女性が語ることはみつともないことであり、（女性が男性に）教えること

を、曲げて許可することはありませんし、（女性が）男性に対して支配的であることも（許

可されませ／））（社σX帥㍗細γ帥αしKしλαλετVきVき帆λησ埣、Kαしδしδ血σK舳δきW肌Kし。心K

迦攻πλ収戊λλ〕幽」としている。
　続いてオーリケネースは『コリントの信徒への手紙I』14章34－35節の内容に戻り、

注解の19行目から32行目にかけて次のように述べている。

　r他にも、このような（教え）があります。男性の言葉に対して女性が支配権を持つこ

とがあってはならず、これをしっかり守るように、と。高齢の女性は敬度な生活を送り、

若い（女性たち）を良く教え諭すべきです。教えるこ． ﾆを認めてはいけません。むしろ女

性（らしく）あるべきで、また男性が座して女性の言うことを聞くことがあってもなりま

せん。男性が神の言葉を代表する（語る）ことができるよう、任せておくヂきです」

　r学びたいことがあるのなら、自分の家で自分の夫に尋ねなさい。女性が教会で語るの

は、みっともないことなのですから。また、私の考えでは、夫たちは唯一の結婚を破棄す

べきではありません（離婚をしてはなりません）。未婚の女性たちが教会において語ること、

教えることをしてはなりません。夫に先立たれた女性たちも同様です。自分の夫や兄弟、

家族、息子がそうならないようにすべきです。一度でもうっかり男性が自分の妻に、もの

を尋ねるようなことがあれば、世代にわたり男性の名が女性に対立することになるのです。

女性が教会で語るのは、単に語るのであれ、驚くような言葉であれ、聖なる言葉であれ、

その女性の口から出てくるというのは、みっともないことなのです。教会で女性が語ると

いう、みっともないことがあると、その教会全体に非難を招くことは明らかです」

　前述のジェンキンス（Jenkins，C1aude）が♂鵬（『神学研究雑誌』）に発表した、オー

リケネースのギリシア語による上記の注解について、ターナー（Tumer，Cuthbert

Hami1ton）はコメントしているが、その中で、きvさ帆λησ埣エン　ェグレーシア（「教会

で」）（資料10：31行目参照）には冠詞が付けられておらず、したがってそれは明らかに

すべての教会に適用するためであり、コリントの教会のみではないとしている（Tumer
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1909）。

　上記の注解から、オーリケネースは、女性が啓示を受けること自体は否定していない。

しかし、たとえそのようなことがあったとしても、教会の（礼拝の）中で語ってはならな

いとしている。そこでは、フィリポの娘たち、デボラ、フルダ、アンナを例として挙げ、

彼女らは民に向かって語ったのではないとしている。それらの説明がとれ程の説得力を持

つかはここでは触れないが、オーリケネースの見解の背景には、本節（34節）前後の文脈

に底通している教会の「秩序」8）を維持するというパウロの言説を擁護する目的があるよ

うに思われる。

3．3　クリュソストモスの見解

　次に、クリュソストモスの『コリントの信徒への手紙I』の講話の中から、14章34節

の部分をみることにする。そこで先すは彼が用いている聖書本文からみることにする（資

料11rクリュソストモスによる『コリント信徒への手紙I』14章34節講話」参照）。

聖書本文（『コリントの信徒への手紙I』14章34節a）

　「あなたがたの（中の）女性たちは、教会では黙っていなさい。女性たちには口をきく

ことは許されておらず、従順に従うことが法の命じるところです」

　クリュソストモスが用いている本文は、オーリケネースが用いている本文と一致してい

る。したがって、オーリケネースが用いている当該個所の本文にある印ωフーモーンは、

ここでも保持されており、それゆえγWατKε⊆グナイケスの単語にかかると「あなたがた

の（中の）女性たち」となる。

クリュソストモスによる講話（14章34節の部分の抜粋）

　次に、上記聖書本文からの講話をみることにする。当該個所の講話のギリシア語原文は、

資料11rクリュソストモスによる『コリント人への手紙I』14章34節講話」に示してい

る。次はその邦訳である。

　「異言で語ることや預言をすること、また法を定めることからくる混乱を排除し、混乱

が生じないようにしなさい。異言を語ることは各自がそれぞれ一人で行い、他人を支配す

るような預言は（慎んで）沈黙し、その他、女性たちから生じる争乱の道については、（す

でに）警告しました。（状況などを）わきまえない（行動に）ついては、適切にかつ断固と

して、そうした行動を排除すべきです。賜物（特殊な能力、カリスマ）を持っているのな
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ら、（人前で）語ることを許すべきではなく、またそれを望むべきではありません。また、

聖霊により（心を）掻き立てられている人たちに関しては、そういう人たちを正当な理由

なく無意味に非難してはなりません。これにより、また多くの規定に則り、彼らρ無駄話

をやめさせなさい。また彼らに関する法に則り、彼らの口を封じなさい。ただこの場で助

言するとか、話し合うというのではなく、断固として命じなさい。彼らに向かって、古く

からの淀を読んで聞かせるのです。ここまで述べたように、皆さんの中では、女性は教会

では黙っているべきです。女性には（教会で）話すことが許されていません。むしろ服従

し、法が示すように行動すべきです。では、法のどこに、このような決まりがあるのでし

ょうか。あなたの夫があなたの避け所であり、あなたを治める者です。パウロの知恵を見

なさい。彼がいかに大いなる証言を残してくれたことか。女性に対して黙っているように

と命じただけでなく、（女性の上に立つ権威に）畏敬の念をもって沈黙すること、大いなる

畏敬をもってそうすべきこと、仕える女性は沈黙しているべきことを、どれだけ（パウロ

が）教えてくれたか。ですから、彼が述べたように、女性には語ることが許されていませ

ん。そのような教えはもたらされていません。むしろ沈黙すべきで、多くの女性に沈黙と

服従を学ばせるべきです。女性の夫たちこそが、（女性たちの）教師であり、父親であり、

教会の一致した声であるべきなのです」

　この講話にみるように、教会（の礼拝）での女性の発言については、明確に否定されて

いる。

3．4　エラスムスの見解

　木ノ脇悦郎（1996）は、エラスムス（Erasmus，Desiderius1469／66－1536）の『対

話集』の中の一編、Senatu1us　sive　rwαしK0σw6δq［ovグナイコスネドリオン、すなわち

「女の議会」を日本語に訳しているが、その作品の中に次のようなくだりがある。

　「使徒パウロが女性に集会でしゃべることを禁じたことは何も変わってはおりません

し、あの方はそれを教会と呼んでいたのですわ。それは男達の集まりについて言われたこ

とですもの。でもこれは女達の集まりなのですからね。ともかく、女がいつも黙っていな

ければならないというのでしたら、いったい自然は何のために私達に男と同じような流暢

な弁舌や声の響きを与えたのでしょうかしら。男達の声がもっと大きくて、私達よりもも

っとロバの声に似ているつてことがどうしたというのでしょう」

　これらは、『コリントの信徒への手紙I』14章34－35節の部分についての対話である。

教会における女性の発言の制約が、関心事となっていたことを表すものであろう。
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3，5　カルヴァンの見解

　次に、カルヴァンによる『コリントの信徒への手紙I』14章34節の部分の注解から、

教会の集会（礼拝）における女性の発言についての彼の見解を探ってみよう。田辺訳から

引用する。

　「婦人たちが服従すべきことは、律法も命じており9）、それを今さら言いたてるのもど

うかと思われるかもしれない。いったい、婦人が服従しているのなら、一方で他人に教え

たとしても、それは不つごうなことだろうかと言う人があるかもしれない。わたしの答え

は、こうである。人に教えたり・説きすすめたりする役目は、教会内では特にすぐれた地

位に属するのであって、服従とは相反するものである。いったい、その一つの肢体に従属

しているにすぎない婦人が、上位を占め、からだ全体に権威を及ぼすならば、それほどふ

さわしくないことがあるだろうか。このように、互いに相しりぞけ合う事柄から、この論

拠が引きだされているのである。つまり、婦人は従属する者であるから、説いたり・教え

たりする公的な権威は持つことができない。そして、事実、自然な礼節の行われていると

ころでは、どの国との民族においても、婦人はつねにあらゆる公職から除かれてきたので

ある。また、常識によってもわかることであるが、婦人が主導権をにぎるのは、よこしま

な・無礼なことなのである。…（中略）…ともあれ、パウロの論拠は、簡単である。つま

り、人に説いたり・教えたりする力を持つのは、婦人にとってふさわしいことではないが、

それは、かかる行為によって、彼女がその場にいるすべての男子のかしらに立つことにな

るからである。それどころか、婦人は服従すべき者である」（カルヴァン／田辺保釈1960：

335－6）。

　カルヴァンの『コリントの信徒への手紙I』14章34節部分の注解を見ると、女性が教

会内で執事の職を得ても、それは従属的であったとするマッキーの指摘に合致するように

思われる。

まとめ

　本章では、キリスト教会における女性の活動について『テモテヘの手紙I』3章11節と

『コリントの信徒への手紙I』14章34節にある「女たち」を手掛かりに、女性の教会活

動における二つの側面、つまりr動」の側面をもつ慈善（女性テイアコノス）と「静」の

側面をもつ礼拝における女性について、聖書と教会史（古代と中世）から、彼女らを証言

する資料をもとに批判的に検証を行った。
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　聖書資料には、女性の慈善活動への様々な関与（及び接点）を散見する。それらの活動

は、テイアコノスとしての活動というだけではなく、例えば『使徒言行録』9章36節には

タビタ（Tαβしθ攻）という、慈善活動で特筆される女性の名が記されているように、慈善は

女性の自主的かつ自由な活動として受け止められ記録（あるいは記憶）されている。

　女性のディアコニア（奉仕）職については、家父長制を基本とする当時の社会背景の申

で、女性の活動には限界があった。しかしながら、他者を支援する能力等に秀でた女性の

活動は、認められてもいた。女性テイアコノスとしては、はっきりとディアコノスと記さ

れたフィベ1O）の名もあるが、新約聖書全体から見れば、むしろ例外的といえよう。

　クリュソストモスは『テモテヘの手紙I』3章11節の「女たちも同様に」の部分につい

て、女性ディアコノスを肯定しつつも、具体的な内容に踏み込んではおらず、そこから女

性ディアコノスの実態を知ることは難しい。

　ルターは『テモテヘの手紙I』3章11節のr女たち」を女性テイアコノスではなく、テ

イアコノスの妻であるとしている。この彼の解釈は伝統的な見解を受け継いだものか、そ

れとも彼自身の判断によるものか、あるいはその両方か分からないが、彼は女性の慈善活

動に対しては好意的にそれを受け入れ、女性慈善活動家に賛辞の言葉さえ送っている。

　カルヴァンは、女性の執事職を、従属的な存在としながらも容認していた。その時代の

（女性執事を含め）執事職の実態に関する情報量は少なく、その全体像はあまり分かって

いないが、慈善事業において女性の活動があったことも知られている。とくに、直接的に

教会組織の下にない市民組織中心の医療・福祉事業の拡大と教会の関わりの中から、女性

執事および女性慈善事業家の活動枠の拡大へとつながっていったのではないだろうか。

　次に、教会での女性の礼拝のしかたについて、オーリケネースは、女性が教会で指導的

な関わりを持つこと（預言を語ること、教えること等）に否定的である。女性が啓示

（加。κ似リψしらアボカリュプシス、apoca1ypse）を受けることについては、聖書の中で言

及されているため、それ自体を否定してはいないが、オーリケネースは聖書に出てくる女

性預言者等を例に挙げ、彼女らは民に向かって語ったのではないとして、公衆に向かって

女性が語ることには否定的である。この論拠がはたして十分な説得力を持つかどうか疑問

であるが、彼の主張を堅固にしているのは、パウロの言う「秩序」のことばを盾として、

それを主張している点であろう。

　クリュソストモスは『コリントの信徒への手紙I』の講話の申で、女性の教会（礼拝）

での発言に否定的な考えを示している。その論拠に、パウロのr秩序」がここでも挙げら

れ、男性は女性の頭であるから女性は男性に服従すべきであるとしている。彼らの言説は、

のちの教会指導者たちにも影響を及ぼした。

　中世の宗教改革期には、エラスムスの作品に見るように、女性の発言を排除することに

対する疑間の声もあった。しかしながら、ルターもカルヴァンも基本的には女性が教会（礼

拝）で語ることに否定的であらた。
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　女性ディアコノスということではないが、荒井献は『テクラ言行録』から、後2世紀の

女性宣教者像について論じている（荒井2003）。また『ローマの信徒への手紙』16章7

節のエニア（もしくはユニアス）の女性名（もしくは男性名）を手掛かりに、後1世紀中

期のローマ教会における女性使徒の可能性をも論じている（荒井2005a，b）。それらも、

教会における女性の活動を考える際に示唆を与えるものとなろう。

　筆者は本研究の第5章及び第6章で、慈善の背景にある宗教活動における女性の位置に

ついて考察した。古代シナゴーグにおいて女性が指導的な役割を担っていたことについて

は、ブルーテンの研究で明らかにされており、サプライも女性の積極的な活動を支持して

いる。タノレムード等の宗教文書にみる男女の平等性の言及からも、女性の積極的な活動の

背景が支持された。原始キリスト教団の女性の社会活動については、フィオレンツァや荒

井による積極的な支持があるが、それを裏付ける歴史資料が十分であるとは言えない。原

始キリスト教団の女性観については、資料に限界があるものの、指導者であったパウロの

女性観に探ることが一つの方法である。しかしながらパウロの女性観については、歴史資

料に探ることが難しく、新約聖書資料の中でも一部分からの考察となるため限界がある。

新約聖書にみる女性に対するパウロの言説は、後代のキリスト教会指導者たちの女性観に

影響を与え、女性の教会活動の制約となって現れた。

柱

1）長老（πqεσβ仇εgoら　プレスビューデロス）は『使徒言行録』11章30節，21章18

　節に出てくる。

2）1545年版のルター訳は、ドイツ活字体が使われており、今日のラテン字体とは異なる

　　文字や、また現代ルター訳とは異なる綴り字も含まれている。ここでの表記は、1972

　　年に出版された、1545年版を現代の字体に修正したルター訳に拠っている（Luther，

　Mlartin／Vo1z，Hans（herausgegeben）（1972）0ゴθ騨皿枕θ肋批gθ8cゐ血搬刀θαゐ〇五

　　ノ545／λα旋刀θw〃8θr売〃8参照）。なお、この箇所は現代ルター訳では、Des1eichen

　ibre　Weiber　so1Ien　ehrbar　seinとなっている。

3）これについては、デインダ（Dinda，RicharaJ．）も、『テモテヘの手紙I』3章11節

　　aのヴルガータ訳で用いているmu1iereS（r女」あるいはr妻」とも読める）の単語

　　を、ルターはuxores（「妻」）と読んだと注釈を入れている（Luther／Dinda1973：

　Vo1．28，298）。

4）『ローマの信徒への手紙』16章1節は女性のディアコノスについて言及した箇所であ

　　る。そこには「ケシクレアイの教会の奉仕者（ディアコノス）でもある、わたしたち

　　の姉妹フィベを紹介します」とある。同2節で、パウロはローマの信徒たちにフィベ
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　　を迎え入れてくれるよう求めている。しかしながら、フィベに関する明らかな情報は

　　そこにある記述のみであり、彼女の具体的な教会での役割等についてはよく分かって

　　いない。

5）加島あきらは、Migneをミニと表記しrミニ版」としているが（ロプヒン／加島訳1912

　　『聖金口の生涯と其事業』の附録を参照）、筆者は『キリスト教人名辞典』（『キリスト

　　教人名辞典』編集委員会編1986）の表記にならい、ミーニュとしrミーニュ版」と

　　表記する。

6）この部分は英訳ではthis1itt1ebookとなっている。したがって何らかの冊子等を送っ

　　たものとも読み取れる。

7）カルヴァンは1541年の『ジュネーヴ教会規定』で四つの職制を定めた。それは、牧

　　師、教師、長老、執事である。

8）τ血ξエら（タクスィス）。この単語は新約聖書では9回用いられている（ルカ1：8，Iコ

　　リ14：40，コロ2：5，ヘブ5：6，10，6：20，7：11，11，17）。〔定まった〕順序、

　　秩序、地位などに訳される。

9）カルヴァンは『創世記』3章16節を引き合いに出している。

10）『ローマの信徒への手紙』16章1－2節にある、ケシクレアイの教会の女性ディアコ

　　ノスであるフィベ（Φo壬βη）については、具体的な活動等は明らかではないが、教会

　　における女性の活動を示唆（あるいは証左）するものであろう。
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補遺

　　　　　　　　落穂拾いと福祉文化

一フランス農村社会における共同体的慣行の一考察一

はじめに

　本補遺は、中世から近代に至るまでフランス農村において共同体的慣行であった落穂拾

いについての考察である。フランス農村社会の落穂拾いはきわめて長期にわたり存続した

貧者救済を目的とした慣習であった。落穂拾いについては、これまで主に経済史からの研

究があるが、その背景要因についての先行研究は少ない。本稿では落穂拾いの慣習がきわ

めて長期にわたり且つ強固に存続するに至った要因を明らかにし、かかる慣習と福祉文化

の関係について考察することを目的としている。

　筆者は第3章において、初期ユダヤ教で貧者の生活保障のために設けられた「ペアー（畑

の四隅）」の法についてみてきた。ペアーとは作物を収穫する際に、畑の四隅を刈り（摘み）

取らずに、生活に困窮している者が自由に落穂を拾うことを法的に保障するものである。

「正義」の実践は即ち「施し」であるとする教義に基づくユダヤ慈善の根本思想は、聖書

由来の落穂拾いを手段とする貧者救済の方法と結びついていった。ユダヤ慈善の思想と方

法は少なからず原始キリスト教団の慈善に影響を及ぼすことになる。筆者は第3章の執筆

以降、落穂拾い伝承のその後を追う必要性を覚えていたが、とりわけ中世から近代にかけ

てきわめて強固な慣習となっていたフランス農村の落穂拾いから、その背景要因について

考察を行うことにした。

　フランスのバルビゾン派の画家ミレー（Mi11et，Jean・Frangois1814－1875）は、農村

画家と言われるほど農村や農民の姿を描いた作品が多く、代表的なものに「種をまく人」

（1850）、「落穂拾い」（1857）、「晩鐘」（1859）等がある。それらの作品には明らかに聖

書の物語を題材にしたものや、宗教的雰囲気を漂わせるものが多い。「落穂拾い」はまさに

聖書の中の一書『ルツ記』の落穂拾いの物語を当時のフランス農村における落穂拾いの慣

行と重ねている作品である1）。筆者は考察のための資料を準備する中で、ヴァルダ（Varda，

Agnさs）監督作品『落穂拾い』（Varda2000）を知った。この作品はミレーのr落穂拾い」

を手がかりにヴァルダ監督自身が現代フランス（現代社会）にその慣習が残っているかど

うかを確かめるために、フランス各地を巡り証言探しを行っているものである。筆者はそ

の作品を通し、慣習としては衰退してしまった現代においてさえ古きょき時代の落穂拾い

の慣習を懐古する人々が多くいることを知り、福祉文化としてこの慣習がフランス農村社

会に深く根付いていることを知った。

　フランス農村における落穂拾いが、強固な慣習としてきわめて長期にわたり伝承されて

きた背景には、当然にそれを支えるだけの背景要因が考えられる。それについて筆者は以
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下のように推論した。まず、時代を越えて存続した背景には、キリスト教（カトリック）

の教義ないし思想の裏打ちがあったからではないか。次に、固守されてきた背景には、そ

れが宗教的な重みをもって人々の間に意識せられていたからではないか。しかし、実際的

には宗教的な意識のみで、そのように強固な慣習として存続し得るであろうか。落穂拾い

に対する何らかの法的な保障が不可欠ではないか。あるいは、それらの背景があるにして

も、落穂拾いの慣習が農村社会の文化として定着していなければ、長期にわたり規則性を

持って存続し得たであろうか。したがって落穂拾いはそれらの特徴をもった背景から生み

出されたフランス農村社会の福祉文化と言えるのではないだろうか。そうであったからこ

そ、共同体の中で守り続けられて来たのではないだろうか。

　それらを検証するために本稿では教会史、経済史、法制史の三側面より考察する。教会

史的側面では理論的支柱としてのトマス・アクィナス（羅ThomasAquinas，英Thomas　of

Aquim1225頃一1274）の共通善を中心に、経済史では共同体的諸権利のひとつである落

穂拾い権について、法制史ではフランス刑法典から落穂拾いについての規定を取り上げる。

本稿では考察の対象を次の理由から1800年代に絞った。第一点は、落穂拾いを証言する

上記三側面からの資料が他年代に比べ比較的よく揃っていること。第二点は、1800年代は

中世伝来の落穂拾いの特徴とあわせて農業近代化の兆しが見えるなかで落穂拾いの衰退に

っながってゆく農村社会の変化を垣間見ることができるという理由による。

1研究方法

1．1教会史的考察

　中世ヨーロッパの福祉文化の一端を考察するにあたり、キリスト教的統一文化の存在と、

キリスト教的統一文化の理論としてのトマス主義について押さえておく必要がある。

　その中で、今的あるいは私的な領域にわたり社会生活の種々相を判断する基準を提供し、

キリスト教倫理の要求に一致させる指針を示す教会の「社会教説（socia1teaching）」から

の考察は、教会史的考察の方法として妥当であると思われる。そこで本稿では中世キリス

ト教の社会教説について、その理論的支柱であるトマスの「共通善（bommcommune）」

と併せて考察する。中世の社会教説についてはトレルチ（Troe1tsch，Emst）の研究から

2）、トマスの共通善の特徴については、稲垣良典（1961）の研究に拠りながらまとめてみ

たい。次いで西欧社会へのトマスの共通善の影響についてみることにする。

1．2　経済史的考察

1800年代のフランス農村において、落穂拾い（あるいは落穂拾い権）は共同体的諾権利
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（droitSCo11eC亡iVeS）の一つであった。それら落穂拾いを含む共同体的諸権利については、

主に経済史からの研究があるが、その中で本稿ではフェスティ（Festy，0ctave）（Festy

1947）、ブロック（B1och，Marc）（ブロック／河野・飯沼訳1959）、高橋幸八郎（1966）、

湯浅赴男（1981）の先行研究を中心に考察する。

1．3　法制史的考察

　フランス刑法典（Coae　P6na1）より落穂拾いに関する記述をみる。フランスの現行刑法

典は1810年に制定され、その後多くの法律によって修正を受け、現在に至っている。落

穂拾いに関しては刑法典の第4部「違刑罪及び刑」の部分に規定されているが、1958年に

大部分の違刑罪は刑法典の立法部分から削除され、これに代わってそれらは施行令および

デクレ（政令）として刑法典の第二の部分として扱われるようになった。落穂拾いの規定

についても同様である。今回テクストとして用いたのは1901年版フランス法典（Riviere

1901）の中の刑法典である。

2　研究結果

2．1　トマス・アクィナスの共通善

　先ず、トマスの共通善についてであるが、稲垣（1959及び1961）はトマスが幾度も神

を共通善と呼んでいると明言する3）。また、稲垣はトマスの共通善を構成する善として、

「普遍的ないし全的（uniVerSa1e）な善」と、「個別者ないし部分に固有な善から区別され

る、全体ないし集合に固有の善」の二つをあげている4）。前者は、最高善なる神を頂点に

客観的な位階的秩序において捉えられる善（形而上的一・神学的．な共通善把握）であり、こ

れは超越的共通善と言うこともでき、神を超越的共通善とする。後者は、社会全体を構成

する諸人格の協働によって実現され、またそれら諸人格に還流せしめられるべき共同の目

的ないし福祉を意味する善（社会倫理学ないし法哲学に固有の共通善把握）であり、内在

的共通善とも言うことができる。これは神の超越的共通善を有することによって実現され

る共通善で、政治的社会ないし国家に固有の共通善である。「制度的共通善」r福祉国家」

と呼べるものはこの内在的共通善に属するとしている。

　稲垣は、トマスによる人間の目的の三様として、（1）死後に（恩寵によって）到達され

るべき永遠的至福、（2）倫理的徳にしたがって生きる（現世で到達可能な幸福としての）

有徳な生活、（3）有徳な生活が前提とする物質的条件の充足一或る程度の物質的豊かさ、

生活の安定と平和の確保、を挙げている。そして（3）は目的というより手段であるが、

個人がそれの実現を目指すかぎり、目的と呼ぶことができる、としている5）。また、トマ
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スによる社会全体の目的としての共通善の三様（＝社会を構成するすべての人間による至

福の到達）として、r至福の実現へと導くような原理一愛徳（CaritaS）一に基づく社会の

実現」r倫理的徳を原理とする人々の交わりないし社会」r右（それ）を可能ならしめる外

的・物質的条件の充足」をあげている6）。稲垣は、今日の公共福祉の概念に最も近いと思

われる三番目の概念について、しかしながら今日のわれわれのものと同一ではないことに

注意しなければならないとし、中世的国家の機能は、外的、物質的なものを主とせず、第

一に道徳的な性格のものであったとしている7）。

　ここでトマスの共通善思想に言及することの意義としては、「至福の実現へと導くような

原理一愛徳（カリタス）一に基づく社会の実現」ということに関連して、トマスは実際

に神を共通善（つまり独占的に所有する仕方で求めるべき善ではなく、万人によって共有

されるべき善）と解しており、私的な善よりも共通善を優先させる善い市民のような仕方

で、神を共通善として愛徳（カリタス）をもって愛すべきだということであり、そこに西

欧社会における慈善や施しについてのトマスの影響もあるのではないか、ということであ

る。

2．2　西欧社会へのトマスの共通善の影響

　次に、トマスの共通善の西欧社会への影響の範囲及び程度について見ておきたい。高坂

直之（1971）は、トマス以前にもあった共通善の考え方は、rトマスによって基督教的ヒ

ューマニズムの洗礼を受け、香気高い超民族的理論にまで押し上げられることになる」と

し、続けて公共の福祉について、「中世の西ヨーロッパ諸国は、そのすみずみまで行きわた

った基督教的人道主義のもと、超民族的立場で総体的にこれを容認していたことを思うべ

きである」と、その特徴を記している。

　共通善と施与との関係について稲垣はr共通善は共同体に存在している個々の人格の目

的にほかならないから、共通善の諸人格への配分ないし還流が問題となってくる。これを

正しく行わしめる徳としての正義が配分正義（justitiadistributive）にほかならない。更

に、共通善に秩序づけられている諸人格相互の関係を適正にする徳としての正義が交換正

義（juStitia　COmmutatiVe）である」8）としている。高坂は「十三世紀になってトマスが

アリストテレスを継承し、平等論の根拠である‘正義諭’（とくに交換的正義と分配的正義

の対比考）の中世化に成功したことは、平等に関する中世の実証理論を大きく推進させる

結果になった」9）としている。

　なお、トマスがr共通善」を法との関連において究明している個所は『神学大全』第二

部の第一、間九十、項二を中心とする前後である（稲垣訳1977）。

　中世カトリシズムを含む古代と中世のキリスト教の社会教説について、社会学的な視点

からトレルチの詳細な研究がある。その申でトレルチは、中世のキリスト教的統一文化の
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理念は今日のカトリック教会の社会教説に（若干の調整を施してではあるが）なお影響を

及ぼし続けていると指摘したうえで、その影響の範囲はカトリックにとどまらず、初期プ

ロテスタンティズムにも引き継がれ、更に近代のプロテスタンティズムにも影響を与え続

けていると指摘している1O）。

2，3　フランス農村の落穂拾い

2．3．1落穂拾いの聖書起源について

　落穂拾いの聖書起源についてフェスティは、落穂拾いの慣習が広く重んぜられていたの

は、その起源が聖書にまで遡るためであると述べた上で、聖書には落穂拾いの受益者に異

国人が含まれていたが、18世紀のフランスでは外国人に対しては間違いなく認めなかった

であろうと付け加えている（Festy1947：27－8）。ブロックは、ブルゴーニュ地方の農村

事情を述べている箇所で落穂拾いについて触れており、この権利はブルゴーニュ地方では

特に強く、そこでは障害者や女性に対してのみならず、一切の耕地に無差別にすべての人々

に広げられていたと述べている。更にブロックは、それは聖書によって支えられて、フラ

ンスにおいては多少とも強調され、あるいは緩和された形をとっているが、ほとんど普遍

的なものであったと述べている（ブロック／河野・飯沼訳1959：72－3）。

2．3．2　共同体的諸権利について

　中世から近代にかけてフランス農村においては、共同体的諸権利（砒。itS　Co11eCtiVeS）

というものがあった。それらは、落穂拾い権（g1anage）、耕地共同放牧（vainep銚ure）、

刈株採集権（clhaumage）、共同地（communaux）等である。一般に貧困な農民層はこれ

ら共同体的諸権利によって生活を維持していた。高橋によると、これら共同体的諸権利は

フランスの東北部において最も強靭に、南部においては比較的脆弱に現れていた（高橋

1966：34）。これら諸権利（＝諸規則）は「十九世紀後半においてもなお小農民的意義に

おいて保持され、農民層の爾後のより自由な分解がそれに却って阻止され、資本主義的進

化の過程が非常に緩慢になった」と高橋（1966：44）は指摘している。

　各権利の内容は大まかに次のとおりである。

①落穂拾い権は、収穫後少なくとも24時間は収穫地に放置されている一切のものを貧困

　者等が拾得することができる権利であった。きわめて深く根付いた慣習であり、その

　濫用は非難できても廃止は口にすることさえ困難であったとみられている。

②耕地共同放牧は、収穫後の耕地や休閑地に、各住民がその所有地に比例した頭数の家

　苔を共同家畜群（tmupeau　commun）に編成して、土地所有権を無視してそこに放牧
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　させる制度であった。

③刈株採集権は、収穫後の耕地の藁を家畜の飼料、屋根ふきの材料、燃料等の用途とし

　て刈株採集者（ChaumeurS）に明け渡されていた。

④共同地は、村落の外側にひろがる未耕地で、森林・沼沢・草原・荒地・山岳地帯など

　を採集、放牧に共同利用していた。

2．3．3　落穂拾い権の弊害について

　共同体的諸権利は、もう一方の側面から見れば、村人の生活は共同体的強制の下に置か

れていたということでもある。落穂拾いは聖書由来の権利として重んせられていた一方で、

次に記すような弊害の誘発も孕んでいた。ソブール（Sobou1，A1bert）（飯沼・坂本訳1956：

27）は、1848年の農民暴動に至るアンシャン・レジーム末期の農村事情を記している項

で、落穂拾い等の諸権利は「貧民にとって、重要な生活補充手段であったが、大借地農は、

それに制限をくわえて、半月鎌に固執した。これが動きつつあったアンシャン・レジーム

の社会に、おびただしく存在した農村プロレタリアの生活そのものであった」としている。

湯浅（1981：75）は、落穂拾いが収穫に雇用された日雇い（moissonneurs）と同様に稼

ぐことができるために、収穫時の労働力不足を引き起こすという点と、収穫後の耕地に時

かれる牧草を台無しにする点で、栽培牧草地の普及を妨げるということで問題とされてい

た点をあげている。

2．4　フランス刑法典

　フランス刑法典の第4部「違刑罪及び刑」（1810年2月20日制定、翌3月2目公布）

の部分に落穂拾いについての規定をみる。具体的には第4部、第2章、第1節、第1類の

第471条および第473条、および慣習法の記載部分から見ることにする。刑法典の邦訳に

は秋山晴夫（1939）や森下忠（1956）11）によるもの等があり、できるだけ両氏の訳文を

尊重するように努めた。但し、秋山の訳は何年版の原典を用いているか明示されていない

が、森下の訳は1956年版を用いているため、両氏の訳文を尊重しながらも1901年版と照

らし合わせながら、異同に対して必要な修正を加えた。法令の注釈部分および慣習法の部

分については秋山、森下両氏の訳書には無いため、同部分の訳は1901年版からの筆者に

よるものである。

第471条　r次の者は1フラン以上5フラン以下の罰金に処する」

第471条には罰金を課せられる対象者として、その細部の記述が第1号から第15号ま
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であり、その中の第10号には次のようにある。

　第10号　　r特別の事情なくして、まだ完全に収穫を終えていない閏畑において、目出

前又は日没後に落穂を拾い、集め又は摘み残りの葡萄を摘み取った者。（注釈）」

更に第10号の「一落穂を拾い、集め又は摘み残りの葡萄を摘み取った者一」の注釈と

して、（a）から（f）まであり、その内容は次のとおりである。

（a）「落穂を拾うこと、もしくはあらゆる種類の農作物の摘み残しを集めることは、そう

　した慣例がある場所においては、区画ごとの収穫が終わり次第にということではなく、

農作物の回収が集合農地や共同農地全体で行われた後にしか認められない。一1867年2

月14目　破毅院判決」

（b）「落穂を拾うこと、もしくはあらゆる種類の農作物の摘み残しを集めることは、そう

　した慣例がある場所においては、その地方の農地ですべての収穫物が回収された後にし

　か認められない。一1864年11月26目，12月31目　破段院判決」

（C）「落穂を拾うことや集めることの権利は、栽培地・畑・牧草地・葡萄畑の区別なく、す

べての土地に広がる。一1864年12月31目　破段院判決」

（d）「柵のない土地への家畜類の連れ入れは、その畑の収穫が済んでからだけではなく、

その村や地域の土地からすべての農作物が回収された後にしか認められない。一1864

年12月31目　破段院判決」

（e）「そのことは、たとえその畑の所有者の場合であっても、すべての隣接する畑で収穫物

　の回収が完了してから2日後にしか認められない。一1864年11月26目　破段院判決」

（f）「1554年11月の勅令により、落穂を拾うことは、貧窮者のみに認められている。一1867

年2月14目　破段院判決」

第473条には次のようにある。

第473条　r煙火を発した者及び第471条第10号に違反して落穂を拾い、集め又は摘

み残りの葡萄を摘み取った者に対しては、一更に、情状に困り、3目以下の拘禁を言い渡

すことができる。一別464，476，480」

法令に続く慣習法の記載部分には、1791年10月6目付デクレとして次のようにある。

　r落穂を拾い、集め又は摘み残りの葡萄を摘み取る慣例がある場所においては、落穂を

拾う者・集める者・摘み残りの葡萄を摘み取る者は、収穫が行われた柵のない畑・牧草地・
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葡萄畑には、農作物が完全に回収された後にしか入ることは出来ない。違反した場合、落

穂を拾うこと、集めること、摘み残りの葡萄を摘み取ることによって得た農作物は押収さ

れ、さらに状況に応じて、自治体警察における拘留が行われる。落穂を拾うこと、集める

こと、摘み残りの葡萄を摘み取ることは、当デクレの第1章第4節第6条に定められてい

るように、農村部の囲いのある土地では禁止されている」

3　考察

3．1教会史的側面

　教会史的側面では、トマスの共通善思想について、その特徴と西欧社会への影響の範囲

および程度について概観した。トマスのbomm　communeを、稲垣は「共通善」と訳し

ているが、沢岡和夫（1969：155）は、ボーヌムを哲学用語としてではなく一般的な使用

と社会科学領域におけるこの思想の発展等を考慮し、価値・福祉とする方が適当と捉え、

r共同福祉」と訳している。

　中村幸太郎（1963：89－116）は、トマスの施与論を論じるなかで、中世の救貧が主観

的恣意を特徴とするなかでトマスは現実的関心によって懇意性が制御され、客観性をもっ

て支えられ補われていると指摘する。中村がトマスの施与論の、大陸諸都市にできた諸救

貧制度への連続性に言及し、近世の救貧思想・救貧制度をトマスの施与論に遡って攻究す

る必要性を提起している点は注目される。

　西欧社会へのトマスの共通善の影響について、高坂は、その影響が超民族的に中世西欧

世界に浸透していたとしており、トレルチもrカトリック的統一文化」という表現を用い

同様の指摘をなしている。トレルチは、トマス主義倫理学の特徴について、スコラ学の論

理と身分制的社会組織がトマス主義倫理学の基礎にある根本的観念であるとし、この倫理

学ならびに文化理念が普遍的な統一的教会および普遍的な教皇の支配権の観念ときわめて

緊密に結び付けられていたとする12）。そこから見えてくるスコラ学の弱点についてトレル

チは次のように指摘する。すなわち、スコラ学は外面的な建築学的統一性で満足し、個人

が何らかの集団の中で全体の意味に参画していさえすれば個人の価値関係の問題は解消し

たと考える傾向があり、国家や社会や教会における身分および団体を単位とする社会生活

の心理学的影響を受けやすい。．そのような心理学的影響が固定化すると自明の観念となり、

カトリック教会の社会教説は、この点で、事実上の心理学的要素によって規定され、キリ

スト教的理念の弁証法によって規定されてはいない。そのため、キリスト教的理念に含ま

れる個人主義が満足できるほど十分には展開されておらず、むしろ事実上、社会教説から

振り落されているとする13）。

　ブロックが、落穂拾い権がとくに強固に実践されていたとする（ブロック／河野・飯沼
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訳1959：72－3）ブルゴーニュ地方は、910年にクリュニー修道院、1098年にシトー会

修道院が創設され、修道院運動の中心地ともなったところである。しかし、そのことを直

ちにブルゴーニュ地方の落穂拾い権の強固さと結びつけることは差し控えなければならな

い。それには稿を改め考察する必要があり、今後の課題としたい。

3．2　経済史的側面

　経済史的側面では、フランス農村社会における共同体的諸権利の一つとしての落穂拾い

権の特徴について概観した。落穂拾いが聖書由来の慣習であるという宗教上の重みと、落

穂拾いを貧者の権利として支える慣習法及び制定律による保障が、経済史的な側面からみ

た落穂拾いを強固なものにしていったと考えられる。これを証左するものとして、経済史

的な側面からイギリス農村社会の落穂拾いを扱った福士正博（1995）の論文がある。福士

が対象としている年代は18世紀後半から19世紀前半であり、筆者の対象とする年代とほ

ぼ一致する。

　福士によれば、イギリスにおける落穂拾いは、地方の慣習に基づく慣行として、刈取機

械が導入される19世紀後半まで、イギリス農村（主にイングランド南部の穀倉地帯）で

貧民の福祉の目的をもって広く行われていた慣習であった。併しながら、落穂拾いを肯定

する立場の者と、それを否定する立場の者とが対時していたとされている。

　肯定する立場としての根拠は、聖書、法学者の見解、エリザベス救貧法等である。法学

者の見解として、イングランドの落穂拾いの慣習が、落穂拾いを定めたユダヤ法を基礎に

しているとするギルバートのことばが引用されている（福士1995：241）。イギリスにお

いて、落穂拾い肯定の根拠をユダヤ法との関わりでみている点は注目される。エリザベス

救貧法を根拠とすることについては、エリザベス救貧法が慣習としての落穂拾いを奨励し

ているとする立場と、逆に否定しているとする立場の二つの見解が存在するとしている。

　福士によれば、落穂拾いの権利の否定については、刈取機械の導入される（19世紀後半）

以前より問題にされていたとする。一つは、国レベルで適用されるコモン・ロー上の慣習

がないことを根拠に、地方の慣習にもとづく落穂拾いを否定することである。もう一つは、

地方の慣習を農場の慣習に置き換えることによって（落穂拾いを当該教区の定住貧民から

実際に雇用関係にある農場労働者に限定することによって）否定することである（福士

1995：234）。

　福士はイングランドにおける状況として、1788年の一般請願裁判所の判決で、地方の慣

習をコモン・ローの観点から、落穂拾い権を否定する判決があったことを挙げている（福

士1995：242）。しかし、19世紀においてもなお、落穂拾いは法律上犯罪行為ではあった

が、民衆道徳の観点で（神の法に削った正当性の主張として）、犯罪とみなすことなく広く

行われていたと指摘する（福士1995：244－5）。
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　上記の諸点をフランスの落穂拾いと比較すると、どちらも聖書を由来としユダヤ法の救

済制度の影響牽受けた、キリスト教文化圏内における慣習として落穂拾いが捉えられてい

ると言えよう。イギリスでは落穂拾いを肯定する法学者の見解はあるものの、落穂拾いの

権利を保障する法的根拠（慣習法・制定法）という点で、それを有するフランスとの差異

を指摘出来よう。

　フランス農村における共同体的慣行の存続について、ソブールによると、貧民たちの要

求は1794年に特に激しかった。ソブールの見解をおえば、共同体的慣行の存続および強

化を求める請願書は、国立古文書保存庫F系列に特に豊富に存在し、農村の人民会、農村

の自治体、「貧しいサン・キュロット」たちの訴えに満ちでいるとあるI4）。

　その他、19世紀後半のフランス北部農村の生活を描いたものにゾラ（Zo1a，Emi1e）の

『大地』（ゾラ／田辺貞・河内訳1953）がある。むろんこれは小説であるが、湯村武人の

指摘にもあるように（湯村1967：92）、ゾラはこれを執筆するに当たって綿密な調査を行

っており、当時のボース大地の実態をかなり忠実に反映していると考えられている。この

作品には落穂拾いを含む共同体的慣行が描かれている一方で、大型機械の導入によって古

きょき時代の農村から近代化に移行する農村の様子と、それに戸惑う農民達の心情が描か

れている。農業の近代化と落穂拾いの衰退との関係は福士も指摘しているところであり、

その辺の共同体の役割と機能の変化については別稿を設け攻究の必要があろう。

3，3　法制史的側面

　刑法第471条には、それに違反した場合「1フラン以上5フラン以下の罰金に処する」

とある。18世紀のフランスにおいては、罰金には刑事的罰金、違刑罪罰金、民事的罰金の

三区分が設けられていた。違刑罪罰金は一つの全く限定された分野のみに関連する。即ち、

森林侵犯（樹木伐採、樹木窃盗）、狩猟侵犯（狩猟罰金）、漁携侵犯（漁労罰金）等であり、

これらの一群は慣習的刑罰に基づくものである15）。第471条の罰金の額は1901年版には

1フラン以上5フラン以下とあるが、1956年版を用いている森下訳では200フラン以上

1，200フラン以下となっている。秋山訳では1フラン以上5フラン以下となっており、よ

り古い版が使用されていることがわかる。

　なお、フランスにおいて落穂拾いは聖書由来とされながらも、果たしていつの時代から

どのような経緯で、貧者救済の意図をもって共同体規模で行われるようになったのかとい

うことについて関心を持つところであるが、これは明確にし難い課題でもある。何故なら

ば、落穂拾いの行為が日常生活の中の一場面に過ぎず、記録として残り難いためである。

現状では、三国農法は共同体的慣行にもっともよく適合している16）ということから、そ

の農法が一般に広まったとされる11世紀から13世紀には何らかの共同体的規模での実践

があったのではないかと推測し得る程度である。
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　刑法第471条第10号の注釈（f）にある、1554年11月の落穂拾いに関する勅令につい

ては、今回は確認することが出来なかった。そこを明らかにすることは、フランスの落穂

拾いを法制史の側面から探るうえで、ひとつの里程標に達することでもある。今後の課題

として挙げておきたい。

まとめ

　フランス農村社会における落穂拾いの慣習を支えてきた背景要因について、教会史、経

済史、法制史の三側面から考察を行なった。筆者は研究方法を考える際に、予め慣習を支

えてきた要因として考えられ得る諸点を推論していたが、それらを具体的に検証するため

に共通善、落穂拾い権、刑法典の落穂拾いに関する規定を取り上げ、中世から近代にかけ

て、とくに本稿の考察の対象である1800年代におけるそれらの特徴について確認した。

　考察の結果、次の諸点がその要因となり得るとする結論を得た。先すは、それが聖書由

来の慣習であるという宗教上の重みにあり、それを支えるキリスト教の社会教説が挙げら

れる。トマスの共通善の思想はその理論的支柱となっている。次いで、フランスの農村社

会では中世より慣習法が広く行き渡っており、共同体的慣行としての落穂拾いに対し、そ

れを支える法的保障と、権利の濫用を防ぐための法的規制が設けられていた。それらの背

景要因は、キリスト教的統一文化により支えられ、落穂拾いが貧者救済を目的とした方策

として認識せられていた。落穂拾い権は、キリスト教思想と結びつき、共同体における慣

習の安定的継続を促した。刑法典の規定は、結果的に落穂拾いの権利を保障するものとし

て、その正当性の主張と濫用阻止を促すものであると言えよう。かかる状況から、落穂拾

いがフランス農村社会において受容。共有され、伝達された行動様式ないし生活様式を有

する福祉文化として、時代を越えて強制力を保持し得たと考えられる。

　総論的には落穂拾いの慣習の背景要因を明らかにするという本稿の目的を果たし得た

と考えるが、しかしながら各論的には教会史、経済史、法制史の考察の過程より、いくつ

かの解明すべき課題も見えてきた。教会史では、地方における落穂拾い権の強弱と修道院

の影響力との関係について解明する余地がある。経済史では、落穂拾いの衰退につながる

19世紀後半の共同体の変化（機能と役割の変化）については、一本稿では十分に扱うことが

出来なかった。法制史では、刑法第471条第10号の注釈（f）にみる1554年11月の落穂

拾いに関する勅令について明らかにする必要がある。

　落穂拾いと文化の関係については、r文化」の捉え方にはいくつかの種類があるが（吉

田：1987）、包括的な捉え方としてr特定の社会の人々によって習得され、共有され、伝

達される行動様式ないし生活様式の体系」という意味に使うなら、考察の結果から、フラ

ンス農村の落穂拾いの慣行は、キリスト教的背景の中で貧者救済のために伝統的に培われ

てきた福祉文化として捉えることができる。
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　以上、落穂拾いという日常生活上の些細な行為を慣習となした背景要因を明らかにする

なかで、落穂拾いの慣習に背景要因の重層的関わりからなる福祉文化が確認された。

注

1）ミレーの親友サンスィエ（1815・1877）はミレーの伝記を残している。＝サンスィエ

　　／井出訴（1988）『ミレーの生涯』講談杜．その中の104および114には、ミレーが聖

　　書のルツ記の物語（＝落穂拾い）を題材に、ミレーの時代のフランス農村における実

　　際の落穂拾いの情景を描いていることが分かる。

2）東京都立大学トレルチ研究会によって「キリスト教会およびキリスト教諸集団の社会

　　教説」として『東京都立大学法学会雑誌』の29（2）から44（1）に、17回にわたり古代

　　と中世の部分が邦訳されている。なお、古代の部分については、高野晃兆と帆苅猛に

　　よる別訳（1999）もある。

3）筆者の知る限りでは、稲垣は1959年の論文（「共通善の神学」『世紀』通号106）で
　　「共通善」について述べている。さらに、1961には（稲垣1961：第二章，36以降）
　　これについての詳細な論究がある。

4）稲垣（1961：1－2）参照。
5）稲垣（1961：68－9）参照。
6）稲垣（1961：69）参照。
7）稲垣（1961：71－2）参照。

8）稲垣（1961：85）参照。

9）高坂（1971：237）参照。

10）トレルチ／東京都立大学トレルチ研究会釈（1999）rキリスト教会およびキリスト教

　　諸集団の社会教説（邦訳・八）」『東京都立大学法学会雑誌』39（2），806参照。

11）同訳書は刑事裁判資料第116号として、同年に最高裁判所事務総局からも出されてい

　る。

12）エルンスト・トレルチ，東京都立大学トレルチ研究会釈（2001）「キリスト教会およ

　　びキリスト教諸集団の社会教説（邦訳・十二）」『東京都立大学法学会雑誌』41（2），471・2

　　参照。

13）トレルチ（2001：475）参照。

14）ソブール／飯沼・坂本訳（1956）『資本主義と農村共同体』未来社，14－5．および、

　湯村武人（1967）『フランス近代農村の構造』法律文化杜，30参照。

15）塙浩　編訳（1999）「フランス刑法史（近世から近代へ）」『摂南法学』21，69－159．

　　とくに90－1参照。

16）井上泰男（1987）「ヨーロッパ中世における農業の展開と村落共同体」木村尚三郎・

　　佐々木潤之介・田中正俊・他編『中世史講座2　中世の農村』学生杜，90参照。
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井上は、三国農法はライン・ロワール間の王領や大修道院領などの農業の先進地方で

は、カロリング時代（715年、ピピン三世により建国。カーノレー世の治世に西ヨーロ

ッパ全域に勢力を拡大した。しかしカールの孫の世代にイタリアと東西フランク王国

に分裂した。）にすでに実施されていたようであるとしている。なお、三国農法とは、

村落共同体による共同耕作や耕作強制をともなう三年輪作システムであり、これによ

って重量有輪黎の効率的運用が可能となったほか、広い休閑地に家畜を放牧すること

も本格的に行われるようになった。
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結

1　結果

（1）第1章　研究序説

　本章では、古代から近・現代までのユダヤ慈善を概観する中から、ユダヤ慈善の研究に

とって必要且つ外すことができないと思われる思想、概念、出来事等を、1r慈善とは」、

2r古代のユダヤ慈善」、3r中世のユダヤ慈善」、4r近・現代のユダヤ的価値」に分けて

考察した。

　1「慈善とは」において、宗教的動機による慈善と人道的動機による博愛の相違点を示

した。慈善は一義的には個人の内発的動機による自由な選択ではなく宗教規定による外発

的動機によるものであり、とくに貧困問題と彼らの救済に関心が置かれていた。これに対

し、博愛は個人の道徳的信念が先行し、貧困問題や救済活動と密接に関係してはいない。

　2「古代のユダヤ慈善」では、聖書とタルムード（ミシュナを含む）から福祉的内容の

記述を取り上げ考察した。聖書では社会問題として認識されていた貧困問題に対して、救

済の必要性が「神のことば」として記されている。また、預言者らは社会正義が道徳的生

活と不可分の関係にあることを説いた。タルムードについては、膨大な量の中から散発的

に福祉的内容の記述を取り上げるよりも、全体の体系的把握が必要であると考え、研究序

説ではタルムードの構成と各巻の主題及びクマラ（ミシュナをめぐる議論の収集）の異同

を一覧するにとどめ、個々の課題（①生活困窮者に対する救済の規定、②病者・障害者の

穣れと彼らに対する差別の問題、③女性観と女性差別の問題）については、第2章以降で

論ずることにした。

　3「中世のユダヤ慈善」では、スペインを中心に発展したラビ文学（RabbinicLiterature）

において活発になったタルムードの再編が、古代のユダヤ慈善思想を中世に定着させ、更

にそれを近代に運ぶ役目を果たしているのを確認した。とくに中世のユダヤ慈善思想の形

成に大きく貢献したのはマイモニデス（Maimonides，Moses）とアル・ナカワ（A1－Nakawa，

ISrae1）であった。マイモニデスは『ミシュネ・トーラー』を著し、アル・ナカワは『光

の燭台』を著した。ここでは両者の著書から、彼らの慈善観が表されている部分（『ミシュ

ネ・トーラー』からは「慈善の8段階」を、『光の燭台』からは「9種類の慈善」）を分析

した。その結果、マイモニデスには、慈善の動機をトーラー（聖書）の戒律に置き、且つ

『ペアー』等のタルムードにある賢者たちの言説の再編が確認された。一方、アル・ナカ

ワには『ペアー』の救済規定に近似する内容が多く見られ、タルムードに依拠しているの

は明らかであった。

　マイモニデスの慈善観で彼が追及しているのは、①貧困を防ぎ慈善の必要をなくす行為
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（つまり、防貧）であり、②施しを与える側も受ける側も互いを知らない配慮（つまり、

顔の見えない相手との連帯）である。マイモニデスの慈善観は、アメリカ・ラビ中央協議

会が編集・出版している『ユダヤ教礼拝合同祈薦書』にも見ることができる。そこにはマ

イモニデスの「慈善の8段階」が（要約され説明的な文言になっている等、修正されては

いるが）収録されており、伝統的なユダヤ福祉思想の観念が近・現代に継承されているこ

とが確認できる。

　4「近・現代のユダヤ的価値」では、先の3（「中世のユダヤ慈善」）を受けて、近・現代

に受け継がれた伝統的なユダヤ的r価値」の特質が、ユダヤ教ソーシャルワークにおいて

どのような意味をもち、且つどのような課題を抱えているのかを考察した。現代のユダヤ

教ソーシャルワークの価値は、それが宗教に基づいているがゆえに、援助の対象がユダヤ

人に限定されがちになり、一方の対象を限定することにそぐわない世俗のソーシャルワー

クの援助観との間で葛藤を生じる要因ともなっている。そのため多くのユダヤ人ソーシャ

ルワーカーは業務において非宗教的態度と見地を取っている。今日、宗教的価値の運用に

対する否定的志向も見受けられるが、そのことが宗教ソーシャルワークの価値が世俗のソ

ーシャルワークの価値に取り込まれて（融合されて）いく趨勢にあることを示唆するもの

ではない。クツィック（Kutzik，A1frea）は、ユダヤ的価値は民主的価値群（democratic

Va1ueS）と非民主的価値群（antidemoCratiCVa1ueS）に分類でき、ユダヤ教ソーシャルワ

ークにおいては両者が競合する関係にあることを明らかにレている。リンザー（Linzer，

Norman）は、ユダヤ教ソーシャルワークの価値と世俗のソーシャルワークの価値は共通

する部分のあることを明らかにしている。それらの分析結果から、ユダヤ教ソーシャルワ

ークの価値は世俗のソーシャルワークの価値と対立するものではなく、両者は共存の関係

にあることが了解される。

（2）第2章、第3章（貧困・貧困者対策）

　これらの章では、貧困と貧困者対策を扱っている。第2章でユダヤ社会における「施し」

の語の成立過程を分析し、第3章ではタルムードの『ペアー』をもとに、貧困者救済制度

について考察した。

　新約聖書で貧困者等への「施し」の意味に使用されているギリシア語エレエモスネーは、

本来「義、正義」を意味するヘブライ語ツェダカーの訳語であるが、新約聖書ではエレエ

モスネーは貧困者等へのr施し」の意味に限定して使用されている。第2章では、この訳

語をめぐって、ギリシア語訳旧約聖書（セプテュアシント）と他のユダヤ教訳ギリシア語

聖書（アキュラ訳、シュンマコス訳、セオドテイオン訳）等を比較しながら、語の成立と

意味の変遷をたどった。

　エレエモスネーは、本来はユダヤ教団がディアスポラ・ユダヤ人のために翻訳したセフ
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チュアシントで創出したr憐れみ、施し」を意味する語であり、その語にはr正義に内包

される慈悲」の思想が表明されている。のちにセプテュアシントの翻訳をめぐって生じた

ユダヤ教徒とキリスト教徒の間の確執ゆえに、ユダヤ教はセプテュアシントを放棄し、自

ら創り出したエレェモスネーの語をも手放した。その結果、他のユダヤ教訳ギリシア語聖

書ではr義、正義」の意味を持たせた。セプテュアシントはキリスト教の翻訳聖書として

採用され、エレエモスネーの語は原始キリスト教団に引き継がれた。そのような事情から、

ユダヤ教では施与は「義、正義」の表白手段であるとし、一方でキリスト教は「愛」の表

白手段としての施与を強調するようになったことを本章で明らかにした。

　第3章では、ユダヤ慈善における施与の形態とその思想的・教義的背景を明らかにする

ために、ミシュナ及びタルムードの『ペアー』をもとに、ユダヤ教における貧困者救済制

度を分析した。その結果、ユダヤ慈善における分配の原理は、土地の所有権を神に帰する

ユダヤ的観念に基づく救済観であることが分かった。つまり、土地は神からの嗣業として

諸部族にその使用が委ねられたものであり、その所有権は最終的に神に帰するものである

という信条に遡る。さらに「施し」の教義的背景として、倫理の最も崇高な原則であると

されている公正（ミシュパット）が挙げられる。公正の概念は、単に不正を避けるという

だけではなく、道徳の完全な状態のために積極的な権利の擁護と生活の不平等を調整し直

すことが目指されている。その権利のための実際的な力となり得るものに「義、正義」（ツ

ェダカー）があると解されており、ツェダカーの教義はユダヤ慈善における貧困者救済の

理論的な根拠となっている。

　さらに『ペアー』の内容の分析・考察を通して、貧困者救済制度における施与の対象と

方法を明らかにした。施与の対象者は、200スズの貨幣単位を貧困線とし、それが救済の

可否の判断基準とされていた。200スズは1年間の生活に要する金額であったとみられて

おり、今日の救済水準と比較しても古代ユダヤの救済の手厚さを知ることができる。施与

の方法は、個人単位では、畑の収穫物を刈り取る際、一部を取り残しておくいわゆる「落

穂拾い」と、公の施策としては慈善鍋と共同基金の制度が存在した。

　原始キリスト教の慈善もユダヤ慈善の貧困者救済に倣ったものであることは新約聖書

等で確認されるが、ユダヤ教倫理にみられる「公正」の原則や、それを実践するための理

論的な根拠としての「正義」が、原始キリスト教団の「施し」で強調されているような証

拠は見当たらない。キリスト教慈善では「愛」が強調されており、これらの相違が両宗教

慈善を特徴づけるものであろう。

　なお、第7章の補遺（r落穂拾いと福祉文化一フランス農村社会における共同体的慣行

の一考察一」は、ユダヤ的施与の伝統を受けたフランス農村社会の落穂拾いについて考察

したものであるが、本研究の対象がユダヤであることから、補遺として扱っている。

（3）第4章（病者・障害者）
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　ここでは、慈善の主要な要素を占める施与以外にも、社会的弱者として福祉的な関心の

対象となりやすい病者、障害者について、穣れと清めをキーワードに据え、ユダヤ教の病

者観、障害者観に基づく彼らへの処遇を考察した。トーラー（聖書）には障害そのものに

対する思想的な偏見や差別の記録はないように思われるが、ユダヤ教では両者はともに祭

儀上の不完全性が指摘され、穣れた者としての差別の対象となり、とくに病者は祭儀上の

穣れに加え衛生上の汚れに関するトーラーの規定に基づき排除の対象とされた。しかしな

がら、障害者は祭儀に関わる主導的な行為への参加の制約を除けば障害そのものを理由と

する祭儀からの排除はなく、両者への処遇の違いが明らかになった。

　ユダヤ教では祭儀との関係で、聖性が守られているのか、あるいは破られているのかが

重要な価値判断となる。病者等の身体からの漏出物については、単なる「汚れ」ではなく

祭儀上の「穣れ」に結びつき、障害以上に差別の対象となった。原始キリスト教団の病者・

障害者を擁護する姿勢は、そのような祭儀を至上とするユダヤ教の律法主義的な価値観へ

の批判でもあった。したがって、新約聖書の福音書等では、病者・障害者への接触が、他

者を思いやる愛の行為として描かれている。

（4）第5章、第6章（女性）

　ユダヤ教では女性は不浄を理由として祭儀上の差別の対象とされたが、ブルーテン

（Brooten，Bemadette　J．）の先行研究によって、古代のシナゴーグ（ユダヤ教会堂）で

は女性の指導者（会堂長、長老、聖職者等）が輩出されていたことが知られている。

　一方、原始キリスト教団では、ユダヤ教のシナゴーグにみられるような女性の指導者は

輩出されなかった。その理由について筆者は、回心前は熱心なユダヤ教ファリサイ派信者

であったパウロの女性観のファリサイ的背景の可能性と、ディアコニア（執事）職及び礼

拝に関するパウロの女性への言説に着目した。パウロの女性観のファリサイ的背景の可能

性については第5章で扱い、パウロの言説のキリスト教への影響については第6章で扱っ

た。

　第5章では、ユダヤ教に二つの女性観が確認された。それは、ユダヤ教の法体系におけ

る女性観と宗教体系における女性観であり、両者の間には女性観の不一致がみられた。つ

まり、法体系では男女は平等に認識されていたが、宗教体系では男女の差別が存在した。

ブルーテンが先行研究で用いている女性指導者の存在を示す碑文の多くは、ディアスポラ

のユダヤ教シナゴーグからのものであり、既存の宗教体系に縛られない新しい環境が女性

の進出を促したのではないかと考えられた。

　ファリサイ派の女性観については、ヨセフス資料、新約聖書資料、ラビ伝承資料から明

確にすることはできなかったが、リブキン（Rivkin，E11is）によるファリサイ派の特徴を
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考察した先行研究（Rivkin1970）から、ファリサイ派が不浄を積極的に擁護する宗派で

あったという点に注目すると、女性の不浄に関する扱いに宗教体系の影響が考えられ、ま

た、成文律法以外に口伝律法を擁護していたという点に注目すると、ユダヤ教の法体系と

宗教体系における女性観の違いも理解できる。したがって、ファリサイ派の女性観がその

ような特徴をもっていたのではないかと推察される。しかしながら、それとファリサイ派

から決別したパウロの女性観とを結びつけることには慎重でなければならない。

　第6章は、先の第5章で考察したパウロの女性観に接近するために、パウロによるディ

アコノス（執事）職に関する言説（『テモテヘの手紙I』3章11節）と、教会（の礼拝）

における女性の発言等への言説（『コリントの信徒への手紙I』14章34節、35節）を手

掛かりに、教会（の礼拝）における女性について、キリスト教の見解を歴史的に追った。

その結果、パウロによって命ぜられた「秩序」（広義には男女の創造の秩序と解される）を

保つための、礼拝における女性の発言等の制約が、古代から中世の教会指導者の女性ディ

アコノス観に影響を与え、教会指導者たちの女性執事に対する否定的見解となって表れて

いるのを確認した。例えば、古代では、後2世紀の神学者オーリケネースは、パウロによ

る『秩序」を保つための女性の教会での発言等に対する否定的言説に倣い、女性の教会に

おける発言等に否定的であった。後4世紀の教父クリュソストモスは、女性ディアコノス

を肯定しているものの積極的な支持ではなかった。それは「秩序」を保つための女性の教

会での発言等を否定する伝統に倣ったものであった。それらの見解は中世ヨーロッパの宗

教改革者らに影響を及ぼす結果となった。ルターは女性の慈善活動を称賛しつつも女性デ

ィアコノスについては否定している。カルヴァンは女性執事職を従属的な存在としながら

も容認していたが、教会の伝統的見解を一新するには至らなかった。しかしながら、宗教

改革期において直接的に教会組織の下にない市民組織中心の医療・福祉事業の拡大と教会

の関わりの中から、女性執事や女性慈善事業家の活動範囲の拡大へとつながっていった。

（5）第7章　補遺（貧困・貧困者対策の西欧社会への影響）

　ここでは、中世から近代まで貧困者救済を目的とした聖書由来の「落穂拾い権」がフラ

ンス農村社会に存続した要因について、教会史、経済史、法制史の三側面から考察した。

その結果、以下の諸点が明らかになった。教会史的側面では、聖書由来の慣習という宗教

上の重みが存続の要因のひとつにあり、同時に、キリスト教の社会教説、とくにトマス・

アクィナスの共通善思想がその理論的支柱となっていた。経済史的側面では、落穂拾いの

衰退につながる19世紀後半の近代農法の導入を契機とする共同体の変化（機能と役割の

変化）に至るまで、フランス農村社会の共同体的慣行として落穂拾い権が、農村の人民会

等の支えで存続し得たことが挙げられる。法制史的側面としては、フランス旧刑法典の第

4部（r違刑罪及び刑」）の中で落穂拾いが法的に保障されていたことが、落穂拾いの権利
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に対する正当性の主張と濫用防止につながっていたことを確認した。

2　今後の課題と展望

　本研究で解明したユダヤ慈善の特質には、これまでの先行研究で明らかにされていない

新たな知見も含まれている。とくに、ユダヤ慈善及びキリスト教慈善の思想的背景に関わ

る「施与（エレエモスネー）」の語の成立過程の解明と、先行研究にみられるような貧困問

題と施与を中心とした狭義の慈善問題だけではなく、社会的弱者となりやすい病者、障害

者、女性を対象とした広義の慈善の考察は本研究の特徴であろう。しかしながら究明しき

れなかった課題もある。それら課題の詳細については各章の末尾に設けた「まとめ」に記

しているので、ここでは主要な課題について総括的に取り上げたいと思う。

　本研究の第5章、第6章で、原始キリスト教団と同時代のユダヤ教の女性について考察

したが、次の2点については究明しきれなかった。それは主に歴史資料の不足に起因して

いる。それらは、（1）ファリサイ派の女性観、（2）女性ディアコノスの位置づけ、である。（1）

については、第5章（「古代シナゴーグにおける女性指導者」）でヨセフス資料、新約聖書

資料、ラビ伝承資料の一次資料から考察した。ヨセフス資料、新約聖書資料については、

ファリサイ派に関して既存資料以外から新たな証言を引き出すことに限界があるが、それ

らよりも量的に勝るラビ伝承資料から女性観についての新たな証言を得る可能性は残され

ている。（2）については、第6章（「女性ディアコノスと女性の礼拝」）で考察した。ディア

コノス（及び女性ディアコノス）は教会論で扱われるものであるが、女性ディアコノスの

課題をここでは女性観の視点から考察した。本研究の中では女性テイアコノスの実態を証

言するものは発見できなかったが、クリュソストモスら教父文書から新証言が見出される

可能性も残されている。それら残された課題を達成するために、今後も新たな資料の発掘

に努めたい。

　欧米のボランタリズムの根源思想のひとつであるキリスト教の「隣人愛」が、ユダヤ教

教義のr義」に内包されるr憐れみ」の思想に根源を有しつつも、キリスト教徒が既存の

ユダヤ教の宗教体系による援助の運用に疑義を唱え、それに対する抗議（Pr〇七est）として、

自らの信条に基づくキリスト教慈善を強調していったように、慈善行為の背景にある援助

の価値観を含む思想の重要性が喚起される必要があろう。今回は考察の対象とはしていな

いが、イスラム教慈善も喜捨等でユダヤ慈善との類似もみられ、それらの比較は更に今後

の課題でもある。

　福祉思想の伝承に宗教は大きな推進力となる。ユダヤ教及びキリスト教慈善における援

助の価値観が、．時代を超えて受け継がれてきたことがその証しである。ユダヤ慈善の特徴

は、共同体の成員が他者支援を自らの責任として認識していたことであり、支援を受ける

側が自分の尊厳を保つことができる援助を、支援する側が配慮しなけれぱならないとされ
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ていたことである。それらの特徴をもつユダヤ慈善から得られる知見は、現代的な問題に

も提案や洞察をもたらすことが期待できると思われる。
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あとがき

　本研究は、同様の先行研究がほとんどないこともあり、草稿から脱稿までかなり長い試

行錯誤の年月を要した。今回このように仕上げることが出来たのも、諸先生やゼミ仲間と

の出会いに恵まれ、幾多の助言や励ましを頂いたお陰である。

　筆者はキリスト教の神学生時代に、イスラエル古物局（Israe1AntiquitiesAuthority）

主催のガムラ遺跡発掘に参加した。当時ガムラ発掘隊はグットマン氏（Gutman，Shmarya）

が指揮を執っておられた。グットマン氏からガムラ遺跡に関する講義を受け、また発掘の

手ほどきを受けることができたのは幸いであった。そこでの体験は、のちに筆者がユダヤ

慈善研究を志す誘因にもなっている。

　その後、牧師として教会で働く傍ら大学の社会福祉学科で学ぶ機会を得た。在学申に学

内学会で「古代イスラエルの救貧思想：トーラーにおける“施し’’の規定はどのように人々

に受容されたか一ミシュナからタルムードに至る実践的展開を中心として一」と題して報

告し学内誌に発表した。今振り返ると稚拙な内容であったが、本研究につながる構想がお

ぼろげながら見えてきたのはその時期からであった。

　日本社会事業大学大学院の博士前期課程では福祉歴史研究の科目を受講し、岡田英己子

教授から教えを受けたことがきっかけで、筆者はそれまで温めていたユダヤ慈善の研究を

具現化したいとの思いを抱くようになった。その時期に岡田教授の計らいで、坂本売先生

（聖マリアンナ医科大学名誉教授）に論文の構想で助言を預けたのは幸いであった。

　博士前期課程修了後は社会福祉の実践現場で働きながら論文作成を続けていた。しかし

ながら先行研究の少ないこの分野で、遅々として進まない研究への焦りを覚えていた。そ

のような中にあって岡田教授からの励ましや助言は、どれほど萎えた筆者の気持を奮い起

させてくれ、また舵を修正して頂いたことであろうか。あれから長い年月を経て、首都大

学東京大学院の博士後期課程で、再び岡岡教授から教えを受ける機会が与えられたことを

感謝している。

　本研究は社会福祉学分野のものであるが、キリスト教やユダヤ教に関する内容をかなり

含んでいる。そのため、その専門分野の先生方に見てもらう必要があった。本論文がおお

かた形を成した段階で、長崎純心大学の稲垣良典教授（九州大学名誉教授、福岡女学院大

学名誉教授）（哲学）と、東京大学の市川裕教授（宗教史学・ユダヤ学）に査読して頂く機

会を得たことは、筆者にとって大きな幸せであり深謝に堪えない。査読で頂いた助言をも

とに加筆修正を行ったつもりであるが、内容になお何らかの不足等があるとすれば、それ

はすべて筆者の責任である。

　また、論文の構想段階で目次を見てくださり、助言を頂いた他の先生方にも感謝申し上

げたい。

　本論文の審査にあたっては、多大なご苦労をおかけすることになったと思うが、主査の
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岡閏英己子教授をはじめ、副査を引き受けてくださった矢島里絵教授・（首都大学東京）、木

原活信教授（同志壮大学）に感謝申し上げたい。

　最後になったが、本研究をこのようにまとめることができたのも、諾先生及び諸先輩方

の著書・論文に触れさせて頂き、視野を広げさせて頂いたお陰である。貴重な先行研究を

使わせて頂いたことにも感謝を申し上げたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2013年1月　筆者記す
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資料1 ウルツウェイラー社会事業学校開講科目

出典：YeshivaUniversityc．1965，YeshivaUniversityc．1969

’’ @’I　　’I　　’’　■I　　I　　！　　　　　i」L・｛　　τ　’↑、　　’　　i’、 ・’’リノ＾，・’　1⊥＾十凧丁’1人八丁舳

1965－1967年開講科目 修士課程1969－1971年開講科目

ソーシャル・グループワ』クI ソーシャル・グノレープワークI

ソーシャル・ケースワーク丘 ソーシャル・ケースワーク五

ソーシャル・グループワ』クの ソーシャル・グル』プワークの

方法と道具 方法と道具

第1セメスター 社会福祉組織I 社会福祉組織I

発達と行動I 発達と行動I

アメリカ社会のユダヤ人 アメリカ社会のユダヤ人

ソサエティー：社会とグループ過程 ソサエティー：社会とグループ過程

現場教育I 現場教育I

ソーシャル・グループワ］ク1I ソーシャル・グループワーク1I

ソーシャル・ケースワークI ソーシャル・ケ』スワーク■

社会調査I 社会調査I

第2セメスター 社会福祉組織I 社会福祉組織■

ユダヤ人共同体と社会組織 ユダヤ人共同体の組織

発達と行動■ 健康と疾病

健康と疾病 発達と行動1I

現場教育I 現場教育I

ソーシャル・グループワーク皿 ソーシャル・グループワーク皿

ソーシャル・ケースワーク皿 ソーシャル・ケースワーク皿

運営管理 ケースワーク履修者のためのソーシャル

精神病理学情報 ・グループワークの要点

第3セメスター ユダヤ教社会哲学I グループワーク履修者のためのソーシャ

現場教育1I ル・ケースワークの要点

社会調査n

心理社会病理学

ユダヤ教社会哲学I

修士論文

現場教育■

ソーシャル・グループワ］クIV ソーシャル・グループワ』ク1V

ソーシャル・ケースワークIV ソーシャル・ケースワーク1V

ケースワークの学生のための コミュニティー・ソーシャルワーク

ソーシャル・グループワークの要点 運営、管理

第4セメスター グノレープワークの学生のための 総合セミナー

ソーシャル・ケースワ』クの要点 ユダヤ教社会哲学皿

コミュニティ・オーガニゼーション 修士論文

ユダヤ教社会哲学■ 現場教育■

総合セミナー（社会政策の論点）

現場教育■

ウノレツウエノrラ』ネ十余童婁1章栢声 ウルツウェイラー社会事業学校大学院

170



資料2本文伝承からみた「施し（エレエモスネー）」の系譜 （筆者作成）

B．C．A．D．

　　　　　　　＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミシュナの編
サ

　　　ユダヤ教教典の作成　パレスティナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～紀元200年頃まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘブライズム思想　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（「義」＝「施し」の、思想の継承）

　　　m・即　　　の一　　　　　　　　　　　　　　マソラテキスト

　　　　　　　　　　　　　　　　クムラン本　　　　　　　　2世紀初頭～10世紀

ユダヤ教における　　　　　　　　サマリア五書タイプ　　　　　　マソラ学者による本文の統一

「義」＝「施し」　　　　　　　　ぐセプテュアジントタイプ

の思想的根拠　　　　　　、・’　マソラテキストタイプ

　　　　　　　　　　　影’響

タルムードの編

紀元300年頃～紀元500年頃

マソラ統一　文による云承

　　　　　　　　　　’・・’『トビト書』㈱元前200・190頃）

ヘブライ語テキスト、！　　『ベン・シラの知恵』（紀元前190頃）

からの翻訳　　、／　　　エレエモスネーの語の使用 セプテュアシントに対抗する翻訳（キリスト教との確執が主要因）

セプテュアシント（D0o

五書は紀元前3世紀前半

エレエモスネー（施し）の

語の登場

　　　÷

　デ．イフスポラ
旧約ギリシア語訳聖書 アキュラ訳A（紀元130年頃）

　㌣ユンマコス訳Σ（紀元170年頃）

　　セオドテイオン訳⑧（紀元2世系昧）

　　影1響　　　　　　　セプテュアジン　の採用

　　　1　　　　　　　　　　　　　（エレエモスネ　の語の伝播）

　　　1カリマコス（紀元前310’240頃）

　　　1『賛歌』エレエモスネーの語の使用

　　　！　　　　　　　　　　、．．．．．．．．．．一一一一一一一一一一一一一’♪

ヘレニズム思想係己元前323－30卜一一一‘’　　　　影響

十　　エレエモスネー（施し）に対し、

　　ディカイオスネー（義）を採用

形鰹

　ヤ

E璽…＝≡ヨー（紀元230～240年頃）

　　　L狐，A，Σ，⑤訳の証言

　　　ディオゲネス係己元3世紀前半頃）

　　　『哲学者列云』エレエモスネーの語の使用

源婚宇μヌ＾教厨

新約聖書

　　　　　　　原始キリスト教団の共同体内のキーワード　　　　キリスト教教理の形成

アガペー，ゲーリュグマ，コイノーニア，ディアコニア　→　実践
　　　　　　　　　　（愛）

エレエモスネーの語の使用

（宣教）　　　　　（交わり）

　　エレエモスネー（施し）の実践

（奉仕）　キリスト教慈善の形成

　　　　　異教世界への拡大



資料3ガムラシナゴーグ 遺構写真（1984年 筆者撮影）

　シナゴーグ内部の中央ホールの身廊（内径）は13．4×9．3メートルで、周囲には石のベンチが

3段または4段並んでいる。正面入口の近くには南北4メートル、東西4．5メートル、深さ1．5

メートルのミクヴェ（木浴槽）が発見されている。

　3・2図の会堂奥（北東方向）の壁の裏側には25人程度収容可能な学塾（ベイト・ミトラシュ）

の遺構がある。

左（3－1）会堂奥（北東方向）より正面入口

　　　　（南西方向）を望む。

右（3－2）正面入口（南西方向）より会堂奥

　　　　　（北東方向）を望む。

左（3－3）正面角（南方向）より北方向を望む。
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資料4 ファリサイ派に関するヨセフス資料

　ヨセフス資料の日本語訳は、ユダヤ戦記は、土岐健治訳『ユダヤ戦記』を、ユダヤ古代史は、

秦剛平記『ユダヤ古代史』を利用している。なお、ここで挙げている資料は、ヨセフスの著作の

中のすべてのファリサイ派に関する記録を網羅してはいない。パウロの女性観に関するファリサ

イ的背景を考察するにあたって、参考にできると思われるものを筆者が選択したものである。

4－1

箇所

ユダヤ戦記より

I　・107－12

皿・162－3

内　客

107アレクサンドロスは、ユダヤ人が妻アレクサンドラに最もよく聞き従うであろう

と信じて、I彼女に王国を引き渡した。彼女には彼のような残忍さはみじんもなく、律

法違反にも反対していたので、民衆の好意を受けていたからである。108そして彼は

この希望（的観測）において誤ってはおらず、彼女は女ながらもその敬度の評判のゆ

えに支配を確立した。実際、彼女は父祖伝来の戒めを民の中でも最も厳格に守り、（支

配者の地位についた）最初から、聖なる律法に異を唱える者を非難攻撃し続けた。109

彼女はアレクサンドロスによって二人の息子をもうけていたのだが、兄のほうのヒュ

ルカノスを、その年齢の故に、そしてまたとりわけ彼は無気力で国政の全般に首をっ

っこむような人物ではなかったので、大祭司に任命した。そして弟のアリストブロス

は情熱家であ（り、国政に野心を感じるようなタイプだ）ったので私人として留めて

おいた。

110彼女とならんでパリサイ派が台頭してきた。パリサイ派というのは他の人々より

も敬度であり、また律法を他の人々よりも厳格に解釈することで知られるユダヤ人の

一派であった。111アレクサンドラは、神を深く敬う女であったので、彼らのことば

にはとりわけ熱心に耳を傾けた。彼らは短期間の内にこの婦人の純真さにとりいっ

て、しだいに国政の全般をとりしきるようになり、彼らの望むままに追放したり復職

させたり、解放したり捕縛したりした。要するに彼らのほうは王侯の楽しみを我がも

のとしたのだが、そのための出費や気苦労はアレクサンドラのものであった。112　し

かし彼女はさらに大きな事柄をもみごとにとりしき．り、軍隊を増強し続けて二倍にふ

やし、少なからざる外人部隊を集めたので、その結果自国民を強力に支配しただけで

なく、国外の支配者たちに対してもにらみをきかすことができるようになったのであ

る。このように彼女は他の者たちを支配したのだが、パリサイ派はこの彼女を支配し

た。

162前述の二つの派の内、パリサイ派は律法を厳格に解釈する者たちであると考えら

れており、第一の（指導的な）学派を形成していたのであるが、すべてを運命と神に

帰しており、163正しい行いをするか否かはほとんどが人間の責任であるけれども、

同時に個々の場合に運命も協力しているのだ、と考えている。霊魂はすべて不滅であ

るが、他の肉体に移り住むことができるのは善人の霊魂のみであり、劣悪な者たちの

霊魂は、永遠の懲罰を受けるのである。
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4－2
箇所

13・171－3

ユダヤ古代史より

13・288－98

内　容

m　そのころ、ユダヤ人の中には、ノ人、間の営みについてそれぞれに異なった見解をも

つ、三つの宗派があった。すなわち、パリサイ人、サドカイ人、そしてエッセネ人の

それである。

172　さて、パリサイ人の見解によれば、ある出来事は一すべての出来事ではない一運

命による業〔の結果〕であるが、その他は、それがおこるのもおこらないのも、われ

われ〔人間の側の自由な意志〕にかかっている、とする。

　しかしいっぽう、エッセネ人の宗団は、運命こそがいっさいの出来事の支配者であ

り、われわれ人間の経験するすべてのことは、運命の定めるところにしたがって生起

したものだと説明する。

173他方、サドカイ人は、この運命というものを認めない。すなわち、この世にその

ようなものは存在せず、〔したがって〕人間の営みがそれに支配されることもまたあ

り得ない。いっさいのことは、われわれ自身の〔自由な意志〕で定まり、われわれの

幸福はわれわれ自身がつくりだし、不幸に苦しむのはこれまたわれわれ自身の無思慮

の結果である、と主張している。

　しかし、このことは、わたしはすでに『ユダヤ戦記』の第二巻でより詳しく説明し

た。

288さて、ヒュルカノスについてであるが、ユダヤ人の申には、彼の成功や、彼の息

子たちの成功に嫉妬するものがあらわれた。とくに反感を示したのは、すでに述べた

ユダヤ教の二教派パリサイ人である。そして、彼らの大衆にたいする影響力は絶大で

あって、彼らが王や大祭司に攻撃を加えると、その言葉はただちに信用された。

289もっとも、ヒュルカノス自身も、実はパリサイ派の信徒であり、その派の人びと

からとくに愛されていたのである。

　あるとき彼は、パリサイ派の人びとを祝宴に招き、丁重にもてなした。主客ともに

上機嫌だったので、彼は次のような演説をはじめた。

　「諸君も知るように、パリサイ人としては当然の信条であるが、わたしは〔つねに〕

正義をもとめたいと思ってきたし、またすべての点で神と諸君の意に沿うようにつと

めてきたつもりである。290aそこでお願いするが、もしわたしが何か不正を行なっ

ていたり、正義の道からはずれていると思われた場合には、どうかわたしを正義の道

にっれもどし、そのまちがいを直していただきたい。」…　　（290後半部から297前

半部まで中略）…

297bすなわち、パリサイ派の人びとは、モーセースの律法には記載されていないが、

父祖たちから代々受けついできたある種の律法諸規定を大衆に教え伝えてきた。とこ

ろがサドカイ派は、〔それらがモーセースの律法に記されていないという〕まさにそ

の理由から、そのような諸規定は斥けてしまい、そして〔五書に〕記載された律法こ

そ価値をもつが、父祖から伝承されたものなどは遵守する必要はない、と主張するの

である。
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箇所 内　客

13・288－98 298そして、これらのことに関して、両派の間に激しい論争がおこったが、サドカイ

（続き） 派を支持したのは富裕な人たちだけで、大衆の中に追随者は全くなく、これに反しパ

リサイ派は、大衆の圧倒的支持をうけていた。

なお、わたしはこれら二つの宗派とエッセネ派についての詳細な説明を『ユダイカ』

の第二巻の中で行なっている。

17・41 さてここにパリサイ人と呼ばれる一団のユダヤ人がいた。この人たちは、父祖伝来

の慣習を信奉することを誇りとし、また神のよしとされている律法を厳守していた

が、彼らはまた〔宮廷内の〕女性に強い影響力をもっていた。そしてこの人たちは予

言の能力をもっていたので王のためにおおいに働くこともできたが、それにもかかわ

らず、彼らは公然と王に対して反抗し、王を傷つける意図さえもっていた。

18・12－5 12パリサイ人は簡素な生活をいとなみ、かりそめにも贅沢〔な生活〕に惑溺するよ

．三　ユ、　一　　し　，J」、　J・、i　一うなことはしない。

彼らは、彼らの教義が彼らに命ずる数々の戒めを守ることに重点をおきながら、彼

らの教義が善として選び伝えてくれたことを手本として学びとろうとする。

　彼らは年長者たちには敬意と恭順の態度で接し、その提案にたいして軽はずみに異

議を唱えたりはしない。

13枝らは、すべてのことは運命によって定められていると考えるが、しかもなお、

人間がその能力の範囲内であることを追求しようとする意志〔の自由〕をもっている

ことも否定はしない。なぜなら神は、運命と人間の意志とが連帯し、美徳と悪徳をと

もにもつた人間が、自らの意志で、その運命と責任とをわカ三つことを喜びたもうから

である。

14そして彼らは、〔霊〕魂は不死の力をもっていること、さらに、生前に有徳の生活

をおくったか否かによって、地下において、よき応報なり刑罰なりがあるものと信じ

ている。すなわち、悪しき魂の行きつくところは永遠の牢獄であり、善き魂のたどる

ところは新しき生への坦々たる大道なのである。

15さて、こうした見解のため、パリサイ人は一般大衆に大きく訴えるものをもって

おり、その影響力は甚大で、その結果、神にささげる祈りや、もろもろの聖なる務め

は、すべてパリサイ人の指示にしたがってなされたが、それは、自分自身の生活態度

においても、また人びとにたいする講話においても、最高の理想を実践するパリサイ

人にたいする、市井の人びとが示す大きな敬意のしるしでもあると考えられた。
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資料5 ファリサイ派に関する新約聖書資料

　Φ榊械。らファリサイオス（ファリサイ［派のユ人）の単語をIns砒ute虹NewTesta蛆entTextua1

Researcb　and一曲e　Computer　CenterofM廿nster　University（ed一．）（1985）Cb㎜p砒θrCb〃。oM刎。θ

広0批θ肋〃㎜脆脇血θ刀加皿0胞θ0θで検索し、前後の文脈とともに新共同訳によって表記する。

箇所（略号） 内　容

マタ3：7 7ヨハネは、ファリサイ派やサドカイ派の人々が大勢、洗礼を受けに来たのを見て、

こう言った。「嬢の子らよ、差し迫った神の怒りを免れると、だれが教えたのか。8悔

い改めにふさわしい実を結べ。

5：20 言っておくが、あなたがたの義が律法学者やファリサイ派の義にまさっていなけれ

ば、あなたがたは決して天の国に入ることができない。

9：11 1Oイエスがその家で食事をしておられたときのことである。徴税人や罪人も大勢や

って来て、イエスや弟子たちと同席していた。11ファリサイ派の人々はこれを見て、

弟子たちに、「なぜ、あなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのか」と

言った。

14 そのころ、ヨハネの弟子たちがイエスのところに来て、「わたしたちとファリサイ派

の人々はよく断食しているのに、なぜ、あなたの弟子たちは断食しないのですか」と

言つだ。

34 32二人が出て行くと、悪霊に取りつかれて口の利けない人が、イエスのところに連

れられて来た。33悪霊が追い出されると、口の利けない人がものを言い始めたので、

群衆は驚嘆し、「こんなことは、今までイスラエルで起こったためしがない」と言っ

た。34しかし、ファリサイ派の人々は、「あの男は悪霊の頭で悪霊を追い出している」

と言った。

12：2 1そのころ、ある安息目にイユスは麦畑を通られた。弟子たちは空腹になったので、

麦の穂を摘んで食べ始めた。2ファリサイ派の人々がこれを見て、イエスに、「御覧

なさい。あなたの弟子たちは、安息目にしてはならないことをしている」と言った。

14 9イエスはそこを去って、会堂にお入りになった。1Oすると、片手の萎えた人がい

た。人々はイエスを訴えようと思って、「安息目に病気を治すのは、律法で許されて

いますか」と尋ねた。11そこで、イエスは言われた。「あなたたちのうち、だれか羊

を一匹持っていて、それが安息目に穴に落ちた場合、手で引き上げてやらない者がい

るだろうか。12人間は手よりもはるかに大切なものだ。だから、安息目に善いこと

をするのは許されている。」13そしてその人に、r手を伸ばしなさい」と言われた。

伸ばすと、もう一方の手のように元どおり良くなった。14ファリサイ派の人々は出

て行き、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。

24 22そのとき、悪霊に取りつかれて目が見えず口の利けない人が、イエスのところに

連れられて来て、イエスがいやされると、ものが言え、目が見えるようになった。23

群衆は皆驚いて、「この人はダビデの子ではないだろうか」と言った。24しかし、フ

アリサイ派の人々はこれを聞き、「悪霊の頭ベルゼブルの力によらなければ、この者

は悪霊を追い出せはしない」と言った。．
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箇所（略号） 内　容

マタ12：38 38すると、何人かの律法学者とファリサイ派の人々がイエスに、「先生、しるしを見

せてください」と言った。39イエスはお答えになった。rよこしまで神に背いた時代

の者たちはしるしを欲しがるが、預言者ヨナのしるしのほかには、しるしは与えられ

ない。．

マタ15：1 ユそのころ、ファリサイ派の人々と律法学者たちが、エルサレムからイエスのもとへ

来て言った。2rなぜ、あなたの弟子たちは、昔の人の言い伝えを破るのですか。彼

らは食事の前に手を洗いません。」3そこで、イエスはお答えになった。「なぜ、あな

たたちも自分の言い伝えのために、神の淀を破っているのか。．

12 1Oそれから、イエスは群衆を呼び寄せて言われた。「聞いて悟りなさい。口に入るも

のは人を汚さず、11口から出て来るものが人を汚すのである。」12そのとき、弟子

たちが近寄って来て、「ファリサイ派の人々がお言葉を聞いて、つまずいたのをご存

知ですか」と言った。13イエスはお答えになった。「私の天の父がお植えにならなか

った木は、すべて抜き取られてしまう。14そのままにしておきなさい。彼らは盲人

の道案内をする盲人だ。盲人が盲人の道案内をすれば、二人とも穴に落ちてしまう。」

16：1 1ファリサイ派とサドカイ派の人々が来て、イエスを試そうとして、天からのしるし

を見せてほしいと願った。2イエスはお答えになった。「あなたたちは、夕方には『夕

焼けたから、晴れだ』と言い、3朝には『朝焼けで雲が低いから、今日は嵐だ』と言

う。このように空模様を見分けることは知っているのに、時代のしるしは見ることが

できないのか。4よこしまで神に背いた時代の者たちはしるしを欲しがるが、ヨナの

しるしのほかには、しるしは与えられない。」

6 5弟子たちは向こう岸に行ったが、パンを持って来るのを忘れていた。6イエスは彼

らに、「ファリサイ派とサドカイ派の人々のパン種によく注意しなさい」と言われた。

7弟子たちは、「これは、パ：／を持って来なかったからだ」と論じ合っていた。

11 ．．．11パンについて言ったのではないことが、どうして分からないのか。ファリサイ

派とサドカイ派の人々のパン種に注意しなさい。」

12 12そのときようやく、弟子たちは、イエスが注意を促されたのは、パン種のことで

はなく、ファリサイ派とサドカイ派の人々の教えのことだと悟った。

19：3 3ファリサイ派の人々が近寄り、イエスを試そうとして、「何か理由があれば、夫が

妻を離縁することは、律法に適っているでしょうか」と言った。4イエスはお答えに

なった。「あなたたちは読んだことがないのか。創造主は初めから人を男と女とにお

造りになった。」5そして、こうも言われた。「それゆえ、人は父母を離れてその妻と

結ばれ、二人は一体となる。6だから、二人はもはや別々ではなく、一体である。従

って、神が結び合わせてくださったものを、人は離してはならない。」

21：45 42イエスは言われた。「聖書にこう書いてあるのを、まだ読んだことがないのか。『家

を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。これは、主がなさったことで、

わたしたちの目には不思議に見える』43だから、言っておくが、神の国はあなたた

ちから取り上げられ、それにふさわしい実を結ぶ民族に与えられる。44この石の上

に落ちる者は打ち砕かれ、この石がだれかの上に落ちれば、その人は押しつぶされ

てしまう。」45祭司長たちやファリサイ派の人々はこのたとえを聞いて、イエスが白
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箇所（略号）

マタ21：45

　　（続き）

内　容

、’1ソI」Cノ ＾Wし。　栖†シ1、昔ホr｛！、I己j月目’胃’しし’一ぺ一㌧V’’」μそリ㌧α’，㌧10

マタ22：15 15それから、ファリサイ派の人々は出て行って、どのようにしてイエスの言葉じり

をとらえて、罠にかけようかと相談した。16そして、その弟子たちをヘロデ派の人々

と一緒にイエスのところに遣わして尋ねさせた。「先生、わたしたちは、あなたが真

実な方で、真理に基づいて神の道を教え、だれをもはばからない方であることを知っ

ています。人々を分け隔てなさらないからです。17ところで、どうお思いでしょう

か。お教えください。皇帝に税金を納めるのは、律法に適っているでしょうか。適っ

ていないでしょうか。」18イエスは彼らの悪意に気づいて言われた。「偽善者たち、

なぜ、わたしを試そうとするのか。19税金に納めるお金を見せなさい。」彼らがデテ

リオン銀貨を持って来ると、20イエスは、「これは、誰の肖像と銘か」と言われた。

34 34ファリサイ派の人々は、イエスがサドカイ派の人々を言い込められたと聞いて、

一緒に集まった。35そのうちの一人、律法の専門家が、イエスを試そうとして尋ね

た。36　「先生、律法の申で、どの捷が最も重要でしょうか。」37イエスは言われた。

「『心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。』

38これが最も重要な第一の捷である。39第二も、これと同じように重要である。『隣

人を自分のように愛しなさい』40律法全体と預言者は、この二つの捷に基づいてい

る。」

41 41ファリサイ派の人々が集まっていたとき、イエスはお尋ねになった。42「あなた

たちはメシアのことをどう思うか。だれの子だろうか。彼らが、rダビデの子です」

と言うと、43イエスは言われた。「では、どうしてダビデは、霊を受けて、メシアを

主と呼んでいるのだろうか。44『主は、わたしの主にお告げになった。「わたしの右

の座に着きなさい、わたしがあなたの敵をあなたの足もとに屈服させるときまで」

と。』

23：2 1それから、イエスは群衆と弟子たちにお話しになった。2「律法学者たちやファリ

サイ派の人々は、モーセの座に着いている。3だから、彼らが言うことは、すべて行

い、また守りなさい。しかし、彼らの行いは、見傲ってはならない。言うだけで、実

付しないからである。4彼らは背負いきれない重荷をまとめ、人の肩に載せるが、白

分ではそれを動かすために、指一本貸そうともしない。5そのすることは、すべて人

に見せるためである。聖句の入った小箱を大きくしたり、衣服の房を長くしたりする。

6宴会では上座、会堂では上席に座ることを好み、7また、広場で挨拶されたり、『先

生』と呼ばれたりすることを好む。

13 律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。人々の前で天の

国を閉ざすからだ。自分が入らないばかりか、入ろうとする人をも入らせない。

マタ23：14 律法学者とファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。やもめの家を食い物

※異本に本節 にし、見せかけの長い祈りをする。だからあなたたちは、人一倍厳しい裁きを受ける

を欠くものも ことになる。

ある

分たちのことを言っておられると気づき、イエスを捕らえようとしたが、群衆を恐

れた。群衆はイエスを預言者だと思っていたからである。
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箇所（略号） 内　容

マタ23：15 律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。改宗者を一人つ

くろうとして、海と陸を巡り歩くが、改宗者ができると、自分より倍も悪い地獄の子

にしてしまうからだ。

マタ23：23 23律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。薄荷、いのん

ど、画香の十分の一は献げるが、律法の中でも最も重要な正義、慈悲、誠実はないが

しろにしているからだ。これこそ行うべきことである。もとより、十分の一の献げ物

もないがしろにしてはならないが、24ものの見えない案内人、あなたたちはぶよ一

匹さえも漉して除くが、らくだは飲み込んでいる。

25 律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。杯や皿の外側は

きれいにするが、内側は強欲と放縦で満ちているからだ。

26 ものの見えないファリサイ派の人々、まず、杯の内側をきれいにせよ。そうすれば、

外側もきれいになる。

27 律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。白く塗った墓に

似ているからだ。外側は美しく見えるが、内側は死者の号やあらゆる汚れで満ちてい

る。

29 29律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。預言者の墓を

建てたり、正しい人の記念碑を飾ったりしているからだ。30そして、『もし先祖の時

代に生きていても、預言者の血を流す側にはつかなかったであろう』などと言う。31

こうして、自分が預言者を殺した者たちの子孫であることを、白ら証明している。

27：62 62明くる目、すなわち、準備の目の翌日、祭司長たちとファリサイ派の人々は、ピ

ラドのところに集まって、63こう言った。「閣下、人を惑わすあの者がまだ生きてい

たとき、『自分は三目後に復活する』と言っていたのを、わたしたちは思い出しまし

た。64ですから、三目目まで墓を見張るように命令してください。そうでないと、

弟子たちが来て死体を盗み出し、『イエスは死者の申から復活した』などと民衆に言

いふらすかもしれません。一そうなると、人ふは前よりもひどく惑わされることになり

ます。」65ピラトは言った。「あなたたちには、番兵がいるはずだ。行って、しっか

りと見張らせるがよい。」66そこで、彼らは行って墓の石に封印をし、番兵をおいた。

マコ2：16 15イエスがレビの家で食事の席に着いておられたときのことである。多くの徴税人

や罪人もイエスや弟子たちと同席していた。実に大勢の人がいて、イエスに従ってい

たのである。16ファリサイ派の律法学者は、イエスが罪人や徴税人と一緒に食事を

されるのを見て、弟子たちに、「どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのか」

と言った。17イエスはこれを聞いて言われた。「医者を必要とするのは、丈夫な人で

はなく病人である。わたしが来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くだ

めである。」

18 18ヨハネの弟子たちとファリサイ派の人々は、断食していた。そこで、人々はイエ

スのところに来て言った。「ヨハネの弟子たちとファリサイ派の弟子たちは断食して

いるのに、なぜ、あなたの弟子たちは断食しないのですか。」19イエスは言われた。

「花婿が一緒にいるのに、婚礼の客は断食できるだろうか。花婿が一緒にいるかぎり、

断食はできない。．
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箇所（略号）

マコ2：24

内　容

往I引回箏メロαノに。出ノアンIソノi捌く）ノノ）マ炉ノiJ一ノ・ヒし、ヨ」1見。！よざい。！よて、／炭つ昔よ東思・

目にしてはならないことをするのか」と言った。25イエスは言われた。「ダビデが、

自分も供の者たちも、食べ物がなくて空腹だったときに何をしたか、一度も読んだ

ことがないのか。26アビアタルが大祭司であったとき、ダビデは神の家に入り、祭

司のほかにはだれも食べてはならない備えのパンを食べ、一緒にいた者たちにも与

えだてはないか。」

マコ3：6 1イエスはまた会堂にお入りになった。そこに片手の萎えた人がいた。2人々はイエ

スを訴えようと思って、安息目にこの人の病気をいやされるかどうか、注目してい

た。3イエスは手の萎えた人に、「真ん中に立ちなさい」と言われた。4そして人々

にこう言われた。「安息目に律法で許されているのは、善を行うことか、悪を行うこ

とか、命を救うことか、殺すことか。」彼らは黙っていた。5そこで、イエスは怒っ

て人々を見回し、彼らのかたくなな心を悲しみながら、その人に、「手を伸ばしなさ

い」と言われた。伸ばすと、手は元どおりになった。6ファリサイ派の人々は出て

行き、早速、ヘロデ派の人々と一緒に、どのようにしてイエスを殺そうかと相談し

始めた。

7：1 1ファリサイ派の人々と数人の律法学者たちが、エルサレムから来て、イエスのも

とに集まった。2そして、イエスの弟子たちの中に汚れた手、つまり洗わない手で

食事をする者がいるのを見た。

3 3一ファリサイ派の人々をはじめユダヤ人は皆、昔の人の言い伝えを固く守って、

念入りに手を洗ってからでないと食事をせず、4また、市場から帰ったときには、

身を清めてからでないと食事をしない。そのほか、杯、鉢、銅の器や寝台を洗うこ

となど、昔から受け継いで固く守っていることがたくさんある。一

5 5そこで、ファリサイ派の人々と律法学者たちが尋ねた。「なぜ、あなたの弟子たち

は昔の人の言い伝えに従って歩まず、汚れた手で食事をするのですか。」6イエスは

言われた。「イザヤは、あなたたちのような偽善者のことを見事に預言したものだ。

彼はこう書いている。『この民は口先ではわたしを敬うが、その心はわたしから遠く

離れている。7人間の戒めを教えとしておしえ、むなしくわたしをあがめている。』

8あなたたちは神の淀を捨てて、人間の言い伝えを固く守っている。」

8：11 王1ファリサイ派の人々が来て、イエスを試そうとして、天からのしるしを求め、議

論をしかけた。12イエスは、心の中で深く嘆いて言われた。rどうして、今の時代の

者たちはしるしを欲しがるのだろう。はっきり言っておく。今の時代の者たちには、

決してしるしは与えられない。」

15 14弟子たちはパンを持って来るのを忘れ、舟の中には一つのパンしか持ち合わせて

いなかった。15そのとき、イエスは、「ファリサイ派の人々のパン種とヘロデのパン

種によく気をつけなさい」と戒められた。16弟子たちは、これは自分たちがパンを

持っていないからなのだ、と論じ合っていた。17イエスはそれに気づいて言われた。

rなぜ、パンを持っていないことで議論するのか。まだ、分からないのか。悟らな

いのか。心がかたくなになっているのか。．

23ある安息目に、イエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは歩きながら麦の穂

を摘み始めた。24ファリサイ派の人々がイエスに、「ご覧なさい。なぜ、彼らは安息
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箇所（略号） 内　容

マコ10：2 2ファリサイ派の人々が近寄って、r夫が妻を離縁することは、律法に適っているの

でしょうかjと尋ねた。イエスを試そうとしたのである。3イエスは、rモーセはあ

なたたちに何と命じたのか」と間い返された。4枝らは、「モーセは離縁状を書いて

離縁することを許しました」と言った。5イエスは言われた。rあなたたちの心が頑

国なので、このような捷をモーセは書いたのだ。6しかし、天地創造の初めから、

神は人を男と女にお造りになった。7それゆえ、人は父母を離れてその妻と結ばれ、

8二人は一体となる。だから、二人はもはや別々ではなく、一体である。9従って、

神が結び合わせてくださったものを、人は離してはならない。」

12：13 13さて、人々は、イエスの言葉じりをとらえて、陥れようとして、ファリサイ派や

ヘロデ派の人を数人イエスのところに遣わした。14俵らは来て、イエスに言った。

「先生、わたしたちは、あなたが真実な方で、だれをもはばからない方であること

を知っています。人々を分け隔てせず、真理に基づいて神の道を教えておられるか

らです。ところで、皇帝に税金を納めるのは、律法に適っているでしょうか。適っ

ていないでしょうか。納めるべきでしょうか。納めてはならないのでしょうか。」15

イエスは、彼らの下心を見抜いて言われた。「なぜ、わたしを試そうとするのか。デ

ナリオン銀貨を持って来て見せなさい。」16彼らがそれを持って来ると、イエスは、

「これは、だれの肖像と銘か」と言われた。彼らが、「皇帝のものです」と言うと、

17イエスは言われた。「皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。」彼らは、

イエスの答えに驚き入った。

ルカ5：17 17ある日のこと、イエスが教えておられると、ファリサイ派の人々と律法の教師た

ちがそこに座っていた。この人々は、ガリラヤとユダヤのすべての村、そしてエル

サレムから来たのである。主の力が働いて、イエスは病気をいやしておられた。

21 20イエスはその人たちの信仰を見て、「人よ、あなたの罪は赦された」と言われた。

21ところが、律法学者たちやファリサイ派の人々はあれこれと考え始めた。「神を冒

流するこの男は何者だ。ただ神のほかに、いったいだれが、罪を放すことができる

だろうか。」22イエスは、彼らの考えを知って、お答えになった。「何を心の中で考

えているのか。．．．」

30 27その後、イエスは出て行って、レビという徴税人が収税所に座っているのを見て、

「わたしに従いなさい」と言われた。28枝は何もかも捨てて立ち上がり、イエスに

従った。29そして、自分の家でイエスのために盛大な宴会を催した。そこには徴税

人やほかの人々が大勢いて、一緒に席に着いていた。30ファリサイ派の人々やその

派の律法学者たちはつぶやいて、イエスの弟子たちに言った。「なぜ、あなたたちは、

徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのか。」31イエスはお答えになっ

た。「医者を必要とするのは、健康な人ではなく病人である。32わたしが来たのは、

正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである。」

33 33人々はイエスに言った。「ヨハネの弟子たちは度度断食し、祈りをし、ファリサイ

派の弟子たちも同じようにしています。しかし、あなたの弟子たちは飲んだり食べ

たりしています。」34そこで、イエスは言われた。r花婿が一緒にいるのに、婚礼の

客に断食させることがあなたにできようか。35しかし、花婿が奪い取られる時が来
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箇所（略号）

ルカ5＝33

内　容

（続き）

6：2 且ある安息目に、イエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは麦の穂を摘み、手

でもんで食べた。2ファリサイ派のある人々が、「なぜ、安息目にしてはならないこ

とを、あなたたちはするのか」と言った。3イエスはお答えになった。「ダビデが自

分も供の者たちも空腹だったときに何をしたか、読んだことがないのか。4神の家

に入り、ただ祭司のほかにはだれも食べてはならない供えのパンを取って食べ、供

の者たちにも与えだてはないか。」

7 6また、ほかの安息目に、イエスは会堂に入って教えておられた。そこに一人の人

がいて、その右手が萎えていた。7律法学者やファリサイ派の人々は、訴える口実

を見つけようとして、イエスが安息目に病気をいやされるかどうか、注目していた。

8イエスは彼らの考えを見抜いて、手の萎えた人に、「立って、真ん中に出なさレ）」

と言われた。

7：30 29民衆は皆ヨハネの教えを聞き、徴税人さえもその洗礼を受け、神の正しさを認め

た。30しかし、ファリサイ派の人々や律法の専門家たちは、彼から洗礼を受けないで、

自分に対する神の御心を拒んだ。

36 36さて、あるファリサイ派の人が、一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエス

はその家に入って食事の席に著かれた。

36 ※本節後半部分の“その家に”の部分は、ギリシア語原文では、τ6V　O鉄OVτOう

Φαplσ枇㎝　トォンオイコーントゥーファリサイウー（そのファリサイ人の家に）となっている。

37 37この町に一人の罪深い女がいた。イエスがファリサイ派の人の家に入って食事の

席に着いておられるのを知り、香油の入った石膏の壷を持って来て、38後ろからイ

エスの足もとに近寄り、泣きながらその足を涙でぬらし始め、自分の髪の毛でぬぐ

い、イエスの足に接吻して香油を塗った。

39 39イエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、「この人がもし預言者なら、自

分に触れている女がだれで、どんな人か分かるはずだ。罪深い女なのに」と思った。

40そこで、イエスがその人に向かって、「シモン、あなたに言いたいことがある」と

言われると、シモンは、「先生、おっしゃってください」と言った。

11：37 37イエスはこのように話しておられたとき、ファリサイ派の人から食事の招待を受

けたので、その家に入って食事の席に者かれた。

38 38ところがその人は、イエスが食事の前にまず身を清められなかったのを見て、不

審に思った。

※本節最初の“ところがその人は’’の部分は、ギリシア語原文では、6δきΦαp一㎝正。ら

ホデファリサイオス（ところがそのファリサイ人は）となっている

39 39主は言われた。「実に、あ栓たたちファリサイ派の人々は、杯や皿の外側はきれい

にするが、自分の内側は強欲と悪意に満ちている。40愚かな者たち、外側を造られ

た神は、内側もお造りになったではないか。41ただ、器の中にある物を人に施せ。

そうすれば、あなたたちにはすべてのものが清くなる。，

る。その時には、彼らは断食することになる。」
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箇所（略号） 内　容

ルカ11：42 42それにしても、あなたたちファリサイ派の人々は不幸だ。薄荷や芸香やあらゆる

野菜の十分の一は献げるが、正義の実行と神への愛はおろそかにしているからだ。

これこそ行うべきことである。もとより十分の一の献げ物もおろそかにしてはなら

ないが。．

43 ．43あなたたちファリサイ派の人々は不幸だ。会堂では上席に着くこと、広場では

挨拶されることを好むからだ。あなたたちは不幸だ。人目につかない墓のようなもの

である。その上を歩く人は気づかない。」

53 ．．．52あなたたち律法の専門家は不幸だ。知識の鍵を取り上げ、自分が入らないはか

りか、入ろうとする人々をも妨げてきたからだ。」53イエスがそこを出て行かれると、

律法学者やファリサイ派の人々は激しい敵意を抱き、いろいろの問題でイエスに質問

を浴びせ始め、54付か言葉じりをとらえようとねらっていた。

12：1 1とかくするうちに、数えきれないほどの群衆が集まって来て、足を踏み合うほどに

なった。イエスは、まず弟子たちに話し始められた。「ファリサイ派の人々のパン種

に注意しなさい。それは偽善である。2覆われているもので現されないものはなく、

隠されているもので知られずに済むものはない。．

13：31 31ちょうどそのとき、ファリサイ派の人々が何人か近寄って来て、イエスに言った。

「ここを立ち去ってください。ヘロデがあなたを殺そうとしています。」

14：1 1安息目のことだった。イエスは食事のためにファリサイ派のある議員の家にお入り

になったが、人々はイエスの様子をうかがっていた。

3 2そのとき、イエスの前に水腫を患っている人がいた。3そこで、イエスは律法の専

門家たちやファリサイ派の人々に言われた。「安息目に病気を治すことは律法で許さ

れているか、いないか。」4枝らは黙っていた。すると、イエスは病人の手を取り、

病気をいやしてお帰しになった。5そして、言われた。「あなたたちの中に、自分の

息子か牛が井戸に落ちたら、安息目だからといって、すぐに引き上げてやらない者が

いるだろうか。」6枝らは、これに対して答えることができなかった。

15：2 1徴税人や罪人が皆、話を聞こうとしてイエスに近寄って来た。2すると、ファリサ

イ派の人々や律法学者たちは、rこの人は罪人たちを迎えて、食事まで一緒にしてい

る」と不平を言いだした。

16：14 14金に執着するファリサイ派の人々が、この一部始終を聞いて、イエスをあざ笑っ

た。15そこで、イエスは言われた。「あなたたちは人に自分の正しさを見せびらかす

が、神はあなたたちの心をご存しである。．

17：20 20ファリサイ派の人々が、神の国はいつ来るのかを尋ねたので、イエスは答えて言

われた。「神の国は、見える形では来ない。21『ここにある』『あそこにある』と言

えるものでもない。実に、神の国はあなたがたの間にあるのだ。」

18：10 9自分は正しい人間だとうぬぼれて、他人を見下している人々に対しても、イエスは

次のたとえを話された。1O「二人の人が祈るために神殿に上った。一人はファリサ

イ派の人で、もう一人は徴税人だった。

183



箇所（略号）

ルカ18：11

内　容

ノ＼’」りぴノよノ可し・　キ手v’月人り一1ヨ・　！1、上日仏椙・　童女坦重任づ巳ヲ・唱　㌧！よ＼・　ま！こ、　」リノ1玖侃ノ㌧）ノ

ような者でもないことを感謝します。12わたしは週に二度断食し、全収入の十分の

一を献げています。』

19：39 37イエスがオリーブ山の下り坂にさしかかられたとき、弟子の群れはこぞって、自

分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めた。38「主の名に

よって来られる方、王に、祝福があるように。天には平和、いと高きところには栄光。」

39するとファリサイ派のある人々が、群衆の中からイエスに向かって、「先生、お弟

子たちを叱ってください」と言った。40イエスはお答えになった。「言っておくが、

もしこの人たちが黙れば、石が叫びだす。」

ヨハ1：24 22そこで、彼らは言った。「それではいったい、だれなのです。わたしたちを遣わし

た人々に返事をしなければなりません。あなたは自分を何だというのですか。」23ヨ

ハネは、預言者イザヤの言葉を用いて言った。「わたしは荒れ野で叫ぶ声である。『主

の道をまっすぐにせよ』と。」24道わされた人たちはファリサイ派に属していた。25

彼らがヨハネに尋ねて、「あ校たはメシアでも、エリヤでも、またあの預言者でもな

いのに、なぜ、洗礼を授けるのですか」’ ﾆ言うと、26ヨハネは答えた。「わたしは水

で洗礼を授けるが、あなたがたの中には、あなたがたの知らない方がおられる。．

ヨハ3：1 1さて、ファリサイ派に属する、ニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であ

った。2ある夜、イエスのもとに来て言った。「ラビ、わたしどもは、あなたが神の

もとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、

あなたのなさるようなしるしを、だれも行うことはできないからです。」

4：1 1さて、イエスがヨハネよりも多くの弟子をつくり、洗礼を授けておられるというこ

とが、ファリサイ派の人々の耳に入った。イエスはそれを知ると、2一洗礼を授けて

いたのは、イエス御自身ではなく、弟子たちである一　3ユダヤを去り、再びガリラ

ヤヘ行かれた。

7：32 30人々はイエスを捕らえようとしたが、手をかける者はいなかった。イエスの時は

まだ来ていなかったからである。31しかし、群衆の中にはイエスを信じる者が大勢

いて、「メシアが来られても、この人よりも多くのしるしをなさるだろうか」と言っ

た。32ファリサイ派の人々は、群衆がイエスについてこのようにささやいているの

を耳にした。

32 祭司長たちとファリサイ派の人々は、イエスを捕らえるために下役たちを遣わした。

45 45さて、祭司長たちやファリサイ派の人々は、下役たちが戻って来たとき、rどうし

て、あの男を連れて来なかったのか」と言った。46下役たちは、r今まで、あの人の

ように話した人はいません」と答えた。

47 すると、ファリサイ派の人々は言った。「お前たちまでも惑わされたのか。．

48 蝸議員やファリサイ派の人々の申に、あの男を信じた者がいるだろうか。49だが、

律法を知らないこの群衆は、呪われている。」50彼らの申の一人で、以前イエスを訪

ねたことのあるニコデモが言った。51「我々の律法によれば、まず本人から事情を

聞き、何をしたかを確かめたうえでなければ、判決を下してはならないことになって

uファリサイ派の人は立って、心の中でこのように祈った。『神様、わたしはぼかの

人たちのように、奪い取る者、不正な者、姦通を犯す者でなく、中払　この徴税人の
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箇所（略号） 内　容

ヨハ7：48 いるではないか。」52枝らは答えて言った。「あなたもガリラヤ出身なのか。よく調

（続き） べてみなさい。ガリラやからは預言者の出ないことが分かる。」

8：3 1イエスはオリーブ山へ行かれた。2朝早く、再び神殿の境内に入られると、民衆が

皆、御自分のところにやって来たので、座って教え始められた。3そこへ、律法学者

たちやファリサイ派の人々が、姦通の現場で捕らえられた女を連れて来て、真ん中に

立たせ、4イエスに言った。「先生、この女は姦通をしているときに捕まりました。5

こういう女は石で打ち殺せと、モーセは律法の中で命じています。ところで、あなた

はどうお考えになりますか。」6イエスを試して、訴える口実を得るために、こう言

ったのである。

13 12イエスは再び言われた。「わたしは世の光である。わたしに従う者は暗闇の中を歩

かず、命の光を持つ。」13それで、ファリサイ派の人々が言った。「あなたは自分に

ついて証しをしている。その証しは真実ではない。」14イエスは答えて言われた。「た

とえわたしが自分について証しをするとしても、その証しは真実である。．

9：13 13人々は、前に盲人であった人をファリサイ派の人々のところへ連れて行った。14

イエスが土をこねてその目を開けられたのは、安息目のことであった。

15 そこで、ファリサイ派の人々も、どうして見えるようになったのかと尋ねた。彼は

言った。「あの方が、わたしの目にこねた土を塗りました。そして、わたしが洗うと、

見えるようになったのです。」

9：16 ファリサイ派の人々の中には、「その人は、安息目を守らないから、神のもとから

来た者ではない」という者もいれば、「どうして罪のある人間が、こんなしるしを行

うことができるだろうか」という者もいた。こうして、彼らの間で意見が分かれた。

9：40 39イエスは言われた。「わたしがこの世に来たのは、裁くためである。こうして、見

えない者は見えるようになり、見える者は見えないようになる。」40イエスと一緒に

居合わせたファリサイ派の人々は、これらのことを聞いて、「我々も見えないという

ことか」と言った。41イエスは言われた。「見えなかったのであれば、罪はなかった

であろう。しかし、今、『見える』とあなたたちは言っている。だから、あなたたち

の罪は残る。」

11：46 45マリアのところに来て、イエスのなさったことを目撃したユダヤ人の多くは、イ

エスを信じた。46しかし、申には、ファリサイ派の人々のもとへ行き、イエスのな

さったことを告げる者もいた。

47 47そこで、祭司長たちとファリサイ派の人々は最高法院を召集して言った。「この男

は多くのしるしを行っているが、どうすればよいか。48このままにしておけば、皆

が彼を信じるようになる。そして、ローマ人が来て、我々の神殿も国民も滅ぼしてし

まうだろう。」

57 55さて、ユダヤ人の過越祭が近づいた。多くの人が身を清めるために、過越祭の前

に地方からエルザレムヘ上った。56彼らはイエスを捜し、神殿の境内で互いに言っ

た。rどう思うか。あの人はこの祭りには来ないのだろうか。」57祭司長たちとファ

リサイ派の人々は、イエスの居どころが分かれば届け出よと、命令を出していた。イ

エスを逮捕するためである。
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箇所（略号）

コノ、12：19

内　容

’　　’　　　　　　i　　　　　　　’　　H

．一’　’　　］L■＾■一　’■〕1一『一、、’一H一’I川　’〕、ノI一’一一一‘］』」　　’1’μ，一、

た群衆は、その証しをしていた。18群衆がイエスを出迎えたのも、イエスがこのよ

うなしるしをなさったと聞いていたからである。19そこで、ファリサイ派の人々は

互いに言った。「見よ、何をしても無駄だ。世をあげてあの男について行ったではな

いか。」

42 とはいえ、議員の中にもイエスを信じる者は多かった。ただ、会堂から追放される

のを恐れ、ファリサイ派の人々をはばかって公に言い表さなかった。

18：3 2イエスを裏切ろうとしていたユダも、その場所を知っていた。イエスは、弟子たち

と共に度々ここに集まっておられたからである。3それでユダは、一隊の兵士と、祭

司長たちやファリサイ派の人々の遣わした下役たちを引き連れて、’ ｻこにやって来

た。松明やともし火や武器を手にしていた。

使　5：34 33これを聞いた者たちは激しく怒り、使徒たちを殺そうと考えた。34ところが、民

衆全体から尊敬されている律法の教師で、ファリサイ派に属するガマリエルという人

が、議場に立って、使徒たちをしばらく外に出すように命じ、35それから、議員た

ちにこう言った。「イスラエノレの人たち、あの者たちの取り扱いは慎重にしなさい。

15：5 4エルサレムに到着すると、彼らは教会の人々、使徒たち、長老たちに歓迎され、神

が自分たちと共にいて行われたことを、ことごとく報告した。5ところが、ファリサ

イ派から信者になった人が数名立って、「異邦人にも割礼を受けさせて、毛一七の律

法を守るように命じるべきだ」と言った。6そこで、使徒たちと長老たちは、この間

題について協議するために集まった。

使　23：6 3パウロは大祭司に向かって言った。「白く塗った壁よ、神があなたをお打ちになる。

あなたは、律法に従ってわたしを裁くためにそこに座っていながら、律法に背いて、

わたしを打て、と命令するのですか。」4近くに立っていた者たちが、「神の大祭司を

ののしる気か」と言った。5パウロは言った。「兄弟たち、その人が大祭司だとは知

りませんでした。確かに『あなたの民の指導者を悪く言うな』と書かれています。」6

パウロは、議員の一部がサドカイ派、一部がファリサイ派であることを知って、議場

で声を高めて言った。．

6 「兄弟たち、わたしは生まれながらのファリサイ派です。．

※1新共同訳では6節で「ファリサイ派」の単語は｝回しか現れないが、ギリシア

語原文では6節にΦαplo血6らファリサイオスの単語が2回使用されている。最初は、伽δ隅

戊δελΨoいγωΦαp1o机6⊆ε叫，アンドレスアデルフォイ，エコ㌧ファリサイオスエイミ，（君たち兄弟たち

よ、わたしはファリサイ派の者で）となっている。

6 ※2次は、此らΦαρ1㎝てωVフィオスファリサイオーソ（ファリサイ派の息子である）となってい

る。

7 6．．．死者が復活するという望みを抱いていることで、わたしは裁判にかけられている

のです。」7パウロがこう言ったので、ファリサイ派とサドカイ派との間に論争が生

じ、最高法院は分裂した。

17イエスがラザロを墓から呼び出して、死者の中からよみがえらせたとき一緒にい

186



箇所（略号） 内　容

使　23：8 サドカイ派は復活も天使も雲もないと言い、ファリサイ派はこのいずれをも認めて

いるからである。

9 そこで、騒ぎは大きくなった。ファリサイ派の数人の律法学者が立ち上がって激し

く論じ、rこの人には何の悪い点も見いだせない。霊か天使かが彼に話しかけたのだ

ろうか」と言った。

26：5 4さて、私の若いころからの生活が、同胞の間であれ、またエルサレムの中であれ、

最初のころからどうであったかは、ユダヤ人ならだれでも知っています。5彼らは以

前から私を知っているのです。だから、私たちの宗教の申でいちばん厳格な派である、

ファリサイ派の一員として私が生活していたことを、彼らは証言しようと思えば、証

言できるのです。

フィリ3：5 5わたしは生まれて八目目の割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤミン族の出

身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、6熱
、　　　‘一　　＾　　ト’一…．i』“｛L　／L　＾　、＾｛一秒．　　　’＝七．㍉』’　’h曲1－　　I　、　・♂一．rL　I■』＾　　、　　J」　　1“　㌧　　ワ　　＾　ユー、　一　’紗、一　、　　ユ心さの点では教会の坦害者、律法の義については非のうちどころのない者でした。
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資料6　ファリサイ派に関するラビ伝承資料

　ファリサイ派に関するラビ伝承を、リヴキン論文（Rivkin：1970）から、タンナイーム時代

（Tamaiticperiod後1世紀から2世紀末まで）の資料のいくつかを拾いあげる。

略号 意　味

M ミシュナ

皿0 トセフタ

BT バビロニア・タルムード

Plh1 ファリサイ派とサドカイ派の比較（対立）に関する定式化テキスト

Ph2 ファリサイ派とサドカイ派の比較（対立）に関する非定式化テキスト

Ph3 ファリサイ派とサドカイ派の比較（対立）に関して、ファリサイ派の語を用いるとと

烽ﾉファリサイ派の同義語をも用いたテキスト

Ph－S・H ファリサイ派の語を用いず、ファリサイ派と同義語の賢者の語を用いてサドカイ派と

ﾌ比較（対立）を表現したテキスト

Ph・S－J ファリサイ派の語を用いず、ヨハナン・ベン・ザッカイとサドカイ派との比較（対立）

�¥現したテキスト

分類 箇所（略号） 内　容

M ヤタイム4：6 サドカイ派は言う。「ファリサイ派は聖書において手は不浄なものとされ

Ph1－A ているが、ホメーロス（目r，胴rgO，田μεqησこαβこβλ岨Homerosdiaries）

の書物ではそうではない」と。だから私たちはファリサイ人に抗議する。

ラビ・ヨハナン・ベン・ザツカイ（湘月コ岬r”コr）は言った。r私た

ちがファリサイ派に抗議する理由はそれだけか？彼ら（サドカイ派）は、

iコバの骨は穣れなきものだが、大祭司ヨハナンの骨は穣れている、と言

っている。」　彼ら（サドカイ派）は彼に言った。「私たちは、それを愛

するように、その不浄もまた愛するのであり、自分の両親の骨で匙をつ

くる人はいない。」

彼（ラビ・ヨハナン・ベン・ザッカイ）は彼らに言った。「たとえそう

だとしても、聖書では、彼らを愛するのと同様に、その穣れも愛しなさ

い、と教えているが、私たちが愛していないホメーロスでは、手を不浄

のものとはしていない。」

M ヤタイム4：7 サドカイ派は言う。「ファリサイ派は、ニツォック（p棚）は清い、と主

Ph1・B 張している。だから私たちはあなた方に抗議する」。ファリサイ派は言う。

「サドカイ派は、墓地から流れてくる水は清い、と主張している。だか

ら私たちはあなた方に抗議する。」

M ヤタイム4：7 サドカイ派は言う。「ファリサイ派は、もし私の雄牛やロバが損害を与え

Ph1－C たら、その飼い主に責任がある、と言っている。しかし、もし私の奴隷

（男でも女でも）が損害を与えたら、その所有者には責任はない。私は

雄牛やロバに関する聖なる淀を守る義務をもたないが、それでもやはり

188



M ヤタイム4：7 私はそれらが与えた損害の責任をとる。ましてや、私には男女の奴隷に

Ph1・C （続き） 関する聖なる淀を守る義務があるのだから。彼らが与えた損害の責任を

（続き） とるのは当然である。」彼ら（ファリサイ派）は答えた。r違う！理解

力のある男女の奴隷に関して言えることを、知力をもたない雄牛やロバ

に、そのまま当てはめることができるのか？　もし私が彼ら（奴隷）を

怒らせたら、その1人が他人のとうもろこし袋に火を放つかもしれない。

その弁償義務は私が負うことになる。」

㎜0 ヤタイム2：20 ボエートス派（※この語はサドカイ派と同義語とみなしてよい）は、「フ

Ph1・D アリサイ派は、私の力から生まれた私の息子、そしてその力から生まれ

た私の息子の娘が、実際に私の後を継ぐのであれば、私自身の力から直

接生れた私の娘が、私の後を継ぐというのは、筋の通らないことではな

いか？と主張している。だから私たちはファリサイ派に抗議する。」　フ

アリサイ派は言う。「それは違う。息子の娘について言えば、彼女は兄弟

と財産を分け合うが、父の娘はそうではない（つまりファリサイ派は、

孫娘には財産権があるが、娘にはないことを認めているのだ）。」

M ヤタイム4：8 ガリラヤのザドクは言った。「私はファリサイ派に抗議する。ファリサイ

Phr：E 派は離婚の訴状に、モーセの名とともに世俗的支配者（の名前）を書く

からだ。」　ファリサイ派は言う。「私たちはあなた（ガリラヤのザドク）

に抗議する。あなたは（世俗的）支配者の名前と（神の）名を、同じ頁

に書くからだ。その上、あなたは（世俗的）支配者の名前を上に、（神の）

名を下に書く。聖書には「イスラエル人を行かせてやれと私に言った神

は一体誰なのか、とファラオは言った」と書かれている（出5：2）。そ

して彼は、打ち負かされたときに何と言ったか？「神は公正だ」と言っ

たのだ。

T0 ヤタイム2：20 トブレ・シャハルは言う。「ファリサイ派は不浄な身体で神の名に言及し

Ph1－E た。だから私たちはファリサイ派に抗議する。」

BT コーマ19b 私たちのラビは次のように教えている。「サドカイ派（の大祭司）は、（至

Ph2・A 聖所の）外で（香を）調合し、それから中に入ったとされている。出て

きたときに、彼はとても嬉しそうだった。彼の父親が会いに来て、こう

言った。「私の息子よ。私たちはサドカイ派だが、ファリサイ派を恐れて

いる。」彼はこう答えた。「私は雲の中で蹟罪のふた（nr明カポレット）

の上に現れる」という聖書の節にずっと悩まされてきた。」（レビ16：13）

私は言った。「いつ私にはこの節の命令に従う機会が得られるのか？」そ

してその機会が得られた今、私はこの聖書の命令に従わないでいること

ができようか。

彼らは言った。「彼が死ぬ目も遠くないだろう。彼の死体はゴミの中に

投げ入れられ、その鼻からは蛆虫が湧きだすだろう。」そして中には（至

聖所から）出てくるやいなや、彼は襲われたと言う者もいた。ラビ・ヒ

ツヤは次のように教えた。r外庭（rr四アザラー）には声のようなもの

189



BT
Ph2－A

（続き）

コーマ19b

　（続き）

MソLごノ ス、i＝j　I，　o　…巨一目1」‘｛」　ノ’百〃’’ぺ）　㌧　｝　’．oノ　　、■LIし　　上　・　’ノ。　　，’し）ノ人i二音ホ。k■’一フ　、、　㌧、

足の裏は子牛の足の裏のようだった。

皿0 ハギガー3：35 （祭のあとの）ある目、彼ら（ファリサイ人）はランプを清めた。そし

Ph2・B てサドカイ人は言った。「ここに来て、ファリサイ人が太陽の球体を水に

浸しているのを見よ。」

BT ニツダー33b 私たちのラビはこう答えた。その人は街で大祭司に話しかけたとき、大

Ph3 祭司の上衣に唾を垂らした。あるサドカイ人に関することだ。大祭司は

青ざめた顔で妻のところに行き何があったか話した。妻は言った。「サド

カイ派の妻たちはファリサイ派を恐れているため、月経血を賢者（目棚n

ハハミム）に見せるが、近所に住む1人の女性だけは例外で、賢者に自

分の血を見せなかった。そして彼女は死んだ。」

BT マゴット1：6 判決が下されるまで、虚偽の申立人は処刑されない。なぜなら、サドカ

Ph・S・H イ人はこう言っていた。「聖書には、命には命を、と書かれている。した

がって、（虚偽の申立人を死刑に処するのは）彼の死刑判決のあとに限ら

れる。」賢者（目棚nハハミム）は彼らに言った。「彼が自分の兄弟にする

と思われることを彼にせよ、とは書かれていないのか？これは（虚偽の

申立人が処刑されるとき）彼の兄弟は生きていなければならない、とい

うことではないか。（彼らは異議を唱えた）rもしそうなら、なぜ聖書で

は、命には命を、と言っているのか？　彼らは答えた。「虚偽の申立人が

自らの供述書を認め次第、彼らを死刑に処すべきと考える人がいるかも

しれない。だから聖書では、命には命を、と教えている。つまり、誤っ

て告訴された被告に判決が下されるまで、申立人を死刑にしてはならな

いのだ。」

BT メナホット バライタは次のように教えている。「（ニサンの月）の8目から（過越祭

Ph－S－J 65a－b の）休暇が終わるまで、喪に服すことは禁じられている。この期間は、

・A 七週祭（を祝うため）に制定されているからである。」　ボエートス派は

かつてこう言っていた。rこの祭は（過越祭の初目から49日後ではなく）

日曜目に祝うべきものである。」

ラビ・ヨハナン・ベン・ザッカイは、彼らに話し合いを促し、こう言っ

た。「愚か者よ、（お前たちの聖書の裏付けは）どこにあるのか？」これ

には誰も答えられなかったが、1人の老人だけが口ごもりながら反論し

た。r私たちの師モーセはイスラエルを愛していて、（七週祭の）祭は1

目だけの祭であることを知っていた。だからそれを安息目の翌日に行う

ものとし、イスラエル人が2日間楽しめるようにしたのだ。」　彼（ヨハ

ナン・ベン・ザッカイ）は次の節を引用して答えた。「それはホレブから

が響いている。天使がやってきて、彼の顔を殴ったのだ。そして彼の仲

間の祭司が入ってきて、彼の肩の間に雄羊の蹄のようなものがあるのに

気付く。聖書にはこう書かれている（エゼ1’7）。「その足はまっすぐで
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BT メナホット セイルを経由して行く11日間の旅である。」（中1：2）　私たちの師モ

Ph・S－J 65a・b 一七が、イスラエル人を愛していたなら、なぜ彼はイスラエル人を荒野

一A （続き） に留まらせたのか？　彼は答えた。「そうやって私の言うことを否定しよ

（続き） うとするのか。」彼は答えた。畷か者！私たちの完全な律法の前では、

お前の話など取るに足りないものではないか。聖書には、50日間数えよ

（レビ23：16）と書かれている。また、（過越祭から七週祭までの）7

日間は完全な安息目としなければならないという節（15節）もある。こ

れらテキスト（の折り合いをつけるに）はどうしたらいいか。最初に引

周した箇所では、祭を安息目に行うべきとしているが、次に引用した箇

所では、この祭をその週の間にすべきだとしている。」

BT バヴァ。ハトラ 次のような教えがある。「テヴェット（の月）の24目に、私たちは律法

Ph－S－J 115b－116a に立ち戻った。なぜならサドカイ派はかつて、娘はその息子の娘を引き

一B 取らなければならないと言ったからだ。しかしヨハナン・ベン・ザッカ

イは彼らに話し合いを促し、こう言った。「愚か者よ。（お前たちの聖書

の裏付けは）どこにあるのか。」　答えられる者は誰もいなかったが、1

人の老人だけが口ごもりながら彼に反論した。「彼の息子の力から生まれ

た息子の娘が彼のあとを継ぐなら、直接彼の力から生まれた彼の娘は、

なおさらそうではないか。」　彼（ヨハナン・ベン・ザッカイ）は次の節

を引用して（反論した）。「それはセイルの息子であるフリ人（ロダン、

ショバル、ツィブオン、アナ）である。」（創36：20）　だがそのあとに

は次のように書かれている。「そしてそれはツィブオンの子どもであるア

ヤとアナである。つまり、ツィブオンが自分の母と交わりアナが生れた

ということだ。」　この老人は彼に向って言った。「師よ。そうやって、

あなたは、私の言ったことをはねつけようとするのか？」彼（ヨハナン・

BT バヴァ・ハトラ ベン・ザッカイ）は答えて言った。「愚か者め！私たちの完全な律法の前

Ph・S・J 115b－116a では、お前の話など取るに足りないものではないか。（お前の論理は間違

一B （続き） っている。次のように言えるはずだ。）彼の娘が相続権をもつなら、それ

（続き） は彼の相続権が（まだ生きている）兄弟の相続権に勝るからだ。だが、

彼自身の娘の主張は、その兄弟の主張には及ばないということを認めな

ければならない。

彼ら（サドカイ派）は敗れ、その目を休日とした。
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資料7 『テモテヘの手紙I』3章11節a 日本語訳文 （筆者作成）

訳　書 出版年（初版）
一　　　一　　　「　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　一

@　　　　　　　　訳文 備　考

文語訳 新約1880明治元訳

旧約1887明治元訳 をんな　　　　　きんげん

新約1917大正改訳 女もまた謹厳にして

ニコライ訳 新約1901 ランナ　　マタタンサウ

婦モ亦端荘ニシテ、

ラケ訳 新約1910 ふじんたち　かく　ごと　　　たふと ラテン語ヴルガータ訳
婦人等も斯の如く、尊くして

を底本としギリシア語聖

書を参照

永井直治訳 新約1928 婦も等しく荘重にして、 1960修正改版

口語訳 新約1954 おんな　　　　　　　どうよう　　きんげん

旧約1955
女たちも、同様に謹厳で、

バルバロ訳 新約1953 ふじん　　　　　　　　いげん ※「女執事のこと」との注

旧約1964
婦人※もまた、威厳があり、

訳あり

ラテン語ヴルガータ訳

を底本としギリシア語聖

書を参照

新約は1957改訂

新改訳 新約1965 ふじんしっじ　　　いげん 本文批評はNASV（新ア

旧約1970
婦人執事も、威厳があり、

メリカ標準訳）に準拠

フランシスコ会 旧約分冊1954－2002 監督や執事の妻ではな

訳 新約分冊1962－78 く、女性の執事と解釈する

『パウロ書簡W』は1975 女性の執事もまた、謹厳で、 旨の注釈あり

共同訳 新約1978 ふじん　　ほうししゃ　　　　　おな

婦人の奉仕者たちも同じように

ひんい　　　　　　ひと

品位のある人でなければなりませ

ん。

前田護郎訳 新約1983 女性も同様に高潔で、

新共同訳 旧約・新約1987 ふじん　　ほうししゃ　　　　　おな

婦人の奉仕者たちも同じように

ひんい　　　　　　ひと

品位のある人でなければなりませ

ん。

岩波訳（新約聖 新約分冊1995－6

書翻訳委員会 第V分冊『パウロの名に ［この職務に就くべき］女たちもま

訳） よる書簡　公同書簡 た同じように威厳あり、

ヨハネの黙示録』は1996

旧約分冊1997－2004

剛11建三訳 新約分冊2007一
第四巻『パウロ書簡　そ 同様に女たちも、敬度であり、

の二／疑似パウロ書簡』は

2009
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資料8　クリュソストモスによる『テモテヘの手紙I』3章11節講話

クリュソストモスの『テモテヘの手紙I』の講話の中から、3章11節の部分を表示する（抜粋）。

出典：C㎞ysosto血us／Migne，JacquesPau1（ea．）（1858－60）TOγ酬Ar∫O工Σ兀〃POΣ：HMON

　　　　IΩλNN0γTOγXPγΣOΣTOMO℃Tλ正γ〃ΣKOM£NλnANTAより、第11巻（TOMUS

　　　　UNDECIMUS）　p．553．

行数 注　解

1　　rwα秋αらδσα仇ω1；。　δ岨K6voUらφησしσεμv虹ノ画δ1λ6γoUら、vηφoMoUG、π【στ牝きv

2　πσσL　Tしv全⊆δπλ6⊆πεqしγUvα［K6vεこg「σθα［τoうτ6φασw．o心Kきσuδ6．τこY血gきβoわλετo

3　μεταξ亡τ6vε己qη庫vωvπαgεμβαλε～uπεgしYUv山KゐWδλλ戊πεφτδvτ6＆ξ己ωμα苅ら

4　δ岨K0vてα⊆6XoUσ6vλ6γεし　△血K0vo㌧ξστωσαvμしa⊆γUvαしκ6⊆＆vδgε⊆・　Tα仇肌Kαしπεφ

5　γ叩αじK6vδしαK6vωv＆gト6町εしεり「σθαし　Σφ6δqαγ血g血vαγKαiovτo㊦τoκαしX前σΨov

6　KαしK6σ叫。vさv両’EKKλησ埣．　△［血K0v0L差στωσαv叫aらγUv肌Kδら、φησ～、戊vδqεg．

資料9ルターによる『テモテヘの手紙I』3章11節注解

ルターの『テモテヘの手紙I』の注解の中から、3章11節の部分を表示する（抜粋）。

出典：Luthe4Martin／Freitag，A．（herausgegeben）（1909）Bor1efunguber　den1Tim－otheusbrief

　　　　1528．，M虹血刀ムα肋θ蝸脆必θ，職批80ゐθ0θ醐皿佃鵬騨加，Band26，Her血ann　B6h1aus

　　　　Nachfo1ge工．

9－1
行数 注　解

1　‘Simi1iteretuxores．’　0舶。ium　natura1e　mu1ierum，1euitatis　habent　a　natura，

2　quia　sexus　imbeci1ior　et　omnia　membra　habent　Ex　natura　commixta　cum

3　viciis，　ergo　　n1agis　　disci　　necesse，　ut　　sint　　graves，　ut　　habeant　　ta1em

4　amictum，　gestum，　quae　deceat　praesbiterarum　honestatem，quae　digna　sit

5　diaconorum　mu1ieribus，debent　esse　exemp1um　a1iarum　uxomm．

9－2
行数 注　解

1　　Ubid．uae　mu1ieres，natura1issimumvicium，1ibenter1oquunturd．e　a1ienis　etpessimis．

2　Singu1aris　d－iscip1ina　ibi　o’bservanaa，ut　instituantur：si　non　ve1int　bonum1oqui　d．e

3　　absentibus，prorsus　taceant．
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資料10 オーリケネースによる『コリント人への手紙I』14章34節注解

　ジェンキンス（Je皿kins）によって、ゐ口㎜∂ノ。f狐θo／o肋a〃伽凶b8に載せられた、オーリ

ケネースの『コリントの信徒への手紙I』の注解の中から、14章34－5節の部分を表示する

（Origen／Jenkins1908：41－2参照）。なお、表罫線（＿）は当該部分の文字が大文字書体

（unCia1）で書かれていることを表すために筆者が加えたものである。

行数

1

5

10

15

20

25

30

注　角翠

　Ω⊆Y血ρπ血wωv　Kαしδわvαμεvωvλ6γε［v。紘v戊π0K似リψしらα祈。τ⊆γ6vηταし、φησしv　Aこ

γリVατκεらさVτατらぎKKλησ三αしgσじγ桁ωσαV・　τα仇η⊆δ全司⊆さVτOλ年0むK司σαV0己τ6V

γUvαしκ6vμαθηταi．oi←αθητεUθ6vτε⊆nq［σK〔λληKαしMαξΨ‘λλη、o心Xq［στoうτo㊦

血vδφ⊆司らvむトφηら・　δλλ’6μωζ　εうγvωμov6μεv　Kαしπg6⊆τ立凧θαv血さKε～ωv

＆παVτδVτεg．　τ6σσαq紅φασ［θUγαT6qε⊆「σαVΦλ‘ππ0U　T0うεうαγγελしσπ0うκαこ

πg・εφ巾εUov・ε1δきπqoεφ巾εU・vバi伽。π6v6σuKαしτ紅カトεv6Qα⊆、紅φασ～

凱ετvoし、πqoφ巾しδα⊆πqoφητεわε叫ταうταδさλむσoトεv・　πq6τov嘩vλ6γovτεG6u　A己

1μ6τεqαLπg0εφ力τεリ0v。δε〔ξατετ血0ημε一ατ『⊆πg0φητεこαζきvα心τα工G’δεわτεgovδ全E己

Kαしπg0εφ1τεUOVα己θUYατ6qεgΦlMππ0リ。允λλ一0うKさVτατらさKKλησ壬肌⊆きλεYOV．0亡

γ成Q叡。畔v冗。仇。きvτατ⊆nQ血ξεσしτδv’Aπoστ6λωv・似λ’o亡δ’きv苅παλα峰

△εββδqαμεμαgτわqηταLπg0φ「uらε亙Vαレ雌＿δさ」軸
担τゐvγUvαしKゐv　泣λλ’oうκ＆vε6q0Lら6u△ε13β6qαさδη←ηγ6qησεvεに

τ6vλαδvゐσπεq　fIεqεμα⊆KαピHσα工αら。叔さvε巾。し⊆6u　Oλδ血πgoφ巾し⊆oうσα

きλ血λησετΦλαΦ＆λλ’ξvi　uw圭λθ6vuπρ6⊆α心τ1v・　血λλ血KαしさvτΦε心αγγελφ

戊Vαγ6γqαπτα［蝉血λλ10亡KさV
きK火λησ埣さλ血λησεV、てVα0うV　Kαしδ0θ司さK0ημεて0Uπq0φηuK0うετVαしπq0φ「u⊆γUV市

似λ’o帆さ凧τq紡ε伽τα㍍ηλ必ε一vきvき帆λησi早・6τεさλ似ησεMαg1ψ「πgoφ巾し⊆

放qXOUσα司V　uVωVγUVαしK6VαしσXφVγ戊qγリVαしKしλαλετVさVさK1〈λησ埣。Kαしδしδ血0κεW

担血πλ6⊆血λパ9陣　Kαし沈λλoθεvδさτo仇。π徹qασ吋σω。εしK趾さKε元vo＆σφ㏄λ6στεgovεtqητ肌πεqしτoうμ市I

τ内vγリvαilKα力γεト6vαγ～εσθαじτφλ6γ印τo㊦＆vδq6ら．雌
工ε0πεπετ　　Kαλ0δ［δα0Kdλ0U　　芒Vα　σω　　0Viωσ［　τ戊　　V6α　　0心X　血πλδ⊆　rVα

δ肋㎝ωσW　K以・δ肋㎝αλ01μさVγ的きστωσαVKα1γWαてKεg。・心パVα伽δqεG

Kαθ力μεvoし＆K0わωδしγUvαしK6v。ゐ⊆きKλε皿6vτωv血vδqδvτ6vδUvα庫vωv7τgεσβεむεw

τ6vτoうθεoうλ6γov・

　Eしδ6uμαθετvきθきλoUσしvバv　o正K｝τo亡らしδ工。U⊆改vδqαGさπεqωτ血τωσαv・αしσXφvγ攻g

さσuγリVαしξしVさVさKκλησ埣λ0【λε一V．　δ0Kετμ0しτδτ0亡⊆しδ〔0U⊆放Vδqα90心Kさπしτ0心ら

γαμεπ・此卒・α榊εσθαΨ6…’α己παgθ6・・1γ畑rλ剛σ・リσ・・さ・き帆λησ州・帆

ξξ㎝σ1τo此δ肋㎝owαら、κα1αtXηqεむ。Uσ肌6μolωら．血M卯巾。τετo此耐。U⊆伽δgα⊆

○正。vκαしτ6v戊δελφδv　Kαしτ6v　oしKετov　Kαしτδv　U己6W＆παξ戊πλ6⊆立vδg6らπUvθαv6σθω

γUv、　τoO　己δ壬。リ　κατ戊　τδ　γεvしκδv　6voμα　凌vδgδら　πgδら　泣vuδしαστoλカv　γリvαLκ6ら．

α己σXq6vγ戊gγUvα［KしλαλετvさvさKKλησ峰。6πoταき戊vλαλ市K＆vθαUμαστ血λαλ市K＆v

放γLα、μ6vovδさ血πdστ6ματoらγUvαしKε壬。リさξ6qXηTαし　rUv力きvさK1〈λησ埣δηλov6u

κατ戊τδαしσX96vλ6γεταしきπしκατηγog埣τ『1；6ληらさκKλησ‘αg・
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資料11 クリュソストモスによる『コリントの信徒への手紙I』14章34節講話

出典：C㎞ysostomus／Migne，JacquesPau1（ed．）（1858－60）TOγ正NA兀O工Σ：兀〃POΣHMΩN

　　　　　工ΩλNNOγrOγXPγΣOΣτOMOγτλ正γ〃Σ；KOM正NA兀λN硯より、第10巻（TOMUS

　　　　　DECIMUS）　pp．345－6．

　聖書本文

γWα一Kε⊆卯ふきVτατ⊆きK1〈λησ1α［らσψτωσαV．

心πoτ血σσεσθαレKαθδ⊆Kαし6v6μo⊆λ6γεL

○心γ畑き凧τ虹qα肌α［α杭ατらλ飢ε一v、似λ1

　　クリュソストモスによる講話

　　クリュソストモスの『コリントの信徒への手紙I』の講話の中から、

する（抜粋）。

14章34節の部分を表示

行数

1

5

10

15

注　角雫

　nεq［κ6ψαgτδvθ6gU13ovτ6v血πδτ6vγλω帆ゐv。καしτ6v成πδτδvπqoφητε棚v，Kαし

V0μ0θετ1σαqゐστεμ力σわγXリσ［Vγ～εσθαレτ0わ⊆τεγλゐσσα［（；λαλ0うVτα⊆泣V血μ6q0ら

τ0うτ0π0しετV、τOわ⊆τεπg0φητεわOVταら泣qξαト6V0リさτ690Uσ［γaV、λ0帆δVκαしさπしτ、V

ταgαXヵv苅v泣πoτ6vγリvα［K6vγwoμvηv6δφπq6εしσレ向v成K肌govα祈δvきKK6πτωv

παgqησ（αv，Kαしσφ6δqαε亡Kα己qωg・砒γ血gτo工⊆τ血XαgtσματαきXoUσw＆πλδら。心K

きφ【ετα【λαλετv，o亡δ’6τεβoむλovταレKαしταうτα亡πδτoうπvεわματoG帆voUド6v0Lら、πoλλΦ

μδλλOV　さKε～α工ら　εエκ「　φλリαq0わσαLらKαしμ血τηV．　△［戊τ0むτ0　καしμεπ血　π0λλ「らτi⊆

α亡θεvτ依ら差πしστoμζε［τ巾φλUαqiαvα析ゐv，Kαしτ6v　v6μovμεθ1ξα帆。㊦λαβゐv，o仇ωら

α仇δv　戊πoqδ血肌ε［τα　στ6μματα・　O心　γαq　παqα［vε正　μ6vov　きwαうθα、o亡δき

σUμ戸0Uλεむεレ　棚λ血καしさπ［τ血帆εLσφ0δq6g。παλαし6V亡π全qτ0仇ωV立VαγWゐ0κωV

v6μov．Eしπゐvγ血q．6πA己γリvα正Kε⊆6μ6vきvτα正g細1〈λησこαしGσしγ血τωσαv，KαしO心K

さπ岨きτqαπταしα亡τα正⊆λαλετv．aλλ’δπ0τ攻ττεσθαレさπ「γαγε。Kαθゐ（；Kαし6v6μoCλεYεし．

Kαしπoうτoうτo6v6μo⊆λ6γεレ　1［［q6らτδv＆vδqασoリ「＆πoστqoφ「σoU，Kαしα亡τ6らσoリ

κリq［εわσεし　　Eτδε⊆　παむλoU　σoφ二αv。力λじκηv　παq「γαγε　μαQτUqこαv．o心　σ叩σv　α亡τα正ら

Kελεわ。リσαvμ6vov、戊λ八枚Kαしμετ戊φ6βoリσじγav，1く：αしドετ戊φ6βoUτoσoわτoリ。μεθ16σoリ

τ巾δoむληv「σリX血ζεじv　Xq市　△L6Kαこα机6gεしπゐv．6u　O心Kさ凧τ6τqα凧α［α亡τα正ら

λαλετv，o心1〈：きπ1γαγεv，Aλλ血　σ［γav，aλλ血τ6　πλ6ov　戊vτしτoむ　σ［γav　τ6θεしκε、τδ

亡πoτ血帆εσθαし　Etδささπし＆vδqゐvτoうτo、πoλλΦμ反λλovきπしτ6vδ［δαoκ次λωv　Kαこ

πατ6qωv　KαしτoうK0［voうτ昨きKKλησてαらσリλλ6Yoリ・
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参考文献

　注：参考文献は項目ごとに分けて配置している。各項目、同一人物については発行の年代順に配置

し、別人物は氏名（ファーストネーム、名字）からアルファベット順（欧文資料）および五十制員（和

文資料）に配置している。

Iテクスト

1．聖書（外典を含む）

（1）トーラー（旧約聖書）

　①ビブリア・ヘブライカ・ジュトットガルテンシア（BHS）

Euige巧K，Rudo1ph，W（ed）（1984）且舳∂肋加加3如6敏r物的．，Deutscbe

　　Bibe1gese11scha免．

　　※本書BHSをテキストとし、下記の1睨Kも比較参照のために使用した。

　②ビブリア・ヘブライカ（BHK）

蛆tte1，Rudo1f（ed）（1937）扮脳∂換ろ蝪加リ’W枇tembergischeBibe1ansta1t．

（2）セプテュアシント（LXX）

Rah1食，刈血ed（ea）（1935）蜘切釦ね．，2vo1s．，W枇embergische　Bibe1ansta1t．

（3）新約聖書

　①ネストレ・アーラント版（Nest1e・畑and）第27版

Nest1e，E．，A1a皿d，K．，B1ack，M．，Martini，C．M．，Metzge巧B．M．，Wikgren，A．（eds）（1993）

　　肋γ口〃雅曲皿釧伽〃0油θ倣，DeutscheBibe1gese11sch維．※本書（第27版）をテキスト

　　とし、下記の第25版及び第26版も比較参照のために使用した。

　②ネストレ・ア』ラント版第25版

Nest1e，瓦．，A1and，K（1963）肋㎜〃蛇曲皿θ〃切皿0㎏θoθ一，W枇embergischeBibe1ansta1

　③ネストレ・アーラント版第26版

Nest1e，E．，A1and．，K一（1979）肋γ〃〃地8ね皿θ〃切皿6㎏θoθ．，Deutsche　Bibe1gese11scba免．

（4）ウルガタ訳聖書

Fische巧B．，Gribomont，I．，Thie1e，W．（aaiuvantibus）（1969）且％ム∂幽鰍加xね吻伽ね〃

　　脆虹。鵬叫W鮒embergischeBibe1ansta1t．※本書には聖書外典も含まれている。

（5）オーリケネースのヘクサプラ

Fi・1a，F・id・・i㎝・（・d）（1875．1964）ω細あ肋卿加αがψ・θ卿θ蝸㎜云・加θ脇θ・α皿
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血加Ψ雌切〃6㎏θω”α皿∠刀広。伽〃脆6鵬蛇8ね〃θ皿伽皿肋8班2θ”ね．，2vo1s、，Georg　O1ms．

2．ユダヤ教文書

（1）神殿写本（神殿巻物）

Qimron，E1isha（1996）Z危θ脆理ρゐ＆”o”λC加腕aノ肋肋皿㎜’勉扱6θ皿血㎎児θ00鵬かα0虹0鵬，

　　Ben・Gurion　University　ofthe　Negev　Press　and－Israe1Exp1oration　Socie蚊

過din，Yigae1（ed。．）（1977－1983）肋θ％理ρゐ＆ωμ3vo1s．and－supp1ementary　p1ates，Isra－e1

　　Exp1oration　Society．

（2）ミシュナ

A工beck，Chanock（ed一．）（1955－1959）嗣四高『rτO清四四（8るお血∂＆．あθ〃b必皿∂五）6vo1s．，Bia1ik

　　Ins虹tute盆nd　Dvir　Co．

（3）ミトラシュ・創世記ラッパー

Theod．o巧J．，A圧b㏄k，Ch．（notes　and－commentary）（1965）旧rη『洲rコ四r澗（Ml，’伽幽3θ雌8五ノ〃

　　肋肋2）3vo1s．，WahmamBooks．

（4）バビロニア・タルムード（BT）

Epstein，Isid－ore（genera1ed。．）（1966－1989）肋わ雌w一反8カbゐ刀雌血。皿。f紐θ3∂奴。”ゴ∂〃

　　晩血〃♂，28vo1s．，SoncinoPress．※本書には英語の翻訳テキストも含まれている。

95P〕羽　τ，コηつ　：カココ　τ満ラjr（3θψo〃血刀Z乞加口a　j　Cbdθx肌”止血9δ　（1971）3vo1s．，Se免r

　　Pub1ishing．※ミュンヘン写本（αゐxMb皿肋9幼のみが有し、他のBTの写本にない次

　　のクマラについては、ミュンヘン写本を参照した。ゼライムの巻（醐rτrτ目）の『ベラホツ

　　ト篇（m⊃rコ）』を除く10篇。モエッドの巻（τ舳rτ目）の『シェカリーム篇（口切回）』ネズ

　　ィキーンの巻（iWコrτ口）の『エドゥヨット篇（州珊）』『アボット篇（mコN）』コタシームの

　　巻（OWτprτO）の『ミドット篇（mτ高）』『キニーム篇（醐p）』トポロットの巻（mr祀r祠）

　　の『ニッダー篇（刑）』

（5）パレステイナ（エルサレム）・タルムード（PT）

、沽酬r㍉τ1出η（Z躯㎜α♂脆r鵬加Z㎜コノ（1922，reprint1973）（Vi1na　ed－ition），7vo1s．，Rubinstein

　　ana　Sons．

（6）アルブァスィの『ハラハーの書』

刈血si，Isaac／Frieaman，Shamma（re二Prod－ucedin血。simi1e）（1974）・O的岬耐rコ・コrソ・胆r　m⊃涜

　　rgO（肋ゐ肋。〃刀∂肋θ血。〆児．屈脇。肋劫（ms．Jewis11Theo1ogica1Seminary　ofAInerica

　　Rab．692）Mlakor　Pubhshing　Ltd。．
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（7）マイモニデスの『ミシュネ・トーラー』

lMaimonid－es，lMoses／lMakbih，此hai（chiefe砒。凶（2009）司r1η司W乙（M肋mゐ〃αゐ）0r　Vishua

　　Pub1ications．※本書（校訂版）をテキストとし、下記のローマ版及びコンスタンティノ・一プ

　　ル版も比較参照のために使用した

Maimonides，Moses／Hakohen，狛huda　Leib（intro．）（1954）司rrη万W高（M晦必〃θ必％醐五）New

　　Ed－ition，Photographed。丘。m　the　Rome　Ed－ition　of　the施ar5240（1480）Mosad－Harav

　　Kook．

lMaimonides，Moses／Hav1in，S．Z．（in虹。．）（1972）［rrη　祠吻高　（M勧〃θ五　％蝪五）Ed．

　　Constantinop1e1509，4vo1s．，lMlakor　Pub1ishing　Ltd一．

（8）アル・ナカワの『光の燭台』

A卜Nakawa／Ene1oW　Hyman　G．（ed一．）（1929－1932）r1欄r　jrrr晒（漉”o蝪6加一M身わづ4vo1s．，

　　B1och　Pub1ishing　Company

（9）ユダヤ教礼拝合同祈薦書

Tbe　Cen位a1Con虹ence　of　American　Rabbis（ed一．）（1946new1y　revised－ed一．）独θ脆あ㎜

　　丹θアθ”ろ。o左危rゐ㎜b必肋”8五カ⑰べrぴmう5ηrτO幽♂θrクと肋〃班8脇θ必，乃切〃1，Centra1

　　Con危rence　ofAmerican　Rabbis．

3．キリスト教文書

（1）オーリケネース

Jenkins，C1aud－e（ed、．）（1908）0rigen　on　I　Corinthians，♂㎎Vb1．X，No．37，29－51．

（2）クリュソストモス

lMigne，Jacques　Pau1（ed．．）（1858－1860）τσγENλ∬O∫ΣnλTlPOΣHMΩN∫ΩANNOγτOγ

　　XPγ1ΣOΣτOMOr　　Tλ　£γ1P工Σ：KOMENA　兀ANTA．、　幽〃血　ρθ施b　”oθ倣7　ゐθ”刀お

　　α卵0θ60㎜加κ必助畑φα㎜醜皿地ψ・雌舳ゴφθ蝪0㎜凶σ賜θθ燗鮎～θ～脇θθゴ鵬

　　〃。㎜血θθ曲6〃〃加㎜切z（‘‘The　CompIete　Works　of　our　ho1y鮎her　John　Chrysostom，

　　Arc11bishop　ofConstantinop1e，that　exist　orwhich　are　circu1atedwith　his　name’’）13vo1s．，

　　Petit・M1on虹。uge．

4．歴史文書・古典籍

（1）ハンムラビ法典

Bergmann，E．（ed一）（1953）Cωθx肋皿皿α〃加二蛇対鵬肋血唐θ加脇，pontiicium　Institutum

　　Bib1icdm．
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（2）アリステアスの手紙

Pe1ユetie巧A皿dr6（ed）（1962．2001）：Lettre　d’虹ist6e主Phiユ。crate．，Chr’Cerf　※本書ペレティエ

　　ール版をテキストとし、下記のミーチャムによるものも比較参照のために使用した。

1M1eecham，Henry　G．（1935）肋θZθ娩r　o〆”前θ∂ポλ　Z血帥お血。8伽伽㎜．泌助θ幽ノ

　　児θ勉θ〃θ広。批θ俄θθ五扮伽θ一，ManchesterUniversityPress．※本書にはギリシア語の原

　　文とともに語彙、文法、注記等が加えられている。

（3）カリマコスの『賛歌』

Mai4A．W．，Mai巧G．R．（trans．）（1921）⑫必虹舳加8珂㎜雌伽♂雄ノ弾〃阜助。ψ五〃”ル射雌，

　　Loeb　C1assica1Library129，Harvard．University　Press．

（4）アイスキュロスの『縛られたプロメーデウス』

P・g・，D・皿y・（・a）（1972）λθ鰍躰8弗細弾θ卿θ撒栃蝪夢・θ出鍋0曲・aUn・・・…ty

　　Press．

Thomson，George（trans）（1932）λθ8曲ψ鵬‘弼θ必。㎜θ肋θα83oα刀a’二Cambrid．ge　University

　　Press．

（5）ヨセフス

　①『ユダヤ戦記』

ThackeraX　H．S七．J．（虹ans．）（1927）珊θゐwお必　脆巧Vo1．I　（Books1・2）Loeb　C1assica1

　　Library203，Harvard－University　Press．

ThackeraX　H．St．J．（trans．）（1927）ク乃θゐワ四も必脇巧Vb1．皿　（Books3’4）Loeb　C1assica1Library

　　487，Ha岬ard．UniversityPress．

Thac1keraXH．St．J．（trans．）（1928）mθゐ㎜銚脇乃Vb1．皿（Books5－7）LoebC1assica1

　　Library210，Harvard．University　Press．

　②『ユダヤ古代誌』

lMlarcus，Ra1ph（trans一）（1943）ゐwコ前λ皿血卿狛θ鼻Vb1．V（5）（Books12．13）LoebC1assica1

　　LibraW365，Harvard－University　Press．

lMarcus，Ra1ph（trans．）（1943）北wお必λ刀血gαゴ血θ易Vb1．V］1（6）（Books14・15）Loeb　C1assica1

　　Library489，Haward－University　Press．

Marcus，Ra1ph，Wikgren，A．（虹ans．）（1963）ゐ㎜勧ん的〃狛θ昌恥1．WI（7）（Books16－17）lLoeb

　　C1assica1Libra町410，Harvard－University　Press．

Fe1d．man，Louis　H．（trans）（1965）ゐ由銚∠〃的αゴ血鍋Vb1．VIII（8）（Books18・19）Loeb

　　C1assica1Library433，Harvard．University　Press．

Fe1d－man，Louis　H．（trans）（1965）ゐ㎜銚λ皿的〃蝪鍋Vb1．IX（9）（Book20）Loeb　C1assica1

　　Library456，Harvard．University　Press．

　②『白伝』『アピオーンヘの反論』

Thackeray；H．St．J．（trans．）（1926）ク乃θム∠危”λ8a血8〃4ρメ。〃．，Loeb　C1assica1Library186，

199



Harvard－University　Press．

5．フランス法典（ナポレオン法典）

Riviere，H．R，He1ie，F．，Pont，P一（eas）　（1901）Cbdθ8地舳脾おθ6石。由　0曲θ〃θ＆，

　　Vin鉢・Neuviさme　E砒ion，Rewe，Conigee　etAugment6e．※本書、フランス法典（ナポレ

　　オン法典）の申に刑法典（CodeP6na1）が含まれ、その第4部「違刑罪及び刑」に落穂拾い

　　についての規定をみる。

I　アメリカ・ユダヤ年鑑

Ad－1e篶Cyms（ed．）（1899）肋θλ皿θ㎡ω〃ゐ〃エ勧距〃3oo此VbI．1（1899－1900）．，Jewish

　　1Pub1ication　Society　ofAmerica．

Ad－1e巧Cyms（ed一．）（1900）mθλ皿θガω〃ゐ㎜銚脆〃万。o攻Vb1．2（1900－1901）．，Jewish

　　Pub1ication　Society　ofAmerica．．

Schneid．erman，lHlarry（ed．）（1928）　ク乃θλ血！θ血。a刀ゐnηも必　距∂r3oo攻Vb1．30（1928－1929）．，

　　Jewish　Pub1ication　Society　ofAmerica．

Schneiderman，Harry（ed一．）（1929）mθノ4〃θ㎡oθ皿ゐwお必泥∂rβoo攻VbI．31（1929－1930）．，

　　Jewish　Pub1ication　Society　ofAmerica．

皿　翻訳書

1．聖書（外典を含む）

（1）セプテュアシント

Brenton，Lance1ot　C．L．（1851．1995）mθ陸ρ如∂8ゴ〃〃wz勉4ρooηρ五〆6をθθ五∂〃a地8ヵも血，

　　HenaricksonPub1ishers．※本書にはギリシア語の原文テクストも含まれている。

秦剛平記（2002）『七十人訳ギリシア語聖書I創世記』河出書房新杜．

秦剛平記（2003）『七十人訳ギリシア語聖書1皿出エジプト記』河出書房新杜．

秦剛平記（2003）『七十人訳ギリシア語聖書皿レビ記』河出書房新杜．

秦剛平記（2003）『七十人訳ギリシア語聖書1V反数記』河出書房新杜．

秦剛平記（2003）『七十人訳ギリシア語聖書V申命記』河出書房新杜．

（2）唖＿聖書
Luthe4　1M1artin　（trans．）（1545，reprint　1967）五肋血∂　θθ”㎜θ”えω　ノ545j∠乃b3地θノ丘！dθr

　　dθ口施泌θ皿　　0ろθ蝸θ杉〃〃多　肋r虹皿　Zα泌θ雌　　λα8弾わθ　ノθ材広θr　肋皿♂，　Deutsche
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　　Bibe1gesenscha色．

Vb1z，Hans（ed一）（1972）皿b8a〃勉θ地立1Z宮θ8；o必繊∠フθ口ds〇五ノ545∴4α施皿θw　z口8θ血。必左，2vo1s．

　　Rogner＆Bemhard．※1545年版のルター訳は、今日のラテン字体とは異なる文字や綴字

　　を持っているが、本書ではラテン字体に修正されており、表記する際に使用した。

（3）欽定英訳」蛆L聖書

Po■ard，畑血ed　W（intro）（1611，reprin金1985）肋θ励ヶ且泌｝皿幽。〃印凶6血肋㎜∂迎

　　肋亀乃θθ力r乃8θo〆肋θλα勉。㎡zθ♂脆”虹。皿Pαろ”8必θ♂血2地θ距θr／6ノ五，0x危rd．

　　University　Press／Kenkyusha．

（4）日本語訳新約聖書

蝿※編・訳者等の表記なし（1880，改訳1917．1974）『我らの主なる救主イエス・キリストの新約

　　聖書　改言翠』日本聖書協会．

②ニコライ課

目本正教会釈（1901．1985）『我主イイススハリストスの新約』正教会．

③ラケ訳

ラケ，E．訳（1910）『我主イエズスキリストの新約聖書』公教会．

④永井直治訳

永井直治訳（1928，修正改版1960）『新契約聖書』基督教文書伝道会．

⑤口語訳

※編・訳者等の表記なし（1954）『新約聖書　改訳』日本聖書協会．

⑥バルバロ訳

バルバロ，R訳（1953，改訂1957）『新約聖書』ドン・ボスコ社．

⑦新改訳

新改訳聖書刊行合訳（1965．1986）『新約聖書：新改訳』日本聖書刊行会．

⑧フランシスコ会釈

フランシスコ会聖書研究所訳（1973）『パウロ書簡　第一巻　ローマ人への手紙・ガラテヤ人へ

　　の手紙』フランシスコ会聖書研究所．

フランシスコ会聖書研究所訳（1975）『パウウ書簡　第四巻　テモテヘの第一の手紙・テモテヘ

　　の第二の手紙・テトスヘの手紙・ヘブライ人への手紙』フランシスコ会聖書研究所．

フランシスコ会聖書研究所訳（1977）『パウロ書簡　第二巻　コリント人への第一の手紙・コリ

　　ソト人への第二の手紙』フランシスコ会聖書研究所．

⑨共同訳

共同訳聖書実行委員会釈（1978）『新約聖書』日本聖書協会．

⑩前岡護郎訳

前岡護郎訳（1983）『新約聖書』中央公論杜．

⑪新共同訳

201



共同訳聖書実行委員会釈（1987）『聖書　新共同訳一旧約聖書続編つき』日本聖書協会．　※本書

　　には聖書外典も含まれている。

⑫岩波訳（新約聖書翻訳委員会釈）

新約聖書翻訳委員会釈（1996）『新約聖書V　パウロの名による書簡・公同書簡・ヨハネの黙示

　　録』岩波書店．

⑮剛11建三訳

岡川建三訳著（2007）『新約聖書　訳と註第三巻』（パウロ書簡　その一）作品杜．

剛1健三訳著（2009）『新約聖書　訳と註　第四巻』（パウロ書簡　その二／疑似パウロ書簡）作

品杜．

（5）聖書外典

フランシスコ会聖書研究所訳（1960，4版1972）『トビト書・ユデイト書・エステル書』フランジ

　　スコ会聖書研究所．

土岐健治訳（1975）rトビト書」日本聖書学研究所編『聖書外典偽典第一巻　旧約外典I』教文館，

　　207－47．

村岡崇光訳（1977）rベン。シラの知恵」日本聖書学研究所編『聖書外典偽典第二巻　旧約外典

　　皿』教文館，69－207．

2．ユダヤ教文書

（1）ミシュナ

B1ackman，P一（1990）M勧”即。札7vo1s．，JudaicaPress．※本書にはミシュナの原文テキスト

　　も含まれている。

DanbX　Herbert（1933）Z危θM…鮎〃五”0x危rd－University　Press．

Neusne巧Jacob（1988）皿θ孤鮎〃五｝肋w　Z㎏皿8ゐ血。叫狛1e　University　Press．

石川耕一郎訳（1978）「ミシュナ・ベラホース（祈藤）」『昭和大学休養部紀要』第9巻，1－10．

石川耕一郎訳（1979）rミシュナ・シェビイース（安息年）」『昭和大学休養部紀要』第10巻，1－

　　15．

石川耕一郎訳（1981）rミシュナ・メギラア（巻物）」『昭和大学休養部紀要』第12巻，1－10．

石川耕一郎訳（1985）『ミシュナ・アヴォート、ホラヨート』（エルサレム文庫　1）エルサレム

　　宗教文化研究所．

石川耕一郎訳（1985）『ミシュナ：ベラホート』（エルサレム文庫　3）エルサレム宗教文化研究

　　所．

石川耕一郎訳（1986）『ミシュナ：タアニート、メギラァ、モェード・カタン、ハギガァ』（エル

　　サレム文庫　5）エルサレム宗教文化研究所．

石川耕一郎訳（1987）『ミシュナ：ペサヒーム』（エルサレム文庫　10）エルサレム宗教文化研究

　　所．
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石川耕一郎・三好適訳（2003）『ミシュナI　ゼライーム』（ユダヤ古典叢書）教文館．

長窪専三・石川耕一郎訳（2005）『ミシュナ■　モェード』（ユダヤ古典叢書）教文館．

長窪専三訳（2010）『ミシュナW　アヴォート』（ユダヤ古典叢書）教文館．

（2）バビロニア・タルムード

長窪専三訳（2001）rバビロニア・タルムード『シャバツト篇』訳・訳注」『情報と社会』（江戸

　　川大学紀要）第11号，127－36．

長窪専三訳（2002）rバビロニア・タルムード『シャバット篇』訳・訳注」『情報と社会』（江戸

　　川大学紀要）第12号，111－21．

三貴版

　　※「三貴版」という呼称は一般的なものではなく、便宜的に設けた仮称である。

　　※下記（三貴版）既刊書の総括編集者は、既刊15分冊のうち第10分冊までは石田友雄であ

　　り、第11分冊から市川裕である。

市川裕翻訳監修・岩下陽示翻訳編集（1993）『モエードの巻　メギラー篇』株式会社ライブ

長窪専三翻訳監修（1994）『ネズィキーンの巻　アヴォート篇、アヴォート・デ・ラビ・ナタン』

　　株式会社三貴．

三好適翻訳監修（1994）『ナシームの巻　ケトウボート篇』株式会社三貴．

宇佐美公史訳・三好適監修（1995）『モェードの巻　スツカー篇』株式会社三貴．

三好適翻訳監修（1995）『ナシームの巻　ソーター篇』株式会社三貴．

阪口吉弘訳・市川裕監修（1996）『ネズィキーンの巻　マッコート篇』株式会社三貴．

倉内ユリ子訳・三好適監修（1996）『ナシームの巻　ナスィール篇』株式会社三貴．

山田恵子訳（1997）『モェードの巻　ローシュ・ハ・シャナー篇』株式会社三貴．

三好適翻訳監修（1997）『ネライームの巻ペアー篇他』株式会社三貴．

三好適翻訳監修（1997）『トポロートの巻　ケリーム篇』株式会社三貴．

倉内ユリ子訳・三好適監修（2004）『ネズィキーンの巻　シュヴオート篇』株式会社三貴．

宇佐美公史訳・三好適監修（2006）『ネズィキーンの巻　アヴォダー・サラー篇』株式会社三貴．

三好適翻訳監修（2007）『トポロートの巻　ニツダー篇』株式会社三貴．

宇佐美公史訳（2008）『ネズィキーンの巻　エドゥコート篇、ホ，ラヨート篇』株式会社三貴．

三好適翻訳監修（2010）『ナシームの巻　キドウシーン篇』株式会社三貴．株式会社三貴．

（3）パレスティナ（エルサレム）・タルムード

Guggenheime理Hei㎜ichW（ed）（2000）珊θ伽脳ノθ皿脆肋ψ血滅0”伽j励醐切

　　伽。鮎θ8月θ2加M刀θ皿那，Wa1ter　de　Gmyte血　※本書には原文テキストも含まれている。

Guggenheime巧HeinrichW（ed）（2002）肋θ扮鵬曲〃鴉血α4血滅α伽二句蝪ノμ

　　伽肋加8％r〃皿。㍑MMパ8θ〃左，Wa1ter　de　Gmyt弧　※本書には原文テキストも含まれ

　　ている。

Guggen血eime巧Hei皿ichW（ea）（2010）弼θみ脳ノθ㎜鵤血払乃α肋α伽j地切払

　　伽碗触幽泌θ批也M身肋。ち伽a尻蝸批，刀θ砂Ψ勧　※本書には原文テキストも含ま
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　　れている。

Neusne巧Jacob（ed．）（1982）mθZ躯㎜〃。〆肋θ工θ皿ゴ。fゐ㎎θ五、λ乃泌血ゴ皿〃アZ㎏蝸ゐ虹。〃舳ゴ

　　亙理Z舶θ血伽，陽五34品。蝪ツ嚇舶♂ハ脇幽王．，University　ofChicago　Press．

Neusneち　Jacob　（9enera1ed一．）　（1990）　ク乃θ　ク身加α♂o〆批θ一己a刀♂o〆ムzaθ五，λ乃θ五孤立η別ア

　　Z㎏〃8ゐ血。皿伽a助ム〃血。皿，吻五名此a五，University　ofChicago　Press．

Neusne巧Jacob（1998）肋θZ躯㎜〃。〆泌θZ刎a　o〆届mθrλ刀λωdθ㎜メ。　Cb㎜〃θ批班ア6o批θ

　　＆oo皿4肋血42〃♂ハ9α”6五月ゲ向血。皿鼻血，泥”α8必∂虹ノZ乞ao危広θノ脆8コ‘脇五リSouth　F1orid－a

　　Acad－emic　Commentary　Series118，Scho1ars　Press．

（4）ミトラシュ

Freed．man，H．，Mauricθ，S．（eds．）（19833・d　ed一．）M…’肋幼児2肋2五，10vo1s．，Soncino　Press．

（5）マイモニデスの『ミシュネ・トーラー』

lMaimonides／K1ein，Isaac（trans．）（1979）肋θ3oo左。〆Z興をαノ伽蝸．，The　Book　ofMaimonides，

　　Book　Seven（曲1e　Jud－aica　Series，Vb1ume　XXI）泊1e　UniversityPress．

（6）マイモニデスの『迷える者の手引き』

MaiInonid－es／Fried一岨nd－e巧Ml．（trans．）（1910）Z乃θθロカθ危r肋θ月θη企xθ♂，George　RoutIed－ge

　　＆Sons　Ltd一．

Maimonides／Munk，So1omon（trans．）（1929）1叩満帆｛めτ（肋θ0ロカθ危r批θ月θΨ此鵬カDr

　　Junovitch．

lMaimoniaes／Pines，Sh1omo（trans）（1963）mθθ〃ガθoヂ秘θ月θ取ノθ鵬♂，University　of

　　Chicago　Press．

3．キリスト教文書

（1）クリュソストモス

SchafC　Pbi1ip（ed．）（reprint1979）幽血60あ2γ80θ6o㎜∫肋L㎜∬ゴθ80”肋θ助右幽80〆乃〃ノ6o勉θ

　　Cb㎜b批メ伽＆，　ASe1ectLibraryoftheNiceneand－Post・NiceneFathersoftheChristian

　　Church，Vb1．XII，Eerd－mansPub1ishing　Company

Scha坦Phi1ip　（ed。）　（reprint　1979）曲∠口元0危ψ808広。皿プ此皿ロカθ80吻　0身あ血θ刀身助五θ血a皿耳

　　乃助ρ由皿亀0売08曲θ刀身mθ8脇ノ。皿血皿鼻乃．〃。肋必乃伽易∂刀ゴ肋カθ血。血．，ASe1ectLibrary

　　of　the　Nicene　and．Post・Nicene　Fathers　of　the　Christian　Church，Vb1．XIII，Eerdmans

　　Pub1ishing　Company

（2）エラスムス

木ノ脇悦郎（1996）rエラスムスのSenatu1ussiverwαしK0σリv6δq［ov（1529）について」『神学

　　研究』（関西学院大学神学研究会）第43号，39－53．
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（3）トマス・アクィナス

稲垣良共訳（1977）『神学大全』第13冊，創文杜

（4）ルター

Zimmermann，Kar1（co■ected一），Ma1com（trans）（1865）Zα勉θ必Zθ〃柘雌6o脆㎜θ血，Chapman

　　and耳au．

Freitag，A．（herausgegeben）（1909）Bor1e血ng廿ber　d．en1．Timotheusbrief1528．，肋∬虹皿

　　工〃肋θ雌脆必θ，脳血β功θ0θ舶〃ねα8騨加，Band．26，Hermann　Bδh1aus　Nach血1ger

Dind－a，Richard．J．（trans）　（1973）Lectures　on　I　Timothy　，Oswa1d一，Hi1ton　C．（ed一一）

　　0b㎜〃θ皿ね血θ80㎜　∫0b虹〃肋血”8Z　∫0b虹〃肋山刀8／4Zθc伽γθ80皿　∫姐〃。肋〃Luther’s

　　Works．，恥1．28，ConcordialPub1ishi㎎House．

石居正己訳（1967）r共同基金の規定」ルター著作集委員会編『ルター著作集　第一集　第五巻』

　　聖文舎，227－67．

印具徹訳（1963）rキリスト教界の改善に関してドイツのキリスト者貴族に与える書」ルター著

　　作集委員会編『ルター著作集　第一集　第二巻』聖文舎，189－324，

（5）カルヴァン

田辺保釈（1959，12版1975）『カルヴァン・新約聖書註解WIローマ書』新教出版社．

田辺保釈（1960）『カルヴァン・新約聖書註解WIIコリント前書』新教出版社．

渡辺信夫訳（1962，15版1974）『カルヴァン・キリスト教綱要I』新教出版社．

渡辺信夫訳（1962，13版1974）『カルヴァン・キリスト教綱要II』新教出版社．

渡辺信夫訳（1963，12版1975）『カルヴァン・キリスト教綱要III／1』新教出版社．

渡辺信夫訳（1964，11版1975）『カルヴァン・キリスト教綱要III／2』新教出版社．

渡辺信夫訳（1964，11版1975）『カルヴァン・キリスト教綱要IV／1j新教出版社．

渡辺信夫訳（1965，10版1975）『カルヴァン・キリスト教綱要IV／2』新教出版社．

倉塚平記（1998）rジュネーヴ教会規則（1541年）」徳善義和他訳『宗教改革著作集　第十五巻』

　　教文館，85－104．

4．歴史文書

（1）ハンムラビ法典

原岡慶音訳（1967）rハンムラビ法典」　※rW研究書・論文等」より、原田（1967）298－345

　　参照．

中田一郎訳（1999）『古代オリエント資料集成1　ハンムラビr法典」』リトン．

（2）アイスキュロス

アイスキュロス／呉茂一訳（1974）『縛られたプロメーデウス』岩波書店．
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（3）アリステアスの手紙

木下淑訳（1956）r七十人訳伝承としてgアリステアス書簡研究（1）一緒論・翻訳および註一」

　　『神学』（東京神学大学神学会）X，21－72．

木下淑（1956）r七十人訳伝承としてのアリステアス書簡研究（2）一私訳本文に対する註一」『神

　　学』（東京神学大学神学会）XI，93－113．

左近淑訳（1975）rアリステアスの手紙」日本聖書学研究所編『聖書外典偽典　第3巻　旧約偽

　　典I』教文館，17－85．

（4）フィローン（アレクサンドリアの）

土岐健治訳（2004）『観想的生活・自由論』（ユダヤ古典叢書）教文館．

野町啓・岡子多津子訳（2007）『世界の創造』（ユダヤ古典叢書）教文館．

秦剛平記（2000）『プラツクスヘの反論・ガイウスヘの使節』（西洋古典叢書）京都大学学術出版

　　会．

（5）ヨセフス

①『ユダヤ戦記』

土岐健治訳（1982）『ユダヤ戦記I』（ヨセフス全集1）日本基督教団出版局．

土岐健治訳（1985）『ユダヤ戦記皿1・皿』（ヨセフス全集2）日本基督教団出版局．

秦剛平記（1975）『ユダヤ戦記I』山本書店．

秦剛平記（1981，2版1985）『ユダヤ戦記■』山本書店．

秦剛平記（1982）『ユダヤ戦記皿』山本書店．

②『ユダヤ古代史』

秦剛平記（1979）『ユダヤ古代史XIトXI工I』山本書店．

秦剛平記（1980）『ユダヤ古代史XW－XV』山本書店．

秦剛平記（1980）『ユダヤ古代史XV庄一X呵I』山本書店．

秦剛平記（1980）『ユダヤ古代史逼汀II－XIX』山本書店．

秦剛平記（1981）『ユダヤ古代史XX』山本書店．

③『アピオーンヘの反論』

秦剛平記（1977）『アピオーンヘの反論』山本書店．

④『自伝』

秦剛平記（1978）『自伝』山本書店．

（6）ディオゲネス

Hicks，R．D，（trans）（1925）刀ゴ。騨皿θ8Zθθr虹α易〃冊θo〆亙㎜血θ〃6万カ。明ρ五θ蝸．，2vo1s．，：Loeb

　　C1assica1Library184，185，HarvardUniversityPress．（＝1989，ディオゲネス・ラエルティ

　　オス／加来彰俊訳『ギリシャ哲学者列伝（上，中，下）』岩波文庫）　※日本語訳は基本的にロ

　　シグ（Long，H．S．）の校本を底本としている。なお、本研究での参照部分は、ヒックス（Hicks，
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R．D．）版では第2巻（恥1．2）のBookW（Diogenes）にあり、日本語訳では中巻にある。

（7）トレルチ

高野晃兆・帆苅猛訳（1999）『古代キリスト教の社会教説』教文館．

東京都立大学トレルチ研究会釈（1988）「キリスト教会お．よびキリスト教諸集団の社会教説（邦

　　訳・一）」『東京都立大学法学会雑誌』第29巻　第2号，319－61．

東京都立大学トレルチ研究会釈（1989）rキリスト教会およびキリスト教諸集団の社会教説（邦

　　訳・二）」『東京都立大学法学会雑誌』第30巻　第1号，683－729．

東京都立大学トレルチ研究会釈（1989）「キリスト教会およびキリスト教諸集団の社会教説（邦

　　訳・三）」『東京都立大学法学会雑誌』第30巻　第2号，397－438．

東京都立大学トレルチ研究会釈（1990）rキリスト教会およびキリスト教諸集団の社会教説（邦

　　訳・四）」『東京都立大学法学会雑誌』第31巻　第2号，529－g1．

東京都立大学トレルチ研究会釈（1991）「キリスト教会およびキリスト教話集団の社会教説（邦

　　訳・五）」『東京都立大学法学会雑誌』第32巻　第1号，577－610．

東京都立大学トレルチ研究会釈（1991）「キリスト教会およびキリスト教諸集団の社会教説（邦

　　訳・六）」『東京都立大学法学会雑誌』第32巻　第2号，253－89．

東京都立大学トレルチ研究会釈（1992）rキリスト教会およびキリスト教諸集団の社会教説（邦

　　訳・七）」『東京都立大学法学会雑誌』第33巻　第1号，393－429．

東京都立大学トレルチ研究会釈（1999）「キリスト教会およびキリスト教諸集団の社会教説（邦

　　訳・八）」『東京都立大学法学会雑誌』第39巻　第2号，803－45．

東京都立大学トレルチ研究会釈（1999）rキ）スト教会およびキリスト教諸集団の社会教説（邦

　　訳・九）」『東京都立大学法学会雑誌』第40巻　第1号，631－60．

東京都立大学トレルチ研究会釈（2000）rキリスト教会およびキリスト教諸集団の社会教説（邦

　　訳・十）」『東京都立大学法学会雑誌』第40巻　第2号，497－536．

東京都立大学トレルチ研究会釈（2000）「キリスト教会およびキリスト教諸集団の社会教説（邦

　　訳・十一）」『東京都立大学法学会雑誌』第41巻　第1号，329－65．

東京都立大学トレルチ研究会釈（2001）rキリスト教会およびキリスト教諸集団の社会教説（邦

　　訳・十二）」『東京都立大学法学会雑誌』第41巻　第2号，46グ507．

東京都立大学トレルチ研究会釈（2001）rキリスト教会およびキリスト教諸集団の社会教説（邦

　　訳・十三）」『東京都立大学法学会雑誌』第42巻　第1号，351－91．

東京都立大学トレルチ研究会釈（2002）「キリスト教会およびキリスト教諸集団の社会教説（邦

　　訳・十四）」『東京都立大学法学会雑誌』第42巻　第2号，209－50．

東京都立大学トレルチ研究会釈（2002）rキリスト教会およびキリスト教諸集団の社会教説（邦

　　訳・十五）」『東京都立大学法学会雑誌』第43巻　第1号，641－77．

東京都立大学トレルチ研究会釈（2003）「キリスト教会およびキリスト教諸集団の社会教説（邦

　　訳・十六）」『東京都立大学法学会雑誌』第43巻　第2号，463－502．

東京都立大学トレルチ研究会釈（2003）「キリスト教会およびキリスト教話集団の社会教説（邦

　　訳・十七）」『東京都立大学法学会雑誌』第44巻　第1号，395－421．
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5．フランス刑法典

佐瀬昌三訳（1934）「1932年フランス刑法改革豫備草案（総則）」『1932年フランス刑法改正豫備

　　草案（総則）並にポーランド改正刑法及ポーランド違警罪法』（司法資料第188号）司法省調

　　査課．

秋山晴夫訳（1939）『佛蘭西刑法典』（司法資料第258号）司法省調査部．

森下忠訳（1956）『フランス刑法典』（法務資料第343号）法務大臣官房調査課．

森下忠訳（1956）『フランス刑法典』（刑事裁判資料第116号）最高裁判所事務総局．

1V　辞典（事典）・コンコルダンス・目録

1．欧文

Abbo批・Smith，G．（19373・d　ed．．）λM虹〃∂ノα崎θθ左Zθ㎜を。㎜o〆批θ地w％8ね皿θ刀左，工＆T　C1ark．

AmdtW．且，Gingrich，RW（1957）λ俄θθ左扱助動Zθ曲。㎜o〆肋θM妨臨ね血θ〃鋤♂0地θr

　　励吻α！皿6幽〃〃加蝪伽〃，University　ofChicago　Press．

Avi・Ybnah，Michae1，Stern，E．（ed－s．）（1975）脇卯dqρθ凶白。fル。必∂θo必騨bθノ扱。θ脇血。皿8血肋θ

　　庇ヶZ舳44vo1s．，lPrentice・Ha1I．（＝1984，左近義慈編『聖書考古学大事典』講談杜．※本

　　翻訳書は1975－8に出版されたMassadaPress版からの翻訳である）

Assa£David。（1960）清rrη祀四高rgOう沖進τr1pコ1p目コ高rηrめr芭“（Cb㎜oo”d∂〃θof批θM三軸刀θ必

　　クあ”a五ろθゴ〃8泌θ脆a挽。必2zaムθ五〇〆児∂るるゴ地8石θ3θ皿脇立並一〇皿）Vb1．1，Heassor　Printing．

Ba1z，H．，Schneid－eちG．（ed．）／Eng1ish　Trans．（1990－1993）扱θgθ此θノ刀比血。〃Ψof批θ一Mw

　　蛇βね皿θ必，3vo1s．，Eerd－mans　Pub1ishing　Company

Ber1in，Ad－e1e（ed一．in　chieδ（20112nd　ed一）mθ0xあガ刀ゴ6血。mjア。〆秘θゐ1m鮎五θ必喫bη．，0x危rd－

　　University　Press．

BerIi皿，Meye巧Zevin，S．J．（ed－s．）（1969一）扱ψdgρθ砿θZ躯㎜口凶ba．，Vb1．1－6，Ta1mud．ic

　　Encyc1oped．ia　Institute．

Borge迅Ryk1e（1978，4th　ed．1988）λ8卵も山一3∂似。皿お6必θ旋允加皿ム8組，Neuk立。hener

　　鴨r1ag．

Botterweck，G．J．，RinggrenH．（eds．）／Wi11isJ．T．（trans．）（1974－2006）Theo1ogica1Dictionary

　　of曲e　O1d一㎜estament．，15vo1s．，Eerd一血ans　Pub1ishing　Company

Brown，F，Drive巧S．R．，Briggs，C．（1906．1951）λ疵加θ〃伽a地8カ曲Zθ㎜bo皿。〆肋θ0亙

　　ク台8ね血1θ刀左、C1arend．on　Press．

David－son，Benjamin（1966）独θλmケ地aノ疵加θw∂刀aα！θノdθθZθ㎜bo皿．，Samue1Bagster

　　and．Sons．

De1itzsch，Fried－rich　（1896．　1975）　λ8躯〃虹必θ8　肋刀♂㎜伽6θ功α6ゐ．，　J．C．Himichs’sche
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写真・図・表一覧

図1重い皮膚病の疑いのある者への対応（第4章所収）

図2罪とその結果としての禍のユダヤ的解釈（第4章所収）

表1　ソーシャルワーク、ユダヤ教、ユダヤ教コミューン・サ」ビス専門職の価値分類

　　　（第1章所収）

表2　ツェダカーの訳語（第2章所収）

表3ペアー篇にみるタンナイーム時代のラビたち（第3章所収）

表4ペアー篇の構成（第3章所収）
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